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研究要旨 

【研究目的】本研究の目的は、国土強靭化基本計画の変更を踏まえ、地域の実情に応じた災

害医療体制を提供するために、DMAT、災害医療コーディネーター、病院の BCP、EMIS等の情

報システム、地域包括ケアシステム、国際医療チームの受援等の研究を進め、マニュアルや

ガイドラインを策定し、災害医療全体の改善を図ることである。 

【研究方法】本研究班は、多くの分担研究者により、災害医療全般に関して研究するが、1

つの研究班によって行われるため、整合性のとれた研究結果が期待される。分担研究結果を

整合性のとれた報告として総括する。（担当 研究代表者 小井土雄一） 

・災害医療コーディネートに関する研究（担当 研究分担者 森野一真）

コーディネーターの位置づけ・役割を明確化し、業務標準化を図る。活動マニュアルを策定

する。 

・EMISに関する研究（担当 研究分担者 中山伸一）

EMIS入力率の低さや項目の不備が指摘されている。EMISの担うべき機能を整理、扱いやすい

EMISを提言する。J-SPEEDや最新のアプリ、SIP4との連携を検討する。 

・災害時のロジスティクスに関する研究（担当 研究分担者 近藤久禎）

医療ニーズを把握し医療資源を適切に配分調整する全国的な体制を構築する。派遣調整や本

部等での指揮調整等を行う人材養成の仕組みを構築する。 

・DMATの効果的な運用に関する研究（担当 研究分担者 阿南英明）

DMATの体制、教育体制について、台風、風水害や新型コロナウイルス感染症（COVID-

19 ）の対応実績から、幅広い災害種や医療危機に対応するうえでの改変の要否を検討す

る。 

・医療搬送に関する研究（担当 研究分担者 本間正人）

ドクターヘリは全国に53機が配備されている。これらを活用した広域医療搬送のあり方を検

討する。 

・一般病院等へのBCP策定に関する研究（担当 研究分担者 本間正人）

一般的な病院や有床診療所のBCP策定に係るマニュアルを策定し、BCPの全病院化を目指す。 

・災害時における地域包括BCPに関する研究（担当 研究分担者 小早川義貴）



地域BCPは良好な地域災害対応の基盤となる。災害に強い地域包括BCPのあり方を提示する。 

・周産期・小児医療提供体制に関する研究（担当 研究分担者 海野信也）

小児周産期リエゾン活動マニュアルを活用し、都道府県災害対策部門と周産期・小児医療担

当部門の連携を強化する。また、小児周産期リエゾンの活動の評価・検証を行うことにより

活動要領のさらなる充実をはかる。 

・IoT、AIを用いた災害医療の将来像に関する研究（担当 研究分担者 久保達彦）

本研究の目的は、IoT、AIを活用する災害医療の将来像と、同将来像への到達にむけて克服す

べき課題及びその対処法を明らかにし、IoT、AIを用いた災害医療の未来において求められる

機能の提言を策定する。 

・国際災害医療チームの受援に関する研究（担当 研究分担者 久保達彦 研究協力者 若

井聡智、大野龍男、豊國義樹） 

国土強靱化基本計画に基づき、大規模災害時に国際医療支援を受け入れる必要が生じた場合

に、特に地方自治体の受援負担を最小化しつつ、効率的・効果的な受援を果たすための具体

的方策を明らかにする。 

・DMAT 隊員のメンタルヘルスチェックシステムに関する研究（担当 研究分担者 西大輔）

災害発生時には、救援活動を行う DMAT 隊員も PTSD を発症する危険がある。平時から DMAT隊

員のメンタルヘルスをチェックするシステムの構築を検討する。 

【研究結果・考察】 

 東日本大震災と同規模の災害を想定し、大規模地震時医療活動に関する総合的な実動訓

練を実施して、当該活動に係る組織体制の機能と実効性に関する検証を行うとともに、

防災訓練関係機関相互の協力の円滑化を図る目的で、令和 3 年 10 月 30 日（土）に実施

された。被災都道府県は岩手県、宮城県、福島県の 3 県とし、被災地域外ＳＣＵを設置

する都道府県を秋田県、栃木県、福岡県とした。令和 2 年度に続き、新型コロナウィル

ス感染症の感染拡大状況を鑑み、参集するＤＭＡＴ及びＤＭＡＴと連携する関係機関の

参加についても非常に限定的な規模での実施となった。令和 2 年度訓練では広域医療搬

送もすべて仮想で行ったが、本年度訓練では広域医療搬送に関しては、被災地内ＳＣＵ

３ヶ所（花巻空港、霞目駐屯地、福島空港）、被災地外ＳＣＵ３ヶ所（秋田空港、北宇都

宮駐屯地、春日基地）のいずれも実動訓練を行い、広域医療搬送を行う自衛隊機につい

てもすべて実機により実施した。 

 災害医療コーディネートに関しては、三層構造を原則とするコーディネート体制が構築

されてきたが、本年度は災害医療コーディネーターや班員の具体的な活動に関するマニ

ュアルを策定した。災害医療コーディネーターは医療の提供に関する調整のみならず、

保健や福祉の分野とも協力する必要があることから、平時における活動が非常に重要で



 

ある。調整には様々な課題が伴うが、その解決には「人ヒト、物モノ、場所バショ、シ

ステム、ルール、時トキである」（頭文字を取りヒモバシルトキと覚える）を検討するこ

とで解決策を見いだせると考える。 

 EMISに関する研究では、EMISの操作性向上の喫緊の課題解決のため、今年度は本分担研

究班にワーキンググループを結成して、EMIS 機能改善に向けての具体的改善案を検討し

た。その結果、早急に改善して実装すべき機能として、機能１)DMAT管理機能スマート

フォンアプリ、機能２)訓練準備管理ツール、機能３)医療機関状況モニター分析ツー

ル、機能４)セキュリティー強化、機能５)他の情報システムとの連携強化を実施するこ

とができた。 

 ロジスティックに関しては、本来であれば、大規模地震時医療活動訓練をはじめ、DMAT

ブロック訓練等の機会に直近の大規模災害対応での教訓も踏まえた DMAT及び DMAT ロジ

スティックチームの指揮及び運用に関する検証、ロジステーションの具現化に向けた

NEXCOや空港施設等との連携に関する検証、各種民間事業者や関連業界団体との連携に

関する検証等を行うところであった。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響

により、令和２年度に続いて大規模地震時医療活動訓練はＤＭＡＴの動員及び関係機関

の参加も非常に限定的な訓練となり、DMATブロック訓練は近畿ブロックを除きすべて中

止となったため、DMATの運用に関する検証を実動訓練において行う機会は十分には得ら

れなかった。一方で、おもには図上での検討となったが、大規模地震時医療活動訓練と

しては初の東北ブロックを被災地としての開催であり、東日本大震災以来の東北地方へ

の全国からの DMAT動員のシミュレーションが実施できた。また、過去の災害での教訓を

もとに、災害時の医療機関への電力や水の補給のオペレーションについてより検討を行

い、それらの成果を DMATロジスティックチームの活動として DMAT ロジスティックチー

ム隊員養成研修等の研修内容に反映することができた。 

 DMATの効果的な運用に関しては、派遣チーム数に関わる課題を抽出し、その適正化に関

する考え方、南海トラフ地震の被害想定に基づく地域別に必要保有数を算出し、現状と

の差から今後のチーム養成の目標を示した。また感染症対応については、支援実績から

従来の DMAT 活動内容を活かすことが可能であった。DMAT の組織内に感染症対策に精通

した人材を保有し、必要時に機動性をもって DMATメンバーの指導・助言を行う体制が必

要である。 

 医療搬送に関する研究では、令和元年 6月に公表された南海トラフ巨大地震の被害想定

（再計算値）をもとに、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県の最大と最

小の死亡想定数から東日本大震災の重傷者数・死亡者数比を用いて重症患者総定数を算

出、「想定震度 7または 6強」「津波による浸水被害が想定される」が想定される病院病



 

床数と ICU,ICUに準じる病床数から、各県内の「重症患者受け入れ可能数」を算出し、

重症患者想定数（最大値、最小値）と総病床の被害想定から算出したものと災害拠点病

院の被害想定から算出した 2通り合計 4パターンの「医療搬送が必要数=重傷者発生数―

県内の重症患者受け入れ能力」を算出した。今後の研究では、本研究で明らかになった

「医療搬送必要数」をもとに、具体的医療搬送計画を検討していく必要がある。 

 一般病院等への BCP策定に関する研究として、一般病院を対象とした「BCPチェックリ

スト」「チェックリストを用いた病院災害計画 BCPの自己点検の手引き」を作成すること

を研究目標とした。研究方法としては研究分担者・研究協力者が講師を担当したＢＣＰ

策定研修事業、広島県ＢＣＰ策定研修事業を通して、受講生の意見を通して災害拠点病

院用の「BCP チェックリスト」から、一般病院にとって「必須項目」と「望ましい項

目」に分け作成した。「（一般病院）ＢＰＣチェックリスト」では、すでに公開されてい

る BCPチェックリスト 118 項目のうち、一般病院の必須項目は 75項目、望ましい項目

43項目とした。現行の制度化では災害拠点病院以外の医療施設の BCP 整備の枠組み

が明確でなく、BCP整備の根拠の提示とともに一般病院が整備すべき BCPの内容に関

する指針や標準的な BCPのひな形の提示が求められていた。 

 災害時における地域包括 BCPに関する研究においては、地域包括 BCP 策定の重要性が指

摘されているが、現時点で策定が完成した地域の報告は聞かない。これまで保健所や災

害拠点病院で主に機関型 BCPが策定されてきたのは、法的根拠の整理があったためであ

る。今後、地域包括 BCP策定するためには法的根拠整備を進めなくてはならない。医

療、保健、介護・福祉も含めた地域包括 BCPの基本的な策定単位は二次医療圏レベルが

望ましいと考えられ、地域のステークホルダーが参加することが重要である。特に保健

所はその策定主体としての機能が求められる。令和５年より第８次地域医療計画が実施

予定であり、地域包括 BCP整備について記載することが望まれる。 

 周産期・小児医療提供体制に関する研究においては、小児・周産期領域の災害対策にお

ける諸課題の検討を行い以下の成果を得た。・「周産期センター以外の分娩取扱施設(病

院・有床診療所)で活用可能な BCP策定マニュアル」を作成した。・「災害時小児周産期リ

エゾン運用マニュアル」のモデル版を作成した。・災害時小児周産期リエゾン連絡協議会

の活動支援を行った。・厚生労働省医政局 災害時小児周産期リエゾン養成研修の評価と

今後の課題を検討した。・分娩取扱施設の医療従事者を対象とする WEBセミナーを、日本

産科婦人科学会とともに企画し開催した。本研究で検討し、開発、改善を進めてきた小

児周産期領域の災害対策上必要な諸制度及びツールは、今後さらに内容を充実させ、実

災害の発生時により有効に対応可能な体制整備につなげていく必要があると考えられ

た。 



 

 IoT、AI を活用する災害医療に関する研究においては、IoT、AIを活用する災害医療の将

来像と、同将来像への到達にむけて克服すべき課題及びその対処法を明らかにすること

を目的として、①関係計画・施策・技術調査と②社会実装課題調査を実施した。①関係

計画・施策・技術調査では、災害医療関係システムの整備状況と課題を CSCA-TTTの枠組

みで整理した災害医療 ICTマップを提言事項含めて更新した。②社会実装調査では

IoT/AI システムの災害医療分野での社会実装に向けた構造的な課題を整理した。今年度

追加された知見として、IoT/AIシステムの災害医療分野での社会実装にあたっては、全

都道府県の災害医療関係団体によるシステム運用に係る周知、賛同、習熟が必要である

が、ICT システムを開発する前に標準様式を設定することが関係者からの理解のしやす

さ、合意形成の促進、訓練の効率化、そして実災害時の実用性の向上につながってい

た。 

 国際災害医療チームの受援に関する研究では、①国内計画等調査、②国際標準等調査、

③国際受援訓練に分けて研究を推進した。③国際受援訓練では米国保健福祉省等と連携

のうえ US-DMAT 受援訓練を新型コロナウィルス感染症が蔓延するなかリモート開催の形で

実施した。研究成果として「US-DMAT/EMT 国際受援標準業務手順書（SOP）暫定版」を開

発した。今後は日米合同で設置したワーキンググループを協議の場として活用し、当該

SOP のブラッシュアップや実動訓練企画等の課題検討に両国合同で取り組んでいくことが

重要である。受援の成功に向けて特に重要なのは医療リエゾンの選任である。候補者のリス

トアップと育成、US-DMAT 側との顔の見える関係構築を進める必要がある。また US-

DMAT の受援をＷＨＯ国際標準にも準拠する形で計画化し他国からの受援への対応にも

留意することが国・地方レベルでの受援負担軽減につながる。 

 DMAT／DPAT 先遣隊隊員のメンタルヘルスの状態を平時からチェックするには、隊員研修

の機会を活用して推奨事項の周知とセルフスクリーニングを行うことが必要と考えられ

た。Psychological first aid (心理的応急処置)は、隊員自身のメンタルヘルスの悪化

の予防に寄与する可能性がある。COVID-19ワクチン接種実施中の期間において、ワクチ

ン接種意向のない医療従事者への配慮が重要である可能性が示唆された。COVID-19感染

者の対応の決断の経験への対策は、COVID-19パンデミック時において医療従事者のメン

タルヘルスの問題を予防するために重要である。今後は災害等の医療救援者や COVID-19

に対応する医療従事者のメンタルヘルスの問題を防ぐために、更なる調査と情報発信が

必要であると考えられる。 
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Ａ  研究目的 

本研究の目的は、国土強靭化基本計画の変更

を踏まえ、地域の実情に応じた災害医療体制

を提供するために、DMAT、災害医療コーディ

ネーター、病院の BCP、EMIS 等の情報システ

ム、地域包括ケアシステム、国際医療チーム

の受援等の研究を進め、マニュアルやガイド

ラインを策定し、災害医療全体の改善を図る

ことである。 

平成の時代は多くの災害に見舞われた。平成

7 年の阪神淡路大震災に始まり、新潟県中越

地震、東日本大震災、熊本地震、北海道胆振

東部地震と震度 7 の地震が連続した。また、

地震のみならず、平成 26 年広島豪雨災害か

ら、連続して気象災害にも見舞われている。

一方でこのような状況の中、本邦の災害医療

はこの 30 年間で飛躍的に発展した。DMAT や

災害拠点病院の設置、広域災害救急情報シス

テムなどは、世界に誇る仕組みとなった。し

かしながら、多くの災害を経験すれば、その

都度新しい課題が生じるものである。これら

の課題を解決すべく、国も平成 30 年 12 月国

土強靭化基本計画を書き直した。国土強靭化

基本計画の保健医療に関する骨子は、医療施

設の耐震・インフラ強化、広域的な連携体制、

医療資源の供給体制、被害想定に基づいた

DMAT 養成、医療資源を適切に配分調整するロ

ジスティクス等となっている。本研究はこの

国土強靭化基本計画の具現化に貢献するため



 

に行う。 

 

Ｂ  研究方法 

本研究班は、多くの分担研究者により、災

害医療全般に関して研究するが、1つの研究

班により行われるため研究班会議を通して、

分担研究の結果を有機的に結合させ、包括的

な災害医療体制づくりを提言する。今回の新

型コロナウイルス感染症対策でも、これまで

自然災害対応で培ってきた当研究班のノウハ

ウが活かされた。本研究班としても感染症パ

ンデミック対応の中で多くの知見を得たので、

報告書に反映する。 

・災害医療コーディネートに関する研究（担

当 研究分担者 森野一真） 

コーディネーターの位置づけ・役割を明確化

し、業務標準化を図ることが目的であるが、

今年度は、災害医療コーディネーターや班員

の具体的な調整業務のマニュアルを策定する

ことを目的とした。 

・EMISに関する研究（担当 研究分担者 中

山伸一） 

災害発生時における医療状況に関する情報共

有により、適切かつ迅速な対応を図るための

ツールとして、これまで EMISは一定の進歩

を遂げてきた。しかし、求められる機能が多

様化するに従って機能拡張を繰り返し、それ

に伴って使いにくさが目立つようになり、

EMIS の操作性向上が喫緊の課題となっている。

そこで、最終研究年度を迎えた今年度は、本

分担研究班にワーキンググループを結成して、

EMIS機能改善に向けての具体的改善案を検討

し、その実装を早急に実現させることを目標

とした。 

・災害時のロジスティクスに関する研究（担

当 研究分担者 近藤久禎 研究協力者 市

原正行） 

研究方法は、ロジスティックに関わる学識経

験者により研究班を組織し、DMATの運用と指

揮についての研究、DMATのロジスティクス強

化に関する研究として、本来であれば、大規

模地震時医療活動訓練をはじめ、DMATブロッ

ク訓練等の機会に直近の大規模災害対応での

教訓も踏まえた DMAT 及び DMAT ロジスティッ

クチームの指揮及び運用に関する検証、ロジ

ステーションの具現化に向けた NEXCO や空港

施設等との連携に関する検証、各種民間事業

者や関連業界団体との連携に関する検証等を

行うところであった。しかしながら、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、令和２年

度に続き大規模地震時医療活動訓練はＤＭＡ

Ｔの動員、関係機関の参加も非常に限定的な

訓練となり、DMATブロック訓練は近畿ブロッ

クを除きすべて中止となったため、DMAT の運

用に関する検証を実動訓練において行う機会

は十分には得られなかった。 

・DMATの効果的な運用に関する研究（担当 

研究分担者 阿南英明） 

南海トラフ地震を想定して場合と感染症対

応を含めた、DMAT隊員養成考え方と方針を

検討した。１）派遣チーム数に関わる課題

を抽出し、その適正化に関する考え方、南

海トラフ地震の被害想定に基づく地域別に

必要保有数を算出し、現状との差から今後

のチーム養成の目標を示した。２）感染症

事案の支援で求められた事項から、追加す

べき組織機能を示した。 



 

・医療搬送に関する研究（担当 研究分担者 

本間正人） 

令和元年6月に公表された南海トラフ巨大

地震の被害想定（再計算値）をもとに、徳

島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県、

宮崎県の最大と最小の死亡想定数から東日

本大震災の重傷者数・死亡者数比を用いて

重症患者総定数を算出、「想定震度7または

6強」「津波による浸水被害が想定される」

が想定される病院病床数とICU,ICUに準じ

る病床数から、各県内の「重症患者受け入

れ可能数」を算出し、重症患者想定数（最

大値、最小値）と総病床の被害想定から算

出したものと災害拠点病院の被害想定から

算出した2通り合計4パターンの「医療搬送

が必要数=重傷者発生数―県内の重症患者

受け入れ能力」を算出した。 

・一般病院等へのBCP策定に関する研究（担

当 研究分担者 本間正人） 

本年の研究として一般病院を対象とした

「BCPチェックリスト」「チェックリストを用

いた病院災害計画 BCP の自己点検の手引き」

を作成することを研究目標とした。研究方法

としては研究分担者・研究協力者が講師を担

当したＢＣＰ策定研修事業、広島県ＢＣＰ策

定研修事業を通して、受講生の意見を通して

災害拠点病院用の「BCPチェックリスト」か

ら、一般病院にとって「必須項目」と「望ま

しい項目」に分け作成した。 

・災害時における地域包括BCPに関する研究

（担当 研究分担者 小早川義貴） 

災害時に強い地域包括 BCP を構築するための

基礎的な考察を行い、必要な対応を検討する。

本年度は、地域包括 BCP機能を維持するため

の地域包括 BCPの整備のあり方を明らかにす

るために専門家、関係者へのインタビューを

行った。 

・周産期・小児医療提供体制に関する研究

（担当 研究分担者 海野信也 研究協力者 

岬美穂） 

本研究では、先行研究を踏まえて、小児周産

期領域の災害医療の専門家に協力を依頼し災

害時の周産期・小児医療提供体制における諸

問題を総合的に検討することを目的としてい

る。実際には、「実災害」検討グループ、「リ

エゾン活動」検討グループ、「リエゾン養成

研修」検討グループ、「情報システム」検討

グループの 4 グループに分かれて検討を行っ

た。 

・IoT、AIを用いた災害医療の将来像に関す

る研究（担当 研究分担者 久保達彦） 

IoT、AIを活用する災害医療の将来像と、同

将来像への到達にむけて克服すべき課題及び

その対処法を明らかにすることを目的として、

①関係計画・施策・技術調査と②社会実装課

題調査を実施した。 

・国際災害医療チームの受援に関する研究

（担当 研究分担者 久保達彦 研究協力者 

若井聡智 豊國義樹） 

国土強靱化基本計画に基づき、大規模災害

時に国際医療支援を受け入れる必要が生じた

場合に、特に地方自治体の受援負担を最小化

しつつ、効率的・効果的な受援を果たすため

の具体的方策を明らかにすることを目的として、

①国内計画等調査、②国際標準等調査、③国

際受援訓練に分けて研究を推進した。 



 

・DMAT隊員のメンタルヘルスチェックシステ

ムに関する研究（担当 研究分担者 西大輔 

研究協力者 河嶌譲） 

DMAT／DPAT 隊員も、救援活動に伴うストレ

ス等から派遣後にメンタルヘルス不調になる

ことがあるため、その予防の観点から、隊員

のメンタルヘルスの状態を平時からチェック

するシステムの構築すること、派遣後のメン

タルヘルス不調に影響を与える要因等につい

ても検討することを当研究分担班の目的とし

ている。令和 2年度より、当初の研究計画を

一部変更し、2020年 2月から新型コロナウイ

ルス(COVID-19)に関連した活動に従事した

DMAT／DPAT 隊員が相当数いたことから、

COVID-19に関連したストレスの実態を調べる

ことを目的とした調査を実施している。令和

元年度、2年度に引き続き、DMATおよび DPAT

隊員を対象に、第 4回と第 5回のオンライン

調査を実施した。 

Ｃ  研究成果 

○令和３年度政府総合防災訓練における大規

模地震時医療活動訓練（令和 3 年 10 月 30 日

実施）について 

東日本大震災と同規模の災害を想定し、大

規模地震時医療活動に関する総合的な実動訓

練を実施して、当該活動に係る組織体制の機

能と実効性に関する検証を行うとともに、防

災訓練関係機関相互の協力の円滑化を図る目

的で、令和３年１０月３０日（土）に実施さ

れた。被災都道府県は岩手県、宮城県、福島

県の３県とし、被災地域外ＳＣＵを設置する

都道府県を秋田県、栃木県、福岡県とした。 

本来、本訓練は全国のＤＭＡＴが参集する、

ＤＭＡＴの実動訓練としては国内最大規模の

訓練であるが、令和２年度に続き、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み、参

集するＤＭＡＴ及びＤＭＡＴと連携する関係

機関の参加についても非常に限定的な規模で

の実施となった。 

参加ＤＭＡＴ隊員は、指定プレーヤーまた

は訓練コントローラーとして、日本ＤＭＡＴ

インストラクター・タスク等が 165 名、訓練

プレーヤーとしては、被災県外から参集し被

災３県での支援活動を行うＤＭＡＴが 23 隊

（青森４隊、秋田１隊、山形７隊、新潟６隊、

栃木１隊、福岡４隊）、被災地外ＳＣＵの設

置・運営を行うＤＭＡＴが 19 隊（秋田３隊、

栃木５隊、福岡 11隊）であった。 

また、被災地内医療機関として各県の災害

拠点病院を中心に、岩手県 8 病院、宮城県 17

病院、福島県 13病院が訓練に参加した。 

令和 2 年度訓練では広域医療搬送もすべて

仮想で行ったが、本年度訓練では広域医療搬

送に関しては、被災地内ＳＣＵ３ヶ所（花巻

空港、霞目駐屯地、福島空港）、被災地外Ｓ

ＣＵ３ヶ所（秋田空港、北宇都宮駐屯地、春

日基地）のいずれも実動訓練を行い、広域医

療搬送を行う自衛隊機についてもすべて実機

（Ｃ－２（１機）、ＣＨ－４７（２機））によ

り実施した。 

また、春日基地からは C-2 により４隊の

DMATの空路投入を行った。 

訓練概要を資料に添付した。 

〇分担研究の結果概要 

 

① 災害医療コーディネートに関する研

究（担当 研究分担者 森野一真） 



 

災害医療コーディネーターの具体的な活動

マニュアルとして、以下の項目を立てた。 

I 災害医療コーディネーターの立場、活動

目的、業務 

II 調整に必要な課題解決の原則 

III 平時に確認や実施すべき事項（保健医

療調整本部（調整班）の設置に関する事項な

ど） 

IV 災害時に行う業務の概要 

V 保健医療調整本部内での医療調整班設置

と運用 

VI 医療の提供（継続）に関する調整 

1.医療の継続が困難な場合の主な調整事項 

1)救護班受入れ 

2) 被災地内での救護班分配（二次医療圏

（保健所）、市区町村における） 

3) 患者搬送調整 

3)-1被災地内での個別の搬送 

3)-2 被災都道府県内で直接被災を免れた

地域への搬送 

3)-3 被災都道府県外への搬送 

3)-4 複数の入院患者の避難の判断と避難

に係る調整 

4) 救護所運営の調整 

5) 避難所での巡回診療の調整 

2.医療の継続が可能であるが支援が必要な場

合の調整 

3. 薬剤確保の調整 

4. 被災地での医療の継続に不可欠なライフ

ラインに関する調整 

(1)非常電源の確保 

(2)生活用水（診療用水） 

(3)トイレと手洗い 

(4)簡易ベッド 

VII各拠点での留意点 

② EMISに関する研究（担当 研究分担

者 中山伸一） 

早急に改善して実装すべき機能として、機

能１)DMAT管理機能スマートフォンアプリ、

機能２)訓練準備管理ツール、機能３)医療機

関状況モニター分析ツール、機能４)セキュ

リティー強化、機能５)他の情報システムと

の連携強化を指摘した。具体的内容として、

機能１：EMISの入力は PCによるのが基本だ

ったが、手軽なスマートフォン入力も可能と

することは、特に被災内での実対応において

有用である。機能２：実災害対応における有

効な EMIS活用のためには訓練が不可欠であ

るが、これまで訓練での EMIS使用のための

スケジュール調整ならびに被災状況などの事

前入力には、訓練担当者による煩雑な手作業

が必要であった。改善策として、その予約調

整を簡略化するシステムを導入するほか、訓

練で必要不可欠となる EMISの訓練用データ

をアーカイブ化することによって事前登録を

簡易化し、作業負担の軽減を図る。機能３: 

実災害時対応において最も難渋するのは、変

化する被災地の医療機関状況のデータを集

積・解析し、対応を決定していく行程である。

現在の EMIS では、収集した被災状況を提示

することはできても、それをリアルタイムで

分析する機能は装備されておらず、対応の遅

延に繋がっていた。そこで、かかる集計・分

析の作業負担軽減との容易化を図るため、ま

ずはデータ分析・可視化ツールである

Tableau の試験的導入と運用を図ることを提



 

言する。機能４：災害時とはいえ、EMIS は医

療機関や患者や被災者情報などの情報共有に

関してよりプライバシーに配慮したセキュリ

ティーの強化が望まれる。機能５：EMIS と進

歩著しい SIP-4D、J-SPEED、GMIS などとの他

の情報システムとの連携手法の確立に向け、

検討を進めるべきである。機能１〜３に関し

ては、厚労省へ提案をすでに行って了承され、

実装プログラム開発に着手し、当研究班員に

よりチェックを行って実装を完了した。今後、

災害訓練などを活用して、構想通りの機能の

完成度やバグなどの不具合がないことを確認

する必要がある。また、機能５に関しては、

他分野の情報システムとの弾力的な連携方法

の確立は、EMIS 操作性向上のためにも、喫緊

の課題である。こうした流れから、機能４の

充実も合わせて追求していくべきである。 

③ 災害時のロジスティクスに関する研

究（担当 研究分担者 近藤久禎） 

１）DMATの運用とロジスティクスについての

検討 

令和３年度大規模地震時医療活動訓練につい

て、東日本大震災と同規模の災害を想定し、

当該活動に係る組織体制の機能と実効性に関

する検証を行った。被災都道府県は岩手県、

宮城県、福島県の３県とし、被災地域外ＳＣ

Ｕを設置する都道府県を秋田県、栃木県、福

岡県とした。新型コロナウイルス感染症の感

染拡大状況を鑑み、被災地に参集するＤＭＡ

Ｔは原則東北ブロックに限定し、実動のＤＭ

ＡＴが不足する地域では仮想のＤＭＡＴを動

員した想定で図上訓練を実施した。訓練にお

いて、民間航空機、レンタカー等を活用した

仮想でのＤＭＡＴ派遣調整をＤＭＡＴ事務局

が行った。本訓練において、被災３県への陸

路・空路によるＤＭＡＴ投入を図上訓練とし

て行った。３県からの DMAT派遣要請（１次

隊）は、岩手県へ 100隊、宮城県へ 100隊、

福島県へ 120隊であり、ＤＭＡＴ事務局では

遠隔地から空路投入後の移動手段として、Ｄ

ＭＡＴ事務局が直接依頼可能なレンタカー事

業者に連絡、仮想ではあるが羽田空港 130 台、

成田空港 71台、福島空港 32台、花巻空港 45

台のレンタカーを確保したうえで派遣調整を

実施した。結果としては 320隊の確保であれ

ば、北海道から中部ブロックまでの動員でほ

ぼ必要数がまかなえ、陸路で不足する分を補

う空路投入を 30隊程度確保することで必要

チーム数を確保できた。 

２）ロジスティック要員の研修のあり方に関

する研究 

ＤＭＡＴロジスティックチームは、本部機能

の強化や救護班体制への指揮系統の移行にお

いて非常に有効に機能している。これら要員

の養成、維持を目的として、令和３年度ＤＭ

ＡＴロジスティックチーム隊員養成研修を令

和３年 12月に実施した。本年度の大規模地

震時医療活動訓練におけるＤＭＡＴの指揮・

運用や関係機関との連携の検証が例年に比べ

わずかに留まったため、従来の内容を踏襲す

るようなものとしたが、一方でこれまでのＤ

ＭＡＴ事務局員やＤＭＡＴ登録者による新型

コロナのクラスター発生施設への支援等にお

いて得られた知見が、自然災害時の医療機関

への支援において応用可能であり、それを実

践するようなセッションを実施した。また、

従来からある程度、その手法が明らかになっ

ていた災害時の医療機関への電力や水の補給



 

のオペレーションについて再度検討を行い、

より整理された手法を研修に取り入れた。 

④ DMATの効果的な運用に関する研究

（担当 研究分担者 阿南英明） 

１）各施設が被災地に派遣できるチームは通

常 1チームであるが、長期派遣を想定する必

要がある。南海トラフ地震のような広域災害

では時点での支援力は限定される。①「被害

が想定されない地域」内の同一災害拠点病院

から 2週間程度を前提に継続的に交代で派遣

する体制➁複数地域や機関において交代で継

続的に派遣することにより、全体として 2週

間程度の派遣が継続できる体制を構築するこ

とが妥当だ。チーム毎の派遣期間を 3日及び

4日を想定すると 5チーム必要である。被災

が想定されない地域（18 道県）1,130 チーム。

重点受援地域（10県）と被害が想定される地

域（19 都府県）1,559 チーム。現状との差異

は前者で 541 チーム、現状到達は 47.9％、後

者で 1206 チーム、現状到達は 77.4%であった。

２）感染症対応については、支援実績から従

来の DMAT活動内容を活かすことが可能であ

った。DMAT の組織内に環境感染症対策に精通

した人材を保有し、必要時に機動性をもって

DMATメンバーの指導・助言を行う体制が望ま

れる。 

⑤ 医療搬送に関する研究（担当 研究

分担者 本間正人） 

１）重傷者発生数の推定 

令和元年 6月内閣府防災担当から発出の南海

トラフ巨大地震に被害想定より死者数を A:都

道府県の最大死者数、a：全員が発災後避難

を開始した場合の 2 つのパターンで検討した。

なお想定重傷者数は、東日本大震災の総務省

消防庁データの死者数・重傷者数比（重傷者

/死者数）0.038 を用い、想定死亡者数に乗じ

た。 

２）被害を受ける可能性のある病院の病床数

の推定 

病院数、病床数のうち「想定震度 7または 6

強」または「津波による浸水被害が想定され

る」病院を抽出し、その病床数を合計した。 

３）浸水被害を受ける災害拠点病院 

災害拠点病院数と浸水被害を受ける災害拠点

病院を算出し、浸水被害を受けない災害拠点

病院の割合を算出した 

４）ICU,ICUに準じる病床数の推定 

ICU病床数（α）、ICUに準じる治療室病床数

（β）を算出し重症患者受け入れ能力（α+

β）を算出した。 

５）南海トラフ巨大地震後の ICU,ICUに準じ

る病床数の想定 

ICU,ICU に準じる病床数（α+β）に、被害を

受けない病床数の割合 R、浸水被害を受けな

い災害拠点病院の割合ｒを乗じて受傷患者受

け入れ想定数「（α+β）*R」、「（α+β）*

ｒ」を算出した。 

６）医療搬送が必要数の推定 

「医療搬送が必要数=重傷者発生数―県内の

重症患者受け入れ能力」として、想定重傷者

数（B,ｂ）それぞれについて、被害を受けな

い病床の割合（R）を用いたパターンと浸水

被害を受けない災害拠点病院の割合（ｒ）を

用いたパターンの合計 4パターンについて検

討した（表）。 



表 医療搬送必要数（△はマイナスを示す） 

⑥ 一般病院等へのBCP策定に関する研究

（担当 研究分担者 本間正人） 

本年度の研究では、「（一般病院）ＢＰＣチェ

ックリスト」「チェックリストを用いた病院

災害計画 BCP の自己点検の手引き」を作成し

た。「（一般病院）ＢＰＣチェックリスト」で

は、すでに公開されている BCPチェックリス

ト 118項目のうち、一般病院の必須項目は 75

項目、望ましい項目 43項目とした。 

⑦ 災害時における地域包括BCPに関する

研究（担当 研究分担者 小早川義貴） 

インタビューの結果として下記を得た。・医

療、保健、介護・福祉分野において地域包括

BCPの重要性が指摘されているが、地域で完

成としたという報告はない。・機関型BCPや連

携型BCPの策定については、事業者がBCP策定

の主体となるが、地域包括BCP策定では現時

点で策定主体が不明である。そのためには地

域包括BCPを策定する根拠の整備と策定主体

の決定が必要である。・地域包括BCPの策定の

ためには、地域の医療、保健、介護・福祉分

野に関わるステークホルダーが関わる必要が

重要である。・災害時のレスポンスは保健所

が中心となり地域災害医療体制を構築するこ

とを鑑みれば、二次医療圏での地域包括BCP

策定についても保健所がその主体なることが

妥当であると思われる。ただし、地域のステ

ークホルダーが我が事として関わることが必

要と考えられる。・第８次医療計画に地域包

括BCP策定についての記述がされることが望

まれる 

⑧ 周産期・小児医療提供体制に関する

研究（担当 研究分担者 海野信也） 

 「実災害」検討グループにおいては、「周産

期センター以外の分娩取扱施設（病院・有床

診療所）で活用可能な BCP 策定マニュアルの

作成を行った。「リエゾン活動」検討グルー

プにおいては、モデル「災害時小児周産期リ

エゾン運用マニュアル」の策定を行った。ま

た新型コロナウイルス感染症流行に対しては、

都道府県ごとに任命された災害時小児周産期

リエゾン（以下、リエゾン）が、2020 年度か

ら継続して患者搬送や医療提供体制の構築の

ための支援活動に参加した。また、災害時小

児周産期リエゾン連絡協議会として、厚生労

働省や日本小児科学会から発布された新型コ

ロナウイルス感染症に関する共有すべき情報

を、会員メーリングリストを用いて周知した。

「リエゾン養成研修」検討グループにおいて

は、厚生労働省医政局の災害時小児周産期リ

エゾン養成研修は、2016 年度より開始され、

6 年間継続して実施されてきたが、その結果、

修了者数は 1000 名を超えるところまで増加

した。令和３年度 厚生労働省医政局 災害

時小児周産期リエゾン養成研修に講師及びオ

ブザーバーとして参加し、受講生アンケート

の分析を行い、これらの情報を総合して課題

を整理し、「令和３年度 厚生労働省医政局 

災害時小児周産期リエゾン養成研修 報告

書」を作成した。「情報システム」検討グル

ープにおいては、日本産科婦人科学会大規模



災害対策情報システム（PEACE）の活用法に

関する WEB セミナーの開催を行った。PEACE

へのアクセスに際しては、日本産科婦人科学

会及び日本周産期新生児医学会の会員は各学

会の会員専用サイトからアクセスする仕組み

となっていたが、各施設の助産師・看護師等

の非学会員の医療従事者はアクセスができず、

データ入力・更新ができないという課題があ

った。この課題に対応するため、日本産科婦

人科学会 2020 年 5 月に全分娩取扱医療機関

に個別の施設 ID 及びパスワードを付与し、

各施設からのアクセスしやすさの改善を図っ

た。本件については、学会だけでなく、分娩

取扱医療機関の医療従事者に広く周知する必

要性が指摘され、本研究班と日本産科婦人科

学会の共催による WEB セミナーの開催が実施

された。WEB セミナーの総視聴数は 2962 件で

あった。 

⑨ IoT、AI を用いた災害医療の将来像に関

する研究（担当 研究分担者 久保達

彦）

関係計画・施策・技術調査では、災害医療関

係システムの整備状況と課題を CSCA-TTT の

枠組みで整理した災害医療 ICT マップを提言

事項を含めて更新した。②社会実装調査では

IoT/AI システムの災害医療分野での社会実装

に向けた構造的な課題を整理した。今年度追

加された知見として、IoT/AI システムの災害

医療分野での社会実装にあたっては、全都道

府県の災害医療関係団体によるシステム運用

に係る周知、賛同、習熟が必要であるが、

ICT システムを開発する前に標準紙様式を

設定することが関係者からの理解のしやす

さ、合意形成の促進、訓練の効率化、そし

て実災害時の実用性の向上につながってい

た。また今年度、AI 機能の災害医療分野へ

の実装を見据え、既存データの活用事例を創

出するために J-SPEED データを活用して一定

減衰仮説に基づく数理モデルを研究開発した。

同数理モデルでは±5％（89～101％）の精度

で医療救護班による累積診療件数が予測可

能なことが示された。本研究により開発された

災害医療 ICT マップは、IoT、AI を活用する災

害医療の将来像に係る提言として災害医療シ

ステム改編時に参照され災害医療関係システ

ムの全体的な将来像及び解決されるべき課題

の要点の把握に役立てられることが期待される。

J-SPEED データを活用した累積診療件数予測

数理モデルは次の災害対応から活用され、医

療救護班の撤収時期判断等に役立てられると

期待される。 

⑩ 国際災害医療チームの受援に関する研究

（担当 研究分担者 久保達彦）

国際標準等調査の結果、明らかになったこ

とのひとつは我が国の災害医療の先進性であ

る。DMATによる災害医療調整は WHOの EMTCC 

Coordination Handbookを具現化した活動で

あった。また、我が国で開発された J-SPEED

診療日報はＷＨＯ国際標準として採用されて

いた。日本の貢献はＷＨＯ国際標準策定への

貢献のみならず人材・実動面でも認められ、

WHOからの要請を受けてモザンビークサイク

ロン Idai（2019）、ロシアのウクライナへの

軍事侵攻に伴うモルドバ共和国における人道

危機（2022 年）では、日本 DMAT 有資格者が

JDR等の枠組みで現地に派遣され、国際 EMT



 

の受援調整を担当していた。このような海外

での貢献や経験は、来るべき我が国での大規

模災害国際受援時にも必ず役立つだろう。 

国際受援訓練では米国保健福祉省等と連携

のうえ US-DMAT受援訓練を新型コロナウイル

ス感染症が蔓延するなかリモート開催の形で

実施した。同訓練は延べ 93名以上の両国関

係者の参加を得て開催された。研究成果とし

て「US-DMAT/EMT国際受援標準業務手順書

（SOP）暫定版」を開発した。当該 SOPには

中央防災会議が策定した「大規模地震・津波

災害応急対策対処方針」（2017）に示された

基本方針を補完する国際基準に必要不可欠な

関係情報 22 件、具体的手続き 19 件、また継

続的に検討すべき課題及びその対応の選択肢

16件、合計 57件の事項が日米専門家による

検討のうえ整理され、掲載された。今後は日

米合同で設置したワーキンググループを協議

の場として活用し、当該 SOPのブラッシュア

ップや実動訓練企画等の課題検討に両国合同

で取り組んでいくことが重要である。受援の

成功に向けて特に重要なのは医療リエゾンの

選任である。候補者のリストアップと育成、

US-DMAT 側との顔の見える関係構築を進める

必要がある。また US-DMATの受援をＷＨＯ国

際標準にも準拠する形で計画化し他国からの

受援への対応にも留意することが国・地方レ

ベルでの受援負担軽減につながる。  

⑪ DMAT 隊員のメンタルヘルスチェックシス

テムに関する研究（担当 研究分担者 

西大輔） 

調査結果より下記を得た。Psychological 

first aid (PFA:心理的応急処置)の受講経験

と心理的苦痛に関しては、COVID-19パンデミ

ック時において、医師以外の医療従事者の心

理的苦痛は、PFA経験なし群が PFA経験あり

群よりも有意に大きい結果であった。医師に

おいては、PFA経験なし群と PFA経験あり群

の心理的苦痛に有意な変化はみられなかった。

COVID-19ワクチン接種意向と抑うつ症状の関

連性に関しては、日本での COVID-19ワクチ

ン接種開始前から COVID-19ワクチン接種実

施中の期間において、COVID-19ワクチン接種

意向のない医療従事者は COVID-19ワクチン

接種意向のある医療従事者よりも抑うつ症状

が悪化していた。COVID-19感染者の対応の決

断と PTSD症状については、「COVID-19感染者

をどのように優先するか決断しなければなら

ないことがあった」経験は、PTSD症状との有

意な正の関連がみとめられた。その他の成果

として、医療救援者のメンタルヘルスに重要

と考えられる推奨事項として、派遣前・派遣

中・派遣後の 10の推奨事項を作成した。加

えて、所属組織として医療救援者のメンタル

ヘルスに重要と考えられる 7つの推奨事項を

作成した。 

 
Ｄ  考察 

令和3年も世界的に未曽有のCOVID-19のパ

ンデミックに見舞われ、大災害であった。国

土強靭化基本計画の骨子において、広域的な

連携体制、医療資源の供給体制、医療資源を

適切に配分調整するロジスティックが喫緊の

課題とされていたが、正に今回のCOVID-19対

応では必要事項であった。DMATはじめ多くの

災害医療関係者がCOVID-19対応をしており、

本研究班が培ってきた情報集約・共有、医療



 

資源調整、医療搬送、多機関連携等のノウハ

ウが活かされたと考える。COVID-19対応で得

られた新知見も多く、各分担研究班へフィー

ドバックされたと考える。しかしながら、当

初の研究計画がコロナ禍により影響を受けた

ことも確かであり、研究成果に少なからず変

更が生じた（表1）。ここでは、最終年度の成

果をまとめる。 

まず、災害医療コーディネートに関する研

究においては、保健、医療、福祉の分野にま

たがる調整は、平時であっても困難を伴う。

また、様々な属性を持ちながらの調整は経験

を重ねる必要がある。今回は平時に確認や実

施されていなければ、災害時の調整も立ち行

かないことから、平時になすべき事項を強調

した。また、調整に伴う課題解決は、「人

（ひと）、物（もの）、場所（ばしょ）、シ

ステム、ルール、時（とき）である（頭文字

をとり「ヒモバシルトキ」と覚える）」を検

討することが重要である。災害医療コーディ

ネーター、ならびに班員は保健、医療、福祉

三分野での調整に携わるが、平時からの確認

や関係者との協議を経てはじめて、災害時の

調整が可能となると考える。 

EMISに関する研究では、これまで機能追加

を目的として、発信・共有できる情報項目や

仕様が繰り返されてきた。しかし、一方で

EMISのシステムが肥大化し、その操作性の悪

さが繰り返し指摘されてきた。最終研究年度

を迎えた今年度は、EMIS機能改善に向けて優

先すべき課題を再整理した。成果として早急

に改善を図るべき５つの機能を指摘し、一部

の機能については EMIS実装を実現させた。 

 DMAT管理機能スマートフォンアプリに関し

ては、これまで携帯性に優れた手段としての

スマートフォン入力による EMIS 発信も可能

とする EMIS 仕様が、フェイルセーフの考え

方からも採用するべきであると指摘してきた。

その提言を受けて、医療機関状況の発信のみ

はスマートフォンでも可能となっていたが、

今回それに合わせ DMAT管理機能をスマート

フォンを用いて適宜手軽に発信できるように

することを提言し実現した。それに加えて、

当分担研究班で長年指摘してきた「オフライ

ン入力」も今回の機能改善で実現できた。今

回導入できた意義は大変大きいと考えられる。 

 続いて、訓練準備管理ツールに関しては、

一般 DMAT隊員ではなく、DMAT事務局や都道

府県行政担当者などを対象とした機能である。

すなわち、災害対応訓練実施においては、

EMISを使用する訓練ないし研修は増加の一途

をたどっている。そのような状況下、EMISの

訓練準備管理ツールは、全国の都道府県行政

担当者や DMAT事務局などによる煩雑な手作

業の軽減につながるのはもちろんのこと、訓

練の活性化につながることが期待される。 

 医療機関状況モニター分析ツールについて

は、EMISで取り扱う情報量も飛躍的に増加し

てきており、しかも災害発生後時間経過とと

もに EMIS上で収集・共有される情報は逐次

更新されていく。そうした情報がいくら増え

ても、集まった情報を整理・分析、そして、

できればそれを可視化して、何がどこで発生

しているのかができるだけリアルタイムで把

握・理解する必要がある。その課題解決の一

助として、Tableauという別個の情報分析・



 

可視化ツールと EMIS の医療機関状況データ

を連携させることを提案し試験運用した。今

後は、他の情報システムや AIとの連携も模

索していくのが必要である。例えば、SIPD-

4Dでは、医療以外の複数の組織が収集した被

害状況や個々の活動状況などを地図上に一元

的に表示することができるし、J-SPEED では、

避難所の救護所などにおいて、DMAT を含む

種々様々な医療救護班が診療する患者の概況

を PCだけでなくスマートフォンで発信・共

有できるようになっている。このような他分

野の情報システムとの弾力的な連携方法の確

立は、EMIS 操作性向上のためにも、喫緊の課

題であるとともに、ICTの発達とともに永続

的に追求しながら、EMISの操作性向上を図っ

ていく姿勢が求められる。 

ロジスティクスの研究については、令和３

年度大規模地震時医療活動訓練においては、

令和２年度訓練に続き、例年に比較すれば、

ＤＭＡＴ指揮、運用、さらにロジスティクス

強化のために関連業界との連携などは限定的

になったが、一方で、図上訓練ではあったが、

同訓練では初の開催である東北ブロックへの

全国からの DMAT 動員についてシミュレーシ

ョンが実施できた。また、コロナ支援での手

法の自然災害の医療機関支援への応用や、災

害時の医療機関への電力や水の補給のオペレ

ーションについてよりその手法について整理

を行い、研修内容に反映できた。 

DMATの効果的な運用に関する研究において

は、隊員養成計画、及び感染症対応含む研修

内容につき検討した。医療需要が巨大に膨ら

む南海トラフ地震を想定した場合に、需要に

応じた支援を瞬時に供給することは容易では

ない。被災地域が広域であれば、支援チーム

を派遣するのではなく受援側にならざるを得

ない。よって、需要から必要チーム数を推計

するだけでなく、一度に派遣できる支援チー

ム数や長期支援の観点から今後の必要チーム

数を検討することが妥当だと考える。一方で、

南海トラフ地震において被害が想定されない

地域は北海道、東北、日本海側地域である。

医療人員の分布状況は決して潤沢な地域とは

言い難く、こうした地域にさらに 2倍のチー

ム養成を求めることが妥当であるか更に検討

が必要である。DMAT 創設 15年を超え、実派

遣対象にならない人員が一定数いる。実稼働

数を維持する新規隊員養成数を想定して隊員

養成研修計画を構築することも必要である。

DMATの感染症教育に関しては、新型コロナウ

イルス感染症に対応した DMAT活動はいずれ

も従前からの DMAT活動内容に準拠するもの

であったことら、感染症対応を DMAT 活動に

包含しても大きく教育内容を改変する必要は

ない。感染症対応は医学教育の基本共通項目

であり、医師、看護師、その他の医療職のい

ずれの教育においても基本的位置づけである。

DMATの組織内に環境感染症対策に精通した人

材を保有し、必要時に機動性をもって DMAT

メンバーの指導・助言を行う体制が望まれる。 

医療搬送に関する研究では、南海トラフ巨

大地震の被害想定について、令和元年 6月、

再計算値として新たに被害想定が発出された

ので、そのデータを基に必要な医療搬送の数

の試算を試みた。新たな被害想定では、国土

強靱化施策、BCPの整備など各種の施策によ



 

り最大想定死亡者数の減少が各都道府県で示

された。さらに新しい想定では、避難行動の

徹底や緊急避難場所等の整備に伴い「全員が

発災後避難を開始した場合の被害想定」が明

示された。本研究では「最大想定死亡数」

「全員が発災後避難を開始した場合の想定死

亡数（最小想定死亡数）」の 2パターンを用

いた。重傷者数の想定については、本研究で

は便宜的に東日本大震災の重傷者数・死亡者

数比 0.038を想定死亡者数に乗じて算出した

が、死亡者数は津波被害によるところが大き

く影響すると考えられるため、「全員が発災

後避難を開始した場合の被害想定」ではその

比率が上昇する可能性があり今後検討を要す

る。災害時に受け入れ可能な重症患者数を推

定することは困難である。本研究では、各県

が保有する ICU,ICUに準じる病床数のうち震

災被害を受けない病床を重症患者受け入れ可

能数とした。今回の検討では ICU,ICUに準じ

る病床を保有する病院の被害想定について個

別に検討することは出来なかったため、総病

床のうち「想定震度 7または 6強」または

「津波による浸水被害が想定される」を受け

ない病床の割合（R）、浸水被害を受けない災

害拠点病院の割合（ｒ）を乗じる 2パターン

について検討した。ICU,ICUに準じる病床の

多くは災害拠点病院が保有している可能性が

あること、災害拠点病院は免震・耐震対策、

BCP 整備等により震度 6強以上でも診療継続

が可能と考えられること、災害拠点病院の要

件からも入院患者の 2倍を受け入れることに

なっていることより、震災時に満床状況でも

ICU,ICU に準じる病床規定数の重症患者を受

け入れることが可能と考える。 

一般病院への BCP策定に関する研究では、

最終目標は、一般病院や有床診療所を対象

とした「BCPの作成手引き」、「BCPチェッ

クリスト」を作成することである。さらに

各自の施設の BCPが簡易に作成できる手法

とその普及法について検討することである。

本年の研究は、事業継続計画（ＢＣＰ）策

定研修事業の講師あるいは受講生からの聴取

により、「（一般病院）ＢＰＣチェックリス

ト」「チェックリストを用いた病院災害計画

BCPの自己点検の手引き」を作成した。BCP

チェックリスト 118項目のうち、一般病院の

必須項目は 75項目、望ましい項目 43項目と

した。現行の制度化では災害拠点病院以外の

医療施設の BCP整備の枠組みが明確でなく、

BCP整備の根拠の提示とともに一般病院が整

備すべき BCPの内容に関する指針や標準的な

BCPのひな形の提示が求められていた。一方

で、今回の研修会の討論や意見交換で明らか

になった様に、それぞれの施設で遭遇する可

能性のある災害の種別や立地条件、病院の規

模（病床数、職員数など）、患者の特性（一

般、精神、災害要配慮者など）も異なり個別

にカスタマイズする必要もある。各自の施設

の BCPが簡易に作成できる手法とその普及法

の検討も急務であり、「BCPチェックリスト」

「チェックリストを用いた病院災害計画 BCP

の自己点検の手引き」が助けとなることが期

待される。 

災害時における地域包括 BCPに関しては、

地域包括 BCP策定するためには法的根拠整備

を進めなくてはならない。医療、保健、介

護・福祉も含めた地域包括 BCPの基本的な策



 

定単位は二次医療圏レベルが望ましいと考え

られ、地域のステークホルダーが参加するこ

とが重要である。特に保健所はその策定主体

としての機能が求められる。令和５年より第

８次地域医療計画が実施予定であり、地域包

括 BCP 整備について記載することが望まれる。 

小児・周産期の災害対応に関しては、本研

究では、小児・周産期医療領域の災害対策に

ついて総合的に推進するという立場で様々な

課題に取り組んできた。2021年度は新型コロ

ナウイルス感染症の世界的流行が 2年目を迎

え、わが国では第 4波（アルファ株）、第 5

波（デルタ株）、第 6波（オミクロン株）と

大きな感染拡大が反復した。都道府県はそれ

ぞれの事情を抱えながら体制の強化を迫られ

てきた。2020年度末の時点で、10県におい

て小児周産期領域の感染者の入院調整システ

ムに災害時小児周産期リエゾンが参画してお

り、行政レベルでのリエゾンの認知は確実に

進んできていると考えられる。今年度、「周

産期センター以外の分娩取扱施設(病院・有

床診療所)で活用可能な BCP 策定マニュア

ル」の作成に取り組み、その第一版を作成す

ることができた。小規模施設にとって、災害

対応能力を高めるための施設インフラの整備

には限界があり、ライフラインの途絶ととも

に診療機能が著しく制限されることを覚悟す

る必要がある。その一方で人的資源の課題も

あり、災害対策に専門的に取り組むことも難

しい。しかしそうした施設でも分娩を取り扱

っている場合は、多くの地域の妊産婦が通院

しており、なんらかのかたちで医療サービス

の提供が可能な体制を、事前に準備する必要

がある。今回策定された小規模分娩取扱施設

を対象とした BCP策定マニュアルを、今後の

啓発、研修、訓練といった現場での体制整備

のための活動の際に活用することで、各分娩

取扱施設の災害対応能力の向上につながって

いくことが期待できると考えられた。今回、

宮城県の災害時小児周産期リエゾン運用マニ

ュアルを元にして、「災害時小児周産期リエ

ゾン運用マニュアル」のモデル版の作成を行

った。今後リエゾン運用マニュアルの策定あ

るいは改定を行う都道府県において、検討の

叩き台あるいは参考資料として活用していた

だくことを想定している。こうしたマニュア

ルは、今後の実災害及び訓練の際に再評価を

行い、より実用性の高いものに更新していく

必要があると考えられた。災害時小児周産期

リエゾン連絡協議会は都道府県の枠を超えた

リエゾンの横の連携を維持・強化することを

目的に、本研究班の働きかけに関係学会・団

体の災害対策関係者が呼応した形で 2019 年

度に発足し、2020年度、2021年度に WEB総

会を開催してきた。その MLは新型コロナウ

イルスの感染爆発時を含む実災害時の情報交

換にも活用されており、今後の小児周産期領

域の災害対策活動の中核的存在として機能す

ることが期待できる状況になっている。今後

は、リエゾン間での情報交換・共有をさらに

促進することにより、災害対策への取組の底

上げに寄与することも必要と考えられる。 

IoT、AI を用いた災害医療の将来像に関す

る研究では、２つの要素にわけて推進された

研究の結果、以下の知見・視点が得らえた。

関係計画・施策・技術調査の結果では、防災

基本計画において国及び地方公共団体等は最

新の情報通信関連技術の導入に努めるという



 

努力義務が記されていた。また国土強靱化計

画においては IoT/AI 等最新技術が、官学の

持つ情報に加えて民間が運営・提供する多様

な情報サービスを活用しつつ日本全国で利用

され、更には我が国の災害経験に即した最新

の技術を海外に輸出展開・貢献する方向性ま

でが計画として示されていた。上記計画に合

致する災害医療関係 ICT システムとしては、

WHO 国際標準化もされた災害時診療概況報告

システム J-SPEED が存在しており、J-SPEED

スマートフォンアプリで収集される情報は総

務省「IoT/BD/AI 情報通信プラットフォー

ム」社会実装推進事業による開発を受けて、

高度自然言語処理 AI に接続する仕組みが整

っていた。基盤システムである EMIS に次い

で登場した J-SPEED を災害医療分野の現有資

産としての活用することは、IoT、AI を用い

た災害医療の未来像に効率的に近づく方策と

なると考えらえた。一方で、IoT/AI システム

の災害医療分野での社会実装に向けた構造的

な課題として、民間や行政等が個別に蓄積す

るビックデータの全国レベルでの公共利用体

制の確立、平時も発生するシステム維持コス

トを合理化する運営体制の確立、システムを

操作する教育普及体制の確立等が主要課題と

して指摘された。特に重要な点として、

IoT/AI システムの災害医療分野での社会実装

には、ＩＴシステム構築のみならず、システ

ムを操作する人材の育成も必要である。人材

確保を全国の行政職員等に求めることは困難

かつ非効率的であり、訓練された専門家とし

て全国の健康危機管理にサージキャパシティ

として対応するＤＭＡＴロジスティクスチー

ム隊員等に集中的に訓練機会を提供すること

が、全国規模の迅速導入に向けて効率的なア

プローチと考えられた。加えて ICT システム

整備時には標準紙様式を設定することが関係

者からの理解のしやすさ、合意形成の促進、

訓練の効率化、そして実災害時の実用性の向

上につながると考えられた。 

国際受援に関する研究では、US-DMAT/EMT 

国際受援標準業務手順書（案）の研究開発を

通じて日本側の関係者間で特に深まった共通

理解として、国際医療受援には①医療（取り

分け医療安全）と②外交（派遣国と日本の信

頼関係強化）の二つ側面があり、どちらが欠

けることも許されないということである。こ

の考え方は、国際緊急援助隊の近年の派遣状

況からも明らかであり、手順書（案）の開発

にあたっても十分に留意されるべき事項と考

えられた。この 2 軸課題に対応するためには、

国際医療受援において外交リエゾンと医療リ

エゾンの両者を明確な役割分担のもとセット

で任用することが必要と考えらえた。国際医

療受援に対応できる医療リエゾン（通訳機能

/医療的議論を含む）の存在は地方自治体の

受援負担を最小化するうえでも極めて重要と

思われる。一方で現状において医療リエゾン

の任用に関する計画は我が国に存在していな

い。日本側が供出する医療リエゾンの要件定

義や人材確保に向けた取り組みのあり方等に

ついては、今後、更なる研究が必要である。 

DMAT隊員のメンタルヘルスチェックシステ

ムに関する研究においては、メンタルヘルス

の状態をチェックするシステムの構築につい

て、本来は派遣前の一斉のメンタルヘルスチ



 

ェックが望ましいが、隊員研修（初回・継

続）の機会を活用して推奨事項の周知とセル

フスクリーニングを行うことが必要と考えら

れた。PFAは、DMAT/DPAT隊員自身のメンタ

ルヘルスの悪化の予防に寄与する可能性があ

る。医師においては、PFA 経験なし群と PFA

経験あり群の心理的苦痛に有意な変化はみら

れず、さらなる研究が必要であると考えられ

た 

COVID-19ワクチン接種実施中の期間におい

て、ワクチン接種意向のない医療従事者への

配慮が重要である可能性が示唆された。

「COVID-19感染者をどのように優先するか決

断しなければならないことがあった」経験へ

の対策は、COVID-19パンデミック時において

医療従事者のメンタルヘルスの問題を予防す

るために重要である。COVID-19患者が急増し

ている状況において、COVID-19感染者をどの

ように優先するか決断をする医療従事者のメ

ンタルヘルスへの対策が必要であると考えら

れた。 

 Ｅ  結論 

研究期間3年計画の3年目（令和3年）を終

了した。当初の研究計画では、3年目は各課

題において作成した戦略・マニュアル案等を

実動訓練等で実際に活用してみて、抽出され

た問題点反映して戦略・マニュアル等を完成

させる予定であったが、令和3年も新型コロ

ナウイルス感染症(COVID-19)の影響ですべて

の集合形式の実動訓練が制限されたためその

機会は限定的なものになった。しかしながら、

ダイアモンド・プリンセス号へのCOVID-19対

応、その後の市中感染対応、クラスター対応

においては、正にこれまで培ってきた災害医

療対応のノウハウが活かされた。COVID-19対

応では現行の危機管理体制の成果と課題が浮

き彫りになり、本研究班として多くの知見を

得た。国土強靭化基本計画の具体的な貢献と

しては、国土強靭化基本計画の骨子において、

広域的な連携体制、医療資源の供給体制、医

療資源を適切に配分調整するロジスティック

が喫緊の課題とされていたが、正に今回の

COVID-19対応ではいずれもが重要事項であっ

た。災害医療コーディネーターあるいは統括

DMAT登録者等が都道府県レベルのCOVID-19対

策本部で本部活動を支援しており、本研究班

が培ってきた情報集約・共有、医療資源調整、

医療搬送、多機関連携等のノウハウが活かさ

れたと考える。自然災害対応に策定された災

害医療コーディネートの3層構造は、感染症

パンデミックにおいても同様の枠組みで活用

できることが示唆されたと考える。但し、ゾ

ーニングや個人防護等の具体的感染症対策に

関する知識は、今後の災害医療コーディネー

ター研修の項目に反映する必要があると思わ

れた。 

ロジスティックスに関する研究においては、

先行研究において示された、東日本大震災の

教訓を踏まえた DMAT の運用、ロジスティッ

クのあり方の方向性を基に、関連業界との連

携によるＤＭＡＴ動員のあり方等について一

定の成果が得られた。ロジスティックの強化

に関わる関係業界との連携については、今後

も継続して災害時の協力体制の構築に向けた

意見交換を幅広い関係業界団体と行うととも

に、各関係業界団体、関連民間事業者との連

携訓練を実施し、民間との連携の具体的なあ

り方、手法について引き続き検討を行うこと



 

が求められる。これらの成果は、ロジスティ

ック体制や行政による DMAT運用体制の整備

に貢献し、急性期災害医療体制の整備に寄与

したものと考えられる。 

医療資源の需給体制向上には、EMIS は重要

なツールであるが、EMISの操作性向上が喫緊

の課題となっている。そこで、今年度は本分

担研究班にワーキンググループを結成して検

討の結果、早急に改善して実装すべき機能と

して、１)DMAT管理機能スマートフォンアプ

リ、２)訓練準備管理ツール、３)医療機関状

況モニター分析ツール、４)セキュリティー

強化、５)他の情報システムとの連携強化が

あげられた。１）〜３）に関しては、厚労省

へ提案をすでに行って了承され、実装プログ

ラム開発に着手し、当研究班員によりチェッ

クを行って実装を完了できたことは大きな成

果であった。今後、災害訓練などを活用して、

構想通りの機能の完成度やバグなどの不具合

がないことを確認する必要がある。また、

５）に関しては、他分野の情報システムとの

弾力的な連携方法の確立は、EMIS操作性向上

のためにも、喫緊の課題である。こうした流

れから、４）の充実も合わせて追求していく

べきと考えられた。 

DMAT隊員養成計画においては、南海トラフ

地震などの巨大地震を想定して DMAT 隊員の

養成方針を示した。その結果、非被災地県に

おいては、2倍のチーム要請が必要なことが

示されたが、もともと医療人数が少ない地域

であり、妥当性に関しては更なる検討が必要

であると考えられた。また、2020年から続く

新型コロナウイルス感染症対応の実績から

DMAT運用体制に関するあり方を示した。令和

4年度から感染症対応が DMAT の本来業務に含

まれることになってるが、隊員養成研修にお

いては大きく教育内容を改変する必要がない

ことが示された。 

医療搬送に関しては、令和元年 6月に公表

された南海トラフ巨大地震の被害想定（再計

算値）をもとに、徳島県、香川県、愛媛県、

高知県、大分県、宮崎県の重症患者想定数

（最大値、最小値）と総病床の被害想定から

算出したものと災害拠点病院の被害想定から

算出した 2通り合計 4パターンの「医療搬送

が必要数=重傷者発生数―県内の重症患者受

け入れ能力」を算出した。高知、徳島、宮崎

では、どのパターンでもキャパシティーを超

えた医療搬送が必要なことが示された。今後

の研究では、本研究で明らかになった「医療

搬送必要数」をもとに、具体的医療搬送計画

を検討していく必要がある。 

 一般病院への BCP策定に関しては、今年度

は、一般病院や有床診療所を対象とした

「BCPの作成手引き」、「BCPチェックリス

ト」を作成した。「（一般病院）ＢＰＣチェッ

クリスト」では、すでに公開されている BCP

チェックリスト 118項目のうち、一般病院の

必須項目は 75項目、望ましい項目 43項目と

した。現行の制度化では災害拠点病院以外の

医療施設の BCP整備の枠組みが明確でなく、

BCP整備の根拠の提示とともに一般病院が整

備すべき BCPの内容に関する指針や標準的な

BCPのひな形の提示が求められる。一方で、

それぞれの施設で遭遇する可能性のある災害

の種別や立地条件、病院の規模、患者の特性

も異なり個別にカスタマイズする必要もある。 



 

災害時における地域包括BCPに関しては、

地域包括BCP 策定の重要性が指摘されてい

るが、現時点で策定が完成した地域の報告

はない。これまで保健所や災害拠点病院で

主に機関型BCPが策定されてきたのは、法

的根拠の整理があったためである。今後、

地域包括BCP策定するためには法的根拠整

備を進めなくてはならない。医療、保健、

介護・福祉も含めた地域包括BCPの基本的

な策定単位は二次医療圏レベルが望ましい

と考えられ、地域のステークホルダーが参

加することが重要である。特に保健所はそ

の策定主体としての機能が求められる。令

和５年より第８次地域医療計画が実施予定

であり、地域包括BCP整備について記載す

ることが望まれる。 

小児・周産期リエゾンに関しては、小児・

周産期医療領域の災害対策について総合的に

推進するという立場で様々な課題に取り組ん

できた。令和 3度は新型コロナウイルス感染

症の世界的流行が 2年目を迎え、大きな感染

拡大が反復した。都道府県はコロナ対策の強

化を迫られてきたが、10県において小児周産

期領域の感染者の入院調整システムに災害時

小児周産期リエゾンが参画しており、行政レ

ベルでのリエゾンの認知は確実に進んできて

いると考えられる。また災害時小児周産期リ

エゾン連絡協議会は 2019 年度に発足したが、

その MLは新型コロナウイルスの感染爆発時

を含む実災害時の情報交換にも活用されてお

り、今後の小児周産期領域の災害対策活動の

中核的存在として機能することが期待できる。 

今年度、「周産期センター以外の分娩取扱

施設(病院・有床診療所)で活用可能な BCP策

定マニュアル」の作成に取り組み、その第一

版を作成することができた。小規模施設にと

って、災害対策に専門的に取り組むことも難

しいが、そうした施設でも分娩を取り扱って

いる場合は、なんらかのかたちで医療サービ

スの提供が可能な体制を、事前に準備する必

要がある。今回策定された小規模分娩取扱施

設を対象とした BCP策定マニュアルを、今後

の啓発、研修、訓練といった現場での体制整

備のための活動の際に活用することで、各分

娩取扱施設の災害対応能力の向上につながっ

ていくことが期待できると考えられた。 

災害医療分野での IoT、AIの活用に係る研

究開発は既に取り組みが開始されている。AI

の活用の前提となるのはビッグデータの存在

である。その点、現在、災害医療分野で WHO

国際標準も牽引しつつ既にビッグデータをつ

くりだしているのは J-SPEEDであり、同蓄積

データを活用していくことが災害医療分野へ

の AI導入の最短経路になると思われた。 

一方で、IoT/AI システムの災害医療分野で

の社会実装に向けた構造的な課題としては、

ビックデータの公共利用体制の確立、システ

ム維持コストを合理化する運営体制の確立、

システムを操作する教育普及体制の確立等が

指摘された。IoT/AI システムの災害医療分野

での社会実装には、システムを操作する人材

の育成も必要であり、全国の健康危機管理に

サージキャパシティとして対応するＤＭＡＴ

ロジスティクスチーム隊員等に集中的に訓練

機会を提供することが、全国規模の迅速導入

に向けて効率的なアプローチと考えられた。 



 国際災害医療チームの受援に関しては、

今年度「US-DMAT/EMT 国際受援標準業務手順

書（SOP）暫定版」を開発した。南海トラフ

巨大地震では多くの国際医療チームの手助け

を必要とすることから、この手順書は大きな

成果である。また、開発に当たって米国保健

省、米国 DMAT、米国大使館と太い繋がりが出

来たことも大きな成果である。  

メンタルヘルスに関しては、隊員のメンタ

ルヘルスの状態を平時からチェックするシス

テムを構築すること、過去の派遣経験から派

遣後のメンタルヘルス不調に影響を与える要

因等に明らかにすることを目的に調査を実施

した。隊員養成の機会を活用して推奨事項の

周知とセルフトレーニングを行うことが望ま

しいという研究成果が得られたので PFAの実

施も含めて考えたい。また今年度の成果物と

して、医療救援者のメンタルヘルスに重要と

考えられる推奨事項として、派遣前・派遣

中・派遣後の 10 の推奨事項を作成した。加

えて、所属組織として医療救援者のメンタル

ヘルスに重要と考えられる 7つの推奨事項を

作成した。これらはすぐにでも活用できるよ

うに啓発したい。 

F．健康危険情報 

特になし 

G.研究発表

論文発表

1. 小井土雄一、小早川義貴、豊國義樹、

高橋礼子、久保達彦、阿南英明： 病院として

如何に洪水災害に備えるか 麻酔 第 70 巻

2021 年増刊号 S149‐165 克誠堂出版

2. 小井土雄一、近藤久禎、若井聡智、

小早川義貴、市原正行、岬美穂：救急医学

第 45 巻 3 号 東日本大震災におけるＤＭＡ

Ｔ活動とこの 10 年 へるす出版 318‐325
2021.3 
3. 小井土雄一：臨床婦人科産科 第 75
巻第 6 号別冊 災害医療派遣チーム（ＤＭＡ

Ｔ）と広域災害救急医療情報システム（ＥＭ

ＩＳ）517‐524 2021.6．10 
4. 小井土雄一、近藤久禎、若井聡智、

小早川義貴、市原正行、岬美穂：東日本大震

災におけるＤＭＡＴ活動とこの 10 年 災害

医療行政・体制 10 年 救急医学 第 45 巻第

3 号 2021.3 318-325 
5. 小井土雄一：2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会における

CBRNE テロ災害への対策－科学・生物・放

射線物質・核・爆発物によるテロの備え－ 

内科総合誌 Medical Practice vol.37 no.6
2020.6 958-960
6. 小井土雄一：ＤＭＡＴ（災害医療派

遣チーム） セイフティエンジニアリング第

47 巻・第 2 号 通巻 199 号 2020.6 22-26
7. 小井土雄一：災害医療 2020 大規模イ

ベント、テロ対応を含めて Ⅲ章災害時の医

療対応 ＤＭＡＴ 日本医師会雑誌 第 149
巻・特別号（１）日本医師会 2020.6 106-
108 

学会発表

1. Yuichi Koido,Yoshi Toyokuni ：

Impact  of the ARCH project in Japan
ASEAN Academic Conference 2021
2021.12 WEB 開催

2. Yoshi Toyokuni,Yuichi Koido ：

Experiences of Disaster Health 
Management in Actual Disasters in Japan
ASEAN Academic Conference 2021
2021.12 WEB 開催 
3. 小井土雄一：講演Ⅱ 災害時要配慮者

を医療連携でどう救うか パーキンソン病と

災害医療 2021.11 WEB 開催

4. 小井土雄一：病院 BCP から地域包括

BCP へ HOSPEX Japan 2021 2021.11 東

京

5. 小井土  雄一：特別シンポジウム２

「東日本大震災後 10 年を経た災害医療の変

遷」概説講演 第 75 回国立病院総合医学会

2021.10 WEB 開催

6. 小井土雄一：病院として如何に洪水

災害に備えるか 日本麻酔科学会 第 68 回学

術集会 2021.6 WEB 開催



7. 小井土雄一：救急告示医療機関を対

象とした研修会 with コロナにおける災害対

応（ダイヤモンドプリンセス，7 月豪雨の経

験を踏まえて）2020.9 熊本

8. 小井土雄一：2020 年度大田区災害医

療フォーラム With コロナにおける災害対

応 2020.9 東京 
9. 小井土雄一：病院 BCP から地域包括

BCP へ HOSPEX Japan 2020 2020.11 東

京
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1.ＤＭＡＴの指揮系統、運用の検証
 保健医療統合本部の運用

 ロジチームの派遣

 指揮所レベルの指揮系統の確立

 一般病院まで含めたスクリーニングの推進の実施

2.医療ニーズへの対応：ＴＴＴ活動
 耐震診断結果、ハザードマップを活用した病院の被災想

定に基づく活動の実施

 病院の標準的な医療対応（阿南分類含）の検証、周知、
活用

 病院支援活動訓練における現状分析と課題の抽出の実
施

 都道府県・支援の水供給量を基とした補給訓練の実施

 EMIS医療機関基本情報と入力状況に基づいた電力供
給計画と給水計画の検証

 医療機関への物資供給訓練

 SCUの環境確認

3.搬送調整にかかわる課題
 東日本大震災後に見直された広域医療搬送戦略の検

証

 搬送フローの策定と周知（都県、地域レベル）

 地域医療搬送マニュアル（松本分担成果）の検証
 緊急消防援助隊との連携（拠点本部での消防リエゾン受入）

 都県における航空搬送調整班、ドクヘリ搬送担当運用検証

 実機訓練の検証項目の整理

令和３年度大規模地震時医療活動訓練における訓練課題（案）
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4. DMAT情報共有・ロジスティックス向上
 EMIS改訂後の入力内容を活用した活動の実施

 東日本大震災後に整備された高速道路の利便性やアク
セスの検証

 東日本大震災後に整備された被災地内での通信体制
強化の検証

 ロジスティクスにおける各分野課題の検証

5.保健医療福祉分野との連携
 介護保険施設情報収集様式（久保班）の検証

 市区町村との連携訓練（避難所など）の検証

 各分野課題の検証

6.他分野との連携
 耐震診断との協力の検証

 緊急消防援助隊との連携の検証

 放射線医学との連携の検証

 D24H等のシミュレーション技術の活用の検証

 各分野課題の検証

7.今回の訓練地域における課題
 放射線被曝（原子力発電所の爆発）への対応



１．訓練の目的・実施日・想定等

１．訓練の目的・実施日・想定等

• 大規模地震時医療活動訓練の目的

– 東日本大震災と同規模の災害を想定し、大規模地震時医療活動に関する総合的な実
動訓練を実施して、当該活動に係る組織体制の機能と実効性に関する検証を行うとと
もに、防災関係機関相互の協力の円滑化を図る。

• 大規模地震時医療活動訓練実施の根拠

– 令和３年度総合防災訓練大綱（令和３年５月25日中央防災会議決定）

– 政府における総合防災訓練等の一環として実施

• 大規模地震時医療活動訓練参加機関

– 内閣官房、内閣府、警察庁、消防庁、厚生労働省（DMAT事務局含む） 、国土交通省、
海上保安庁、防衛省、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、日本赤十字社、東
日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、岩手県、宮城県、福島県、秋田
県、栃木県、福岡県、日本航空株式会社、全日本空輸株式会社 等

• 訓練実施日：令和３年10月30日（土）

• 訓練想定

– 東日本大震災と同規模の災害を想定

– 岩手県、宮城県、福島県が被災

– 秋田県、栃木県、福岡県に被災地外ＳＣＵを設置

– 令和３年10月29日（金）11時発災

3



２．訓練内容・時間について

• 実施内容：
次の項目について図上及び実働訓練を組み合わせて実施する。

– 必要なＤＭＡＴ本部の設置と運営

– ＤＭＡＴの参集拠点への参集

– ＤＭＡＴ本部及びＤＭＡＴによる医療機関の調査、被害状況把握

– ＥＭＩＳによる医療機関の被害状況共有

– 医療機関への必要な支援活動実施

– ＳＣＵの設置及び運営、広域医療搬送の実施

• 訓練時間

– 訓練プレイヤーは原則10月30日（土）の指定の時間・場所に参集。

– コントローラー及び指定プレイヤーは原則10月29日（金）の指定の時間・場所に参集。

– 参集時間は、参集場所での訓練を計画する都道府県の訓練計画により指定される。

– 訓練終了は各訓練場所により異なるが、被災地内では17時頃、訓練全体としては19時
頃の見込み（広域医療搬送の終了時刻に左右される）。

4

２．訓練内容・時間



３．訓練の規模・形式について

• 訓練参加対象のDMAT

– 訓練プレイヤー

• 東北ブロック各県および栃木県、福岡県のＤＭＡＴ

– 訓練コントローラー

• 岩手県、宮城県、福島県、秋田県、栃木県、福岡県の
ＤＭＡＴインストラクター・タスク

• 上記６県以外の都道府県のＤＭＡＴインストラクター

• 訓練形式

– 被災想定３県内の訓練は、図上訓練、実動訓練を組み合わせて実施する。

– 自衛隊機によるＤＭＡＴ参集は、自衛隊航空機により実動訓練として実施する。

– 自衛隊機による広域医療搬送は、自衛隊航空機により実動訓練として実施する。

– 広域医療搬送を行う被災地内外のＳＣＵについては実動訓練で実施する。

– 仮想DMATの確保

• 全国のDMAT隊員にEMISでのDMATチーム登録の前日までの入力を依頼

• コントローラーが適宜活動状況を更新、当日の図上訓練での参集DMATとして扱
う（災害想定に見合う仮想の支援チームを確保）
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３．訓練の規模・形式



４．ＤＭＡＴの参加予定について

• 被災地内の医療機関：38病院（災害拠点病院、DMAT指定医療機関等）

（内訳）岩手県8病院、宮城県17病院、福島県13病院

• 訓練プレイヤー（被災地外からの支援ＤＭＡＴ）

– 岩手県、宮城県、福島県内のＤＭＡＴ：自県内での対応

– 県外から参集・被災３県での支援活動23隊
（内訳）青森４隊、秋田１隊、山形７隊、新潟６隊、栃木１隊、福岡４隊

– 被災地外ＳＣＵの設置・運営19隊
（内訳）秋田３隊、栃木５隊、福岡11隊

• 訓練コントローラー/指定プレイヤー（ＤＭＡＴインストラクター等）

– ＤＭＡＴインストラクター等165名
被災地または被災地外SCUのコントローラー・指定プレイヤーとしての活動

• ドクターヘリ

– 被災想定３県外から参加なし。被災想定各県のドクターヘリの参加は各県計画による
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４．ＤＭＡＴの参加予定



５．ＤＭＡＴ参集拠点・参集方法 ※実働プレイヤーに加え、EMIS上で仮想DMATが参集

○ＤＭＡＴの参集拠点

• 陸路

– 【一部実働】被災地域内の災害拠点病院等

– 高速道路施設： 【仮想】常磐自動車道中郷SA下り（茨城県）、 【仮想】東北自動車道安
達太良SA下り（福島県）

• 空路（民航機利用）

– 【仮想】花巻空港（岩手県）、 【仮想】福島空港（福島県） 等

• 空路（自衛隊機による投入/被災地外の参集拠点）

– 【実働】春日基地（福岡県）

• 空路（ドクターヘリ）

– 【仮想】花巻空港（岩手県）、霞目駐屯地（宮城県）、福島県立医科大学附属病院（福島
県）

○ＤＭＡＴの参集方法

• 北海道ブロック：空路（仮想チームのみ）

• 東北、関東ブロック：陸路（実働チーム及び仮想チーム）

• 中部、近畿ブロック：空路または陸路（実働チーム及び仮想チーム）

• 中国、四国ブロック：空路（仮想チームのみ）

• 九州・沖縄ブロック：空路（福岡県から岩手県への自衛隊機による参集は実働チーム。加え
て仮想チームも設定） 7

５．ＤＭＡＴ参集拠点・参集方法



６．前日訓練『ＤＭＡＴ本部連絡調整訓練』について

• 発災想定：令和３年10月29日（金）11時発災

• 実施日時：10月29日（金）11：00～16：00ごろ

• 参加機関

– 岩手県保健医療調整本部・DMAT岩手県調整本部

– 宮城県保健医療調整本部・DMAT宮城県調整本部

– 福島県保健医療調整本部・DMAT福島県調整本部

– 厚生労働省ＤＭＡＴ事務局

– DMAT参集拠点、DMAT活動拠点本部の参加は今後検討

• 実施内容

– 本部立ち上げ

– ＤＭＡＴの被災３県への派遣調整・分配

– ＤＭＡＴロジスティックチームの被災３県への派遣調整

– その他必要な作業

• その他前日の行う訓練等

– 訓練コントローラー等による事前打合せ・事前準備

– ＥＭＩＳ入力訓練（医療機関）

– ＥＭＩＳ入力訓練（実働ＤＭＡＴ、仮想ＤＭＡＴ）

– ドクターヘリ連絡調整訓練（ＤＭＡＴ事務局、関係連絡担当基地病院等）

– 関係民間事業者等との連絡調整訓練（ＤＭＡＴ事務局、関係民間事業者）
8
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内閣府「令和３年度大規模地震時医療活動訓練統裁要領」により次のとおり。

（１）次の事象が発生し、10月30日（土）に対応が見込まれる場合は、訓練を中止とする。

・東京23区震度5強、その他の地域震度6弱の地震が発生した場合

・大津波警報が発令された場合

・豪雨等により死者10人以上、かつ、住家全壊30棟以上程度の災害が発生した場合

・特別警報（可能性情報含む）が発表された場合

・噴火警戒レベル4（避難準備）が発表されたとき

・原子力災害対策特別措置法第10条報告の原子力事故が発生した場合

（２）訓練の途中において(１)の事態が発生した場合、その他、訓練の実施の支障となるような状
況が発生又は発生する恐れがある場合には、状況に応じ訓練の中止を検討する。

（３）訓練実施都道府県において緊急事態等(新型コロナウイルス感染症対応等を理由とする場
合を含む)が発生した場合、訓練の中止の判断は、各府省庁及び各都道府県においてそれぞ
れ行うこととし、当該中止の報告を受けた統制部は、関係機関と調整のうえ訓練の一部又は広
域連携等に係る全部の中止等を判断するものとする。

なお、広域連携等を伴わない各都道府県内の部分的な訓練継続の判断は、訓練実施各都道
府県において行うものとする。
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DMAT参集拠点本部の設置・指揮系統（案）

厚生労働省DMAT事務局

【仮想】東北自動車道安達太良ＳＡ
DMAT参集拠点本部

【仮想】花巻空港DMAT参集拠点本部

【仮想】常磐自動車道中郷ＳＡ
DMAT参集拠点本部

【仮想】福島空港DMAT参集拠点本部

DMAT事務局

D
M
A
T

【実働】岩手県指揮下の花巻空港ＳＣＵへ統合・移行

【実働】福島県指揮下の福島空港ＳＣＵへ統合・移行

【実働】春日基地飛行場地区DMAT参集拠点本部 【実働】福岡県指揮下の福岡空港ＳＣＵへ統合・移行

DMAT派遣計画（案）（1）
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11

DMATロジスティックチーム派遣計画（案）

被災都道府県保健医療調整本部
（岩手県、宮城県、福島県）

被災都道府県内
ＤＭＡＴ活動拠点本部

（岩手県、宮城県、福島県）

厚生労働省ＤＭＡＴ事務局

【仮想】被災地側空港設置参集拠点本部
（花巻空港及び福島空港）

【仮想】ＳＡ参集拠点本部
（中郷、安達太良）被災県内ＳＣＵ指揮所

（花巻空港、霞目駐屯地、福島空港）

【仮想】空路
投入（自衛
隊機/災害医
療調査ヘリ）

【仮想】空路または陸路参集

DMAT
ロジスティック
チーム③

（参集拠点派遣）

DMAT
ロジスティック
チーム①

（県庁派遣）

【仮想】空路参集

【仮想】陸路参集

DMAT
ロジスティック
チーム④

（事務局派遣）

DMAT事務局

D
M
A
T

○○調整本部

０２０

５８－１０２０

H D- oeeli octorH D- oeeli octor

JA005W

○○活動拠点本部

○○SCU

DMAT
ロジスティック
チーム②

（活動拠点本部・ＳＣＵ派遣）

０２０

５８－１０２０

０２０

５８－１０２０

⃝ 訓練コントローラー（DMATインストラクター）の一部を
指定プレイヤー（DMATロジスティックチーム）として配置

DMAT派遣計画（案）（2）



青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

新潟

富山
石川

【実働】DMAT参集計画（案）

花巻空港SCU
（岩手県）

福岡空港

北宇都宮駐屯地

秋田空港

霞目駐屯地SCU
（宮城県）

DMAT派遣計画（案）（3）

０２０

５８－１０２０

山形4隊

山形3隊

新潟2隊

福島空港SCU
（福島県）

青森4隊

秋田1隊

福岡4隊

12
栃木1隊

秋田3隊

栃木5隊

福岡11隊

被災地外SCU

相双地区DMAT活動拠点本部
（ふたば医療センター附属病院内）

（福島県）

いわき市DMAT活動拠点本部
（いわき市医療センター内）

（福島県）

新潟4隊



青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

新潟

富山
石川

長野

安達太良
ＳＡ

中郷ＳＡ

福島空港

花巻空港
①被災県隣県
のＤＭＡＴが被
災地の災害拠
点病院等に陸
路参集

③【仮想】北海道、
中部、近畿、中国、
四国、九州・沖縄ブ
ロックのＤＭＡＴが
空路（民航機）参集

②【仮想】被災
県隣県を除く
関東、中部、
近畿ブロック
のＤＭＡＴが陸
路参集

【仮想】DMAT参集計画（案）
DMAT派遣計画（案）（4）

①

①
①

①

①

①

① ②

②

③

③

④【仮想】300ｋｍ
ルールに基づきドク
ターヘリが参集

HD -o eelioctor HD -o eelioctor

JA005W

HD -o eelioctor HD -o eelioctor

JA005W

HD -o eelioctor HD -o eelioctor

JA005W

仮想ＤＭＡＴは
ＥＭＩＳ上で付与



DMAT派遣計画（案）（5）
【仮想】ドクターヘリ参集計画（案）
○概ね300キロメートル圏内にある出動対象ドクターヘリ

○仮想参集ドクターヘリ（DH）

14

・北海道：旭川赤十字病院
出動対象
北海道道央DH，北海道道南DH
・青森県：八戸市民病院
青森県北部DH，青森県東部DH
・福島県：福島県立医科大学付属病院
宮城県DH，山形県DH，新潟県西部DH，新潟県東部DH
・群馬県：前橋赤十字病院
茨城県DH，栃木県DH，群馬県DH
・千葉県：君津中央病院
埼玉県DH，千葉県北部DH，千葉県南部DH
・神奈川県：東海大学医学部付属病院
出動対象
山梨県DH，神奈川県DH
・静岡県：聖隷三方原病院
出動対象
長野県東部DH，長野県西部DH，富山県DH

・岩手県（自県＋４）
岩手県DH，北海道道央DH，北海道道南DH，青森県東部DH，秋田県DH
・宮城県（自県＋４）
宮城県DH，山形県DH，新潟県西部DH，新潟県東部DH，群馬県DH
・福島県（自県＋４）
福島県DH ，茨城県DH，千葉県南部DH，神奈川県DH，長野県東部DH



広域医療搬送計画

花 巻 空 港
（岩手県）

霞 目 駐 屯 地
（宮城県）

福 島 空 港
（福島県）

秋 田 空 港
（秋田県）

春 日 基 地
（福岡県）

北宇都宮駐屯地
（栃木県）

目的 備考
DMAT参集
(空路) ① 福岡県 福岡空港 ⇒ 岩手県 花巻空港 固定翼機 C-2

② 岩手県 花巻空港 ⇒ 福岡県 福岡空港 固定翼機 C-2 ①の機体を使用

③ 宮城県 霞目駐屯地 ⇒ 秋田県 秋田空港 回転翼機 CH-47
④ 福島県 福島空港 ⇒ 栃木県 北宇都宮駐屯地 回転翼機 CH-47

使用機体発SCU 着SCU

広域
医療
搬送

■機体運用および訓練計画案
・ 福岡県に所在するＤＭＡＴチームが空路により被災地内へ参集
・ 被災地内ＳＣＵから重症患者を被災地外ＳＣＵへ航空搬送 ③

④

：空路参集の流れ

：患者搬送の流れ

＜凡 例＞

被災地内拠点

被災地外拠点

②

①


Sheet1

		目的 モクテキ				発SCU ハツ						着SCU チャク				使用機体 シヨウ キタイ				備考 ビコウ

		DMAT参集
(空路) サンシュウ クウロ		①		福岡県 フクオカ ケン		福岡空港 フクオカクウコウ		⇒		岩手県 イワテ ケン		花巻空港 ハナマキ クウコウ		固定翼機 コテイヨク キ		C-2

		広域
医療
搬送 コウイキ イリョウ ハンソウ		②		岩手県 イワテケン		花巻空港 ハナマキクウコウ		⇒		福岡県 フクオカ ケン		福岡空港 フクオカクウコウ		固定翼機 コテイヨク キ		C-2		①の機体を使用

				③		宮城県 ミヤギケン		霞目駐屯地 カスミメ チュウトンチ		⇒		秋田県 アキタケン		秋田空港 アキタ クウコウ		回転翼機 カイテンヨク キ		CH-47

				④		福島県 フクシマケン		福島空港 フクシマ クウコウ		⇒		栃木県 トチギケン		北宇都宮駐屯地 キタ ウツノミヤ チュウトンチ		回転翼機 カイテンヨク キ		CH-47
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順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科 大場次郎 

2022/05/20 
【研究名】 
令和 3 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「国土強靭
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【報告者】 
研究代表者：独立行政法人国立病院機構本部 DMAT 事務局長 小井土雄一  
研究分担者：東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 西大輔 
研究協力者：順天堂大学医学部附属練馬病院 救急・集中治療科 大場次郎 
 
【はじめに】 
 日本 DMAT は、被災地域の都道府県が以下の基準 【①震度 6 弱の地震又は死者数が 2
人以上 50 人未満もしくは傷病者数が 20 名以上見込まれる災害の場合、②震度 6 強の地震

又は死者数が 50 人以上 100 人未満見込まれる災害の場合、③震度 7 の地震又は死者数が 
100 人以上見込まれる災害の場合、④南海トラフ地震（東海地震、東南海・南海地震を含む）

又は首都直下型地震の場合】に基づき、管下の統括 DMAT 登録者等の意見を聴いて、必要

に応じて速やかに DMAT の派遣要請を行うとされるが、出動・派遣基準に地震災害以外の

災害内容は言及されていない 1）。 一方、本要領は同時に各都道府県に対し、DMAT 運用計

画の算定も求めている。例えば、筆者が以前属していた大阪 DMAT の派遣・出動基準は、

「大阪府災害時医療救護活動マニュアル」のうち「緊急医療班の派遣の規定」に基づき、【①

府内で大規模な地震・自然災害又は事件・事故等が発生し、大阪府又は消防機関が、現地医

療救護活動が必要と判断した場合、②府内で大規模な地震・自然災害又は事件・事故等が発

生し、災害拠点病院が、現地医療救護活動が必要と判断した場合、③その他、日常的な局地

型災害や複数傷病者発生事案において現地医療救護活動が必要である場合など】と定めら

れており、決して大規模な地震を含む自然災害のみが派遣・出動基準でない 2）。このよう

に、都道府県ごとに派遣基準の差異があることが想定され、それに伴って安全管理体制や保

険・補償も異なることが推測される。 
そのような背景から、2017 年拡大する DMAT 活動［地震・津波・噴火などの自然災害、

原発事故、NBC 災害、テロ行為への対応、広域搬送拠点臨時医療施設（SCU：Staging Care 
Unit 以下 SCU）での活動］において、各都道府県と DMAT 指定医療機関間での保険の補

償対象に関する現状調査を行い、今後の DMAT 活動の安全管理体制に関する指標の一助と

する目的で、厚生労働省科学研究補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）の「首都直下型



地震・南海トラフ地震等の大規模災害時に医療チームが効果的、効率的に活動するための今

後の災害医療体制の在り方に関する研究」の分担班にて、DMAT の安全管理体制に関する

調査・研究を行った。各都道府県の衛生主管部（局）、災害医療主管課（部）長に、DMAT 
事務局を通じて調査票を送付し、回答を得た。その結果をもとに、報告、学会発表、論文作

成を行い、周知に努めた。3） 
2017 年以降、厚生労働省 DMAT 事務局 HP に記載されている DMAT が実際に派遣さ

れた災害を列挙する、那須雪崩事故（2017 年 3 月 27 日）、九州北部豪雨災害（2017 年 7 月

5 日）、大阪府北部地震（2018 年 6 月 18 日）、西日本豪雨災害（2018 年 6 月 28 日）、北海

道胆振東部地震（2018 年 9 月 6 日）、佐賀豪雨災害（2019 年 8 月 27 日）、令和元年台風第

15 号（2019 年 9 月 9 日）、令和元年台風第 19 号（2019 年 10 月 12 日）、新型コロナウイ

ルス感染症対応（2020 年 1 月～）。示すように、DMAT が派遣要請を受ける災害内容も実

際に多岐にわたってきており、2021 年までに DMAT に対する補償がどのように変化した

かを継続調査する。 
 
【調査目的】 
拡大する DMAT 活動［地震・津波・噴火などの自然災害、原発事故、NBC 災害、テロ

行為への対応、広域搬送拠点臨時医療施設（SCU）での活動、新興感染症に対する対応］に

おいて、各都道府県と DMAT 指定医療機関間での保険の補償対象に関する継続調査を行

い、今後の DMAT 活動の安全管理体制に関する指標の一助とする。 
 
【調査方法】 
厚生労働行政推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「国土強靭化計画を

ふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」の分担研究である

「DMAT/DPAT 隊員のメンタルヘルスチェックシステムに関する研究」の枠組みにおいて、

本研究では都道府県と DMAT 指定医療機関間での保険の補償対象に関する継続調査を行っ

た。各都道府県の衛生主管部（局）、災害医療主管課（部）長に、DMAT 事務局を通じて調

査票を送付し、回答を得た。 
 
【調査項目】 
調査項目に関しては、前述した DMAT の派遣・出動基準を踏まえた 2017 年の調査項目

を中心とし、入院、通院、休業補償、新型コロナウイルス感染症に関する補償の項目を追加

した次に示す 8 項目とした。各都道府県名の記載に関しては任意とした。 
1. 加入している保険の補償対象の内容に関して回答してください。 

※1 都道府県条例によるのであれば、その他に該当内容を記載してください。 

※2 加入している民間保険の補償内容（保険名と対象者）を記載してください。 

2. 死亡、後遺障害の補償額についてご回答ください。また特約があれば記載してください。



原因（不慮の事故、自然災害（津波・噴火・地震など））や職種により補償額は異なり

ますか。 

※補償となる原因に関しては詳細に記載してください 

3. 入院、通院、休業の補償額についてご回答ください。また、特約があれば記載してくだ

さい。原因（不慮の事故、自然災害（津波・噴火・地震など））や職種により補償額は

異なりますか。 

※補償となる原因に関しては詳細に記載してください 

4. DMAT 隊員の支援後に発生するうつ病や PTSD 等の精神疾患への補償は、各都道府県

が加入している保険もしくは条例に含まれていますか。 

5. 都道府県が DMAT 隊員を対象とした補償は、各隊員の所属の補償（労災保険など）で

部分的に補われますか。 

6. DMAT 隊員が医療支援中に医療過誤等を起こした場合、医師賠償責任保険は各都道府

県が加入している保険もしくは条例でカバーされていますか。また、各医療機関に加入

するように促し、適宜加入状況を確認していますか。 

7. NBC 災害への補償は、各都道府県が加入している保険もしくは条例に含まれています

か。 

7-1 戦争、核燃料物質による事故、テロ行為などは、補償対象となりますか。 

7-2 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有

害な特性またはこれらの特性による事故は補償対象となりますか。 

7-3 病原微生物や寄生虫などによって起因する災害に対しては、補償対象となります

か。 
7-4 有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入又は摂取した場合は、補償対象と

なりますか。 
8. 都道府県が DMAT 隊員を対象とした補償に、新型コロナウイルス感染に対する補償は

各都道府県が加入している保険もしくは条例に含まれていますか。 

※1 都道府県条例によるのであれば、その他に該当内容を記載してください 

※2 加入している民間保険の補償内容（保険名、内容、対象者）を、その他に記載し 
てください 

 
【調査結果】 
1．加入している保険の補償対象の内容に関して回答してください。 

結果として、全都道府県から回答が得られた。民間保険加入しているのは、41 県から 45
県と増加した。2 県のみが都道府県条例のみで補償されていた。加入している民間保険はす

べて国内旅行傷害保険であり、各都道府県が任意で個人賠償責任特約、携行品損害特約、天

災危険担保特約を付帯していた。保健会社名がわかっているもので、損害保険ジャパン日本

興亜保健サービスが 7 県、あいおいニッセイ同和損保が 2 県であった。民間保険だけでな



く、各都道府県には「災害に際し、応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条

例」による補償もある。具体的な内容としては、「災害対策基本法 71 条の規定による従事命

令又は協力命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は障害の状態となったときは、災害救助法第 12 条の規定による扶助金の支

給の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受けた

損害を補償する。」とある。ただし、各都道府県の条例の多くは DMAT 設立以前のものであ

り、具体的な DMAT 活動に関する補償は言及されていない条例が多かった。 
補償対象としては、県から要請を受けた DMAT 隊員のみを対象としているのが 28 県、

DMAT 以外の災害周産期リエゾンなどを含んでいるのが 19 県であった。補償対象として、

DMAT 以外に、災害医療コーディネーター、医師会が派遣する医療救護班、歯科医師会が

派遣する歯科医療救護班、災害時小児周産期リエゾン、ドクターヘリに搭乗している医療従

事者及び看護師等の医療従事者、災害支援ナース、民間の患者等搬送事業者、宿泊療養施設

へ派遣する医師および看護師等の医療従事者を含む県もあった。 
条例で補償されているのみと答えた 2 県の回答を示す。「民間保険加入のための予算は、

昨年度より確保していたが、コロナ対応を言い訳にしてしまい、事務処理ができていない。

実災害やコロナ対応などで役立つ補償内容など迷う部分も多い為、他県の状況を共有して

いただけると大変ありがたい。（○○県災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損

害補償に関する条例,昭和 30 年）」、「条例では、『災害救助法の規定の例により行うものとす

る』とあり、その中には疾病対象、金額上限の記載なし。記載がない以上、ケースバイケー

スである。（○○県 DMAT に関する協定書）」。 
 

2．死亡、後遺障害の補償額についてご回答ください。また特約があれば記載してください。

原因（不慮の事故、自然災害（津波・噴火・地震など））や職種により補償額は異なります

か。※補償となる原因に関しては詳細に記載してください 

原因と職種によると答えたのが 0 県から 4 県と増加、職種により異なると答えたのが 2
県と前回と変化なし、職種により異ならないが、死亡原因により補償額は異なると回答した

都道府県が最多であったが、24 県から 22 県と減少した。死亡原因・職種によらず補償額は

一律であると回答したのが 18 県と不変。補償上限額は、2 億円が 27 県、1 億円が 15 県、

それ以下が 5 県であった。死亡原因に関する補償額の差に関しては、「天災危険補償特約を

付け、地震もしくは噴火またはこれらによる津波も対象として、死亡・後遺障害ともに上限

2 億円。ただし、天災の時は死亡・後遺障害ともに上限１億円」と回答した県が多かった。

実派遣に加えて、訓練派遣時の死亡・後遺障害も補償対象としている県もあった。 
 
3．入院、通院、休業の補償額についてご回答ください。また、特約があれば記載してくだ

さい。原因（不慮の事故、自然災害（津波・噴火・地震など））や職種により補償額は異な

りますか。※補償となる原因に関しては詳細に記載してください  



原因と職種によると答えたのが 1 県、職種により異ならないが、原因により補償額は異

なると回答したのが 6 県。原因・職種によらず補償額は一律であると回答した県が 39 県と

最多であった。入院日額 15,000 円（事故の日から 180 日以内の入院日数）、通院日額 10,000
円（事故の日から 180 日以内の通院日数に対し 90 日を限度）との回答が多かった。入院補

償日額は 10,000～30,000 円、通院補償日額は 5,000～1,5000 円と幅があった。 
休業補償に関して条例で規定されていると回答したのは 14 県、条例でも規定がなく補償

されないと回答したのは 33 県であった。休業補償については、条例にて適応されると回答

した県の主な理由は、「従事者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服す

ることができない場合においては、休業補償として、その業務に服することができない期間

１日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、引き続き業務上

の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その

受けることができる期間中は休業補償を行わない。ただし、その業務の収入の額が休業補償

の額より少ないときは、その差額を支給する。」という条文にある。 
そのほかには、「休業補償については明確な定めはないが、○○県地震対策推進条例第 34

条第 1 項で、知事は、県又は市町の執行機関の要請を受けて地震発生後の災害応急対策の

業務に従事した者が、当該業務のために損害を被り、かつ、その損害について他の法令の規

定による公的な補償又は保険の給付(以下「公的補償等」という)よってはその損害が補填さ

れない場合があり、その損害について相応の公的補償等を受けられたとした場合との均衡

上必要があると認めるときはその限度において、議会の議決を経て定めた額の補償をする

ことができる。」とされているとの回答があった。ある県の条例では、「県は、災害対策基本

法第 71 条の規定による協力命令により応急措置の業務に協力した者がそのため死亡し、負

傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、その者又はその者の遺族若

しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。前項の規定による損害の

補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償の 6 種とし、災

害救助法第 25 条の規定により救助に関する業務に協力する者がそのため負傷し、疾病にか

かり、又は死亡した場合において災害救助法施行令に定めるところにより支給される療養

扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の例により、補

償金を支給して行う。（○○県災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害の補償

に関する条例 (平成 19 年 3 月 30 日条例第 3 号)）」とある。 
死亡、後遺障害の補償と同様に、実派遣に加えて、訓練派遣時の入院、通院補償も対象と

している県もあった。 
 
4．DMAT 隊員の支援後に発生するうつ病や PTSD 等の精神疾患への補償は、各都道府県

が加入している保険もしくは条例に含まれていますか。 

うつ病や PTSD 等の精神疾患への補償が含まれていると回答した都道府県は 1 県から 2
県に微増した。補償対象としていないと回答した都道府県が最多であり 33 県から 40 県に



増加した。うつ病や PTSD などの精神疾患への補償に関して確認していないのは 8 県から

4 県に減少（17%）。依然として、補償対象となっていない現状であった。 
『保険約款において、被保険者が「急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った

損害」が対象となること、また、「被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失」は対象となら

ないことが定められているため（災害補償制度（公務員）又は労災保険制度（非公務員）の

範囲で対応）』と回答が最多であった。他に、『後遺障害として、「神経系統の機能または精

神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」等の状況が認められる場合と規定されてい

るものの、PTSD については直接言及していない。』、「加入している保険については、DMAT
としての活動中に生じた身体への負傷やこれに伴う後遺障害を対象としており、負傷がな

い場合は補償対象とならない。負傷の結果、負傷した日から 180 日以内に後遺障害として

うつ病や PTSD を発症した場合は、補償対象となることもある。ただし、身体が負傷する

ことが前提である。」と回答があった。 
補償対象にならない理由としては、「当県における DMAT の保険による補償の目的は被

災地の現場での活動中の死亡、傷害等のリスクに対処することであるためであり、活動後の

補償はない」、「精神疾患への補償について特に議論していない」、「精神疾患への補償につい

ては、現時点で検討をしていない」、「契約締結時に検討を行っていなかった」。 

保険商品に関しての回答もあった、「加入したいが、対応する保険商品が無い」、「そもそ

もの保険が国内旅行傷害保険のため、精神疾患等を想定していない」。 

 

5．都道府県が DMAT 隊員を対象とした補償は、各隊員の所属の補償（労災保険など）で部

分的に補われますか。 

労災の補償内容については、確認していないとの言う都道府県が最多であり、29 県から

33 県に増加した。労災では補われないと返答した都道府県は 4 県から 10 県と増加したが、

その理由は記載されていなかった。部分的には補われると答えた都道府県が 7 県から 3 県

と減少した。 

補われるとした都道府県の回答は、「DMAT 派遣要請は県知事から各病院長に対して行う

が、DMAT の活動は病院職員としての公務又は業務に該当するため、災害補償制度（公務

員）又は労災保険制度（非公務員）の対象となる。県が加入している保険は、災害補償制度

又は労災保険制度の対象となる場合でも、保険金の支払い対象となる。」、「医療救護活動も

しくは訓練に従事する職員が、負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、DMAT 指

定医療機関は、労働者災害補償法または地方公務員災害補償法に基づく申請の手続きを行

う。上記の申請による療養その他の給付もしくは補償を受けられない場合等は、DMAT 指

定医療機関は県に対して災害に際し応急措置の業務に従事したもの等に係る損害補償条例

に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として支給することが出来る。」としっかり

と把握していた。 

「医療救護活動、訓練・研修等ともに、病院からの出張許可のもと現地に赴いていただい



ており、基本的には労災の適用対象内と認識しているが、詳細までは把握できておらず今後

確認する必要がある。」との積極的な意見もあった。 

 

6．DMAT 隊員が医療支援中に医療過誤等を起こした場合、医師賠償責任保険は各都道府県

が加入している保険もしくは条例でカバーされていますか。また、各医療機関に加入するよ

うに促し、適宜加入状況を確認していますか。  
医師賠償責任保険はカバーされていないと回答した都道県が 30 県から 24 件に減少した

が、確認していない都道府県が 6 県から 12 県と増加、合わせた割合は約 8 割と依然として

高い割合であった。カバーされていると回答した都道府県はわずか 6 県も前回と変化を認

めなかった。8 県が各医療機関に加入するように促しており、加入状況を確認しているのは

0 県であった。 
医師賠償責任に関しては補償対象であると回答した都道府県は、「医療従事者としての業

務に起因して他人の身体の障害が発生した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負

担することによって被る損害に対する補償であり、事故あたり１億円（保険期間中（１年間）

につき限度額３億円）の補償となる」と回答していた。 
対象としていない、確認していない都道府県の回答としては、「医療行為については各医

療機関で加入している医賠責によりカバーされるものと考えていたため、加入の促し、加入

状況の確認のいずれも実施していない。」、「DMAT は県が病院に派遣を要請し、病院が所属

チームを派遣して医療行為を行うもので、死亡・後遺症・入院・通院のような活動に対する

見舞金的な補償とは異なるため、当然に病院は通常の医療提供と同様に自ら責任を負うも

のと理解している。」『「○○県地震対策推進条例」第 34 条第 2 項で、「知事は、県又は市町

の執行機関の要請を受けて地震発生後の災害応急対策の業務に従事した者が、当該業務を

遂行するに当たり他人に損害を加えた場合（その損害が当該業務に従事した者の故意又は

重大な過失による場合を除く）において必要があると認めるときは、当該業務に従事した者

に代わって、その者が負うべき損害賠償の責任の限度において、議会の議決を経て定めた額

の賠償をすることができる。」とされている。ただし、これまで DMAT 活動における医療事

故により、賠償が生じたケースはない。医師賠償責任保険に加入する場合、年間派遣見込チ

ーム数×10 万円程度の保険料を毎年支払う必要があることから、本県においては、医師賠

償責任保険には加入せず、事案発生時に個別に対応することとしている。』 
 
7．NBC 災害への補償は、各都道府県が加入している保険もしくは条例に含まれています

か。 

 7-1 戦争、核燃料物質による事故、テロ行為などは、補償対象となりますか。 

補償対象ではないと答えた都道府県が 26 県から 28 県と微増、確認していない都道府県

が 4 県から 3 県に減少。補償対象としている都道府県が 7 県から 16 県に増加した。 

 補償対象にしていると回答した都道府県の多くは、「NBC 災害への出場も想定している



ため、補償対象としているとし、戦争危険等免責に関する一部修正特約をつけ、テロ行為も

対象としている。ただし、テロ行為により活動していたとしても、以下の事由が原因となる

場合は適用外、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その

他有害な特性またはこれらの特性による事故。」と回答していた。他には、「戦争や核燃料物

質による事故については、補償対象とならないが、テロ行為（政治的・社会的もしくは宗教・

思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関し

て行う暴力的行為）については、補償対象となる。」との回答もあった。 

 

7-2 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害

な特性またはこれらの特性による事故は補償対象となりますか。 

前回は、補償対象になるかどうか確認していなかったのが 5 県あったが、今回は全県が

補償対象とはならないと返答した。 
 

7-3 病原微生物や寄生虫などによって起因する災害に対しては、補償対象となりますか。 
補償対象となると答えた都道府県が前回同様に 4 県。いいえと答えた都道府県が 24 県か

ら 28 県に増加し、最多であった。補償対象となるかどうか確認していない都道府県は 12
県から 7 県に減少した。 

いいえの多くは、「傷害の定義として、急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガとさ

れており、病原微生物については対象外。寄生虫についてはアニサキス等一部対象となる可

能性はある」との回答であった。他には、「身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然か

つ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含む。ふぐや毒キノコ、

青梅などの自然毒、アニサキスによる食中毒、ヒスタミン食中毒、は補償対象となるが、細

菌性食中毒、ウイルス性食中毒は補償の対象外である。」との回答があった。 

 
7-4 有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入又は摂取した場合は、補償対象とな

りますか。 
 補償対象となると答えた都道府県が 24 県から 22 県に減少するも、最多であった。いい

えが 7 県から 15 県に増加、補償対象となるかどうか確認していない都道府県が 9 県から 7
県に減少した。 

「傷害には有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入又は摂取した場合に急激に生

ずる中毒症状を含むため補償対象となる」との回答が多くあった。「仕様書上、化学物質・

生物剤事故にも保証が行えることとしているため、その範囲内であれば補償対象という県

もあった。ガス兵器など人為的な場合は補償の対象外だが、偶然接触し発生した事案は対象

内である」との回答もあった。 

 

8．都道府県が DMAT 隊員を対象とした補償に、新型コロナウイルス感染に対する補償は



各都道府県が加入している保険もしくは条例に含まれていますか。 

※1 都道府県条例によるのであれば、その他に該当内容を記載してください 

※2 加入している民間保険の補償内容（保険名、内容、対象者）を、その他に記載し 
てください 

 補償対象となると回答したのは、11 県。補償対象とならないと回答したのは、31 県で最

多であった。多くの県の回答としては、「感染症（新型コロナ）は補償対象外である」とい

うものであった。補償対象となると返答した 11 県の回答を以下に記載する。 

 新型コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関（DMAT 指定医療機関以外も含む）

については、医療機関との協定に基づき県新型コロナウイルス感染症対策本部におい

て以下の保険に加入している。保険名は、団体総合生活補償保険。対象者は医師、看護

師、業務調整員である。 

 保険名は、普通傷害保険。対象者は、○○県 DMAT 隊員。補償内容としては、医師、

死亡/後遺障害 5800 万円・入院 15,000 円・通院 10,000 円。医師以外（看護師、業務調

整員）、死亡/後遺障害 1400 万円・入院 15,000 円・通院 10,000 円。 
 保険名は、総合生活保険（傷害補償）。対象者は DMAT 隊員。補償内容は、DMAT 活

動が原因で新型コロナウイルス感染症に感染した際における死亡・後遺障害補償、入

院・通院補償である。 

 保険名は、普通傷害保険（特定指定感染症危険補償特約、特定指定感染症一時金支払特

約、特定指定感染症一時金支払特約）。対象者は、○○緊急酸素投与センターに派遣す

る医師・看護師等の医療従事者（県職員除く）である。 

 DMAT 隊員を対象とした保険では補償されないが、県が新型コロナウイルス感染症対

応（クラスター対応）で派遣する方は DMAT に限らず別途保険に加入している。保険

名は、普通傷害保険（特定指定感染症危険補償特約付帯）。対象者は、○○県が派遣す

る医療従事者（医師、看護師及び医師の指示に基づいて職務を遂行する技師・薬剤師・

事務員）である。 

 特定感染症（新型コロナ）は別途民間保険に加入している。保険名は、普通傷害補償（特

定感染症危険補償）。対象者は、クラスターが発生した施設等に派遣する医師・看護師

等の医療従事者。内容は、特定感染症（新型コロナ感染症）を発病し、死亡、後遺障害、

入院、通院した場合に補償である。 

 医師会経由で保険に加入している。保険名は、特定指定感染症危険補償特約および特定

指定感染症一時金支払特約付帯傷害保険。対象者は、災害医療チーム等として派遣され

る医師、看護職員、事務職員等である。 

 新型コロナウイルス感染症に係る活動については，別の保険に加入することで対応し

ている。保険名は、総合生活保険（傷害補償）。対象者は、○○県の要請により，新型

コロナ軽症者様等の対応として派遣される医療従事者である。 補償内容は、死亡後遺

障害上限 5千万円/入院日額上限 1万５千円/通院日額上限 1万円である。 



 保険名は、団体総合生活補償保険。対象者は、○○県の要請・依頼により保険期間中に

活動する医療従事者のうち、次の要件を満たす者（24 人分）、新型コロナウイルス感染

症患者の搬送や、入院医療機関、宿泊療養施設、発生施設への派遣等、新型コロナウイ

ルス感染症への対応に伴う派遣であること、被災地等で新型コロナウイルス感染症患

者やその疑い患者への医療提供等を含む活動が想定される派遣であること。 

 保険名は、新型コロナウイルス感染症に対応した普通傷害保険。対象者は、新型コロナ

ウイルス感染者対応等のため派遣される医療チーム（○○県が派遣する医師、看護師、及

び医師の指示にて医療に従事する事務員、DMAT 等の医療支援チーム）。内容：新型コ

ロナウイルス感染症に対応している宿泊療養施設や入院医療機関等において、患者の

健康管理等の医療支援を担う医療従事者に対する保険である。 
 保険名は、総合生活保険（特定感染症危険補償特約付）。対象者は、○○県の DMAT に

属する者のうち、新型コロナ対応を目的に国・自治体の要請等に基づき派遣された医療

従事者等である。 
 保険名は、普通傷害保険（特定指定感染症危険補償）。対象者は、192 名（見込み） 

内容は、死亡、後遺障害：5,000 万円、入院（日額）：15,000 円、通院（日額）：10,000
円であり、特定指定感染症危険補償特約付帯、天災危険補償特約付帯、熱中症危険補償

特約付帯であり、就業中のみ危険補償特約付帯である。 
 
【考察】 

 全都道府県から回答が得られた。民間保険へは 45 の都道府県が任意で加入している現

状がわかった。加入している民間保険はすべて国内旅行傷害保険であり、各々の県が任意で

個人賠償責任特約、携行品損害特約、天災危険担保特約を付帯していた。加入している保険

会社も一律でなく、補償対象として DMAT 隊員以外までを包含している都道府県もあった。

各都道府県の条例の多くは DMAT 設立以前のものであり、具体的な DMAT 活動に関する

補償は言及されていない条例が多かった。死亡・傷害時補償に関しては、職種により異なら

ないが、死亡原因により補償額は異なると回答した都道府県が最多であった。原因に関する

補償額の差は、天災危険補償特約付帯の有無であった。実派遣に追加して、訓練派遣時の死

亡・後遺障害も補償対象としている都道府県もあった。入院、通院補償に関しては、原因・

職種によらず補償額は一律であると回答した都道府県が最多であったが、入院、通院補償日

額には幅を認めた。休業補償に関して、民間保険でも条例でも規定がなく補償されないと回

答した都道府県が最多であった。死亡、後遺障害の補償同様に、実派遣に追加して、訓練派

遣時の入院、通院補償も対象としている都道府県もあった。同じ災害に派遣される DMAT
隊員に対する補償は全国で一律にすべきである。 

うつ病やPTSD等の精神疾患への補償が含まれていると回答した都道府県は微増したが、

補償対象としていない、確認していないと回答した都道府県が多くを占めており、依然とし

て、補償対象となっていない。多くの理由は、そもそもの保険が国内旅行傷害保険のため、



精神疾患等を想定していないというものであった。補償対象にならない特記すべき理由と

して、DMAT の保険による補償の目的は被災地の現場での活動中のリスクに対するもので

あり、活動後の補償はないという理由や、精神疾患への補償について特に議論していないと

の理由であった。災害支援に関連するうつ病や PTSD などの病態に対する中長期的の補償

体制が必要であるとの認識を広める必要がある。 
都道府県条例と任意に加入する傷害保険と労災・公務災害補償との補償調整に関して確

認していないとの都道府県が増加し、最多であった。労災では補われないと返答した都道府

県は増加したが、その理由は記載されていなかった。補填されるとした明確に回答した都道

府県もあった。医療救護活動、訓練・研修等ともに、病院からの出張許可のもと現地に赴い

ていただいており、基本的には労災の適用対象内と認識しているが、詳細までは把握できて

おらず今後確認する必要があるとの積極的な意見もあった。各 DMAT 隊員が所属する医療

機関の労務災害補償、都道府県の加入する民間保険と条例による補償の調整に関しては、過

半数の各都道府県が把握していなかった。平時から派遣時の補償体制は明確にしておくべ

きである。 

医師賠償責任保険はカバーされていない、もしくは確認していない都道府県が約 8 割と

依然として変化を認めなかった。カバーされていると回答した都道府県はわずか 6 県と変

化はなかった。各医療機関に加入するように促している都道府県も少なく、加入状況を確認

しているのは 0 県であった。特記すべき回答として、「DMAT は県が病院に派遣を要請し、

病院が所属チームを派遣して医療行為を行うもので、当然に病院は通常の医療提供と同様

に自ら責任を負うものと理解している」とあり、加入の判断は医療機関に委ねられている現

状がある。「医師賠償責任保険に加入する場合、年間派遣見込チーム数×10 万円程度の保険

料を毎年支払う必要があることから、本県においては、医師賠償責任保険には加入せず、事

案発生時に個別に対応することとしている。」と県の財政も考慮する必要がある。SCU で
の医療活動など拡大する DMAT 活動において、医療者賠償責任補償への加入は必須事項で

ある。 
戦争、核燃料物質による事故、テロ行為などを補償対象としている都道府県は増加した。

補償対象にしていると回答した多くの都道府県は、NBC 災害への出場も想定しているため、

補償対象としているとし、戦争危険等免責に関する一部修正特約をつけ、テロ行為も対象と

している都道府県が多かった。新興感染症である新型コロナウイルス感染症に対しては、補

償対象とならないと回答した都道府県が最多であった。NBC 災害における補償に関しても、

各都道府県で決して一律でなかったが、国内旅行傷害保険に特約を付帯する対応での限界

がある。 

以前所属していた大阪 DMAT 活動に対する補償に関する条例を示す。各都道府県と災

害拠点病院は、災害対策基本法に基づいて災害拠点病院の災害等の医療救護活動に関する

協定 4）を締結している。第 7 条には、費用補償が記載されており、労働者災害補償保険法

や国家・地方公務員災害補償法に基づく申請を行うとあるが、補償の対象とならない場合は、



大阪府災害に伴う応急処置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例 5）に基づき

算出された額を扶助される。その条例では、災害救助法 6）の規定による療養、休業、障害、 
遺族、葬祭および打切の 6 種類の扶助がある。しかし、障害においては内閣府令に定められ

た身体障害に対してのみが補償対象であり、うつ病や PTSD などの精神疾患は補償対象と

なっていない。また、医療救護活動に関する協定の第 8 条には、医療者賠償責任は補償の対

象外であると明記している。したがって、現行の大阪府の条例では十分には補償できないた

め、危惧した府が任意で民間保険に加入している。ただし、現在の民間保険には DMAT 活
動に特化したものはない。結局、国内旅行傷害保険に各種の特約（天災危険補償特約を含む）

を付けて対応している。 
 参考として、警察、消防、国際緊急援助隊の補償状況を示す。警察、消防においては、地

方・国家公務員災害補償法での補償と特殊公務に従事する職員の特例が適応される。後者に

は、うつ病や PTSD などの精神疾患も補償対象となる。大阪市消防局では消防業務賠償責

任保険 7）に加入しており、救急救命士法に基づく救急救命処置に伴う賠償責任に関しても

補償対象となっている。国際緊急援助隊に対する補償は国際緊急援助隊の派遣に関する法

律（JDR）法で規定されている。同隊に所属する消防、警察、海上保安庁の場合は、①海外

旅行傷害保険、②地方・国家公務員災害補償、③特殊公 務災害補償（②の加算措置）、で活

動は補償される。民間の我々が出動する場合は、①海外旅行傷害保険、④ 労働者災害補償、

⑤JDR 特別補償［国際協力機構（JICA） 規定に基づき適用される加算措置（③に相当）］、

にて活動は補償される。①の保険期間は 1 年あり、長期間の治療を要する疾病にも対応し

ている。 
 
【結語】 

「DMAT 派遣に係る保険は現状では国内旅行保険に頼らざるを得ないが、DMAT が全国

的な制度である以上、活動していただく DMAT 隊員の補償を一律化するのであれば、国側

で DMAT 等の派遣をカバーできる新たな保険商品（自治体用保険）の開発を働きかけ、そ

の保険に各県が加入する等の形式の方が望ましいものと思料する（全国町村会の「災害対策

費用保険制度」のようなイメージ）」、とある県からの意見があり、その通りである考える。 
各 DMAT 隊員が、様々な現場に出動する機会が多くなる現状で、今一度、補償の内容を

各々が再確認しておく必要がある。さらに、各々の隊員が、国や都道府県に対して補償に関

する意見を自由に言えて、納得したうえで活動するべきである。 
活動範囲が広がる DMAT（噴火事故への対応、原発事故への対応、NBC 災害への対応、

テロ対応、SCU 活動、新興感染症への対応）において、各都道府県の現行条例では補償に

は限界がある。法律や条例を基に一律に補償されるべきである。法改正を待たずに早急に対

応するには、国から各都道府県に対して、拡大する DMAT 活動に対応した加入するべき民

間保険を推奨し、かつ加入義務とし、特に医療者賠償責任（医師賠償責任を含む）への加入

は必須とすべきである。補償に関しては、各医療機関や各都道府県の努力目標にすべきでは



ない。

この研究が、DMAT 活動における危険と補償に関して考える一助となればと願う。 
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研究要旨 

本研究班の目的は、DMATの指揮系統、地域における運用について問題点を整理し、DMAT

の自己完結性を補完するロジスティックの課題を検討することである。 

研究方法は、ロジスティックに関わる学識経験者により研究班を組織し、DMAT の運用と

指揮についての研究、DMAT のロジスティクス強化に関する研究として、本来であれば、

大規模地震時医療活動訓練をはじめ、DMAT ブロック訓練等の機会に直近の大規模災害対

応での教訓も踏まえた DMAT及び DMATロジスティックチームの指揮及び運用に関する検

証、ロジステーションの具現化に向けた NEXCOや空港施設等との連携に関する検証、各

種民間事業者や関連業界団体との連携に関する検証等を行うところであった。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度に続いて大規模地

震時医療活動訓練はＤＭＡＴの動員及び関係機関の参加も非常に限定的な訓練となり、

DMAT ブロック訓練は近畿ブロックを除きすべて中止となったため、DMATの運用に関する

検証を実動訓練において行う機会は十分には得られなかった。一方で、おもには図上で

の検討となったが、大規模地震時医療活動訓練としては初の東北ブロックを被災地とし

ての開催であり、東日本大震災以来の東北地方への全国からの DMAT動員のシミュレーシ

ョンが実施できた。また、過去の災害での教訓をもとに、災害時の医療機関への電力や

水の補給のオペレーションについてより検討を行い、それらの成果を DMATロジスティッ

クチームの活動として DMATロジスティックチーム隊員養成研修等の研修内容に反映する

ことができた。 

これらの成果は、ロジスティック体制や行政による DMAT 運用体制の整備に貢献し、急性

期災害医療体制の整備に寄与したものと考えられる。 
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Ａ．研究目的 

本研究の目的は、DMATの指揮系統、地域に

おける運用について問題点を整理し、DMAT



 

の自己完結性を補完するロジスティックの

課題を検討することである。 

また、DMATロジスティクスチームと関係機

関が各分野において有機的に活動するため

に、事前協定整備、教育・訓練体制、発災

後の初動連携体制等について検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

研究方法は、ロジスティックに関わる学識

経験者により研究班を組織し、DMAT の運用

と指揮についての研究、DMATのロジスティ

クス強化に関する研究として、本来であれ

ば、大規模地震時医療活動訓練をはじめ、

DMAT ブロック訓練等の機会に直近の大規模

災害対応での教訓も踏まえた DMAT及び

DMAT ロジスティックチームの指揮及び運用

に関する検証、ロジステーションの具現化

に向けた NEXCOや空港施設等との連携に関

する検証、各種民間事業者や関連業界団体

との連携に関する検証等を行うところであ

った。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症

の影響により、令和２年度に続き大規模地

震時医療活動訓練はＤＭＡＴの動員、関係

機関の参加も非常に限定的な訓練となり、

DMAT ブロック訓練は近畿ブロックを除きす

べて中止となったため、DMATの運用に関す

る検証を実動訓練において行う機会は十分

には得られなかった。 

 

Ｃ．研究成果 

１． DMATの運用とロジスティクスにつ

いての検討 

令和３年度大規模地震時医療活動訓練につ

いて、東日本大震災と同規模の災害を想定

し、大規模地震時医療活動に関する総合的

な実動訓練を実施して、当該活動に係る組

織体制の機能と実効性に関する検証を行う

とともに、防災訓練関係機関相互の協力の

円滑化を図る目的で、令和３年 10月 30日

（土）に実施された。被災都道府県は岩手

県、宮城県、福島県の３県とし、被災地域

外ＳＣＵを設置する都道府県を秋田県、栃

木県、福岡県とした。 

本来、本訓練は全国のＤＭＡＴが参集する

実動訓練として実施するものであるが、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を

鑑み、被災地に参集するＤＭＡＴは原則東

北ブロックに限定し、実動のＤＭＡＴが不

足する地域では仮想のＤＭＡＴを動員した

想定で図上訓練を実施した。 

 

1-1. 関連業界との連携による DMAT移動手

段の確保 

令和３年度大規模地震時医療活動訓練にお

いて、民間航空機、レンタカー等を活用し

た仮想でのＤＭＡＴ派遣調整をＤＭＡＴ事

務局が行った。 

本訓練において、岩手県、宮城県、福島県

３県への陸路・空路によるＤＭＡＴ投入を

図上訓練として行った。３県からの DMAT

派遣要請（１次隊）は、岩手県へ 100 隊、

宮城県へ 100 隊、福島県へ 120 隊であり、

ＤＭＡＴ事務局では遠隔地から空路投入後

の移動手段として、ＤＭＡＴ事務局が直接

依頼可能なレンタカー事業者に連絡、仮想

ではあるが羽田空港 130台、成田空港 71

台、福島空港 32台、花巻空港 45台のレン

タカーを確保したうえで派遣調整を実施し

た。結果としては 320隊の確保であれば、

北海道から中部ブロックまでの動員でほぼ

必要数がまかなえ、陸路で不足する分を補

う空路投入を 30隊程度確保することで必

要チーム数を確保できた。 

また民間航空機による空路投入にあたって

は当事務局と複数の航空会社との間で、Ｄ

ＭＡＴが携行する資機材について情報共有

を行い、ＤＭＡＴの医療資機材の携行にか

かる調整を実施した。 

 

1-2. 日本災害医学会パネルディスカッシ

ョン 

第２７回日本災害医学会総会学術集会にお

いて、本学会の災害医療ロジスティクス検

討委員会の企画として、「攻める 災害医

療：災害医療ロジスティクス」をテーマと



 

しパネルディスカッションを実施した。こ

こでは過去のＤＭＡＴ等の自然災害対応に

よるロジスティクスにかかる知見の蓄積が

新型コロナの対応において役立っているこ

となどが示された。 

 

２． ロジスティック要員の研修のあり方

に関する研究 

東日本大震災の教訓により整備され、平成

28 年熊本地震において初の派遣となったＤ

ＭＡＴロジスティックチームは、本部機能

の強化や救護班体制への指揮系統の移行に

おいて非常に有効に機能している。これら

要員の養成、維持を目的として、令和３年

度ＤＭＡＴロジスティックチーム隊員養成

研修を令和３年 12月 25日～260日に国立

病院機構大阪医療センターを会場として実

施した。本年度の大規模地震時医療活動訓

練におけるＤＭＡＴの指揮・運用や関係機

関との連携の検証が例年に比べわずかに留

まったため、従来の内容を踏襲するような

ものとしたが、一方でこれまでのＤＭＡＴ

事務局員やＤＭＡＴ登録者による新型コロ

ナのクラスター発生施設への支援等におい

て得られた知見が、自然災害時の医療機関

への支援において応用可能であり、それを

実践するようなセッションを実施した。ま

た、従来からある程度、その手法が明らか

になっていた災害時の医療機関への電力や

水の補給のオペレーションについて再度検

討を行い、より整理された手法を研修に取

り入れた。 

 

Ｄ．考察 

令和３年度大規模地震時医療活動訓練にお

いては、令和２年度訓練に続き、例年に比

較すれば、ＤＭＡＴ指揮、運用、さらにロ

ジスティクス強化のために関連業界との連

携などは限定的になったが、一方で、図上

訓練ではあったが、同訓練では初の開催で

ある東北ブロックへの全国からの DMAT 動

員についてシミュレーションが実施でき

た。また、コロナ支援での手法の自然災害

の医療機関支援への応用や、災害時の医療

機関への電力や水の補給のオペレーション

についてよりその手法について整理を行

い、研修内容に反映できた。 

 

Ｅ．結論 

本研究においては、先行研究において示さ

れた、東日本大震災の教訓を踏まえた DMAT

の運用、ロジスティックのあり方の方向性

を基に、関連業界との連携によるＤＭＡＴ

動員のあり方等について一定の成果が得ら

れた。 

ロジスティックの強化に関わる関係業界と

の連携については、今後も継続して災害時

の協力体制の構築に向けた意見交換を幅広

い関係業界団体と行うとともに、各関係業

界団体、関連民間事業者との連携訓練を実

施し、民間との連携の具体的なあり方、手

法について引き続き検討を行うことが求め

られる。 

これらの成果は、ロジスティック体制や行

政による DMAT 運用体制の整備に貢献し、

急性期災害医療体制の整備に寄与したもの

と考えられる。 
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づき対応した愛知県新型コロナウィ

ルス感染症ロジスティック活動」 

２） 藤原弘之,2022;3/5,第 27 回日本災害

医学会学術集会「災害医療ロジスティ

クス専門家認定制度について～現状

と今後の展望、新型コロナウイルス感

染症も踏まえて～」 

３） 鈴木教久,2022;3/5,第 27 回日本災害



医学会学術集会「新型コロナウイルス

感染症によるクラスター対応におけ

るロジスティクス」 

４） 市原正行,2022;3/4,第 27 回日本災害

医学会学術集会「DMAT 研修・訓練の

オンライン化・デジタル化について」

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
  （予定を含む。） 
1. 特許取得

2. 実用新案登録

3.その他



 

 

 

令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

 

分担研究報告書 

「DMATの効果的な運用に関する研究」 

 

研究分担者 阿南英明 （ 藤沢市民病院 副院長/ 神奈川県 医療危機対策統括官 ） 

 

 

研究要旨 

【目的】南海トラフ地震を想定した場合と感染症対応を含めた DMAT隊員養成の考え方と

方針を検討する。【方法】１．派遣チーム数に関わる課題を抽出し、その適正化に関する

考え方を示し、南海トラフ地震の被害想定に基づく地域別の DMAT必要保有数を算出し、

現状との差から今後のチーム養成の目標を示した。２．感染症事案の支援で求められた事

項から、追加すべき組織機能を示した。【結果】各施設が被災地に派遣できるチームは通

常 1チームであるが、長期派遣を想定する必要がある。南海トラフ地震のような広域災害

では災害直後での支援力は限定される。①「被害が想定されない地域」内の同一災害拠点

病院から 2週間程度を前提に継続的に交代で派遣する体制➁複数地域や医療機関におい

て交代で継続的に派遣することにより、全体として 2週間程度の派遣が継続できる体制を

構築することが妥当である。チーム毎の派遣期間を 3日及び 4日を想定すると 5チーム必

要である。被災が想定されない地域（18道県）1,130チーム。重点受援地域（10県）と

被害が想定される地域（19都府県）1,559チーム。現状との差異は前者で 541 チーム、現

状到達は 47.9％、後者で 1206チーム、現状到達は 77.4%であった。感染症対応について

は、支援実績から従来の DMAT活動内容を活かすことが可能であった。DMAT の組織内に環

境感染症対策に精通した人材を保有し、必要時に機動性をもって DMAT メンバーの指導・

助言を行う体制が望まれる。【結論】南海トラフ地震などの巨大地震を想定して DMAT隊員

の養成方針を示した。また、感染症対応の実績から DMAT 運用体制に関するあり方を示し

た。 

Ａ  研究目的 

１．南海トラフ地震は被害地域が広く支援

力が相当に制限されると見込まれることか

ら当該地震を前提に DMAT隊員養成チーム

数に関する考え方と目標数を示し、今後の

隊員養成の方針を検討することを目的とし

た。 

２．新型コロナウイルス感染症を含む種々

の医療危機事案に対応する医療チームとし

ての DMATのあり方を検討することを目的

とした。 

 

Ｂ  研究方法 

１．創設以来の DMAT活動を通して、まず派

遣チーム数に関わる課題を抽出した。次に

その適正化に関する考え方を整理した。そ

して、南海トラフ地震の被害想定に基づく

地域別に必要保有数を算出し、現状との差

から今後のチーム養成の目標を示した。 

２．感染症事案の支援で求められた事項か

ら、追加すべき組織機能を示した。 

 



 

Ｃ  研究成果 

【1-1 課題抽出】 

１）DMAT指定病院の多くは車両 1台、資機

材は一チーム分を保有し派遣に備えている。

一方、災害時でも自院の運営を継続する必

要がある。医師や看護師の診療科や所属部

門の偏在があることから各病院から被災地

に派遣できるチームは 1チームであり、2

チーム以上を同時に派遣できる施設は限ら

れる。 

２）近年の活動では超急性期を DMATが担い

以降を JMAT等他の支援チームへ引き継ぐ

という従来の概念とは異なり、DMAT有資格

者が継続的に調整役や本部機能を担う場合

が多く長期派遣を想定する必要がある。 

【1-2 適正化の考え方】 

 南海トラフ地震のような広域災害では支

援需要が高まっても、支援可能な地域が限

定される。需要に関わりなく災害直後の支

援力は限定された対応を前提にする必要が

ある（図 1）。 

支援する地域の災害拠点病院数が、災害

直後に派遣できるチーム数の上限に相当す

る。また被災地と非被災地のバランスによ

って派遣可能数が異なり、甚大な被害が想

定される災害では長期間の支援が必要であ

る。南海トラフ地震では「被害が想定され

ない地域」が比較的限定されるのに対して、

他の災害では被災地域に対して支援対応

（被害が想定されない）地域が広い。（図 2） 

ほぼすべての災害拠点病院が DMATを保

有している現状では、発災直後の派遣チー

ム数で今後養成すべき DMATチーム数を検

討するのではなく、長期にわたる支援のた

めに必要なチーム数を検討することが適切

である。 

① 南海トラフ地震では、「被害が想定され

ない地域」内の同一災害拠点病院から 2

週間程度を前提に継続的に交代で派遣

する体制が求められる。 

➁他の災害では複数地域や医療機関におい

て交代で継続的に派遣することにより、全

体として 2週間程度の派遣が継続できる体

制を構築する。 

 

【1-3隊員養成の方針】 

１）2週間の支援を継続するために必要な

チーム数 

①初期は十分な準備調整が困難であること

から交替日を入れてチーム毎の派遣期間を

3日とするが、後半期には 4日を想定する

と 2週間継続するには5チーム必要である。 

➁南海トラフ地震において被害が想定され

ない地域からの支援を基本とする 

被災が想定されない地域（18 道県） 

 災害拠点病院数 226（2021 年 4月時点）

×５＝1,130チーム 

③②以外の地域は各種災害に対して相互に

派遣可能なので 1施設３チームを養成 

重点受援地域（10 県）と被害が想定される

地域 （19都府県） 

 災害拠点病院数 533（2021 年 4月時点）

×3＝1,559チーム 

【1-4 現状との差異】 

被災が想定されない地域（18道県） 

 541 チーム/246 病院   

現状到達は目標数の 47.9％(541/1,130) 

重点受援地域（10 県）と被害が想定される

地域（19都府県） 

 379チーム/179病院と 827チーム/403病

院 計 1206チーム/582病院  

現状到達は目標数の

77.4%(1,206/1,559) 

 

【２．感染症対応】 

今回の新型コロナ感染症クラスターが発

生した施設での支援実績は①本部運営 ➁

搬送支援 ③受援施設内のゾーニングや行

動に関する指導であった。 

事案発生時に防護具の装脱着に関する指

導や、③受援に関しての指導や助言がある

ことが、院内対応を安定化させ、効果が高

まる。DMATの組織内に環境感染症対策に精

通した人材を保有し、必要時に機動性をも

って DMATメンバーの指導・助言を行う体制

が望まれる。 



 

Ｄ  考察 

医療需要が巨大に膨らむ南海トラフ地震

を想定した場合に、需要に応じた支援を瞬

時に供給することは容易ではない。互助会

的組織として構築してきた DMATは、被災地

域が広域であれば、支援チームを派遣する

のではなく受援側にならざるを得ない。よ

って、急性期需要から必要チーム数を推計

するだけでなく、一度に派遣できる支援チ

ーム数や長期支援の観点から今後の必要チ

ーム数を検討することが妥当だと考える。 

一方で、南海トラフ地震において被害が

想定されない地域は北海道、東北、日本海

側地域である。医療人員の分布状況は決し

て潤沢な地域とは言い難い。こうした地域

にさらに 2倍のチーム養成を求めることが

妥当であるか、可能であるのかに関しては

さらに検討が必要である。 

DMAT 創設 15年を超え、職場引退者や医

療機関の管理職となり実派遣対象にならな

い人員が一定数いる。年齢構成から引退す

る可能性のある人数を想定し、実稼働数を

維持する新規隊員養成数を想定して隊員養

成研修計画を構築することも必要である。

よって、チームの継続維持に関しては実稼

働できないチーム数を減じて、実稼働可能

なチーム数を見込む養成を実施していくこ

とになる。毎年、現時点で派遣できないこ

とが見込まれる人員調査を都道府県が実施

するなどの対応が求められる。  

 新型コロナウイルス感染症に対応した

DMAT 活動はいずれも従前からの DMAT 活動

内容に準拠するものであったことから、感

染症対応を DMAT活動に包含しても大きく

教育内容を改変する必要はない。感染症対

応は医学教育の基本共通項目であり、医師、

看護師、その他の医療職のいずれの教育に

おいても基本的位置づけである。しかしな

がら、DMATの組織内に環境感染症対策に精

通した人材を保有し、必要時に機動性をも

って DMATメンバーの指導・助言を行う体制

が望まれる。 

Ｅ  結論 

南海トラフ地震などの巨大地震を想定し

て DMAT 隊員の養成方針を示した。また、

2020 年から続く新型コロナウイルス感染

症対応の実績から DMAT運用体制に関する

あり方を示した。 
 
F．健康危険情報 

なし 

 

 

G.研究発表 

 

1.  論文発表 

〇阿南英明．【災害医療対応の最前線―近年

の災害対応からの教訓】新型コロナウイル

ス感染症のクラスター対応と災害対応は違

うのか？ ALL Hazard対応に向けて．医学

のあゆみ．2021.5;277(8):610-614. 

 

〇阿南英明．COVID-19 と心筋梗塞を両立す

るための地域体制－神奈川県の取り組み．

医学のあゆみ．2021.11;279(9):852.855 

  

2.  学会発表 

〇阿南英明．新型コロナウイルス感染症対

応から学ぶ病院と地域医療のこれから．神

奈川県病院協会、2021.7.12（横浜・Web） 

 

〇阿南英明．COVID-19 対策を基盤としたオ

リパラ対応がもたらす日常～医療へのレガ

シー～．第 62回全日本病院学会、2021.8.21. 

（岡山・Web） 

 

〇阿南英明．神奈川県における新型コロナ

ウイルス感染症への対応／精神科医療に係

る神奈川モデル医療機関の運用について．

第 10回日本精神科医学会学術大会 

2021.9.10. （横浜） 

 

〇阿南英明．救急・災害対応から始まった

COVID-19対策が日常・地域医療にもたらす

変革．宮城県救急医療研究会、2021.9.25 

 



 

〇阿南英明．新型コロナウイルス感染症対

応から学ぶ地域医療のこれから．第 70回日

本農村医学会学術総会、2021.10.6-27.  

 

〇阿南英明．コロナ医療施策の中で薬剤師

に期待される役割．第 19回かながわ薬剤師

学術大会 2021、2021.11.21.（横浜・Web） 

 

〇阿南英明．神奈川県庁の戦略的コロナ対

策．第 49回日本救急医学会総会・学術大会 

2021.11.23. （東京） 

 

〇阿南英明．災害医療の視点からみた新型

コロナウイルス感染症への対応．和歌山県

医師会医学会 2021.11.28. （和歌山） 

 

〇阿南英明．種々の COVID－19対策を有機

的結合した神奈川モデルの構図．第 89回神

奈川県感染症医学会学術集会、2022.1.22. 

（横浜） 

 

〇阿南英明 他．医療崩壊回避のための感

染症パンデミックと災害時の医療の相似性

と相違性【シンポジウム】．第 27回日本災

害医学会総会・学術大会、2022.3.3. （広

島） 

 

〇阿南英明 他．感染症事案から船内の災

害としての対応の転換による事態収拾【特

別企画】．第 27回日本災害医学会総会・学

術大会、2022.3.3.（広島） 

 

〇阿南英明 他．神奈川県における

COVID-19対策本部の活動と戦略【特別企

画】．第 27回日本災害医学会総会・学術大

会、2022.3.4. （広島） 

 

〇阿南英明 他．神奈川県における

COVID-19地域・自宅療養の取り組みから生

まれる地域包括ケア・地域医療構想基盤【パ

ネルディスカッション】．第 27回日本災害

医学会総会・学術大会、2022.3.4.（広島） 

 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 需要と支援供給の概念図 
広域の災害では支援需要が大きくなると支援力が低下する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図2  南海トラフ地震被害想定地域分類 
内閣府により想定される被害状況から3つのエリアに分けられている 



令和３年度度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究報告書 

「EMIS 関する研究」 

研究分担者  中山 伸一 （兵庫県災害医療センター センター長） 

研究要旨 

（目的）災害発生時における医療状況に関する情報共有により、適切かつ迅速な対応を

図るためのツールとして、これまで EMIS は一定の進歩を遂げてきた。しかし、求めら

れる機能が多様化するに従って機能拡張を繰り返し、それに伴って使いにくさが目立つよ

うになり、EMIS の操作性向上が喫緊の課題となっている。そこで、最終研究年度を迎え

た今年度は、本分担研究班にワーキンググループを結成して、EMIS 機能改善に向けての

具体的改善案を検討し、その実装を早急に実現させることを目標とした。 

（結果）検討の結果、早急に改善して実装すべき機能として、機能１)DMAT管理機能ス

マートフォンアプリ、機能２)訓練準備管理ツール、機能３)医療機関状況モニター分析ツ

ール、機能４)セキュリティー強化、機能５)他の情報システムとの連携強化を指摘した。

具体的内容として、機能１：EMISの入力は PCによるのが基本だったが、手軽なスマート

フォン入力も可能とすることは、特に被災内での実対応において有用である。機能２：実

災害対応における有効な EMIS活用のためには訓練が不可欠であるが、これまで訓練での

EMIS 使用のためのスケジュール調整ならびに被災状況などの事前入力には、訓練担当者

による煩雑な手作業が必要であった。改善策として、その予約調整を簡略化するシステム

を導入するほか、訓練で必要不可欠となる EMISの訓練用データをアーカイブ化すること

によって事前登録を簡易化し、作業負担の軽減を図る。機能３: 実災害時対応において最

も難渋するのは、変化する被災地の医療機関状況のデータを集積・解析し、対応を決定し

ていく行程である。現在の EMISでは、収集した被災状況を提示することはできても、そ

れをリアルタイムで分析する機能は装備されておらず、対応の遅延に繋がっていた。そこ

で、かかる集計・分析の作業負担軽減との容易化を図るため、まずはデータ分析・可視化

ツールである Tableauの試験的導入と運用を図ることを提言する。機能４：災害時とはい

え、EMISは医療機関や患者や被災者情報などの情報共有に関してよりプライバシーに配

慮したセキュリティーの強化が望まれる。機能５：EMIS と進歩著しい SIP-4D、J-SPEED、

GMIS などとの他の情報システムとの連携手法の確立に向け、検討を進めるべきである。

（結語）機能１〜３に関しては、厚労省へ提案をすでに行って了承され、実装プログラ

ム開発に着手し、当研究班員によりチェックを行って実装を完了した。今後、災害訓練な

どを活用して、構想通りの機能の完成度やバグなどの不具合がないことを確認する必要が

ある。また、機能５に関しては、他分野の情報システムとの弾力的な連携方法の確立は、

EMIS 操作性向上のためにも、喫緊の課題である。こうした流れから、機能４の充実も合

わせて追求していくべきである。



 

研究協力者 
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Ａ 研究目的 

 広域災害・救急医療情報システム（EMIS）
は、災害時の医療対応を迅速かつ効果的に

実施するための情報共有ツールとして、阪

神・淡路大震災以後、機能追加を繰り返し

ながら進化を遂げて来ており、今や被災地

での地域実情に応じた災害医療対応の調整

になくてはならない情報共有ツールをとな

っている。しかし、求められる機能が多様

化するに従って繰り返した機能拡張に伴っ

てかえってその使いにくさが目立つように

なり、迅速な対応のためには EMIS の操作

性向上が喫緊の課題となっている。そこで、

最終研究年度を迎えた今年度は、EMIS 機

能改善に向けての具体的改善案を検討し、

その実装を年度中に実現させることを目標

とした。 

 

Ｂ 研究方法 

 １：本分担研究班にワーキンググループ

（以下、WG）を結成して、EMIS 機能改

善項目の洗い出しならびにその解決に向け

ての具体的改善案を検討する。 

 ２：明らかとなった課題解決に向けての

具体的な項目や EMISの機能改善の方向性

について当分担研究班で検討し、その早急

な実装に向け、厚生労働省に案を提示する。  

 

Ｃ 研究成果 

 １：WG による課題検討 
表１に結成したWGのメンバー構成と検討

したテーマの概要を示す。案件別 WG 会議

を計 13 回、分担班会議を４回開催して議論

を重ね、早急に機能追加あるいは改善が必

要な案件について年度前半においてその機

能仕様について集中的に検討し、具体的な

提案を行った。表 2にその主な項目と概要

を示す。 
 なお、COVID-19感染症流行状況から、上

記検討においては、インターネット会議

（Web 会議）を積極的に活用した。 
 

 ２：明らかとなった課題とその解決のた

めに導入すべき機能 

 

i) EMIS入力端末機器が限定的機能を除い

て PCに限定されていること→「DMAT

管理機能スマートフォンアプリ」の実

現 

 EMISの入力は基本 PCによる入力である。

しかし、予備手段として手軽なスマートフ

ォン入力を可能とすることは大変有用であ

り、昨年度には医療機関の被災状況入力用

機能に限って実装された。しかし、被災地

に移動しながらその活動状況の入力や更新

を行う DMATなどの医療救護班には、携帯電

話（スマートフォン）による入力を可能と

することこそより重要であり、医療機関の

被災状況入力用機能に続いて「DMAT管理機

能スマートフォンアプリ」の実現を目指す

ことを提案する（図１〜３）。 

 

ii) 研修や訓練のための EMIS使用スケジ

ュール調整ならびに被災状況の事前

入力が煩雑であること→「訓練準備管

理ツール」の導入 

 災害時医療対応の訓練や EMIS の操作研

修を実施するためには、その事前準備（ス

ケジュール調整ならびに被災状況の事前入

力など）が不可欠である。これまで、これ

らの作業を毎回担当者が手作業で行ってき

たが、煩雑で非効率的であった。本機能は、

主な訓練主催を担当する DMAT 事務局や都

道府県などが、訓練における EMISのスケジ

ュールを共有可能としてその予約調整の簡

略化する（図４）ほか、訓練の際に必要不

可欠な EMISの訓練用データをアーカイブ

化することにより、事前登録を簡易化とし

て作業負担の軽減と効率化を図る（図５）。 

 

iii) EMIS にはデータを集計・分析する機

能が装備されていない→「医療機関状

況モニター分析ツール」の導入 

 現在の EMIS では、たとえば医療機関状況

モニターには医療機関ごとの被災状況をそ

れぞれ提示することはできても、リアルタ



 

イムで分析する機能は装備されておらず、

実対応の遅延に繋がっていた。そこで、か

かるデータの集計・分析の作業負担軽減と

の効率化を図ることは重要である。そこで、

まずはデータ分析・可視化ツールである

Tableauの試験的導入を行なって、EMISと

の連携運用を模索する（図６〜11）。 

 

iv) プライバシーに配慮したセキュリテ

ィーが脆弱→セキュリティー強化 

EMISは医療機関や患者や被災者情報

の共有を必要とする場合があり、よりプラ

イバシーに配慮したセキュリティーの強化

を検討すべきである（表３）。 

 

v) EMISシステムのスタンドアローン的

設計思想により、他の情報システムと

の有機的な連携・活用ができない→他

の情報システムとの連携強化 

 進歩著しい他の情報システム（SIP-4D、

J-SPEED、GMISなど）とのと EMISとの有用

な連携や活用のための手法の確立に向け、

より検討を進めるべきである。 

 

 以上、５つの機能を早急（できれば年度

内）に、機能改善、導入を図ることを提言

する。 

 

Ｄ 考察 

 阪神・淡路大震災以降、災害で発生する

状況が多様化し、かつその実対応を行なっ

ていく体制が整備されてきたなか、これま

で EMIS は機能追加を目的として、発信、共

有できる情報項目や仕様が繰り返されてき

た。しかし、その必要不可欠な流れの副作

用として、EMIS のシステムが肥大化し、

その操作性の悪さ（ユーザーフレンドリー

でなく、直感的な操作ができないなど）が、

ユーザーや私どもの分担研究班から繰り返

し指摘されてきた。それらの課題について

は、ある程度解決されてきたものもあるが、

残る課題も多い。災害の頻度も規模も増大

している今日、最終研究年度を迎えた今年

度は、EMIS 機能改善に向けて優先すべき

課題を再整理し、その具体的改善案を検討

した結果、早急に改善を図るべき５つの機

能を指摘して、その改善の方向性を提言し、

機能については EMIS 実装を実現させた。 

 この目標を達成するため、EMIS の使用

経験が豊富な日本 DMAT 隊員や日本災害

医学会災害医療ロジスティックス専門家の

メンバーを中心にWGを結成して検討を繰

り返したことは、非常に有効的かつ効率的

であった。 
 
 機能１（DMAT管理機能スマートフォンア

プリ）に関しては、昨年度の報告書での指

摘事項でもある。すなわち、これまで EMIS

の入力・発信は基本的にコンピューターを

用いて行うしかなかったが、北海道胆振東

部地震を受けて、「停電時や野外などで

EMIS 発信が不可能である」問題がクローズ

アップされ、その対策として日常的かつ最

も手軽に発信でき、携帯性に優れた手段と

してのスマートフォン入力による EMIS発

信も可能とする EMIS 仕様が、フェイルセー

フの考え方からも採用するべきであると指

摘してきた。その提言を受けて、医療機関

状況の発信のみはスマートフォンでも可能

となったが、それだけでは片手落ちであっ

た。災害急性期に被災地内を移動しながら

活動する DMAT 隊員にとって重要な DMAT管

理機能を、PCをわざわざ広げて入力するの

ではなく、スマートフォンを用いて適宜手

軽に発信できるようにすることは、実務上

非常に重要かつ有用であるからだ。それに

加えて、当分担研究班で長年指摘してきた

「オフライン入力」も今回の機能改善で実

現できた。すなわち、不感地帯など通信環

境の悪い場所でせっかく EMIS に入力した

重要な情報がアップロードされず、繰り返

し入力を何度も余儀なくされるという無駄

と手間を省くことための必須の機能であり、

今回導入できた意義は大変大きいと考えら

れる。 

 続いて、機能 2（訓練準備管理ツール）



 

に関しては、一般 DMAT 隊員ではなく、

DMAT 事務局や都道府県行政担当者などを

対象とした機能である。すなわち、災害対

応訓練実施においては、大規模地震時医療

活動訓練をはじめとして、各地区の DMAT
ブロック訓練、各都道府県での様々な災害

対応訓練のほか、EMIS を使用する訓練な

いし研修は増加の一途をたどっている。そ

のような状況下、EMIS 使用のスケジュー

ル調整ならびに被災状況などの事前入力に

必要であった、全国の都道府県行政担当者

や DMAT 事務局などによる煩雑な手作業の

軽減につながるのはもちろんのこと、訓練

の活性化（頻度や質の向上）につながるこ

とが期待される。 

 
 ところで、以前より指摘してきた機能５

並びにその試験的導入とも言える機能３に

ついて、まずその背景を述べたい。 
 災害時に飛び交う情報量は、SNS の普及

も含め、近年のインターネットの普及と情

報化社会の中、格段に多くなった。EMIS
そのものとて例外ではなく、そのため

EMIS で取り扱う情報量も飛躍的に増加し

てきており、今後もその量の増加が予想さ

れる。しかも、災害発生後時間経過ととも

に、EMIS 上で収集・共有される情報は逐

次更新されていく。そうした情報がいくら

増えても、集まった情報を整理・分析、そ

して、できればそれを可視化して、何がど

こで発生しているのかができるだけリアル

タイムで把握・理解できなければ、適切か

つ具体的な実対応に結びつけることは困難

ないし手遅れとなる。 
 その課題解決の一助として、手始めに機

能３（医療機関状況モニター分析ツール）

を Tableauという別個の情報分析・可視化

ツールと EMISの医療機関状況データを連

携させて試験運用を提案した。今後は、他

の情報システムや AIとの連携も模索して

いくのが必要な方向性であろう。つまり、

機能３は機能５（他の情報システムとの連

携強化とその手法の確立）に通ずる試みで

あり、追求していくべきものである。例え

ば、SIPD-4Dでは、医療以外の複数の組織

が収集した被害状況や個々の活動状況など

を地図上に一元的に表示することができる

し、J-SPEEDでは、避難所の救護所などに

おいて、DMATを含む種々様々な医療救護班

が診療する患者の概況を PCだけでなくス

マートフォンで発信・共有できるようにな

っている。こうしたツールと同じものを新

たに EMIS上に構築するのは全くの無駄で

あり、システム連携さえ取れれば有益性大

であることは一目瞭然であろう。つまり繰

り返しになるが、これまで災害時対応に必

要な情報をスタンドアローン的に何もかも

EMIS 上で収集し対応につなげるという設

計思想で EMIS は進化を遂げてきたが、一

方ではそれが EMIS そのものを肥大化させ、

操作性の悪化を招くという悪循環を招く副

作用につながってしまっていた。この流れ

を食い止めるためには、外部とのシステム

連携を上手く図って、いかにスリム化した

EMIS を実現させるか、がポイントとなる。

情報化社会を迎え ICTが発達していく今こ

そ、この課題は追求していかなければなら

ない永続する課題であり続けるに違いない。 

 
 さて、これまで述べてきたような様々な

EMIS 機能の充実を図るに伴って EMIS で

扱う情報が増加し、DMAT などの医療救護

チーム隊員あるいは医療機関や傷病者情報

などのデータ管理や個人情報などの取扱に

ついて、今後しっかりと意識をしながら、

セキュリティー対策を講じていく必要性が、

なおさら増していく。その観点から、通信

記録の強化をふくむ表３のような機能４

（セキュリティー強化）を改めて提言した。

ただし、実災害時の対応においては、かか

る情報の共有が不可欠となる場合も多く、

リスクとベネフィットを天秤にかけながら、

運用において工夫するなどの方策も同時に

備えておく必要があるだろう。加えて、機

能５で提案した他の情報システムとの連携

を図るうえでも、十二分なセキュリティー



 

確保の設計思想が不可欠であることは言う

までもない。 
  
  最後に、今回の提案の実装にあたり、

EMIS 機能改善ならびに拡張によるシステ

ム障害の発生は避けるべきであることから、

実装前にいわゆる「お試し版」によるテス

トを WG メンバーが中心となって実施した

が、訓練や実災害で使用しないと明らかと

ならない不具合が全くないとは言い切れず、

今後厚生労働省関係者やユーザーによるチ

ェックを繰り返して行うことが肝要である。 

 

Ｅ 結論 

 今年度の検討の結果、改善して早急に実

装すべき機能として、機能１)DMAT管理機

能スマートフォンアプリ、機能２)訓練準備

管理ツール、機能３)医療機関状況モニター

分析ツール、機能４)セキュリティー強化、

５)他の情報システムとの連携強化の５項

目を指摘した。 

 なお、機能１〜３に関しては、厚労省へ

提案をすでに行って了承され、実装プログ

ラム開発に着手し、当研究班員によりチェ

ックを行った上で実装を完了した。今後、

災害訓練などを活用して、構想通りの機能

の完成度やバグなどの不具合がないことを

確認する必要がある。また、機能５の他分

野の情報システムとの弾力的な連携方法の

確立は、EMIS操作性向上のためにも、喫緊

の課題であるとともに、ICT の発達ととも

に永続的に追求しながら、EMISの操作性向

上を図っていく姿勢が求められるだろう。 
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の方々に心から感謝申し上げたい。 
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氏名 所属

稲村広敏
北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院
薬剤部、北海道病院前・航空・災害医学講座
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佐藤大 東北医科薬科大学
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山田 裕太朗 山梨県立中央病院

氏名 所属

西島章 大阪府立中河内救命救急センター

西健太 大阪急性期・総合医療センター

高山良光 南奈良総合医療センター

末永利一郎
綜合病院山口赤十字病院
企画課情報システム係

渡邉 暁洋
岡山大学学術研究院医歯薬学域 災害医
療マネジメント学講座

大田 理恵子 鳥取赤十字病院

吉田 誠治 香川県立中央病院

一番ヶ瀬 智和
独立行政法人国立病院機構
嬉野医療センター
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宮崎県済生会日向病院

＊WG統括担当：中田正明（兵庫県災害医療センター）



表2. 機能追加・改善すべきEMIS機能の提案

追加または改善する機能 目標とする仕様概要

1
DMAT管理機能

スマートフォンアプリ

①DMAT管理機能の一部機能について、スマートフォンアプリでの利用を

可能とする

②通信環境に依存しない入力機能（オフライン）を実現する

2 訓練準備管理ツール

以下の作業について、作業負担を軽減するための新規機能を開発する

①訓練予約などのスケジュールをサイトを通じて共有可能とする

②訓練用のEMISデータ登録をアーカイブ化し、事前一括入力可能とする

3
医療機関等状況モニター

分析ツール

医療機関等状況モニターに関する情報の集計・分析ツールを導入する

＊試験的にTableau導入の方向性を探る

4 セキュリティー強化
利用者の操作性、運用性に影響を与えない範囲内で、セキュリティー対

策の強化を図る

5 他情報システムとの連携強化
他の情報システム（SIP-4D、J-SPEED、GMISなど）との連携強化とその

手法の確立



図１. DMAT管理機能スマートフォンアプリ（画面イメージ抜粋）

【メニュー】
DMATアプリのメニュー

構成

【活動状況入力】

アプリ起動時は自チーム
の現在状況を初期表示

【出動DMAT登録】
チーム情報の登録・編集

【緊急時入力・詳細入力代行】

医療機関の緊急時入力・詳細
入力の代行入力



【送信待ちデータ】

オフラインで送信できな
かったデータの再送信

【活動状況検索】
DMATのチーム情報・活動

状況の概要を表示

【緊急情報・お知らせ】

緊急情報・お知らせを
表示

【掲示板】

スマホブラウザ版の掲示板機能
を呼び出し（一部方式検討中）

※ワーキング要望により機能追加

図２. DMAT管理機能スマートフォンアプリ（画面イメージ抜粋）



【通知設定】

災害モード通知、緊急情報／お
知らせ通知の設定

【位置情報送信設定】
1時間ごとに位置情報の自動送
信が可能（※1チーム1台のみ）

図３. DMAT管理機能スマートフォンアプリ（画面イメージ抜粋）



図４. 訓練予約管理ツール （画面イメージ抜粋）



図５. 訓練用医療機関状況登録機能 （画面イメージ抜粋）

登録名称

登録ファイル

登録状況

No 登録名称 登録ファイル データ件数 登録日時 登録状況

110 ○○訓練用データ 訓練データ.xlsx 処理中

109 ××訓練用データ 訓練データ.xlsx 100件 2021/01/01 01:01 完了

108 △△訓練用データ ssssssssssss.xlsx 100件 2021/01/01 01:01 完了

107 ○○訓練用データ ssssssssssss.xlsx 2021/01/01 01:01 エラー

106 ××訓練用データ ssssssssssss.xlsx 100件 2021/01/01 01:01 完了

105 △△訓練用データ ssssssssssss.xlsx 100件 2021/01/01 01:01 完了

104 ○○訓練用データ ssssssssssss.xlsx 100件 2021/01/01 01:01 完了

103 ××訓練用データ ssssssssssss.xlsx 100件 2021/01/01 01:01 完了

102 △△訓練用データ ssssssssssss.xlsx 100件 2021/01/01 01:01 完了

101 ○○訓練用データ ssssssssssss.xlsx 100件 2021/01/01 01:01 完了

参照

最新情報表示

＞ 訓練用医療機関状況登録

登録用ファイル出力



図６. 医療機関状況モニター分析ツール （画面イメージ抜粋）

＜サマリ＞
要支援、未入力、支援不要の件数概況を把握する



図７. 医療機関状況モニター分析ツール （画面イメージ抜粋）

＜ライフラインサプライサマリ＞
ライフラインサプライに関する被災状況の件数概要を把握する



図８. 医療機関状況モニター分析ツール （画面イメージ抜粋）

＜要支援機関＞
要支援となっている機関の集計及び詳細情報を把握する



図９. 医療機関状況モニター分析ツール （画面イメージ抜粋）

＜ライフラインサプライ状況＞
ライフラインサプライに関する被災状況及び基礎情報を把握する



図10. 医療機関状況モニター分析ツール （画面イメージ抜粋）

＜建物の危険状況＞
建物危険状況に関する被災状況及び基礎情報を把握する



図11. 医療機関状況モニター分析ツール （画面イメージ抜粋）

＜要転送患者＞
要転送患者の状況を把握する



表３. セキュリティー強化取組み項目

機能名 要件

関係者メニュー プライバシーポリシーに関する内容を掲載した画面を追加すること

関係者メニュー 関係者メニューに追加したプライバシーポリシー画面へのリンクを設けること

ログイン／ログアウト
初回ログオン時等、初期パスワードからの変更を促すメッセージ等を表示すること

※都道府県救急医療情報システムとアカウント連携しているものについては、本機能の要件対象外とする

ログイン／ログアウト
ログイン成否をログに記録しておくこと

※都道府県救急医療情報システムとアカウント連携しているものについては、本機能の要件対象外とする

基礎情報管理
パスワード変更時は、新旧パスワードを入力させるようにすること。※都道府県救急医療情報システムと

アカウント連携しているものについては、本機能の要件対象外とする。

基礎情報管理
パスワードの複雑化（対応文字、桁数等）へ対応すること。※都道府県救急医療情報システムとアカウント

連携しているものについては、本機能の要件対象外とする。

研修参加者登録・閲覧 システムで取得した情報の利用目的などを画面に表示すること

研修参加者登録・閲覧 情報取得への同意チェックを設けること

DMAT登録者管理 DMAT隊員情報の更新履歴を記録すること

システム共通 DMAT隊員情報、外部公開するAPIなどへの操作・アクセスに対するログレベルを詳細化、記録すること



令和 3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究報告書 

「医療搬送に関する研究」 

研究分担者  本間 正人  

（鳥取大学医学部器官制御外科学 救急災害医学分野 教授） 

研究要旨 

令和元年 6月に公表された南海トラフ巨大地震の被害想定（再計算値）をもとに、徳島

県、香川県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県の最大と最小の死亡想定数から東日本大

震災の重傷者数・死亡者数比を用いて重症患者総定数を算出、「想定震度 7または 6強」

「津波による浸水被害が想定される」が想定される病院病床数と ICU,ICUに準じる病床

数から、各県内の「重症患者受け入れ可能数」を算出し、重症患者想定数（最大値、最

小値）と総病床の被害想定から算出したものと災害拠点病院の被害想定から算出した 2

通り合計 4パターンの「医療搬送が必要数=重傷者発生数―県内の重症患者受け入れ能

力」を算出した。今後の研究では、本研究で明らかになった「医療搬送必要数」をもと

に、具体的医療搬送計画を検討していく必要がある。 

Ａ．研究目的 

南海トラフ地震に対する国土強靱化方策や

医療体制の整備により、重傷者発生推定数

の減少や地域内で対応可能な重傷者数が増

加しているものと勘案され、さらにドクヘ

リの全国整備等により地域医療搬送能力も

向上している可能性が示唆されている。今

年度研究では、重症患者発生数、県内医療

機関で受け入れ可能数、地域医療搬送可能

数を明らかにすることにより、広域医療搬

送必要数を算出し、広域医療搬送計画の見

直しを行うことを目的とする。

Ｂ．研究方法 

南海トラフ地震の重点受援県 10県のうち

西半分の 6県（徳島県、香川県、愛媛県、

高知県、大分県、宮崎県）において医療搬

送必要数を算出する目的に以下を定量的に

検討した。 

1） 重傷者発生数の推定

南海トラフ巨大地震の被害想定（内閣

府防災担当、令和元年 6月、再計算

値）1）の被害想定から検討した。な

お、重症者数は、すでに知られている

東日本大震災の重傷者・死亡者比率 2）

を想定死亡者数に乗じて推定重傷者数

を求めた。 

2） 被害を受ける可能性のある病院の病床

数の推定

浸水被害想定域、震度分布（震度 7、震

度 6強）に位置する病院の病床数から

被害を受ける可能性のある病院の病床

数を推定した 3）。

3） ICU,ICUに準じる病床数の推定

ICU(特定集中治療室管理料 1〜4、救命

救急入院料 2・4、小児特定集中治療室

管理料を算定する治療室)病床数、ICU

に準じる治療室(救命救急入院料 1・

3、ハイケアユニット入院医療管理料

1・2、脳卒中ケアユニット入院医療管

理料を算定する治療室)病床数を算出し

た 4）。

4） 浸水被害を受ける災害拠点病院



災害拠点病院数と浸水被害を受ける災

害拠点病院を算出し、浸水被害を受け

ない災害拠点病院の割合を算出した。 

5） 医療搬送が必要数の推定

「医療搬送必要数」を「重傷者発生数

―県内の重症患者受け入れ能力」

として算出した。 

Ｃ．研究成果 

1） 重傷者発生数の推定

令和元年 6月内閣府防災担当から発出

の南海トラフ巨大地震に被害想定（平成

24 年 8月供応データの再計算）より死者

数を A:都道府県の最大死者数、a：全員

が発災後避難を開始した場合の 2つのパ

ターンで検討した。なお想定重傷者数

は、東日本大震災の総務省消防庁データ

の死者数・重傷者数比（重傷者/死者

数）0.038を用い、想定死亡者数に乗じ

た。（表 1）

表 1 想定死亡者数、想定重傷者数 

A：最大想定死亡者数、B：最大想定死亡者数から算出した

想定重傷者数、a：全員が発災後避難を開始した場合の想定

死亡者数、b：全員が発災後避難を開始した場合の想定死亡

者数から算出した想定重傷者数 

2） 被害を受ける可能性のある病院の病床

数の推定

病院数、病床数のうち「想定震度 7または

6強」または「津波による浸水被害が想定

される」病院を抽出し、その病床数を合計

した。（表 2） 

表 2 被害を受ける病床数とその割合 

3） 浸水被害を受ける災害拠点病院

災害拠点病院数と浸水被害を受ける災

害拠点病院を算出し、浸水被害を受け

ない災害拠点病院の割合を算出した

(表 3)。 

表 3 浸水被害を受けない災害拠点病院の割合 

4） ICU,ICUに準じる病床数の推定

ICU(特定集中治療室管理料 1〜4、救命

救急入院料 2・4、小児特定集中治療室

管理料を算定する治療室)病床数

（α）、ICUに準じる治療室(救命救急入

院料 1・ 3、ハイケアユニット入院医療

管理料 1・2、脳卒中ケアユニット入院

医療管理料を算定する治療室)病床数

（β）を算出し重症患者受け入れ能力

（α+β）を算出した。（表 4）

表 4 ICU,ICU に準じる病床数 

5） 南海トラフ巨大地震後の ICU,ICUに準

じる病床数の想定

ICU,ICUに準じる病床数（α+β）に、

被害を受けない病床数の割合 R（表

2）、浸水被害を受けない災害拠点病院

の割合ｒ（表 3）を乗じて受傷患者受

け入れ想定数「（α+β）*R」、「（α+

β）*ｒ」を算出した（表 5）。

表 5 重症患者受け入れ可能数の推定 

6） 医療搬送が必要数の推定

「医療搬送が必要数=重傷者発生数―県内

の重症患者受け入れ能力」として、想定重

傷者数（B,ｂ）それぞれについて、被害を

受けない病床の割合（R）を用いたパター



 

ンと浸水被害を受けない災害拠点病院の割

合（ｒ）を用いたパターンの合計 4パター

ンについて検討した（表 6）。 

 

表 6 医療搬送必要数（△はマイナスを示す） 

Ｄ．考察 

南海トラフ巨大地震の被害想定については

第一次報告として、建物被害・人的被害等

の推計結果が平成 24年 8月にとりまとめ

られた。令和元年 6月、再計算値として新

たに被害想定が発出された。これによる

と、国土強靱化施策、BCP の整備など各種

の施策により最大想定死亡者数の減少が各

都道府県で示された（表 7）。さらに、新し

い想定では、避難行動の徹底や緊急避難場

所等の整備に伴い「全員が発災後避難を開

始した場合の被害想定」が明示された。本

研究では「最大想定死亡数」「全員が発災

後避難を開始した場合の想定死亡数（最小

想定死亡数）」の 2パターンを用いた（表

1）。 

表 7 各想定における最大想定死亡者数の増減（△はマイ

ナスを示す） 

重傷者数の想定については、これまでに公

表された想定や各都道府県の作成している

被害想定において定義が異なることが問題

としてあげられている。南海トラフ巨大地

震は、東日本大震災と同様に揺れと津波の

複合した被害が想定されるため、本研究で

は便宜的に東日本大震災の重傷者数・死亡

者数比 0.038を想定死亡者数に乗じて算出

した。死亡者数は津波被害によるところが

大きく影響すると考えられるため、「全員

が発災後避難を開始した場合の被害想定」

ではその比率が上昇する可能性があり今後

検討を要する。 

本研究では、災害後の病床の使用可否を検

討するために、従来から用いられている

「想定震度 7または 6強」または「津波に

よる浸水被害が想定される」病院病床を

「被害を受ける病床」として算出した（表

2）。免震・耐震対策、BCP 整備等により震

度 6強でも診療継続が可能な病院があるこ

とが想定されるため、特に免震・耐震対

策、BCP整備等が進んでいる災害拠点病院

については、津波による浸水被害のみを被

害として勘案した（表 3）。 

災害時に受け入れ可能な重症患者数を推定

することは困難である。本研究では、各県

が保有する ICU,ICUに準じる病床数のうち

震災被害を受けない病床を重症患者受け入

れ可能数とした。今回の検討では ICU,ICU

に準じる病床を保有する病院の被害想定に

ついて個別に検討することは出来なかった

ため、総病床のうち「想定震度 7または 6

強」または「津波による浸水被害が想定さ

れる」を受けない病床の割合（R）、浸水被

害を受けない災害拠点病院の割合（ｒ）を

乗じる 2パターンについて検討した。

ICU,ICUに準じる病床の多くは災害拠点病

院が保有している可能性があること、災害

拠点病院は免震・耐震対策、BCP整備等に

より震度 6強以上でも診療継続が可能と考

えられること、災害拠点病院の要件からも

入院患者の 2倍を受け入れることになって

いることより、震災時に満床状況でも

ICU,ICUに準じる病床規定数の重症患者を

受け入れることが可能と考える。 

 

本研究の限界として、 

・死者数の想定の最大値と最低値に大きな

差があり、住民の避難行動の徹底や国土強

靱策等により重症患者発生数の大きな隔た

りにより重傷者発生数の大きな隔たりが想

定されること 

・住民の避難行動の徹底や国土強靱策等に

より津波被害が回避された場合は、東日本

大震災の重傷者数・死亡者数比 0.038が適

切でない可能性があること 

・今回の想定は内閣府から発出されている

データに基づき検討した研究であり、各県



が発出している被害想定と異なること 

・重症受け入れ数を各県が保有する

ICU,ICUに準じる病床数から類推し、さら

に病床数と同数の受傷患者の受け入れが可

能との仮定で検討を行ったが、実際と乖離

する可能性があること

・病床の被害を「想定震度 7または 6強」

「津波による浸水被害が想定される」を使

用としたが、各病院の免震・耐震性や BCP

整備状況等災害に対する備えの充実につい

て評価し得ないこと

があげられる。

Ｅ．結論 

令和元年 6月に公表された南海トラフ巨大

地震の被害想定（再計算値）をもとに、徳

島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県、

宮崎県の最大と最小の死亡想定数から東日

本大震災の重傷者数・死亡者数比を用いて

重症患者総定数を算出、「想定震度 7また

は 6強」「津波による浸水被害が想定され

る」が想定される病院病床数と ICU,ICUに

準じる病床数から、各県内の「重症患者受

け入れ可能数」を算出し、重症患者想定数

（最大値、最小値）と総病床の被害想定か

ら算出したものと災害拠点病院の被害想定

から算出した 2通り合計 4パターンの「医

療搬送が必要数=重傷者発生数―県内の重

症患者受け入れ能力」を算出した。今後の

研究では、本研究で明らかになった「医療

搬送必要数」をもとに、具体的医療搬送計

画を検討していく必要がある。 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
  （予定を含む。） 
1. 特許取得

該当なし

2. 実用新案登録

該当なし

3.その他 

該当なし 



南海トラフ巨⼤地震に
よる⾹川県への影響

⾹川県の被害想定
（１）南海トラフ地震が発⽣した際の⾹川県の市町村別震度
⾹川県 市町村名 県 国

⾼松市 6強 ６強
丸⻲市 6強 ６強
坂出市 6強 ６強
善通寺市 6強 ６強
観⾳寺市 7 7
さぬき市 6強 ６強
東かがわ市 7 ６強
三豊市 7 7

⼩⾖郡⼟庄町 6弱 ６強
⼩⾖郡⼩⾖島町 6強 ６強
⽊⽥郡三⽊町 6強 ６強
⾹川郡直島町 6強 ６弱
綾歌郡宇多津町 6強 ６強
綾歌郡綾川町 6弱 ６弱
仲多度郡琴平町 6弱 ６弱
仲多度郡多度津町 6強 ６強
仲多度郡まんのう町 6弱 ６弱

内閣府が⽰したモデルのうち、⾹川県にお
いて被害が最⼤となる「陸側」ケース



⾹川県における南海トラフ巨⼤地震の震度分布

⾹川県の被害想定（死因別死者数）

死因内訳 ⾹川県(H25) 国（令和元年６⽉）

建物倒壊(屋内物の落下や転倒を含む) 1,740 1,800

津波 4,600 900

⼟砂災害（急傾斜地崩壊） - 10

⽕災 120 40

ブロック塀等倒壊、転倒、屋外落下物 - -

合計 6,460 2,800

内閣府発表データのうち各都道府県で死者数が最⼤となるケースのデータを使⽤
県のデータは被害が最⼤となる冬深夜、強⾵を参照
※⽕災及びブロック塀倒壊などは冬深夜において被害が減少するため、冬１８時のものを使⽤



⾹川県における医療機能⽀障について
津波浸⽔と災害拠点病院

※⾚●→地域災害拠点病院（浸⽔しない）

※⾚×→地域災害拠点病院（浸⽔する）

※⻘●→基幹災害拠点病院（浸⽔しない）

※⻘×→基幹災害拠点病院（浸⽔する）



県内唯⼀の基幹災害拠点病院である
⾹川県⽴病院は津波浸⽔の被害を受ける。

全８か所ある地域災害拠点病院は
１か所が津波浸⽔の被害を受ける。



南海トラフ巨⼤地震に
よる愛媛県への影響

愛媛県の被害想定
（１）南海トラフ地震が発⽣した際の愛媛県の市町村別震度

内閣府が⽰したモデルのうち、愛媛県にお
いて被害が最⼤となる「陸側」ケース

愛媛県 市町村名 県 国
松⼭市 7 ６強
今治市 ６強 ６強
宇和島市 7 7
⼋幡浜市 7 ６強
新居浜市 7 7
⻄条市 7 7
⼤洲市 7 7
伊予市 7 ６強
四国中央市 7 7
⻄予市 7 7
東温市 ６強 7

越智郡上島町 ６強 ６強
上浮⽳郡久万⾼原町 ６強 ６強
伊予郡松前町 7 ６強
伊予郡砥部町 ６強 ６強
喜多郡内⼦町 ６強 ６強
⻄宇和郡伊⽅町 7 ６強
北宇和郡松野町 ６強 ６強
北宇和郡⻤北町 7 ６強
南宇和郡愛南町 7 ６強



愛媛県における
南海トラフ巨⼤地震の震度分布

愛媛県の被害想定（死因別死者数）

内閣府発表データのうち各都道府県で死者数が最⼤となるケースのデータを使⽤
県のデータは被害が最⼤となる冬深夜、強⾵を参照
※⽕災及びブロック塀倒壊などは冬深夜において被害が減少するため、冬１８時のものを使⽤

死因内訳 愛媛県 国（令和元年６⽉）

建物倒壊(屋内物の落下や転倒を含む) 6,210 6,000

津波 8,184 2,700

⼟砂災害（急傾斜地崩壊） 53 40

⽕災 1,584 400

ブロック塀等倒壊、転倒、屋外落下物 3 -

合計 16,034 約9,200



愛媛県における医療機能⽀障について
津波浸⽔と災害拠点病院

※⾚●→地域災害拠点病院（浸⽔しない）

※⾚×→地域災害拠点病院（浸⽔する）

※⻘●→基幹災害拠点病院（浸⽔しない）

※⻘×→基幹災害拠点病院（浸⽔する）





県内唯⼀の基幹災害拠点病院である
愛媛県⽴中央病院は津波浸⽔の被害を受けない。

全７か所ある地域災害拠点病院は５か所が
津波浸⽔の被害を免れる。
ただし、県⻄部に位置している地域災害拠
点病院は２か所共に津波浸⽔の被害を受け
るため対策が必要である。

南海トラフ巨⼤地震に
よる⼤分県への影響



⼤分県の被害想定
（１）南海トラフ地震が発⽣した際の⼤分県の市町村別震度

内閣府が⽰したモデルのうち、⼤分県におい
て被害が最⼤となる「経験的⼿法による」
ケース

⼤分県 市町村名 県 国
⼤分市 ６強 ６強
別府市 ５強 ６弱
中津市 ５弱 ５強
⽇⽥市 ５強 ５強
佐伯市 ６強 ６強
⾅杵市 ６弱 ６強
津久⾒市 ５強 ６強
⽵⽥市 ６弱 ６弱
豊後⾼⽥市 ５弱 ６弱
杵築市 ６弱 ６弱
宇佐市 ５強 ６弱
豊後⼤野市 ６強 ６弱
由布市 ５強 ６弱
国東市 ５強 ６弱

東国東郡 姫島村 ５弱 ６弱
速⾒郡 ⽇出町 ５強 ６弱
玖珠郡 九重町 ５強 ６弱
玖珠郡 玖珠町 ５強 ５強

⼤分県における
南海トラフ巨⼤地震の
震度分布



⼤分県の被害想定（死因別死者数）

内閣府発表データのうち各都道府県で死者数が最⼤となるケースのデータを使⽤
県のデータは被害が最⼤となる冬深夜、強⾵を参照
※⽕災及びブロック塀倒壊などは冬深夜において被害が減少するため、冬１８時のものを使⽤

死因内訳 ⼤分県(2019) 国（令和元年６⽉）

建物倒壊(屋内物の落下や転倒を含む) 62 100

津波 15,115 6,600

⼟砂災害（急傾斜地崩壊） 1 30

⽕災 1 -

ブロック塀等倒壊、転倒、屋外落下物 2 -

合計 15,181 約6,700

⼤分県における医療機能⽀障について
津波浸⽔と災害拠点病院



※⾚●→地域災害拠点病院（浸⽔しない）

※⾚×→地域災害拠点病院（浸⽔する）

※⻘●→基幹災害拠点病院（浸⽔しない）

※⻘×→基幹災害拠点病院（浸⽔する）



県内唯⼀の基幹災害拠点病院である
⼤分県⽴病院は津波浸⽔の被害を受けない。

全１２か所ある地域災害拠点病院は１０か
所が津波浸⽔の被害を免れる。



南海トラフ地震の被害想定
①徳島県,②⾼知県,③宮崎県

①徳島県



(1)震度分布
徳島県の被害想定〜地震〜

徳島県の被害想定〜地震〜
(2) 市町村別最⼤震度

市町村名 最⼤震度
徳島市 7
鳴⾨市 6強
⼩松島市 7
阿南市 7
吉野川市 6強
阿波市 6強
美⾺市 6強
三好市 6強
勝浦町 6強
上勝町 6強

佐那河内村 6強
⽯井町 6強

市町村名 最⼤震度
神⼭町 6強
那賀町 6強
牟岐町 7
美波町 7
海陽町 7
松茂町 6強
北島町 6強
藍住町 6強
板野町 6強
上板町 6強
つるぎ町 6強
東みよし町 6弱



最⼤震度 市町村名
震度7 徳島市

⼩松島市
阿南市
牟岐町
美波町
海陽町

最⼤震度 市町村名
震度6弱 東みよし町

最⼤震度 市町村名
震度6強 鳴⾨市

吉野川市
阿波市
美⾺市
三好市
勝浦町
上勝町

佐那河内村
⽯井町
神⼭町
那賀町
松茂町
北島町
藍住町
板野町
上板町
つるぎ町

徳島県の被害想定〜地震〜
(3)最⼤震度別市町村⼀覧

徳島県の被害想定〜津波浸⽔〜

↑□で囲まれた地域への浸⽔が予想される



徳島県の被害想定〜⼈的被害(冬深夜の場合)〜

※徳島県想定の重傷者の定義は不明

【冬深夜の場合】
内閣府想定 徳島県想定

死者 負傷者 負傷者の
うち重傷者 死者 負傷者 負傷者の

うち重傷者

揺れ 2,600 28,000 公表なし 3,900 18,300 5,600

急傾斜 40 60 公表なし 30 40 20

津波 4,800 300 公表なし 26,900 310 100

⽕災 100 400 公表なし 470 800 220
ブロック塀・⾃動販売機の転倒・

屋外落下物 わずか 10 公表なし 0 0 0

計 7,600 29,000 公表なし 31,300 19,400 5,900

徳島県の被害想定〜⼈的被害(夏12時の場合)〜

※徳島県想定の重傷者の定義は不明

【夏12時の場合】
内閣府想定 徳島県想定

死者 負傷者 負傷者の
うち重傷者 死者 負傷者 負傷者の

うち重傷者
揺れ 1,100 28,000 公表なし 2,400 13,100 3,600

急傾斜 20 60 公表なし 20 30 10

津波 3,800 300 公表なし 21,800 40 20

⽕災 70 400 公表なし 570 1,100 300
ブロック塀・⾃動販売機の転倒・

屋外落下物 わずか 10 公表なし 10 520 180

計 5,000 29,000 公表なし 24,800 14,800 4,100



徳島県の被害想定〜病院の被災〜

↑⻘マークが徳島県内の病院 ↑⻘マークが南海トラフ地震により浸⽔する
(すなわち稼働不能となる)病院

※病院とは病床数20床以上の医療機関である

徳島県の被害想定〜病院の被災〜
(1)災害拠点病院の被災状況予測

災害拠点病院名(徳島県,11病院) 津波 最⼤震度 最⼩震度
徳島県⽴中央病院 到達 7 6弱
徳島⼤学病院 到達 7 6弱
徳島市⺠病院 到達 7 6弱
徳島⾚⼗字病院 到達 7 6強
阿南医療センター 到達せず 7 6強

鳴⾨病院 到達 6強 6弱
吉野川医療センター 到達せず 6強 6弱
つるぎ町⽴半⽥病院 到達せず 6強 6弱
徳島県⽴海部病院 到達せず 7 6強
徳島県⽴三好病院 到達せず 6弱 6弱

海南病院 到達せず 7 6弱

※病院の稼働不能基準：津波による浸⽔または震度6強以上の地震



徳島県の被害想定〜病院の被災〜
(2)病院(病床数20床以上)の被災

・徳島県の病院(病床数20以上)数：107
・徳島県の総病床数：13,691床

・徳島県の被災後の受け⼊れ能⼒(稼働可能な病床数*)：
559床(最⼤震度の場合), 4,500床(最⼩震度の場合)

＊病院の稼働不能基準：津波による浸⽔または震度6強以上の地震

②⾼知県



⾼知県の被害想定〜地震〜
(1)震度分布

⾼知県の被害想定〜地震〜
(2) 市町村別最⼤震度

市町村名 最⼤震度
⾼知市 7
室⼾市 7
安芸市 7
南国市 7
⼟佐市 7
須崎市 7
宿⽑市 7

⼟佐清⽔市 7
四万⼗市 7
⾹南市 7
⾹美市 6強

市町村名 最⼤震度
東洋町 6強
奈半利町 7
⽥野町 7
安⽥町 7
北川村 7
⾺路村 6強
芸⻄村 7
本⼭町 6弱
⼤豊町 6強
⼟佐町 6弱
⼤川村 6弱

市町村名 最⼤震度
いの町 6強
仁淀川町 6弱
中⼟佐町 7
佐川町 7
越知町 6弱
梼原町 6弱
⽇⾼村 6強
津野町 6強
四万⼗町 7
⼤⽉町 6強
三原村 6強
⿊潮町 7



⾼知県の被害想定〜地震〜
最⼤震度 市町村名
震度7 ⾼知市

室⼾市
安芸市
南国市
⼟佐市
須崎市
宿⽑市
⼟佐清⽔市
四万⼗市
⾹南市
奈半利町
⽥野町
安⽥町
北川村
芸⻄村
中⼟佐町
佐川町
四万⼗町
⿊潮町

最⼤震度 市町村名
震度6強 ⾹美市

東洋町
⾺路村
⼤豊町
いの町
⽇⾼村
津野町
⼤⽉町
三原村

最⼤震度 市町村名
震度6弱 本⼭町

⼟佐町
⼤川村
仁淀川町
越知町
梼原町

(2)最⼤震度別市町村⼀覧

⾼知県の被害想定〜津波浸⽔〜

↑⾚あるいは⻘い□で囲まれた地域への浸⽔が想定される



⾼知県の被害想定〜⼈的被害(冬深夜の場合)〜
【冬深夜の場合】

内閣府想定(L2陸C4) ⾼知県想定(L2陸C4)

死者 負傷者 負傷者のうち
重傷者 死者 負傷者 負傷者のうち

重傷者

建物倒壊による被害 10,000 45,000 公表なし 5,200 33,000 19,000

急傾斜地崩壊による被害 80 100 公表なし 110 140 70

津波による被害(早期避難低) 37,000 1,200 公表なし 36,000 2,900 980

⽕災による被害 1,600 600 公表なし 500 300 90

ブロック塀・⾃動販売機の転倒・屋
外落下物による被害 ＊ 30 公表なし ＊ ＊ ＊

計 49,000 47,000 公表なし 42,000 36,000 20,000

※⾼知県想定の重傷者の定義は不明

⾼知県の被害想定〜⼈的被害(夏12時の場合)〜
【夏12時の場合】

内閣府想定(L2陸C4) ⾼知県想定(L2陸C4)

死者 負傷者 負傷者の
うち重傷者 死者 負傷者 負傷者の

うち重傷者

建物倒壊による被害 4,400 44,000 公表なし 4,400 31,000 18,000

急傾斜地崩壊による被害 30 40 公表なし 90 110 50

津波による被害(早期避難低) 29,000 1,000 公表なし 23,000 2,000 680

⽕災による被害 900 700 公表なし 580 380 110

ブロック塀・⾃動販売機の転倒・屋外落下
物による被害 10 400 公表なし ＊ 50 20

計 34,340 46,140 公表なし 28,070 33,540 18,860

※⾼知県想定の重傷者の定義は不明



⾼知県の被害想定〜病院の被災〜

↑⻘マークが⾼知県内の病院

※病院とは、病床数20以上の医療機関を指す

↑⻘マークが南海トラフ地震により浸⽔する
(すなわち稼働不能となる)病院

⾼知県の被害想定〜病院の被災〜
(1)災害拠点病院の被災

災害拠点病院名(⾼知県,12病院) 津波 最⼤震度最⼩震度
⾼知県⽴あき総合病院 到達 7 6弱
⾼知⼤学医学部附属病院 到達せず 7 6弱

JA⾼知病院 到達せず 7 6弱
⾼知県・⾼知市病院企業団⽴⾼知医療センター 到達せず 7 6弱

⾼知⾚⼗字病院 到達せず 7 6弱
近森病院 到達 7 6弱

国⽴病院機構⾼知病院 到達せず 7 6弱
いの町⽴国⺠健康保険仁淀病院 到達せず 6強 5強

須崎くろしお病院 到達 7 6弱
⾼知県⽴幡多けんみん病院 到達せず 6強 6弱

⼟佐市⺠病院 到達せず 7 6弱
くぼかわ病院 到達せず 7 6弱



⾼知県の被害想定〜病院の被災〜
(2)病院(病床数20床以上)の被災

・⾼知県の病院(病床数20以上)数：122
・⾼知県の総病床数：16,104床

・⾼知県の被災後の受け⼊れ能⼒(稼働可能な病床数*)：
0床(最⼤震度の場合), 7,669床(最⼩震度の場合)

＊病院の稼働不能基準：津波による浸⽔または震度6強以上の地震

③宮崎県



宮崎県の被害想定〜地震〜
(1)震度分布

宮崎県の被害想定〜地震〜
(2) 市町村別最⼤震度

⾃治体名 最⼤震度

徳島市 7

鳴⾨市 6強

⼩松島市 7

阿南市 7

吉野川市 6強

阿波市 6強

美⾺市 6強

三好市 6強

⾃治体名 最⼤震度

勝浦町 6強

上勝町 6強

佐那河内村 6強

⽯井町 6強

神⼭町 6強

那賀町 6強

牟岐町 7

美波町 7

⾃治体名 最⼤震度

海陽町 7

松茂町 6強

北島町 6強

藍住町 6強

板野町 6強

上板町 6強

つるぎ町 6強

東みよし町 6弱



宮崎県の被害想定〜地震〜
最⼤震度 市町村名
震度6強 宮崎市

延岡市
⽇南市
⽇向市
⻄都市
国富町
新富町
⽊城町
川南町
都農町
⾨川町
諸塚村

最⼤震度 市町村名
震度6弱 都城市

⼩林市
串間市
三股町
⾼原町
綾町
⾼鍋町
⻄⽶良村
椎葉村
美郷村

最⼤震度 市町村名
震度5強 えびの市

⾼千穂町
⽇之影町
五ヶ瀬町

(3)最⼤震度別市町村⼀覧

宮崎県の被害想定〜津波浸⽔〜

↑⻘く塗られた地域への浸⽔が予想される



宮崎県の被害想定〜⼈的被害(冬深夜の場合)〜

【冬深夜の場合】
内閣府想定 宮崎県想定

死者 負傷者 負傷者の
うち重傷者 死者 負傷者 負傷者の

うち重傷者

建物倒壊による被害 600 17,000 公開なし 公開な
し 公開なし 公開なし

急傾斜地崩壊による被害 30 50 公開なし 公開な
し 公開なし 公開なし

津波による被害(早期避難低) 22,000 1,400 公開なし 公開な
し 公開なし 公開なし

⽕災による被害 わずか 100 公開なし 公開な
し 公開なし 公開なし

ブロック塀・⾃動販売機の転
倒・屋外落下物による被害 わずか 10 公開なし 公開な

し 公開なし 公開なし

計 23,000 19,000 公開なし 15,000 18,000 公開なし

※宮崎県想定の重傷者の定義は不明

宮崎県の被害想定〜⼈的被害(夏12時の場合)〜
【夏12時の場合】

内閣府想定 宮崎県想定

死者 負傷者 負傷者の
うち重傷者 死者 負傷者 負傷者の

うち重傷者

建物倒壊による被害 300 16,000 公開なし 公開なし公開なし 公開なし

急傾斜地崩壊による被害 10 20 公開なし 公開なし公開なし 公開なし

津波による被害(早期避難低) 12,000 900 公開なし 公開なし公開なし 公開なし

⽕災による被害 わずか 200 公開なし 公開なし公開なし 公開なし

ブロック塀・⾃動販売機の転
倒・屋外落下物による被害 わずか 200 公開なし 公開なし公開なし 公開なし

計 12,000 18,000 公開なし 10,000 15,000 公開なし

※宮崎県想定の重傷者の定義は不明



宮崎県の被害想定〜病院の被災〜

↑⻘マークが南海トラフ地震により浸⽔する
(稼働不能になる)病院

↑⻘マークが宮崎県内の病院

宮崎県の被害想定〜病院の被災〜
(1)災害拠点病院の被災

災害拠点病院名(宮崎県,12病院) 津波 最⼤震度 最⼩震度
県⽴宮崎病院 到達せず 7 6弱

宮崎⼤学医学部附属病院 到達せず 7 6弱
県⽴延岡病院 到達 7 5強

社会福祉法⼈恩賜財団宮崎県済⽣会⽇向病院 到達 7 6弱
千代⽥病院 到達 7 6弱

医療法⼈誠和会和⽥病院 到達 7 6弱
⻄都児湯医療センター 到達せず 7 6弱
宮崎市郡医師会病院 到達せず 7 6弱
宮崎善仁会病院 到達 7 6弱
⼩林市⽴病院 到達せず 6強 5強

都城市郡医師会病院 到達せず 6強 5強
県⽴⽇南病院 到達 7 6弱



宮崎県の被害想定〜病院の被災〜
(2)病院(病床数20床以上)の被災

・宮崎県の病院(病床数20以上)数：137
・宮崎県の総病床数：18,636床

・宮崎県の被災後の重傷者受け⼊れ能⼒(稼働可能な病床数*)：
566床(最⼤震度の場合), 11,903床(最⼩震度の場合)

＊病院の稼働不能基準：津波による浸⽔または震度6強以上の地震



令和 3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究報告書 

「一般病院等への BCP策定に関する研究」 

研究分担者  本間 正人  

（鳥取大学医学部器官制御外科学 救急災害医学分野 教授） 

研究要旨 

本年の研究として一般病院を対象とした「BCPチェックリスト」「チェックリストを用い

た病院災害計画 BCPの自己点検の手引き」を作成することを研究目標とした。研究方法

としては研究分担者・研究協力者が講師を担当したＢＣＰ策定研修事業、広島県ＢＣＰ

策定研修事業を通して、受講生の意見を通して災害拠点病院用の「BCPチェックリス

ト」から、一般病院にとって「必須項目」と「望ましい項目」に分け作成した。

「（一般病院）ＢＰＣチェックリスト」では、すでに公開されている BCPチェックリスト

118 項目のうち、一般病院の必須項目は 75項目、望ましい項目 43項目とした。

現行の制度化では災害拠点病院以外の医療施設の BCP 整備の枠組みが明確でなく、BCP

整備の根拠の提示とともに一般病院が整備すべき BCP の内容に関する指針や標準的な

BCP のひな形の提示が求められていた。一方で、今回の研修会の討論や意見交換で明ら

かになった様に、それぞれの施設で遭遇する可能性のある災害の種別や立地条件、病院

の規模（病床数、職員数など）、患者の特性（一般、精神、災害要配慮者など）も異なり

個別にカスタマイズする必要もある。各自の施設の BCP が簡易に作成できる手法とその

普及法の検討も急務であり、「BCPチェックリスト」「チェックリストを用いた病院災害

計画 BCPの自己点検の手引き」が助けとなることが期待される。

研究協力者 

堀内義仁（国際医療福祉大学熱海病院 病

院教授） 

Ａ．研究目的 

本年の研究として一般病院を対象とした

「BCP チェックリスト」「チェックリストを

用いた病院災害計画 BCPの自己点検の手引

き」を作成することを研究目標とした。 

Ｂ．研究方法 

研究分担者・研究協力者が講師を担当した

ＢＣＰ策定研修事業、広島県ＢＣＰ策定研

修事業を通して、受講生の意見を通して災

害拠点病院用の「BCPチェックリスト」か

ら、一般病院にとって「必須項目」と「望

ましい項目」に分け、「チェックリストを

用いた病院災害計画 BCPの自己点検の手引

き」を作成した。 

Ｃ．研究成果 

本年度の研究では、「（一般病院）ＢＰＣチ

ェックリスト」「チェックリストを用いた

病院災害計画 BCPの自己点検の手引き」を

作成した。「（一般病院）ＢＰＣチェックリ

スト」では、すでに公開されている BCPチ

ェックリスト 118項目のうち、一般病院の

必須項目は 75項目、望ましい項目 43項目

とした。

各章のみだしについて、一般病院の必須項

目数/全項目数で示す

1 地域のなかでの位置づけ 1/1 

2 組織・体制 2/3 



 

3 災害対策本部 9/12 

4 診療継続・中止の判断 1/1 

5 安全・減災措置 3/4 

6 本部への被害状況の報告 2/2 

7 ライフライン 36/36 

8 緊急地震速報 0/3 

9 人員 8/8 

10 診療 5/19 

11 電子カルテ 5/5 

12 マスコミ対応・広報 0/3 

13 病院避難の判断 0/3 

14 受援計画 0/3 

15 災害訓練 2/5 

16 災害対応マニュアル 1/7 

 

Ｄ．考察 

東日本大震災では、「不測の事態」に対す

る具体的なイメージに欠け、そのために必

要な措置を行うための「備え」が足りなか

った。その反省をもとに、平成 24年 3月

21 日に厚生労働省医政局長からの各都道府

県等にむけた、「災害時における医療体制

の充実強化について」により、「医療機関

は自ら被災することを想定して災害対策マ

ニュアルを作成するとともに業務継続計画

business continuity plan; BCPの作成に

努められたいこと」が示された。われわれ

は平成２５年度厚生労働科学研究「東日本

大震災における疾病構造と死因に関する研

究」(主任研究者 小井土雄一)の分担研究

として「BCPの考え方に基づいた病院災害

対応計画作成の手引き」「BCPチェックリス

ト」を示した。これに基づき、平成 25年 9

月 4日厚生労働省指導課長通知として「病

院における BCPの考え方に基づいた災害対

策マニュアルについて」が、全国の都道府

県衛生主管部長へ情報提供がなされた。 

2017 年 3月 31日改正の災害拠点病院の指

定要件では BCP整備とそれに基づく訓練実

施が必須要件となった。一方、災害拠点病

院以外の病院においては BCP策定の義務化

は行われていないが、事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）策定研修事業においては病院の受講も

可能となっている。本研修の講師あるいは

受講生からの聴取により、今回一般病院を

対象とした「（一般病院）ＢＰＣチェック

リスト」「チェックリストを用いた病院災

害計画 BCPの自己点検の手引き」を作成し 

すでに公開されている BCPチェックリスト

118 項目のうち、一般病院の必須項目は 75

項目、望ましい項目 43項目とした。 

現行の制度化では災害拠点病院以外の医療

施設の BCP整備の枠組みが明確でなく、

BCP 整備の根拠の提示とともに一般病院が

整備すべき BCPの内容に関する指針や標準

的な BCPのひな形の提示が求められてい

た。一方で、今回の研修会の討論や意見交

換で明らかになった様に、それぞれの施設

で遭遇する可能性のある災害の種別や立地

条件、病院の規模（病床数、職員数な

ど）、患者の特性（一般、精神、災害要配

慮者など）も異なり個別にカスタマイズす

る必要もある。各自の施設の BCPが簡易に

作成できる手法とその普及法の検討も急務

であり、「BCP チェックリスト」「チェック

リストを用いた病院災害計画 BCPの自己点

検の手引き」が助けとなることが期待され

る。 

Ｅ．結論 

「（一般病院）ＢＰＣチェックリスト」（添

付資料１）「チェックリストを用いた病院

災害計画 BCP の自己点検の手引き」（添付

資料２）を作成した。「（一般病院）ＢＰＣ

チェックリスト」では、すでに公開されて

いる BCPチェックリスト 118 項目のうち、

一般病院の必須項目は 75項目、望ましい

項目 43項目とした。 

 

添付資料１：（一般病院）ＢＰＣチェック

リスト 

添付資料２：チェックリストを用いた病院

災害計画 BCP の自己点検の手引き 

 
Ｆ．健康危険情報 
該当なし 

 



 

 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 

本間正人：医療---災害時の医療機関全般

について、みんなで取り組む 災害時の保

健・医療・福祉活動、ｐ88-93，南山堂、

國井 修、尾島 俊之、石井 美恵子編、

2022 年 03月 11日 

2．学会発表 

・恩部 陽弥、武田徹、中村 広大、涌嶋

伴之介、千島佳也子、大野龍男、小森健

史、市原正行、生越智文、近藤久禎、小井

土雄一、本間正人：航空自衛隊 C2 輸送機

を用いた広域医療搬送における機内活動マ

ニュアルの検証、第 27回日本災害医学会

総会・学術集会、2022年 3月 3-5日開催、

広島 

・本間 正人,市原 正行,大野 龍男,小森 

健史,小井土 雄一：都道府県における

SCU(Staging Care Unit)整備状況の検討、

第 24回日本臨床救急医学会総会・学術集

会、2021年 6月 21日、東京 WEB開催 

・本間正人：病棟における転倒・転落によ

る頭部外傷に係る死亡事例の分析---診断

と対応について---、第 35回日本外傷学会

総会・学術集会、2021年 5月 27日-28

日、所沢 WEB 開催 

（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
1. 特許取得 

該当なし 
 
2. 実用新案登録 

該当なし 
 
3.その他 
該当なし



Ａ（災害拠点病院・基

幹病院等）
Ｂ（一般病院）

大項目 設問 選択枝 追加回答(一次チェック用） 根拠となる書類・エビデンス・数値等（例）(２次チェック用）

1 地域のなかでの位置づけ

地域での位置づけ
あなたの病院は、地域防災計画や防災業務計画のなかで
地域内での位置づけが明確ですか？

□はい　　□いいえ 地域防災計画、防災業務計画等 必須 必須

2 組織・体制

常設委員会
あなたの病院内には災害対応について審議する常設の委
員会がありますか？

□はい　　□いいえ 委員会議事録 必須 必須

その委員会について規程がありますか？ □はい　　□いいえ 委員会規程 必須 必須

予算
その委員会は、災害対応についての予算について審議す
る権限がありますか？

□はい　　□いいえ 委員会規程、予算執行状況 必須 望ましい

3 災害対策本部

本部長 災害対策本部長が 災害計画等に明記されていますか？ □はい　　□いいえ 災害対応マニュアル 必須 必須

本部要員 本部要員が明記されていますか？ □はい　　□いいえ 災害対応マニュアル 必須 必須

本部長代行
対策本部長が不在や連絡が取れない場合、代行者は決
められていますか？

□はい　□いいえ 災害対応マニュアル 必須 必須

役割分担
本部要員それぞれの役割が、あらかじめ決まってます
か？

□はい　□いいえ 災害対応マニュアル 必須 必須

事前準備・心構え
対策本部長や本部要員は日頃から研修・訓練を受けてい
ますか？

□はい　□いいえ （はい→具体的研修・訓練名　頻度　　　　　　　　　　） 実施記録 必須 望ましい

設置基準 災害対策本部の設置基準が決められていますか？ □はい　□いいえ （はい→　具体的設置基準　　　　　　　　　　　　　　　） 災害対応マニュアル 必須 必須

設置場所は決められているか 災害対策本部の設置場所が決められていますか？ □はい　□いいえ （はい→　具体的場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 災害対応マニュアル 必須 必須

通信・連絡機能

災害対策本部には、通常の固定電話や携帯電話が不通
の場合にも外部と通信できる設備が備えられています
か？

□はい　□いいえ （はい→　具体的通信設備　　　　　　　　　　　　　　　） 設備状況（リスト） 必須 必須

災害時インターネット環境
災害時にも使用できるインターネット回線（デジタル通信対
応衛星携帯電話等）を確保していますか？

□はい　□いいえ
（はい→　具体的設備
）

設備状況（リスト） 必須 望ましい

EMIS
広域災害救急医療情報システム（EMIS）の入力担当者は
決まっていますか？

□はい　□いいえ （はい→　担当者職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 災害対応マニュアル 必須 必須

記録管理機能
本部活動を行うための十分なホワイトボード等が確保され
ていますか　?

□はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 望ましい

外部連絡先のリスト化 必要な外部連絡先が検討され、明示されていますか？ □はい　□いいえ 災害対応マニュアル 必須 必須

4 診療継続・中止の判断

診療継続・中止の判断

診療（外来診療・手術等）の中断の判断基準が決まってい
ますか？ □はい　□いいえ (はい→　具体的基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 災害対応マニュアル 必須 必須

5 安全・減災措置

建物 建物は地震対策はなされていますか？ □はい　□いいえ □耐震補強□耐震□制震□免震 設備状況（リスト） 必須 必須

耐震・安全性診断（発災前） 耐震・安全性診断を受けていますか？ □はい　□いいえ 施行証明書、実施状況（リスト） 必須 必須

応急危険度判定（発災後）
災害発生後に迅速に被災建築物応急危険度判定（発災
後の耐震評価）をうけることが検討されていいますか？

□はい　□いいえ 計画、契約書 必須 望ましい

転倒・転落の防止措置
医療機器や棚の転倒・転落物の防止措置について検討さ
れ、実施されていますか?

□はい　□いいえ 設備状況（リスト）、チェック機能（相互チェック等） 必須 必須

6
本部への被害状況の報

告

報告の手順 災害対策本部への報告手順が決まってますか？ □はい　□いいえ 災害対応マニュアル 必須 必須

報告用紙
災害対策本部に報告すべき被害状況書式が、統一され職
員に周知されていますか？

□はい　□いいえ 災害対応マニュアル、書式一覧 必須 必須

7 ライフライン

自家発電 自家発電装置はありますか？ □ある　□ない 　ある（→　　　　　　　　kVA　　　　　　　台） 設備状況（リスト） 必須 必須

停電試験を定期的に行っていますか？ □はい　□いいえ 実施実績一覧表 必須 必須

BCPチェックリスト



自家発電の供給量は通常の１日あたりの電力使用量の
何％ですか？

（　　　　　　　　　％） 通常の１日あたりの電力使用量　　　　　　　ｋVA 使用実績 必須 必須

非常用電源が以下の設備に接続されていますか？ 必須 必須

救急部門 □はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 必須

エレベータ □はい　□いいえ はい（→何台　　　　　　　　台　） 設備状況（リスト） 必須 必須

CT診断装置 □はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 必須

災害対策本部 □はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 必須

燃料 自家発電装置の備蓄燃料はありますか？ □はい　□いいえ はい（→何日分ですか？　（　　　　　　　　　日分） 使用実績 必須 必須

燃料を優先的に供給を受けるための契約または協定があ
りますか？

□ある　□ない 契約書、協定書 必須 必須

受水槽
受水槽は設置されていますか？

□ある　□ない
ある（→　受水槽の合計容量はどれくらいですか？（
L）

設備状況（リスト） 必須 必須

→一日の上水道の使用量　　　　　Lの　　　　％ 使用実績 必須 必須

受水槽、配管には耐震対策措置が施されていますか？ □ある　□ない 設備状況（リスト） 必須 必須

雑用水道（井戸）

上水道の供給が得られない場合に備えた貯水槽がありま
すか？　井戸がありますか？ □ある　□ない

貯水槽→　貯水槽の合計容量はどれくらいです
か？（　　　L）
井戸→　ある（一日あたりの最大供給量　　　　　L）

設備状況（リスト） 必須 必須

下水 下水配管には耐震対策措置が施されていますか？ □ある　□ない 設備状況（リスト） 必須 必須

下水が使用不能で水洗トイレが使用できない場合のため
の計画はあるか（仮設トイレ、マンホールトイレ等）

□ある　□ない ある（→具体的に記載　　） 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

ガス
ガスの供給が停止した場合を想定して、プロパンガスボン
ベの備蓄はありますか？

□ある　□ない ある（→備蓄量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 備蓄実績 必須 必須

医療ガス
外部からの液体酸素の供給が途絶えたことを想定すると、
どのくらいの酸素備蓄がありますか？

□ある　□ない ある（→備蓄量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 備蓄実績 必須 必須

院内の配管が損傷を受けた場合を想定して、酸素ボンベ
の備蓄はありますか？

□ある　□ない ある（→備蓄量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 備蓄実績 必須 必須

酸素ボンベを優先的に供給を受けるための契約または協
定がありますか？

□ある　□ない 契約書、協定書 必須 必須

 食料飲料水 入院患者用の非常食・飲料水の備蓄はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　人分×　　　食分×　　　日分） 備蓄実績 必須 必須

職員用の非常食・飲料水の備蓄はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　人分×　　　食分×　　　日分） 備蓄実績 必須 必須

非常食の献立は事前に決められてますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　食分） 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

エレ-ベーターが停止した場合の配膳の方法が検討されて
いますか？

□ある　□ない 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

医薬品 医薬品の備蓄はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　日分） 備蓄実績 必須 必須

医療材料の備蓄はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　日分） 備蓄実績 必須 必須

医薬品が優先して供給されるための契約はありますか？ □ある　□ない 契約書、協定書 必須 必須

医療材料が優先して供給されるための契約はあります
か？

□ある　□ない 契約書、協定書 必須 必須

通信 外部固定アンテナを有する衛星携帯電話はありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　回線） 設備状況（リスト） 必須 必須

電話が使用不能となった場合を想定して無線等の代替通
信設備がありますか？

□ある　□ない ある（→具体例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 設備状況（リスト） 必須 必須

上記の代替通信設備を用いて、定期的に使用訓練を実施
していますか？

□はい　□いいえ 訓練実績リスト 必須 必須

エレベーター 自家発電装置に接続されているエレベータはありますか？ □ある　□ない ある（→　　　　　　　　　　台） 設備状況（リスト） 必須 必須

エレベータ管理会社への連絡手段が24時間365日確立し
ていますか？

□はい　□いいえ 契約書、協定書 必須 必須

エレベーター復旧の優先順位がついていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

優先してエレベータ復旧が可能となるように、エレベータ管
理会社と契約や協定を結んでいますか？

□はい　□いいえ 契約書、協定書 必須 必須

エレベータ使用不能時を想定した患者や物資の搬送方法
について検討されていますか？

□はい　□いいえ ある（→具体的方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

8 緊急地震速報

緊急地震速報設備を有していますか？ □はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 望ましい



緊急地震速報設備が館内放送と連動していますか？ □はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 望ましい

緊急地震速報設備がエレベータと連動していますか？ □はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 望ましい

9 人員

本部要員
緊急参集した職員や帰宅困難な職員のための休憩や仮
眠が出来るスペースがありますか？

□ある　□ない 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

緊急参集した職員や帰宅困難な職員のための食料・飲料
水の供給体制はありますか？

□ある　□ない 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

参集基準・呼出体制 一斉メール等職員に緊急連絡を行う方法はありますか？ □ある　□ない 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

徒歩または自転車で通勤が可能な職員数が把握されてい
ますか？ □はい　□いいえ

はい（→1時間以内　　　　％、3時間以内　　　％、6
時間以内　　　　　　％、12時間以内　　　　％、　　24
時間以内　　　　％）

職員の住居までの距離一覧 必須 必須

連絡が取れない場合の院外の職員の参集基準が明記さ
れていますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

自宅にいる職員に対して、災害時に取るべき行動につい
て明記されていますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

職員登録・配置
病院に在院あるいは参集した職員を登録する体制があり
ますか？

□ある　□ない 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

登院した職員の行動手順が周知されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

10 診療

マニュアル 災害時の診療マニュアルが整備されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

レイアウト
被災患者の受付から、治療・検査、手術、入院、帰宅まで
の流れと診療場所がわかりやすくまとめられている

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

以下の部署の場所、担当者、必要物品、診療手順、必要
書式が整備されている

具体的計画（マニュアル） 必須 必須

トリアージエリア 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

赤エリア 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

黄エリア 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

緑エリア 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

黒エリア（遺体安置所） 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

搬送班（搬送担当） 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

診療統括者
診療統括者を配置し、患者の需要に応じて職員を適切に
再配置できる体制にありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

救急統括者
救急統括者を配置し、手術やICU入院、転院の必要性につ
いて統括できるできる体制にありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

入院統括者
入院統括者を配置し、入院病棟の決定やベッド移動、増床
を統括できる体制にありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

部門間の連絡方法 災害時の対応部門の電話番号が明示されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

通信手段と連絡方法

固定電話やPHSが使用困難な状況においても、無線や伝
令等その他の通信手段にて災害対策本部と統括間の情
報伝達が行える体制にありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

災害時カルテ
電子カルテが使用できない状況でも、紙カルテを使用して
診療機能が維持できますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

帳票類（伝票類を含む）
検査伝票、輸血伝票の運用について明示されています
か？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

情報センター

電子カルテが使用できない状況でも、入退院の管理や外
来受け入れ数の把握ができるように情報収集と解析でき
る体制がありますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

業務委託業者等の災害時対応
業務委託している業者の災害発生時の役割が明確化され
ていますか？（契約されていますか？）

□はい　□いいえ 契約書、協定書、マニュアル 必須 望ましい

防災センター
災害発生時の防災センターの役割が明確化されています
か？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

11 電子カルテ

□人（担当者）□場所□必要物品□診療手順□必要書式

□人（担当者）□場所□必要3物品□診療手順□必要書式

□人（担当者）□場所□必要物品□診療手順□必要書式

□人（担当者）□場所□必要物品□診療手順□必要書式

□人（担当者）□場所□必要物品□診療手順□必要書式

□人（担当者）□場所□必要物品□診療手順□必要書式



電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーの転
倒・転落の防止措置について検討され、実施されています
か?

□はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 必須

電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーに自
家発電装置の電源が供給されていますか？

□はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 必須

自家発電装置作動時に電子カルテシステムが稼働できる
ことを検討・確認していますか？

□はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 必須

電子カルテシステムに必要なサーバー室の空調は自家発
電装置に接続されていますか？

□はい　□いいえ 設備状況（リスト） 必須 必須

電子カルテシステムが使用不能になった場合を想定して、
迅速にリカバリする体制が病院内外にありますか？

□ない　□ある（院内）
□ある（院外）

設備状況（リスト） 必須 必須

12 マスコミ対応・広報

入院・死亡した患者の情報公開について検討されていま
すか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

災害時のマスコミ対応について検討されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

記者会見の場所や方法について検討されていますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

13 病院避難の判断

判断基準がある □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

避難場所がある □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

患者の病度（担送、護送）に応じて避難計画がある □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

14 受援計画

医療チームの受入（ＤＭＡＴ・医

療救護班）
DMAT・医療救護班の受け入れ体制はありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

DMAT・医療救護班の待機場所はありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

DMAT・医療救護班の受け入れマニュアルはありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

ボランティアの受入 医療ボランティアの受け入れ体制はありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

医療ボランティアの待機場所はありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

医療ボランティアの受け入れマニュアルはありますか？ □はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

15 災害訓練

職員を対象とした災害研修を実施していますか？ □はい　□いいえ 実施状況リスト 必須 必須

年に1回以上の災害訓練を実施していますか？ □はい　□いいえ 実施状況リスト 必須 必須

災害対応マニュアルに準拠した訓練を実施しています
か？

□はい　□いいえ 実施状況リスト 必須 望ましい

災害対策本部訓練を実施していますか？ □はい　□いいえ 実施状況リスト 必須 望ましい

災害復旧や長期的な対応を検討するための机上シミュ
レーション等を実施していますか？

□はい　□いいえ 実施状況リスト 必須 望ましい

16 災害対応マニュアル

マニュアルの存在
災害時の対応計画について文書化した計画書（マニュア
ル）はありますか？（デジタルでも可）

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 必須

マニュアルの維持管理体制

マニュアルは、訓練や研修を通じて、適宜改善されていま
すか？ □はい　□いいえ 実施状況リスト 必須 望ましい

マニュアル管理部門
マニュアルを管理する部門が院内に規定されています
か？

□はい　□いいえ 規程、委員会規則など 必須 望ましい

マニュアルの周知 マニュアルは、全職員に十分に周知されていますか？ □はい　□いいえ 具体的方法 必須 望ましい

発災時間別の対応
時間外（夜間、祝祭日）の対応について、明記されていま
すか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい

フェーズ別の計画
災害発生前、急性期、慢性期（復旧）などフェーズ別の対
応が記載されている

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル）

その他のマニュアルとの整合性
火災時のマニュアル、地域防災計画との整合性はとれて
いますか？

□はい　□いいえ 具体的計画（マニュアル） 必須 望ましい
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チェックリストを用いた病院災害計画 BCP の自己点検の手引き 

（一般病院向け） 

 
１） 地域のなかでの位置づけ  

地域防災計画や防災業務計画において地域や組織における病院の位置づけが明確に 

定義されていることが必要である。  
【地域での位置づけ】 
□ 地域における災害対応において病院の位置づけが明確となっている 
 

２） 組織・体制  

前項でのべた災害時における病院の役割を遂行できるよう、災害対応計画を検討す 

る常設委員会が存在し、規程に基づいて活動する必要がある。さらにその委員会に予 

算的権限が付与されていることが望ましい。  
【常設委員会】 
□ 災害対応を審議する委員会がある 
□ 委員会の位置づけが規程などで明文化されている 

【予算】 
★ 適正に予算措置されていることが望ましい 
 

３） 災害対策本部  

災害対応において指揮命令系統の確立が最優先される。災害対策本部長、要員、本部 

長代理、役割分担、設置場所、通信設備等について事前計画が不可欠である。 

【本部長】 
□ 本部長が明記されている 

【本部要員】 
□ 本部要員が明記されている 

本部長代行 
□ 院長・担当者不在時の代行者が明記されている 

役割分担 
□ 本部機能が細分化され、機能別に適材適所な部門のトップが含まれ、本部内 

での連携がとれる体制になっている 
事前準備・心構え 
★ 本部要員は日頃からそれぞれの役割を理解し、発災後直ちに任務に就けるように訓練されて
いることが望ましい 



 
 

 

 
 
設置基準 
□ どのような場合に本部を設置するか、設置基準が明記されている 

設置場所・環境 
□ 設置場所は決められている 

通信・連絡機能 
災害対策本部には通常の固定電話や携帯電話が通話不能の場合にも、院外と通 
信できる災害優先電話、衛星携帯電話や防災業務無線等の設備が必要であり、本 
部に配備される固定電話や携帯電話は災害時優先電話である必要がある。 
□ 災害対策本部が設置される予定の場所には、通常の固定電話や携帯電話が不 
通の場合にも外部と通信できる設備が備えられている 

災害時インターネット環境 
★ 災害時の外部連絡のための衛星通信等手段を用いたインターネット環境が整備されている

ことが望ましい 
ＥＭＩＳ 
□ ＥＭＩＳが整備され、それを使用する担当者が確保されている 

記録管理機能 
★ 項目別に情報をまとめ、共有するための白板等があるか、また情報・記録の管理体制があ

ることが望ましい 
外部連絡先のリスト化 
□ 主要外部機関の災害対応電話等の番号がリスト化されている 
 

４） 診療継続・中止の判断  

災害対策本部長は、災害発生後に重要な決断を下す必要がある。そのためには、外来 

診療や手術の中止等の重要な判断に関しての基準と対応が事前に決まっていて、職員に 

周知されている必要がある。 

診療継続・中止の判断 
□ 判断基準がある 
 

５） 安全・減災措置  

病院が、災害時に計画された役割を完遂するためには、病院内の職員や患者の安全が 
確保されている必要がある。病院職員や患者の安全確保が最優先されるべき事項である。 
事前の耐震安全性評価に加え、災害発生後に速やかに安全が評価できる体制が望まれる。 
建物 



 
 

 

 
 
□ 耐震・制震、免震している（宿舎、診療部門、救急部門。管理部門等） 

耐震・安全性診断（発災前） 
□ 耐震・安全性診断を受けている 

応急危険度判定（発災後） 
★ 被災建築物応急危険度判定（発災後の耐震評価）が検討されていることが望ましい 

転倒・転落の防止措置 
□ 医療機器,棚などの転倒・転落の防止措置について検討され、実施されてい 

る 
 
６）本部への被害状況の報告   

災害発生後に、被害状況を収集、解析し、活動方針を速やかに決定する必要がある。 

迅速に情報が収集出来るように報告の手順や書式内容の吟味、報告書式の統一は不可欠 

である。 

本部への報告の手順 
□ 本部への報告の手順が決まっている 

報告用紙が準備されているか 
□ 被害報告書式が統一されている 
 

７） ライフライン  

病院が機能を維持するためにはライフラインの確保が重要である。外部からの供給が 

遮断された場合の暫定的な対応、外部からの緊急手配、復旧の手順等が検討されている 

必要がある。 

自家発電 
□ 自家発電装置はある 
□ 自家発電装置が管理されており、停電訓練を定期的に行っている 
□ 救急診療に必要な部門に無停電電源・自家発電電源が供給されている 

燃料 
□ 自家発電のための燃料を 3 日分備蓄しているか、外部からの燃料供給が途 

絶しても自家発電装置を 3 日間運用可能である 
□ 燃料が供給される体制はあるか、契約はある 

受水槽 
□ 電源が遮断されても供給できる設備がある（非常電源によるくみ上げポン 

プ等） 



 
 

 

 
雑用水道（井戸） 
□ 上水道の供給が得られない場合に備えた貯水槽・井戸等がある 

下水 
□ 配管の破断防止措置が施されている 
□ 水洗トイレが使用不能な場合の対応の計画がある 

ガス 
□ プロパンガスの備蓄はある 
□ 供給される体制があるあるいは優先供給契約がある 

医療ガス 
□ 酸素ボンベの備蓄はある 
□ 酸素ボンベが供給される体制があるあるいは優先供給契約がある 

食料飲料水 
□ 食料飲料水の備蓄がある 
□ 断水時に供給される体制があるあるいは優先供給契約がある 

医薬品 
□ 医薬品の備蓄がある 
□ 医療材料の備蓄がある 
□ 医薬品が優先して供給される体制がある 
□ 医療材料が優先して供給される体制がある 

通信 
□ 衛星携帯電話がある 
□ 固定電話・携帯電話以外に災害時でも使用可能な通信方法が整備されてい 
る（防災無線、アマチュア無線、MCA 無線等） 
□ 定期的に使用方法の訓練を行っている 

エレベーター 
□ 自家発電につながっていて、停電時も使用可能である 
□ 管理会社への連絡手段が 24 時間 365 日確立している 
□ 院内の複数のエレベーターについて、復旧の優先順位がついている 
□ 優先してエレベーター復旧が可能となるような体制がある 
□ エレベーター使用不能時の患者や物品（給食など）の搬送方法が検討されて 

いる 
 
８） 緊急地震速報  

 



 
 

 

 
緊急地震速報は、地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、 

可能な限り素早く知らせる情報のことである。強い揺れの前に、自らや手術中の患者の 

身を守ったり、エレベーターを最寄りの階に安全に停止させたりするなどの活用がなさ 

れている。 

★ 緊急地震速報を有していることが望ましい 

★ 館内放送と連動していることが望ましい 

★ エレベーターと連動していることが望ましい 

 

９） 人員  

職員に対して、災害発生時に求められる行動、病院参集の基準、職員登録、食料・水 

や休憩・仮眠スペースの確保等が必要である。 

本部要員 
□ 交代勤務の確立のための休憩・仮眠スペースが確保されている 
□ 職員のための食糧、水の備蓄がある 
□ 職員のための食糧、水の供給体制がある 
 

参集基準・呼出体制 
□ 職員の参集基準が統一・周知されている 
□ 院外の職員に対して緊急連絡をする方法がある（一斉メール等） 
□ 徒歩または自転車での通勤が検討されている 
□ 自主当院など災害時の行動について職員各自が計画している 
（家族の理解、保育所や学校が閉鎖時の託児など） 
 

職員登録・配置 
□ 登院した職員の登録体制がある（停電時等の災害時） 
□ 登院した職員の行動手順が決まっている 
 

10） 診療  

災害時の多数傷病者受け入れのために、受付から、治療・検査、手術、入院、帰宅ま 

での流れと診療場所がわかりやすくまとめられているとも、各エリアの担当者、場所、 

必要物品、診療手順、必要書式について診療マニュアル化され、職員に周知されている 

必要がある。 

マニュアル 
 



 
 

 

 
□ 緊急度別の被災患者対応がマニュアルに盛り込まれている 

レイアウト 
□ 患者の動線やレイアウトがマニュアルに盛り込まれている 

診療統括者 

★ トリアージから緊急度別の被災患者対応を統括する対策本部に準ずる部門ないし担当者が決 

定され、その役割が明記されていることが望ましい 

救急統括者 

★ 救急部門と手術室・ICU との連携がマニュアルに盛り込まれていることが望ましい 

入院統括者 

★ 病棟における被災患者入院の連絡調整、病棟内でのベッド移動、増床体制についてマニュア 

ルに盛り込まれていることが望ましい 

部門間の連絡方法 

★ 災害時対応部門連絡先一覧が明示されていることが望ましい 

通信手段と連絡方法 

★ 災害の状況（被災、人員配置）による連絡先の確認方法の対策が明示されていることが望ま 

しい 

帳票類（伝票類を含む）災害時カルテ・災害時伝票 
□ 災害用カルテ運用がマニュアルに盛り込まれている 
□ 災害時の検査、輸血、放射線検査の伝票運用がマニュアルに盛り込まれてい 

  る 
情報センター 

★ 電子カルテが使用できない状況でも、入退院の管理や外来受け入れ数の把握ができるように情 

報収集と解析できる体制があることが望ましい 

 

防災センター 

★ 災害発生時の役割が明確化されている（契約されている）ことが望ましい 

 

委託契約 

★ 災害発生時の役割が明確化されている（契約されている）ことが望ましい 

 

11） 電子カルテ  

災害時には電子カルテや画像システムが使用できないことが想定される。サーバーの 

転倒転落防止措置、停電時の対応、システムダウン時の代用方法、病院内外のバックア 

 



 
 

 

 

ップの確保について検討しておく必要がある。 

□ 電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーの転倒・転落の防止措 
置について検討され、実施されている 

□ 電子カルテや画像システム等診療に必要なサーバーに自家発電装置の電源 
が供給されている 

□ 自家発電装置作動時に電子カルテシステムが稼働できることを検討・確認 
している 

□ 電子カルテシステムに必要なサーバー室の空調は自家発電装置に接続され 
ている 

□ 電子カルテシステムが使用不能になった場合を想定して、迅速にリカバリ 
する体制が病院内外にある 

 
12） マスコミ対応・広報  

マスコミ対応や個人情報の提示方法について、予め検討することが望ましい。 

★ 入院・死亡した患者の情報公開について検討されていることが望ましい 

★ 災害時のマスコミ対応について検討されていることが望ましい 

★ 記者会見の場所や方法について検討されていることが望ましい 

 
 
13）病院避難の判断  

病院の被害が重篤な場合は、入院患者や職員の避難を安全に行う必要がある 

★ 判断基準があることが望ましい 

★ 避難場所の計画があることが望ましい 

★ 患者の病度（担送、護送）に応じて避難計画があることが望ましい 

  
14）受援計画  

ＤＭＡＴや医療救護班、医療ボランティアが被災地に早くから救護に駆けつけられる 

ようになりつつある。ＤＭＡＴや医療救護班、医療ボランティアを病院や地域支援に有 

効に活用することが求められる 

医療チームの受入れ（ＤＭＡＴ・医療救護班） 

★ 受入れ計画があることが望ましい 

★ 待機場所の計画があることが望ましい 

★ 受入れマニュアル（受援マニュアル）があることが望ましい 

 



 
 

 

 
医療ボランティアの受入れ 

★ 受入れ計画があることが望ましい 

★ 待機場所の計画があることが望ましい 

★ 受入れマニュアル（受援マニュアル）があることが望ましい 

 

14） 災害訓練  

災害研修・訓練は不可欠である。災害計画に基づいた訓練が望まれる。多数傷病者受 

け入れ訓練に加え、災害対策本部の訓練や亜急性期・復旧期を視野に入れた机上シミュ 

レーションなど複合的な訓練が望まれる。 

□ 定期的に災害訓練が実施されている 
★ 実動訓練、机上シミュレーション等多様な訓練が行われていることが望ましい 

 

15） 災害対応マニュアル 

組織的な災害対応ができるためには、災害対応マニュアルは不可欠である。マニュア 

ルは、研修や訓練の反省を反映して適宜改善出来るようにすることが重要である。マニ 

ュアルは経時的に、災害発生前、急性期、慢性期（復旧）を網羅しておくことが理想的 

である。さらに、他の計画（火災時の防災マニュアル、地域防災計画等）と整合性がと 

れている必要がある。 

□ 文書化計画（マニュアル）の存在（デジタルでも可） 
★ マニュアルの維持管理体制 があることが望ましい 

★ マニュアル管理部門があることが望ましい 

★ マニュアル改訂の周知できていることが望ましい 

★ 時間外の対応計画がある（夜間、祝祭日）ことが望ましい 

★ 災害発生前、急性期、慢性期（復旧）などフェーズ別の対応が記載されていることが望ましい 

★ その他の防災計画との整合性がとれていることが望ましい 



令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「国土強靭化計画を踏まえ、地域の実情に応じた災害医療供給体制に関する研究」 

分担研究報告書 

「災害医療コーディネートに関する研究」 

研究分担者  森野一真 （山形県立中央病院副院長） 

研究要旨 

わが国の災害医療のコーディネーションシステムは、実際に被害が発生する市区町村における課

題や需要の状況を、二次医療圏の拠点を通じ、外部支援の窓口である都道府県庁にいち早く集約

する三層構造を原則とするコーディネートモデルに基づき体制が構築されてきた。本研究では、

災害医療コーディネーターや班員の具体的な活動を行うための、活動マニュアルを策定した。災

害医療コーディネーターは医療の提供に関する調整のみならず、保健や福祉の分野とも協力する

必要があることから、平時における活動が非常に重要である。調整には様々な課題が伴うが、そ

の解決は、「人（ひと）、物（もの）、場所（ばしょ）、システム、ルール、時（とき）である（頭

文字をとり「ヒモバシルトキ」と覚える）」を検討することで解決策を見出すことができると考

える。

A 研究目的 

 本研究主題は、主として災害時に医療の提

供を継続するための様々な調整（コーディネ

ート）である。今回、調整業務のマニュアル

を策定することを目的とした。 

B 研究対象と方法 

災害医療コーディネーターの具体的な活動マ

ニュアルとして、以下の項目を立てた。

I 災害医療コーディネーターの立場、活動目

的、業務

II 調整に必要な課題解決の原則 
III 平時に確認や実施すべき事項（保健医療調

整本部（調整班）の設置に関する事項など）

IV 災害時に行う業務の概要 
V 保健医療調整本部内での医療調整班設置と

運用

VI 医療の提供（継続）に関する調整 
1.医療の継続が困難な場合の主な調整事項

1)救護班受入れ

2) 被災地内での救護班分配（二次医療圏

（保健所）、市区町村における）

3) 患者搬送調整

3)-1 被災地内での個別の搬送

3)-2 被災都道府県内で直接被災を免れた地

域への搬送

3)-3 被災都道府県外への搬送 
3)-4 複数の入院患者の避難の判断と避難に

係る調整

4) 救護所運営の調整

5) 避難所での巡回診療の調整

2.医療の継続が可能であるが支援が必要な場

合の調整

3. 薬剤確保の調整

4. 被災地での医療の継続に不可欠なライフ

ラインに関する調整

(1)非常電源の確保

(2)生活用水（診療用水）

(3)トイレと手洗い

(4)簡易ベッド

VII 各拠点での留意点 
 具体的な記述はマニュアルを参照いただきた

い。 

D 考察 

保健、医療、福祉の分野にまたがる調整は、平

時であっても困難を伴う。また、様々な属性を

持ちながらの調整は経験を重ねる必要がある。

今回は平時に確認や実施されていなければ、災

害時の調整も立ち行かないことから、平時にな



すべき事項を強調した。また、調整に伴う課題

解決は、「人（ひと）、物（もの）、場所（ば

しょ）、システム、ルール、時（とき）である

（頭文字をとり「ヒモバシルトキ」と覚える）」

を検討することが重要である。 

E 結論 

 災害医療コーディネーター、ならびに班員は

保健、医療、福祉三分野での調整に携わるが、

平時からの確認や関係者との協議を経てはじ

めて、災害時の調整が可能となる。 

Ｆ．健康危険情報 

特になし。 

G 研究発表 

登国なし。 

H 知的財産権の出願・登録状況 

特になし 

I参考文献

特になし
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I 災害医療コーディネーターの立場、活動の目的、業務 
 
1.立場 

医療従事者は、職場における役職があり、専門医や災害関連の資格を有し、災害派遣
に係る何らかの団体に所属するが、災害医療コーディネーターとして、都道府県の委嘱
を受けて行う災害時の医療に関する助言や調整は、種々の救護班や様々な災害関連団体
に対して幅広く行う必要があり、活動中は職場や団体ではなく都道府県に所属する。 

2.活動の目的 
自身が所属する都道府県が被災した際、被災者ならびに支援者の命と健康を守ること。 

3.活動の目標 
被災者に対する医療の継続を第一に、そして健康と衛生環境を維持すること。 

4.業務 
原則として 3階層に設置される、保健医療調整本部内において、医療に関する調整班

を設置し、主に医療提供の状況の評価、医療の継続に不可欠な人的物的資源の確保と分
配に関する調整を行う。 
被災都道府県内の人的物的資源のみで対応困難と判断した場合、非被災都道府県への

支援要請と、支援を受ける（いわゆる受援）ための調整も行う。 
また、DMAT をはじめとする救護団体が組織する本部も災害発生直後に設置され、

各自活動を開始する。災害医療コーディネーターと団体本部責任者の業務の重複の無い
よう、可及的速やかに協議の場を設け、役割分担とともに、効率的な資源運用を心がけ
る。責務の重複（例えば、DMAT都道府県調整本部長との兼務等）は担う立場の混乱を
自他ともに招く恐れがあるため、避けることが望ましい。 
被災地は諸事情により普段通りの保健、医療、福祉の体制や制度の維持ができない状

況に陥ることから、医療に加え、保健や福祉に関する調整支援を伴うことが稀ではなく、
当該関係者との協働が必要になることが稀ではない。調整の鍵は、事前（平時）に保健、
医療、福祉の関係部署、関係者が想定される調整の枠組みを確認するとともに、活動の
目的について共通認識を得ることにある。 

5.活動場所 
都道府県庁、二次医療圏、市区町村の各三階層に設置される、保健医療調整本部内。 

6.活動期間 
被災状況に左右されるが、一人のコーディネーターは少なくとも 3日程度は継続して
活動を行うことが望ましい。労務管理は重要であるものの、調整内容や作業がルーチン
化するまでの間は、日替わりの活動による調整は困難である。医療提供状況が平時の状
況に近づく（外部支援の必要性が最小となる）まで調整が必要である。 

 
II 調整に伴う課題解決の方法 



課題解決や調整時に確認や検討すべき事項は人（ひと）、物（もの）、場所（ばしょ）、
システム、ルール、時（とき）である（頭文字をとり「ヒモバシルトキ」と覚える）。 

 
1.人：課題解決すべき当事者、解決に関わる（必要な）関係者、関係者が会血のための活動
に従事する集団（会議）、とその役割 
2.もの：課題解決のための活動や調整に必要となるあらゆる物資 
3.場所：課題のある場所と課題解決の活動に必要な場所、活動に伴う経路、それらの要件や
付随する問題 

4.システム：課題解決に必要な人的物的資源投入の枠組み（体制）とそれを維持するための
方策、基準、雛形など 

5.ルール：課題解決やシステム運用上必要となる具体的な決め事 
6.時：課題解決を開始する、終了する時間 
 
III 平時に確認や実施すべき事項（保健医療調整本部（調整班）の設置に関する事項など） 
 災害時の調整を行うには、平時からの準備が重要である。 
1.「人」に関すること 

(1)災害医療コーディネーターおよび関係者 
(2)保健医療(福祉)調整本部員 
(3)医療調整班員：情報や活動の記録、通信、受付等、いわゆる事務作業を行う者（災害
医療コーディネーターに準じた人員として委嘱された者）無しには活動できないことを
忘れない。 
(4)救護班員の派遣要請先（団体）：厚生労働省、DMAT 事務局、被災日本赤十字社支
部、都道府県医師会、日本看護協会、日本薬剤師会、全国知事会、学会、NPO など 
(5)関係機関担当者（消防、警察、自衛隊、福祉協議会等） 

2.「もの」に関すること 
(1)保健医療(福祉)調整本部関係者の名簿（非常時の連絡先） 
(2)救護班の派遣要請先（団体）一覧と非常時の連絡先 
(3)調整班の業務に必要となる資機材の確認と確保 

 a.非常電源と燃料、テーブルタップ、机、椅子 
 b.情報伝達手段：平時より複数確保 
 c.情報記録手段：ホワイトボード、ライティングシート、筆記用具、イレイザー、 

デジカメ・ビデオカメラ 
 d.情報掲示手段：ボード、テープ、磁石、画鋲 
 e.班員の活動継続に必要な食糧、飲料水の確保 
3.「場所」に関すること 

(1)保健医療(福祉)調整本部（調整班）設置場所 



 a.安全であること。 
 b.非常電源と燃料、複数の情報伝達手段が確保され、情報管理が可能であること。 
 c.代替場所 

注）場所の確保が困難な場合が少なくない。平時より具体的に検討しなければ実際
に活動できない。DMAT、DPAT、日本赤十字等は各々の本部を都道府県庁に立上
げる要領を策定しており、設置場所はもちろん、役割分担に関する協議が必要。 

(2)医療調整班活動場所（保健医療調整本部内） 
(3)DMAT等救護団体の本部設置場所 
(4)最新の被害想定における医療機関の被災予想程度、被害想定下でのアクセス、非常
電源設備の有無、燃料備蓄量、稼働可能時間 

(5)被害想定における指定避難所と福祉避難所の被災予想程度、被害想定下でのアクセ
ス、非常電源設備の有無と稼働可能時間 

(6)物資（薬剤を含む）の備蓄場所 
(7)支援物資集積場所 

4.「システム」に関すること 
(1) 保健医療（福祉）調整本部の組織図 
(2) 保健医療調整本部窓口（連絡担当者）の公開 
(3) 保健医療(福祉)調整本部の設置要件 
(4) 保健医療調整本部支援体制（人） 
(5) 各階層（拠点）間の web会議システム 
(6) 各本部、医療班、階層間の定例会議（議長、事務局機能） 
(7) 都道府県内全病院の EMIS 登録 
(8) 指定避難所、福祉避難所一覧と担当課担当者 
(9) 本部運用に向けた研修・訓練 
(10) 保健（健康危機管理）調整：DHEAT 
(11) 応援協定（特に、物資に関する）一覧と緊急連絡先 
(12) 医療救護班の調整 

調整すべき主な医療救護班 
a.DMAT：非被災都道府県が厚生労働省に要請する。「DMAT 活動要領」を有し、
都道府県庁に統括 DMAT 登録者を本部長とする DMAT 都道府県調整本部を設置、
DMAT活動拠点本部を災害拠点病院に設置する。調整にあたっては DMAT 事務局
が支援する。 
b.日本赤十字社救護班：都道府県支部（支部長は都道府県知事）が保健医療調整本
部に災害医療コーディネートチームを派遣する。 
c.JMAT：日本医師会員（各都道府県医師会員）を中心とする編成 
d. 非被災都道府県が派遣する救護班：被災都道府県より直接、あるいは全国知事会



を通じて要請され、派遣される。 
e.AMAT：公益社団法人全日本病院協会による編成、主に災害救助法が適用される
自然災害発生時に派遣され、被災地の幹事指定病院が派遣 AMAT や保健医療調整
本部との調整を行う 
f. DPAT：「DPAT 活動要領」をもとに活動するが、都道府県庁にDPAT統括者、
並びに被災都道府県等の本庁担当部局及び精神保健福祉センターが DMAT 都道府
県調整本部を設置する。 
g.DRAT/JRAT：リハ関連 12 団体からなる一般社団法人 日本災害リハビリテーシ
ョン支援協会事務局が、各都道府県にある地域 JRAT とともに派遣調整を行う。救
護班として活動する場合、JMATとの協働となる。 

(13) 災害時小児周産期リエゾン：「災害時小児周産期リエゾン運用マニュアル」に基づ
き、被災都道府県より搬送受入や診療にかかる医療従事者の支援等の要請がある、
被災都道府県が災害医療コーディネーターと協議の上、必要と判断した場合、被災
都道府県庁に派遣される。 

(14) DHEAT：危機管理支援を行う。派遣要請先は厚生労働省健康局健康課地域保健室
である。 

(15) 保健師:派遣要請は、被災市区町村が被災都道府県庁か災害時相互応援協定締結自
治体に、被災都道府県が対応困難であれば厚生労働省健康局健康課（地域保健室）
（健健発 1220 第 2 号 令和 3 年 12 月 20 日「災害時の保健師等広域応援派遣調整
要領」）に行う。 

(16) 被災地での医療の提供（継続）に関する調整 
a.支援先 
・災害拠点病院：EMIS、直接連絡等から得た情報により支援に要否を検討する。 
・災害拠点病院以外の病院：EMIS、直接連絡等から得た情報により支援に要否を検
討するが、災害拠点病院と異なり、EMISの利用が期待できない場合がある。 
・無床診療所：所属の郡市医師会等より得た情報により支援の要否を検討する。 
・救護所：市区町村の災害対策本部や保健医療調整本部、派遣救護班から得た情報
により支援の要否を検討する。 
・避難所：救護所に準じて 
b.支援人材の確保先 
医師：救護班班員、新たな派遣要請（大学、医師会、学会、NPO 等） 
看護師：救護班班員、新たな派遣要請（大学、日本看護協会、日本災害看護協会等） 
事務：DMAT ロジスティックチーム、学会（日本災害医学会）、NPO 等 
c.個別疾患への支援体制 
・透析療法：日本透析医会ネットワークによる調整、患者搬送は医療搬送の枠組み
を用いる 



・在宅酸素療法：酸素濃縮器、酸素と酸素ボンベの提供先 
・要医療ケア（人工呼吸器）： 
d.医療搬送：搬送手段ごとの要請先 
f.受入調整：事前協定の確認 

(17) 避難所・福祉避難所支援 
a. 医療提供：救護班、医療機関 
b.保健支援（健康維持、疾病予防）：保健師、JRAT 
c.福祉支援：協議会（社会福祉、老人施設）、精神保健センター、DWAT/JWAT な
ど 
d.栄養管理：JDDAT 
e.DVT 予防、健診：保健師、学会、検査技師会、JRAT、救護班 
f.感染予防・対策：保健師、薬剤師、学会、救護班 
g.衛生指導：保健師、薬剤師、学会、救護班 
h.ゾーニング：保健師、学会、救護班 
i.衛生材料確保：保健医療調整本部 

(18) 薬事調整 
 薬剤確保：不足分は内閣府、医薬品卸業団体等を通じ確保する。 
 薬剤処方と薬剤配達： 
 臨時薬局とモバイルファーマシー 
 支援薬剤師確保 

(19) 福祉調整：DWAT/DCAT 
(20) 患者搬送体制に係る関係者・団体 
(21) 必要物資（薬剤）の搬送体制 

5.「ルール」に関すること 
(1) 災害発生時の対応手順：参集基準、参集順位、連絡方法 
(2) 使用する評価表（避難所（D24H）、災害時診療記録 J-SPEEDなど） 
(3) 評価結果の集計方法、集計担当者、結果周知 
(4) 各種会議運営（方法、参加者、時間など） 

6.「時」に関すること 
(1) 保健医療（福祉）調整本部設置する時 
(2) 支援要請する時 
(3) 会議時間 
(4) 救護班の活動期間 

 
IV 災害時に行う業務の概要 
災害対応の目安を時間（日数）や時相（フェーズ）で区切る慣例があるが、実際には、



災害の種別や被災状況により対応すべき内容や方法が異なり、「被災者に対する医療提供の
状況」を評価し、資源の過不足を是正する方策を立て、その実行に必要な資源の確保と分配
を行うことが災害医療コーディネーターの業務であることから、必ずしも時相にこだわる
必要はない。 
状況評価により抽出された課題を、1) 人命に関わる早急に対応すべき課題、2)対応しな

ければ人命に関わる課題、3)被災者の健康被害につながる課題の順に解決する。解決のため
の方策立案には「人・物・場所・システム・ルール．時（ヒモバシルトキ）」を検討し、方
策実行に向けた調整（資源の確保と分配）を行う。そして、方策実施後の結果を定期的に評
価し、必要に応じ資源追加投入、変更、集約、活動終了等を判断する。 
調整事項と手法は、都道府県庁、二次医療圏（保健所）もしくは政令市、市区町村の各

層で大きな相違はない。都道府県庁はその全域および非被災都道府県と国との資源確保の
調整と得られた支援や資源の二次医療圏と政令市への分配が主であり、二次医療圏（保健
所）もしくは政令市は管轄圏域（複数の市区町村）に対する資源分配と市区町村支援の調整
が主となるのに対し、市区町村は二次医療圏もしくは政令市に対し、必要となる支援と資源
を要請し、分配された支援と資源の具体的な活用に関する計画と調整が主となる。 
 
V 保健医療調整本部内での医療調整班設置と運用 
1.「人」に関すること 

a.担当部局職員、災害医療コーディネーター（事務作業班員としての人員を含む）が
参集する。災害医療コーディネーターは一目でわかるように表示（腕章、ビブス、
名札等）を身につける。 
b.災害医療コーディネーターは担当部局職員と共に医療調整班の役割分担し、外部
から分かるよう組織図を掲示する。役割分担に応じた人員が確保できない状況では、
人員が確保されるまで、一人が複数の役割を担う。また、業務量に不均衡も配慮す
る。以下に役割を示す。  

  
(1)リーダーと担当部局職員 
・最終的な方策実施の権限は担当部局職員にある。 
・活動場所のレイアウトの調整 
・使用する評価表の決定（事前に決定されていない場合）：JSPEED、避難所評価
（迅速、詳細）等。 
・サブリーダーとともに、医療の提供状況や医療の提供に関連する資源の過不足を
評価し、不足量を推定、必要量を（おおよそ週単位で）検討し、人的物的資源の確
保計画を策定、それに基づく支援要請を行う。 
・支援の要請先は被災都道府県内と外部とに別れるが、外部支援の要否を判断は速
やかに行う。支援者派遣元（団体）の一覧を平時から準備することが重要である。 



・方策実行後の成果をもとに定期的な状況評価、方策継続・変更・中止の判断 
・サブリーダーが提案する方策の確認、助言、指示 
(2)サブリーダー 
・医療の継続や提供状況の評価、課題抽出、課題解決優先順位決定、方策案立案、
リーダーへの報告を行う。人員が確保できない場合は、ToDo 管理、病院、避難所、
人的資源、物的資源の 5 担当で運用する。サブリーダーの業務量に応じた事務作
業員を配置する。 
・サブリーダー1：ToDo管理とリーダーの直接支援 
・サブリーダー2：病院（災害拠点病院とそれ以外の病院）担当 
・サブリーダー3：無床診療所（開業医）担当 
・サブリーダー4：避難所担当 
・サブリーダー5：福祉避難所担当 
・サブリーダー6：人的資源調整担当 
・サブリーダー7：物的資源調整担当 
・サブリーダー8：中長期計画担当 
(3)事務作業員（担当部局職員と事務作業班員） 

 ・全体の経時的活動記録とその電子化担当 
 ・支援の受付と業務内容（指示）伝達 
 ・医量調整班全体の結果や資料の集約と電子化 

・サブリーダー毎に配置される者 
c.保健、医療、福祉各分野の関係者は相互に情報共有をはかり業務の重複を避ける 
・保健分野：DHEAT、保健師 
・医療：DMAT、日本赤十字社、JMAT、AMAT、NPO、学会、検査技師会、 
歯科医師会、薬剤師会 
・福祉：DWAT/JWAT、保健師 

2.「もの」に関すること 
a.（非常）電源、テーブルタップ、机、椅子 
b.情報伝達手段：平時より複数確保 
c.情報記録手段：ホワイトボード、ライティングシート、筆記用具、イレイザー、 

デジカメ・ビデオカメラ 
d.情報掲示手段：ボード、テープ、磁石、画鋲 

3.「場所」に関すること 
計画に基づく保健医療調整本部活動場所を確保（他団体との調整が必要）する。何
らかの要因で予定の場所を確保できない場合、安全で電源供給可能な場所を確保
しなければならない。活動場所が確保できなければ業務の遂行は難しい。 

4.「システム」に関すること 



a.都道府県庁、二次医療圏（保健所、政令市）、市区町村に拠点を設置し、隣接する
各拠点間の調整を行う体制を構築する。都道府県庁と市区町村との間での調整が
常態化すると二次医療圏（保健所、政令市）が機能不全に陥るので注意する。 

 b. 利用する情報システム 
 ・病院情報 EMIS 
 ・統合情報のうちの避難所情報 D24H（一部で利用されている） 

これらの情報システムは電源、インターネット、情報入力の 3 つが揃わなければ
利用価値が著しく低し、万が一利用できない場合は、情報取得に係る新たな人員確
保が必要になる。 

5.「ルール」に関すること 
a.本部（医療調整班）設置の宣言 
構成員参集後、担当職員もしくは災害医療コーディネーターはすみやかに本部設
置を宣言し、担当を確認する。 

 b.役割分担 
「人」に関する項目にも記載されているが、保健医療調整本部内での医療調整班の
役割を明確にする。特に、保健、医療、福祉との役割分担は会議において明確にし、
支援者が理解できるよう明示する。 

 c.被災地のエリア分け 
被災地を区分（原則は行政区）し、エリアごとに担当救護班のラインを計画し、エ
リア担当幹事救護班を指名する。その際、DMATや DPAT等の活動状況もあわせ
て考慮し、業務の重複のないよう留意し、医療提供の状況を共有する。協働による
医療資源の節約ができる場合は共同する、エリアの救護班管理は原則としてエリ
ア担当幹事救護班に一任する。 

 d.救護班派遣 
安全を最優先し、救護班派遣は原則 2隊とする。また、待機救護班は必要最小限と
する。 

 f.活動報告 
 報告様式、報告方法、報告時刻を定める。 
 g.定例会議 

保健や福祉に関する調整も必要となる場合は、出席者の範囲を再考し、関係者と議
長、会議内容について検討する。 

6.「時」に関すること 
 a.都道府県により参集、設置時期を設定する。 
 b.定時会議の開始時刻、出席者（医療に関する救護団体）を決め、通知する。 

c.被災地における医療の継続に関する調整：被災状況、EMIS 入力内容、直接聴取
等により医療提供状況を評価する。 



 
VI 医療の提供（継続）に関する調整 

被災状況、EMIS入力内容、直接聴取等により医療提供状況を評価する。 
 
1.医療の継続が困難な場合の主な調整事項 
(1)救護班受入れ 
a.「人」に関すること 
・要請元担当者、要請先（担当者）、派遣救護班、受付 
b.「もの」に関すること 
・地図、通知書類、掲示板 
c.「場所」に関すること 
・参集・待機場所（駐車場）、活動場所、移動経路、燃料補給場所 
d.「システム」に関すること 
・救護班確保の体制として、救護班派遣要請（DMAT を含む）は、派遣側（元）の派遣調
整と移動に時間を要するため、可及的速やかに要請する。 
・同一派遣元からの救護班派遣の継続ができるよう調整する。 
・救護班への派遣先の説明。 
e.「ルール」に関すること 
・活動期間、参集場所、活動内容を事前に派遣元に伝える。 
・救護班代表の連絡先を明確にする。 
・参集場所で救護班の受付（派遣元、代表者、移動手段、携行品等の確認）を行う。 
・受付完了しない救護班は活動を認めない。 
・救護班の報告手段、報告時刻 
・定例会議には原則として救護班代表が参加する。 
f.「時」に関すること 
・出発時刻、予想所要時間（予想到着時刻）、帰着予想時刻 
 
(2)被災地内での救護班分配（二次医療圏（保健所）、市区町村における） 
a.「人」に関すること 
・担当災害医療コーディネーター、派遣救護班、要請先（担当者）、受付 
b.「もの」に関すること 
・地図、指示（書）、掲示板 
c.「場所」に関すること 
・受付、待機場所（駐車場）、活動場所、移動経路、燃料補給場所 
d.「システム」に関すること 
・救護班受付、活動・補充管理 



・二次医療圏（保健所、政令市）への分配計画は（必要と考えられる）数を分配。 
・市区町村における分配計画はより具体的であるため、派遣先エリアとエリア代表救護班を
決め、エリア管理や引き継ぎ業務をエリア代表救護班が行う、エリア・ライン制が便利であ
る。 
・救護班への業務の説明。 
・救護班の報告（評価）様式 
・Web 会議 
e.「ルール」に関すること 
・活動場所、活動方針、活動内容の周知。 
・受付完了しない救護班は活動を認めない。 
・被災者に負担をかけない、人権の尊重と倫理的な配慮。 
・救護班の報告手段、報告時刻 
・定例会議の開催時刻、受入救護班代表の参加。 
・課題、紛争、インシデント、アクシデント発生時の対応原則と報告 
f.「時」に関すること 
・移動に関する、出発時刻、予想所要時間（予想到着時刻）、帰着予想時刻 
 
(3)患者搬送調整 
患者搬送は、1.被災地内での搬送、2.被災都道府県内で直接被災を免れた地域への搬送、

3.被災都道府県外への搬送があり、その順に調整を試みる。その調整は、対象患者、搬送者
と搬送手段（燃料を含む）、搬送先の調整が必要である。歩行可能な患者以外は救急搬送可
能な手段を必要とし、救急車を有する救護班、消防、自衛隊、海上保安庁などとの調整が必
要である。特に、比較的早期において、消防の救急車の確保が難しくい場合、反応の早い
DMAT等による搬送が行われることが多い。 
被災した個々の医療機関自ら直接交渉による患者の転院等の調整が可能であれば任せて

ることは可能であるが、搬送や調達の手段の確保ができ内場合、情報の錯綜や混乱の原因と
なるため、介入が必要である。 
国が行う搬送（広域医療搬送）以外の被災都道府県外への患者搬送は都道府県庁間の調

整が必要であり、非被災都道府県庁にも保健医療調整本部の設置が求められる。この際、搬
送先の調整と受入都道府県内での搬送（特に陸路）は、被災都道府県の搬送先調整業務負荷
軽減と燃料を含む搬送資源の温存のため、原則として受入都道府県が担当する。このため、
受入都道府県は患者搬送受入拠点を設置する必要がある。設置場所は、可能な限り、被災都
道府県に近い場所を検討する。 
 
(3)-1被災地内での個別の搬送 
a.「人」に関すること 



・医療調整班員、対象患者、同伴医療従事者、搬送従事者、転院先（担当者） 
b.「もの」に関すること 
・患者に付随するもの（輸液、薬剤、その他患者に付随する医療機器・器具（輸液ポンプ、
気管チューブ、胃管、膀胱留置チューブ等） 
・患者情報用紙（可能であれば紹介状） 
・搬送に要するもの（搬送手段と必要な燃料、個人防護具、通信機器） 
c.「場所」に関すること 
・搬送先（具体的に搬送する場所）、搬送経路、燃料補給場所 
d.「システム」に関すること 
・今後発生する転院搬送患者にも対応できる体制 
e.「ルール」 
・安全な搬送経路の選択、到着や問題発生時の連絡、急変時の対応に関するコンセンサス 
・課題、紛争、インシデント、アクシデント発生時の対応原則と報告手順 
f.「時」 
・出発時刻、予想所要時間（予想到着時刻）、帰着予想時刻 
 
(3)-2 被災都道府県内で直接被災を免れた地域への搬送 
a.「人」に関すること 
・医療調整班員、対象患者、同伴医療従事者、搬送従事者、転院先（担当者）の調整 
・随行者不在期間が長くなる。 
b.「もの」に関すること 
・患者に付随するもの（輸液、薬剤、その他患者に付随する医療機器・器具（輸液ポンプ、
気管チューブ、胃管、膀胱留置チューブ等） 
・患者情報用紙（可能であれば紹介状） 
・搬送に要するもの（搬送手段と必要な燃料、個人防護具、通信機器） 
c.「場所」に関すること 
・搬送先（具体的に搬送する場所）、搬送経路、燃料補給場所 
d.「システム」に関すること 
・今後発生する転院搬送患者にも対応できる体制 
e.「ルール」に関すること 
・安全な搬送経路の選択、到着や問題発生時の連絡 
・急変時の対応に関する IC もしくはコンセンサス 
・課題、紛争、インシデント、アクシデント発生時の対応原則と報告手順 
f.「時」 
・出発時刻、予想所要時間（被災地内での搬送より長い=搬送資源の減少）、帰着予想時刻 
 



(3)-3 被災都道府県外への搬送 
a.「人」に関すること 
・医療調整班員、対象患者、同伴医療従事者、搬送従事者 
・随行者不在期間が長くなる。 
b.「もの」に関すること 
・患者に付随するもの（輸液、薬剤、その他患者に付随する医療機器・器具（輸液ポンプ、
気管チューブ、胃管、膀胱留置チューブ等） 
・患者情報用紙（可能であれば紹介状） 
・搬送に要するもの（搬送手段と必要な燃料、個人防護具、通信機器） 
c.「場所」に関すること 
・搬送先（具体的に搬送する場所＝受入拠点）、搬送経路、燃料補給場所 
d.「システム」に関すること 
・今後発生する転院搬送患者にも対応できる体制（搬送先都道府県庁担当者との調整） 
e.「ルール」に関すること 
・安全な搬送経路の選択 
・到着や問題発生時の連絡 
・急変時の対応に関する IC もしくはコンセンサス 
・課題、紛争、インシデント、アクシデント発生時の対応原則と報告手順 
f.「時」に関すること 
・出発時刻、予想所要時間（被災地内での搬送より長い=搬送資源の減少）、帰着予想時刻 
 
(3)-4 複数の入院患者の避難の判断と避難に係る調整 
多く、あるいは全ての入院患者を避難させる最終判断は病院を管理する代表者（通常は

院長）が行う。避難の時期は、患者の安全を第一に判断する。搬送手段の確保にはある程度
の時間を必要とすることから、直ちに屋外への避難が必要な場合は緊急避難的に直近の安
全な場所に退出する必要がある。長期にわたりライフライン（特に非常電源）の確保が困難
な場合や、生活に関わるあらゆる流通が長期間途絶する状況（例えば、地域の放射線被曝な
ど）においては、たとえ建物被害がなくとも病院避難が必要になる場合がある。 
入院時に災害発生時の避難に関する承諾を得ている場合を除き、個々の患者や家族の承

諾を得る時間的な余裕がある場合は例外的である。 
調整の要点は、1.避難患者数（うち担送数、酸素の要否）、2.搬送先、3.搬送手段、4.燃料、

5.天候、6.所要時間のマッチングである。避難患者数を把握するために、患者名簿（氏名、
性別、年齢、状態（独歩、護送、担送、酸素要否等））が必要である。紹介状の要否は避難
の緊急度によるが、余裕があれば患者に付帯させる。 
避難は災害発生早期が多く、患者搬送が必要なことから、搬送手段（救急車）を有する

DMATが関与することが多く、DMAT 本部長と協議する。 



搬送手段を有する団体や機関（DMATを含む救護班、消防、自衛隊、海上保安庁、バス・
タクシー会社など）との調整に関しては、具体的な指示が必要である。 
 
(4)救護所運営の調整（実施は市区町村保健医療調整本部が主体となる） 
a.「人」に関すること 
・医療調整班員、派遣救護班、地元医師（会）、薬剤師（会）、看護師、薬剤師、保健師、責
任者、行政担当者、支援NPO 等、患者（数） 
b.「もの」に関すること 
・地図、評価表、掲示（案内）板、案内・啓発（説明）書類、カルテ、診療機材、薬剤、処
方箋、ゴミ袋（医療廃棄物は段ボールなど）、パーティション、机、椅子、空調（暖房）、電
源、薬局併設なら鍵付き金庫類やモバイルファーマシー、食糧、トイレ 
c.「場所」に関すること 
・受付、待機場所（駐車場）、救護所、移動経路、燃料補給場所、休憩場所 
d.「システム」に関すること 
・近隣医療機関への搬送体制（特に、出産、透析、在宅酸素療法中、精神疾患等の患者） 
・カルテ管理（保管か患者管理か） 
・薬剤補給と調達 
・近隣救護所の集約や閉鎖の評価 
e.「ルール」に関すること 
・受診者の動線 
・処方の種類（災害処方か保険処方） 
・処方日数 
・課題、紛争、インシデント、アクシデント発生時の対応原則と報告手順 
・医療廃棄物の処理 
f.「時」に関すること 
・診察時間 
 
(5)避難所での巡回診療の調整（実施は市区町村保健医療調整本部が主体となる） 
a.「人」に関すること 
・医療調整班員、派遣救護班、地元医師（会）、薬剤師（会）、看護師、保健師、責任者、業
性担当者、NPO 等、患者（数） 
b.「もの」に関すること 
・地図、評価表、案内・啓発（説明）書類、カルテ、診療機材、薬剤、処方箋、ゴミ袋（医
療廃棄物は段ボールなど）、時にパーティション、机、椅子 
c.「場所」に関すること 
・受付、待機場所（駐車場）、避難所、移動経路、燃料補給場所 



d.「システム」に関すること 
・近隣医療機関への搬送体制（特に、出産、透析、在宅酸素療法中、精神疾患等の患者） 
・カルテ管理（保管か患者管理か） 
e.「ルール」に関すること 
・処方の種類（災害処方か保険処方） 
・処方日数 
・課題、紛争、インシデント、アクシデント発生時の対応原則と報告手順 
・医療廃棄物の処理 
f.「時」に関すること 
巡回日、巡回時刻、巡回に係る時間 
 
2.医療の継続が可能であるが支援が必要な場合の調整 
診療所（有床、無床）ごとに、「人・もの・場所・システム・ルール・時間」に関する過

不足の状況を評価して、不足部分を補充するよう調整する。 
 

3.薬剤確保の調整 
・薬剤の確保は被災地内における医療の継続に必要である。その調整は薬事コーディネータ
ー、あるいは薬剤師会を通じて行う。薬剤師会自体が薬剤を備蓄していることは稀で、卸業
者の流通経路を通じて確保される。 
・国、日本医師会等の複数の団体から push で搬入されることがある。 
・被災地にも薬剤備蓄場所の確保が必要な場合がある。 
・被災地（避難場所）直近での薬局設置が必要となる場合がある。その場合、直近に臨時の
薬局を開設するか、モバイルファーマーシーを手配する。モバイルファーマシーは台数に限
りがあり、それぞれに運用規定がある。薬局の開設には、常駐薬剤師の確保や薬品管理が課
題となる。 
・避難者に対しては、救護班による災害処方箋を用いる処方の他、地元の開業医による保険
診療としての処方も可能であり、ルールの確認が必要である。 
 
4.被災地での医療の継続に不可欠なライフラインに関する調整 

多くの場合、都道府県庁が最初の窓口となる。日常では医療従事者が関与する機会は少
ないが、医療の継続に不可欠であり、確保のための調整に関与する必要がある。 

 
（1）非常電源の確保 
a.「人」に関すること 
・医療調班員、施設担当者、燃料供給会社、国 
b.「もの」に関すること 



・非常電源装置 
・燃料の種類 
・燃料タンク容量 
・給油口の規格（様式） 
・満タン時から給油までの可動可能時間 
・燃料の供給量 
・タンクローリー 
c.「場所」に関すること 
・補充先施設 
・給油口 
・施設までの経路 
d.「システム」に関すること 
・対象地域での必要量の集計（各医療機関での必要補充量の集約） 
・燃料不足時の、患者転院搬送体制 
・定期的な補充に要する燃料の確保体制 
e.「ルール」 
・一回の給油量 
f.「時」に関するもの 
・給油可能となるまでの時間 
・給油に要する時間 
・給油日程 
 
(2) 生活用水（診療用水） 
a.「人」に関するもの 
・医療調整班からのリエゾン（水の行政担当者は健康福祉部局とは異なり、医療機関での水
の重要性に関する理解に乏しく、必要量が医療機関に行き渡らない可能性があるため）、施
設担当者、都道府県・市区町村担当者、自衛隊等 
b.「もの」に関するもの 
・備蓄タンク容量 
・給水車（規格） 
c.「場所」に関するもの 
・補充先施設、給水、施設までの経路 
d.「システム」に関するもの 
・対象地域での必要量の集計（各医療機関での必要補充量の集約） 
・給水量不足時の、患者転院搬送体制 
・定期的な補充に要する水と給水車の確保 



e.「ルール」 
・一回に給水可能な量 
f.「時」に関すること 
・給水可能となるまでの時間 
・給水時間 
・給水日程 
 
(3)トイレと手洗い 
・被災者、支援者ともに付加欠である。 
・市区町村での備蓄では不足する場合があり、NPO 等の支援を要請する。 
・イベント等で用いる屋外設置型は衛生、安全上の問題があることが多い。 
・汚物処理と衛生管理が必要である。 
 
(4) 避難所における簡易ベッド 
・健康維持、疾病予防の観点から、必要である。 
・市区町村での備蓄が進んでいるとはいえず、災害発生直後から設置することは難しく、設
置に苦慮する場合がある。 
 
VII 各拠点における留意点 
(1) 都道府県庁の保健医療（福祉）調整本部 
・都道府県全域を評価する視点が求められる 
・人的物的資源調達、外部支援の窓口となる 
・二次医療圏（保健所）、市区町村に比し、組織が大きく、意思決定までに時間を要する傾
向がある 
・幾つかの団体の調整本部も設置される 
・二次医療圏（保健所）との連絡調整、情報共有が必須となる。 
・二次医療圏（保健所）や市区町村の拠点の強化が必要となる場合、人員を派遣する必要が
ある。 
 
(2) 二次医療圏拠点（保健所）、政令指定都市の保健医療（福祉）調整本部 
・圏内の市区町村を評価する視点、政令市では区が対象地域である。 
・政令市と都道府県との情報共有が難しい。 
・圏内に政令市以外の保健所設置市が含まれる場合、都道府県の保健所との情報共有や役割
分担が難しく、加えて郡市医師会地域が保健行政区域と一致しない場合はさらに調整が複
雑になる。このため、事前打合せすることが重要である。 
 



(3) 市区町村の保健医療（福祉）調整本部（保健センター、機関病院など） 
・現場に即した具体的な対応が求められる。 
・日々の活動に関し、救護班や関係者と直接対面する。 
・連日の長時間にわたる保健医療調整会議は負担が大きいので、会議の開始と終了時刻を呈
示し、報告すべき項目も明示するのが良い。 
・被災者と救護班が直接接する場であることから、感情発露を伴う意見が出やすい。 



 

令和 3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究報告書 
 

「災害時地域包括ケアに関する研究：地域包括 BCP整備に向けて」 

 

研究分担者  小早川 義貴 （国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務局 災害医療専門職） 

 

 

研究要旨 地域包括 BCP 策定の重要性が指摘されているが、現時点で策定が完成した地

域の報告は聞かない。これまで保健所や災害拠点病院で主に機関型 BCPが策定されてき

たのは、法的根拠の整理があったためである。今後、地域包括 BCP策定するためには法

的根拠整備を進めなくてはならない。医療、保健、介護・福祉も含めた地域包括 BCP の

基本的な策定単位は二次医療圏レベルが望ましいと考えられ、地域のステークホルダー

がわがこととして参加することが重要である。特に保健所はその策定主体としての機能

が求められる。令和５年より第８次地域医療計画が実施予定であり、地域包括 BCP整備

について記載することが望まれる。 

 

 

 

Ａ．研究目的 

地域包括 BCP 機能を維持するための地域包括

BCP の整備のあり方を明らかにする 

 

Ｂ．研究方法 

・専門家、関係者へのインタビュー 

・文献等検索 

 

Ｃ．研究成果 

 ・山岸暁美氏へのインタビュー（２０２０年

１２月、福島） 

山岸暁美氏（慶應義塾公衆衛生学）は地域包括

B C P研究と実践を、主に訪問看護等の BCPか

ら始め、在宅医療提携医療機関 BCP、地域全体

の BCP（地域包括 BCP）をどうつくるか研究・

実践している。 

BCP 策定や運営を進めていくための８つのス

テップとそのツールを開発中とのことであっ

た。この８つのステップは以下であり、STEP８

では地域包括 BCP 着手が記載されている 1)。 

STEP１：プログラムの導入と組織構築 

STEP２：リスクアセスメント 

STEP３：インシデント対応（緊急対応） 

STEP４：業務影響分析 

STEP５：業務継続のための戦略 

STEP６：業務継続計画（BCP）の開発と構築 

STEP７：業務継続マネジメント 

STEP８：連携型 BCPの策定/地域包括 BCP着手 

介護サービス事業者を対象に、2021 年度から

業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、

訓練（シミュレーション）の実施等を義務づけ

となった。3年間の猶予があるが、介護の分野

でも BCP 策定が課題になった。訪問看護ステ

ーションなど向けの BCP 研修を行なっている

とのことであった。 

 西日本豪雨を経験した岡山県倉敷市で、倉

敷市連合医師会は 2020年４月 に「新型コロ

ナウイルス感染症蔓延期を想定した避難所設

営の方針に関する提案―地域包括 BCP として

の地域ステークホルダーと平時から検討して

おくべき事項」を取りまとめた。山岸氏は倉敷

市連合医師会の顧問として策定に関わった。

地域包括 BCP はまだ完成していないとのこと

であった。その他、いくつかの地域で指導的役

割を担っている。 

 

・一般社団法人ヘルスケア BCP コンソーシア

ムの事例 

２０１９年に設立され、災害時、地域全体とし

てヘルスケア（医療・介護福祉）領域が業務継

続をするための方策を検討している。２０２

０年５月に「Healthcare BCP体制の構築に寄

与する第三者評価方法の開発―超高齢社会に

おける災害医療拠点の役割―」という報告書



 

を発表した。その中で「Healthcare BCP 機能

評価（Version 2.1）調査票 評価の視点と要

素」（２０２０年５月３１日版）を提供した。 

2)これは暫定的な目的を『「災害時において地

域の福祉・医療機能を存続させる」ことを目的

として、災害拠点病院の地域諸事業およびそ

の連合体機能との連携のあり方について評価

すること。 』と設定している。大項目として

「病院としての機能存在と地域におけるリー

ダーシップ」「災害への備えとしての「医療・

介護連携」の推進促進」「地域における防災力

向上への支援」の３点をあげており、それぞれ

に中項目、小項目を設定している。調査票の中

では災害拠点病院との用語が使われているが、

もとの報告書の中では災害医療拠点との用語

を使用しており、必ずしも災害拠点病院だけ

が災害医療拠点機能を有するものでないこと

が示唆される。 

 

・愛知医科大学の事例 

 愛知医科大学災害医療研究センターは、災

害医療の教育・研究をより積極的に進め，南

海トラフ地震における犠牲者軽減することを

始め，各種災害における犠牲者を軽減し，災

害医療の発展に寄与することを目的として，

平成 26年 11月に設置された。愛知県受託事

業として令和３年度「介護施設等防災リーダ

ー養成研修」を 3月に２回（令和 4年 3月 10

日、17 日）実施した。開催は web で実施さ

れ、災害の総論として地域災害史や災害時医

療体制についての講義、各論として介護施設

等での災害時被害の対応等についての講義を

行った上で、災害時の初動、トリアージ・搬

送等について机上演習を行った。講師は愛知

医科大学災害医療研究センターの教員の他、

外部講師として、ＤＭＡＴ事務局スタッフの

他、地域の災害医療コーディネーターおよび

統括ＤＭＡＴ医師が担った。 

 受講前のアンケートでは、参加者の勤務先

等の属性は特別養護老人ホーム、介護老人保

健施設、住宅型老人ホーム、介護付有料老人

ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループ

ホーム、ケアハウス、デイサービスなど多岐

に渡った。事前アンケートに回答のあった６

３名のうち、BCP策定済みは１９名、見直し

中・策定予定との回答は４２名であった。ま

た事後アンケートでは BCPについて回答のあ

った７０名のうち、「現行策定 BCPで対応可

能」は５名、「BCPを見直す」は４４名、

「新たな BCP を策定する」は２１名であっ

た。本研修実施者の意見として、「災害拠点

病院による研修実施は地域ネットワークを作

り実施していくのが現実的な方法と思います

が、高齢者介護施設でも運用形態が多数あ

り、全面的に把握しているのが都道府県であ

ることから県単位で行っていくことが望まし

い」とのことであった。 

 

Ｄ．考察 

・用語の整理 

 本研究でも機関型 BCP、連携型 BCP、地域包

括 BCPを用いることとする３）。 

 機関型 BCP:自施設で策定する BCP 

 連携型 BCP:他訪問看護ステーション等が連

携して策定する BCP （透析、リハなどといっ

た分野別の BCP） 

・地域包括 BCPの重要性 

地域包括 BCPは前述のインタビューやコンソ

ーシアムの活動のように、近年その重要性が

指摘されている。一方で現時点で地域包括

BCP策定が終了したという報告はないように

思われる。西日本豪雨を経験した倉敷市は先

進地域と考えられるが、「新型コロナウイル

ス感染症蔓延期を想定した避難所設営の方針

に関する提案―地域包括 BCPとしての地域ス

テークホルダーと平時から検討しておくべき

事項」４）は医師会が地域の災害拠点病院と

連携し、コロナ禍での避難所運営という状況

での BCP提案である。より汎用性のある地域

全体の医療、保健、介護・福祉全体の BCPで

はない。その冒頭に「都道府県および市区町

村の関連部署、保健所、医師会 をはじめと

する各種職能団体、地域の医療・介護・福祉

機関、NPO、NGO、消防局、企業、 商工会

等、地域全体で検討する際のアジェンダとし

て、本書の活用を期待したい。 」とあるよ

うに、実際に避難所の医療提供に関わる地域

のステークホルダーが会して、特定の問題に

地域が向き合い、成果物を策定した点では大

きな意義があると思われる。 

 ・業務継続および業務継続計画の根拠 

 地域包括 BCPとしての文書が存在すること

が表面的な BCP策定であるが、最終的には地

域の関係者が平時及び有事に対話し、地域で

の業務継続を図るための調整を行える状態に

することが最終的な目標であろう。今般のコ

ロナウイルス感染症対応においては、検査の



 

提供体制整備、診療体制整備、入院病床確保

などにおいて地域の関係者（保健所、コロナ

受け入れ医療機関など）が協議し、主に「コ

ロナ患者への診療継続という観点で業務継続

を図るための取り組みがなされた。例えば、

新型コロナウイルスのいわゆる第５波（２０

２１年５月頃）において、北海道札幌市およ

び北海道では入院待機ステーションを札幌市

内へ設置し、酸素投与が必要であるがすぐに

入院ができない症例等を集積する体制をつく

った。また同時期、北海道江別保健所管内で

も入院できない患者が増えたが、医師等の確

保が難しく札幌市に設置したような入院待機

ステーションを江別保健所管内に設置でき

ず、地元在宅医療医師と外部支援者による往

診体制強化を図り、酸素やステロイド等薬剤

の投与が必要と考えられた中等症Ⅱと判断さ

れる患者の対応にあたった。これらはあらか

じめ計画があったものではなく、医療機関へ

収容できない患者が多数発生したという緊急

事態に直面し、その都度地域のステークホル

ダーで協議し、対応を進めたものである。そ

して対応の中心は地域の保健所であった。  

 コロナ禍の地域の体制確保に保健所がその

役割を果たすのは、地域保健法（第六条に

「保健所は、次に掲げる事項につき、企画、

調整、指導及びこれらに必要な事業を行

う」、十二に「エイズ、結核、性病、伝染病

その他の疾病の予防に関する事項」）や感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（いわゆる感染症法：国は感染症予

防の総合的な推進を図るための基本指針を、

また都道府県には予防計画を策定するように

求めている。）、また新型インフルエンザ等

特別措置法では国、地方公共団体の責務が記

載され政府は政府行動計画を、都道府県は政

府行動計画に基づき都道府県行動計画を、市

町村は都道府県行動計画に基づき市町村行動

計画を策定するように定めている。これらの

法的根拠があり、実際の運用面では各種通知

が出され、保健所はコロナウイルス感染症対

策で主体的役割を果たした。また新型インフ

ルエンザ対策では保健所における新型インフ

ルエンザ発生時 BCP策定ガイドラインも策定

され 5)、全国の保健所で保健所自体の BCPも

策定されている。新型インフルエンザではな

いが、新型コロナウイルス感染症対策におい

て、この BCP がどこまで有効であったかは検

証の余地がある。 

 急性期災害医療体制整備については災害対

策基本法の第１１条で中央防災会議の設置、

第３４条で防災基本計画策定、第３６条で指

定行政機関の防災業務計画策定が記載されて

いる。防災基本計画で、災害時における拠点

医療施設となる災害拠点病院等の選定、ＤＭ

ＡＴの教育研修・派遣要請、広域災害・救急

医療情報システムの活用などが記載されてい

る。厚生労働省防災業務計画では、都道府県

は医療計画等に基づき、保健所の活用等に配

慮しつつ、災害時医療体制の整備に努めると

記載がある。 災害拠点病院の業務継続計画

については、平成 29年 3月 31日付け医政局

長通知 で以下の３点が災害拠点病院指定要

件に追加され、義務化された：１．被災後、

早期に診療機能を回復できるよう、業務継続

計画の整備を行っていること。 2．整備され

た業務継続計画に基づき、被災した状況を想

定した研修及び訓練を実施すること。 3．地

域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日

本赤十字社等の医療関係団体とともに定期的

な訓練を実施すること。また、災害時に地域

の医療機関への支援を行うための体制を整え

ていること。 (要件を満たしていないものに

ついては平成 31年 3月までに整備し、又は

実施することを前提に、指定を継続すること

も可能とする。)  

 また厚生労働省防災業務計画の修正につい

て(平成 29年 7月 6日厚生労働省発科 0706

第 2号 )では、「第６ 災害時の対応マニュ

アルの策定等」において「すべての病院は、

災害時における救急患者の医療支援に備え、

災害時における指揮系統の構築方法、情報収

集・発信方法、救急患者の受け入れ方法、救

護班・災害派遣医療チーム（DMAT）等の派遣

方法を記した業務継続計画の策定に努める」

としている。ここで業務継続計画として記載

のある部分は、従来マニュアルとして記載が

あった部分である。医療機関 BCPの義務化は

現時点で災害拠点病院のみである。災害拠点

病院 BCP義務化は、指定要件の改定で対応し

ているが、主たる根拠法は災害対策基本方針

であるといえる。実際の運用面では医療法

（医療計画）の影響もある。介護事業者 BCP

も 2021 年度介護報酬改定で 3年間の猶予期

間をもって BCP義務化が図られたが、介護報

酬改定は厚生労働省令の改正で対応している

（令和３年 1月 25日、厚生労働省令第九

号）。関連する法は介護保険法、老人福祉法



 

及び社会福祉法である。BCP を策定するため

には、その根拠を与える必要があり、地域包

括 BCP策定にあっても、法的根拠の整備が必

要である。保健所、災害拠点病院、介護事業

者の機関型 BCP策定の根拠を表に示す（表） 

・地域包括 BCPをどの範囲でまとめるのか 

医療計画は都道府県単位で作られるが、医療

法改正によって地域医療構想により二次医療

圏域を基本とした構想区域で地域包括ケアシ

ステムを通じて地域における医療および介護

の総合的な確保を推進する方針となってい

る。介護保険法による都道府県介護保険事業

支援計画や市町村介護保険事業計画との整合

性も重視されている。昨年度の本研究での検

討では、医療については医療圏（保健所）単

位で策定するのが望ましく、また保健福祉分

野では市町村単位もしくはそれより小単位で

の策定が望ましいと考えられるとした。しか

し、医療、保健、福祉・介護が一体となった

地域包括 BCP を策定するとすれば、まずは二

次医療圏レベルで医療、保健、福祉が一体と

なった地域包括 BCPを策定するのが合理的で

あると考えられる。その理由は以下である。

１）市町村単位では過疎地域などにおいて、

医療、保健、介護福祉などの構成要素が平時

から脆弱な可能性があること。２）保健所、

災害拠点病院が二次医療圏には必ず存在する

こと。３）すでに各地域では地域災害医療対

策会議が設置されていること。 ４）地域医

療構想の構想区域とも整合性が取りやすいこ

と ４）広域災害時、保健医療調本部も概ね

保健所単位で設置されることが多いこと。  

・地域包括 BCPを誰がまとめるのか 

災害拠点病院や介護事業者でまとめる BCP は

機関型 BCP であり、その組織がまとめるとい

うことはわかりやすい。二次医療圏レベルで

は平時の地域医療構想や地域災害医療対策会

議などが既に設置されている。ただし、医療的

側面が大きいのでそこを基本とし、保健、介

護・福祉系も巻き込んだ形で整理していく必

要があると考えられる。 

 地域包括 BCPで対応するハザードは感染症、

自然災害などハザードの種別によらず、あら

ゆるハザードに対応できるものであるべきで

ある。そして、医療、保健、福祉・介護のあら

ゆる厚生労働省行政に関わる課題である。そ

うだとすれば、分野ごとの法体系によらない

法的根拠付けが最も合理的であるろう。これ

までの前例であれば、災害拠点病院 BCP の義

務化のように厚生労働省防災業務計画改定で

対応するのが妥当かもしれない。 

 二次医療圏で策定することになれば保健所

がその策定の音頭をとるのが一般的であろう。

ただし、全国的には公衆衛生医の不足で保健

所長の兼務もあること、今般のコロナ対応で

保健所の多くが過大な負荷を受けたことを考

えれば、地域を構成するステークホルダーが

我が事として地域包括 BCP に関与することが

求められる。 

 前述の愛知医科大学の例は、県内の介護事

業者等に基幹災害拠点病院を付属機関として

有する愛知医科大学が災害の研修を行った事

例である。医療が介護・福祉と教育・研修の面

で連携した。既に BCP 策定が進んでいる災害

拠点病院が地域のあらゆるレベル（機関型、連

携型、地域包括型）の BCP 策定において、協

力的な役割を担える可能性はある。実際、災害

拠点病院は統括 DMAT 隊員や災害医療コーデ

ィネーターを職員として有していることがほ

とんどであり、地域包括 BCP 策定においては

その人材活用も求められよう。 
・小さな BCP と大きな BCP: 
災害拠点病院や介護事業者といったそれぞれ

の組織・機関で機関型 BCP 策定が完成したと

しても、地域全体として医療、保健、介護福祉

機能の維持ができるかは不明である。簡単な

例をあげれば、ある地区で医療資源が限られ、

その資源を地域内の医療機関（A、B、C）で分

配しなくてはならない場合、分配方法は A,B,C

で均等にわける、需要に応じて分けるなどの

方法がある。小さな BCP（機関型 BCP や連携

BCP）の達成を目標にすれば、どの医療機関も

自施設の業務継続を優先し、結果、共倒れにな

る可能性がある。その場合には地域全体で機

能を維持するために特定の機関に医療資源を

集中させることもあり、地域全体での調整業

務が必要となる。そのためにも大きな BCP（地

域包括 BCP）が必要であり、主として各機関・

組織の「間（ま）」の調整が必要である。実際、

業務継続計画がない中であっても、地域では

保健所が中心となり、地域医師会や病院協議

会、各医療機関の努力等がありコロナ陽性患

者への医療提供体制の整備や医療機関間の調

整など行なえたことは、今後の地域包括 BCP策

定の参考になる事案である。 

 

・地域包括 BCP策定のスピード感 

近年、災害が多発していることや新型コロナ

ウイルス感染症対応が必要であったことを鑑



みれば、策定は早いほうがよい。第７次医療計

画（平成３０年度〜令和４年度）において、事

業継続計画(BCP)の策定については災害拠点

病院だけでなく、地域の一般病院においても

引き続き推進とされた。令和５年度よりの第

８次医療計画では、引き続き診療所等も含め

た医療全体の BCP を推進するとともに保健、

介護・福祉等機関との連携を含 

Ｅ．結論 

・医療、保健、介護・福祉分野において地域包

括 BCP の重要性が指摘されているが、地域で

完成としたという報告はない。 

・機関型BCPや連携型BCPの策定については、

事業者が BCP 策定の主体となるが、地域包括

BCP 策定では現時点で策定主体が不明である。

そのためには地域包括 BCP を策定する根拠の

整備と策定主体の決定が必要である。 

・地域包括 BCP の策定のためには、地域の医

療、保健、介護・福祉分野に関わるステークホ

ルダーが関わる必要が重要である。

・災害時のレスポンスは保健所が中心となり

地域災害医療体制を構築することを鑑みれば、

二次医療圏での地域包括 BCP 策定についても

保健所がその主体なることが妥当であると思

われる。ただし、地域のステークホルダーが我

が事として関わることが必要と考えられる。

・第８次医療計画に地域包括 BCP 策定につい

ての記述がされることが望まれる 
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BCP 根拠 ガイドライン・手引き等 ハザード
保健所BCP 新型インフルエンザ対策

行動計画(2005年12月)＜
WHO Global Influenza 
Preparedness Plan*

*平成２４年以降は、新型
インフルエンザ等対策特
別措置法施行

保健所における新型イン
フルエンザ発生時業務継
続計画（BCP）策定ガイ
ドライン 平成２１年３
月、平成 20 年度地域保健
総合推進事業 全国保健所
長会協力事業 ）

新型インフルエンザ

災害拠点病院BCP 災害拠点病院指定要件＜
厚生労働省防災業務計画
＜防災基本計画＜災害対
策基本法。医療法による
医療計画も影響。

災害拠点 病院における震
災などの大災害に備えた
業務継続計画(BCP)作成の
手引き（平成29年
3月、本間研究班）

主に地震などの広域災害

介護事業者BCP 2021年度介護報酬改定。
完全義務化は２０２４年
度から。＜厚生労働省省
令改正＞

介護施設・事業所におけ
る新型コロナウイルス感
染症発生時の業務継続ガ
イドライン、介護施設・
事業所における自然災害
発生時の業務継続ガイド
ライン

新型コロナウイルス、自
然災害



 

令和 3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究報告書 
 

「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 

 

研究分担者  海野信也 （北里大学医学部 産科学 教授） 

 

 

研究要旨 

 小児・周産期領域の災害対策における諸課題の検討を行った。 

 「周産期センター以外の分娩取扱施設(病院・有床診療所)で活用可能な BCP策定マニュ

アル」を作成した。 

 「災害時小児周産期リエゾン運用マニュアル」のモデル版を作成した。 

 災害時小児周産期リエゾン連絡協議会の活動支援を行った。 

 厚生労働省医政局 災害時小児周産期リエゾン養成研修の評価と今後の課題を検討した。 

 分娩取扱施設の医療従事者を対象とする WEBセミナーを、日本産科婦人科学会とともに企

画し、開催した。 

 本研究で検討し、開発、改善を進めてきた小児周産期領域の災害対策上必要な諸制度及

びツールは、今後さらに内容を充実させ、実災害の発生時により有効に対応可能な体制整

備につなげていく必要があると考えられた。 

 

研究協力者 
 以下のような研究協力者と研究組織によ

り研究を展開した。 
1. 井田孔明：帝京大学溝口病院小児科・

教授 
2. 伊藤友弥：あいち小児保健医療総合

センター 救急科 医長 
3. 伊藤隆一：日本小児科医会・副会長 
4. 井本寛子：日本看護協会・常任理事 
5. 大木茂：聖隷浜松病院・総合周産期

母子医療センター長 
6. 清水直樹：聖マリアンナ医科大学小

児科・教授 
7. 菅原準一：東北大学東北メディカル・

メガバンク機構・教授 
8. 鈴木真：旭中央病院 
9. 津田尚武：久留米大学医学部産科婦

人科学・講師 
10. 中井章人：日本医科大学多摩長山病

院・院長 
11. 中村友彦：長野県立こども病院・院

長 
12. 並木由美江：全国保育園保健師看護

師連絡会 
13. 西ヶ谷順子：杏林大学医学部産科婦

人科・講師 
14. 服部響子：北里大学医学部産婦人科 
15. 平川英司：長崎みなとメディカルセ

ンター・新生児内科主任医長 
16. 岬美穂：国立病院機構 DMAT 事務局 
17. 吉田穂波：神奈川県立保健福祉大学・

教授 
18. 米倉竹夫：近畿大学奈良病院・小児

外科学・教授 



 

19. 和田和子：大阪母子医療センター・

新生児科主任部長 
20. 和田雅樹：東京女子医科大学新生児

科・教授 
21. 渡邊理史：高知大学医学部産科婦人

科学 
 

Ａ．研究目的 

本研究では、先行研究を踏まえて、小児周

産期領域の災害医療の専門家に研究協力者

として協力を依頼し、災害時の周産期・小児

医療提供体制における諸課題を総合的に検

討することを目的として研究を進めた。 
 
Ｂ．研究方法：本分担研究では、以下の 4 グ

ループに分かれて検討を行っており、今年

度は以下のような研究活動を展開した。（研

究の分担を「研究組織」として表に示した。） 
 Group A: 「実災害」検討グループ 

 「周産期センター以外の分娩取扱施

設（病院・有床診療所）で活用可能な

BCP 策定マニュアルの作成：周産期

センター以外の病院・診療所に産科・

周産期医療機関における BCP につ

いては、先行研究である平成 28 年度

～平成 30 年度「首都直下型地震・南

海トラフ地震等の大規模災害時に医

療チームが効果的、効率的に活動す

るための今後の災害医療体制のあり

方に関する研究」分担研究課題「周

産期・小児医療提供体制に関する研

究」において周産期センターの BCP
策定モデルが示されているが、周産

期センター以外の分娩取扱施設で活

用可能なBCP策定マニュアルは開発

されていない。本研究では、「周産期

センター以外の分娩取扱施設（病院・

有床診療所）で活用可能なBCP策定

マニュアル作成に関する研究」を行っ

た。 
 
 Group B: 「リエゾン活動」検討グループ 

 活動 1：モデル「災害時小児周産期リ

エゾン運用マニュアル」の策定：既に

多くの災害において災害時小児周産

期リエゾンが活動している。大規模災

害を経験し、災害対策に取り組んだ

結果、結果的に災害対策の先進地域

となっている都道府県においては、リ

エゾン活動を円滑に展開するための

マニュアル作りが進められつつある。

しかし、全国的にみればその数は限

定されていると考えられる。そこで本

研究では、これからリエゾン活動マニ

ュアルの策定に取り組む地域の参考

としてもらうことを目的として、宮城県

のマニュアルをもとにした「災害時小

児周産期リエゾン活動マニュアル」の

モデルの作成を行った。 
 活動 2：災害時小児周産期リエゾン連

絡協議会の活動支援に関する検討：

災害時小児周産期リエゾンは都道府

県ごとに組織される制度となっている

が、実際の活動に際しては、広域の

連携体制を構築し、活発な情報交換

を行う必要がある。その意味で各地

域のリエゾンの都道府県を横断する

安定的な連携を確保するための方策

として本研究では災害時小児周産期

リエゾン連絡協議会の活動を積極的

に支援してきており、今年度も継続し

て支援をおこなった。 
 

 Group C: 「リエゾン養成研修」検討グル

ープ 
 令和 3 年度厚生労働省の「災害時小

児周産期リエゾン養成研修」につい

て、評価及び改善策の検討を行った。 
 

 Group Ⅾ: 「情報システム」検討グループ 
 日本産科婦人科学会大規模災害対

策情報システム（PEACE）の活用法

に関する WEB セミナーの開催：先行

研究によって小児領域にまで機能が

拡張された PEACE の活用を促すた

めに、分娩取扱施設の医療従事者を



 

主な対象とする日本産科婦人科学会

と共催で、WEB セミナーを開催した。 
 

Ｃ．研究成果 

 Group A: 「実災害」検討グループ 
 「周産期センター以外の分娩取扱施

設（病院・有床診療所）で活用可能な

BCP 策定マニュアルの作成：別添 1：
Group A 研究課題「周産期センター

以外の分娩取扱施設(病院・有床診

療所)で活用可能な BCP 策定マニュ

アル作成に関する研究」報告書参照。 
 

 Group B: 「リエゾン活動」検討グループ 
 活動 1：モデル「災害時小児周産期リ

エゾン運用マニュアル」の策定： 別
添 2「〇〇県災害時小児周産期リエゾ

ン運用マニュアル」に示すような運用

マニュアルを作成した。 
 活動 2：災害時小児周産期リエゾン連

絡協議会の活動支援に関する検討：  
 新型コロナウイルス感染症流行

に対しては、都道府県ごとに任

命された災害時小児周産期リエ

ゾン（以下、リエゾン）が、2020 年

度から継続して患者搬送や医療

提供体制の構築のための支援

活動に参加した。また、災害時

小児周産期リエゾン連絡協議会

として、厚生労働省や日本小児

科学会から発布された新型コロ

ナウイルス感染症に関する共有

すべき情報を、会員メーリングリ

ストを用いて周知した。 
 2021 年 5 月 28 日に災害時小児

周産期リエゾン連絡協議会の幹

事会が WEB 開催され、総会の

開催と形式について話し合われ

た。その結果、総会を年１回開催

することとし、内容は、日本産科

婦人科学会と日本小児科学会か

らの報告と、決められたテーマに

関する災害時小児周産期リエゾ

ン活動報告の２部構成で行うこと

が決議された。 
 2021 年 8 月 22 日に災害時小児

周産期リエゾン連絡協議会の総

会が WEB 開催された（事前登

録者数 197 名）。日本産科婦人

科学会と日本小児科学会から災

害時の PEACE 掲示板の利用促

進について情報提供があり、ま

た、新型コロナウイルス感染症対

策をテーマとして、神奈川県、千

葉県、福岡県、熊本県からリエゾ

ンによる活動報告が行われた。 
 今後も災害時小児周産期リエゾ

ン連絡協議会として、平時や災

害時の全国のリエゾンの活動内

容の情報を共有し、全国的な横

の連携体制を構築することが重

要である。そのためには会員数

を増やし、平時には災害時小児

周産期リエゾン連絡協議会の会

員メーリングリストの有効活用が、

災害時には PEACE 掲示板の利

用促進が重要と考えられた。 
 

 Group C: 「リエゾン養成研修」検討グル

ープ 
 厚生労働省医政局の災害時小児周

産期リエゾン養成研修は、2016 年度

より開始され、6 年間継続して実施さ

れてきた。その結果、表に示すように

修了者数は 1000 名を超えるところま

で増加した。 
 令和３年度 厚生労働省医政局 災



 

害時小児周産期リエゾン養成研修に

講師及びオブザーバーとして参加し、

受講生アンケートの分析を行い、これ

らの情報を総合して課題を整理し、別

添 3「令和３年度 厚生労働省医政局 

災害時小児周産期リエゾン養成研修 

報告書」を作成した。 
 

 Group Ⅾ: 「情報システム」検討グループ：

日本産科婦人科学会大規模災害対策情

報システム（PEACE）の活用法に関する

WEB セミナーの開催： 
 WEB セミナー開催の理由：PEACE

には全分娩取扱医療機関が事前登

録されており、大規模災害発生時に

は各施設が自施設の被災情報、応需

情報を入力することで、学会等の災

害対策本部や災害時小児周産期リエ

ゾンとの情報共有とそれに基づいた

適切な支援の展開が可能となる。こ

れまでの災害発生時の各施設の対

応の検証から、周産期母子医療セン

ター等の比較的大規模施設と比較し

て、産科診療所等の小規模分娩取扱

施設の入力率が低いことが懸念材料

となっていた。データ入力のための

PEACE へのアクセスに際しては、日

本産科婦人科学会及び日本周産期

新生児医学会の会員は各学会の会

員専用サイトからアクセスする仕組み

となっていたが、各施設の助産師・看

護師等の非学会員の医療従事者は

アクセスができず、データ入力・更新

ができないという課題があった。この

課題に対応するため、日本産科婦人

科学会 2020 年 5 月に全分娩取扱医

療機関に個別の施設 ID 及びパスワ

ードを付与し、各施設からのアクセス

しやすさの改善を図った。本件につ

いては、学会だけでなく、分娩取扱医

療機関の医療従事者に広く周知する

必要性が指摘され、本研究班と日本

産科婦人科学会の共催による WEB
セミナーの開催が決定した。2020 年

度中の開催を目指して調整が行われ

たが、COVID-19 の感染拡大等のた

め日程調整に時間がかかり、結果的

に 2021 年度の開催となった。 
 WEB セミナーの企画内容（別添 4-1

参照）：  
 タイトル：「大規模災害発生時に、

被災地域の分娩取扱い施設で 
行うべき こと」 

 配信期間：2021 年 5 月 17 日～6
月 30 日 

 受講対象者：全国の分娩取扱い

施設に勤務する医師・看護スタッ

フ・事務スタッフ 
 講演内容： 

 「分娩取扱い施設における

災害時の初動と平時から取

り組むべき災害対策」岬 美
穂 先生 （国立病院機構本

部 DMAT 事務局） 
 「PEACE を用いた災害時の

情報共有について」津田 
尚武 先生 （日本産科婦人

科学会 災害対策・復興委

員会 委員、久留米大学産

婦人科） 
 視聴方法：日本産科婦人科学会

ホームページにて公開 
 WEB セミナーの結果（別添 4-2 

「2021 年度 WEB セミナー受講者数

報告」参照）： 
 予定した配信期間中の総視聴数



 

は 2962 件となった。 
 配信終了後も視聴希望が強かっ

たため、2021 年 10 月以降再配

信を継続しており、再配信後の

視聴数は 2022 年 3 月末時点で

761 件となっている

（https://www.jsog.or.jp/modules/
disaster/index.php?content_id=6）
。  

Ｄ．考察 

 本研究では、小児・周産期医療領域の災

害対策について総合的に推進するという

立場で様々な課題に取り組んできた。 

 2021年度は新型コロナウイルス感染症の

世界的流行が 2年目を迎え、わが国では

第 4 波（アルファ株）、第 5波（デルタ

株）、第 6波（オミクロン株）と大きな感染

拡大が反復した。都道府県はそれぞれの

事情を抱えながら体制の強化を迫られて

きた。2020年度末の時点で、10県におい

て小児周産期領域の感染者の入院調整

システムに災害時小児周産期リエゾンが

参画しており、行政レベルでのリエゾンの

認知は確実に進んできていると考えられ

る。 

 今年度、「周産期センター以外の分娩取

扱施設(病院・有床診療所)で活用可能な

BCP 策定マニュアル」の作成に取り組み、

その第一版を作成することができた。小規

模施設にとって、災害対応能力を高める

ための施設インフラの整備には限界があ

り、ライフラインの途絶とともに診療機能が

著しく制限されることを覚悟する必要があ

る。その一方で人的資源の課題もあり、災

害対策に専門的に取り組むことも難しい。

しかしそうした施設でも分娩を取り扱って

いる場合は、多くの地域の妊産婦が通院

しており、なんらかのかたちで医療サービ

スの提供が可能な体制を、事前に準備す

る必要がある。今回策定された小規模分

娩取扱施設を対象とした BCP策定マニュ

アルを、今後の啓発、研修、訓練といった

現場での体制整備のための活動の際に

活用することで、各分娩取扱施設の災害

対応能力の向上につながっていくことが

期待できると考えられた。 

 今回、宮城県の同意を得た上で宮城県の

災害時小児周産期リエゾン運用マニュア

ルを元にして、「災害時小児周産期リエゾ

ン運用マニュアル」のモデル版の作成を

行った。今後リエゾン運用マニュアルの策

定あるいは改定を行う都道府県におい

て、検討の叩き台あるいは参考資料として

活用していただくことを想定している。こう

したマニュアルは、今後の実災害及び訓

練の際に再評価を行い、より実用性の高

いものに更新していく必要があると考えら

れた。 

 災害時小児周産期リエゾン連絡協議会は

都道府県の枠を超えたリエゾンの横の連

携を維持・強化することを目的に、本研究

班の働きかけに関係学会・団体の災害対

策関係者が呼応した形で 2019 年度に発

足し、2020年度、2021年度に WEB 総会を

開催してきた。その MLは新型コロナウイ

ルスの感染爆発時を含む実災害時の情

報交換にも活用されており、今後の小児

周産期領域の災害対策活動の中核的存

在として機能することが期待できる状況に

なっている。今後は、リエゾン間での情報

交換・共有をさらに促進することにより、災

害対策への取組の底上げに寄与すること

も必要と考えられる。 

 厚生労働省医政局 災害時小児周産期リ

エゾン養成研修修了者は 1000 名を超

え、リエゾンがチームを形成して各都道府

県での活動を展開可能な段階に入ってき

ている。それとともに、研修修了者及び各

地のリエゾンを対象とした技能維持・向上

のための研修等の必要性が認識されてき

ており、今後、具体的な研修内容につい

て検討を進める必要があると考えられた。 

 2020 年度、2021 年度と 2 年間続けてリエ

ゾン養成研修は WEB 開催となったが、そ

の経験から、WEB 研修の利点と欠点が明

らかになってきた。WEB 研修で講義がオ



 

ンデマンド配信される場合、受講者は自

分の業務・生活の都合にあわせた視聴が

可能であり、必要な場合は反復して視聴し

て理解を深めることができるというメリットが

ある。しかし、講師受講者間、あるいは受

講者間での討論、協議が必要な場合は、

WEB 研修に対する慣れの要素も関わっ

ているものの、対面型の研修と比較する

と、かける時間の割には不完全燃焼に終

わることが多くなる傾向がある。今後、新型

コロナウイルス感染症の流行が沈静化し

た段階では、このような利点を生かし欠点

を補うような研修形式に改善を進めていく

ことが望ましいと考えられた。 

 分娩取扱施設の医療従事者を対象とする

WEBセミナーを、日本産科婦人科学会とと

もに企画し、開催した。セミナーは誰でも

自由に受講が可能であり、PEACEにアクセ

スする際の入口となっている画面から入る

ことができる。今回、本研究班としては新

たな取組として行ったものだが、幸いにも

多くの受講者に視聴してもらうことができ

た。災害対策は専門家の数が多くないこと

もあり、小規模施設での研修機会は非常

に限定されていると考えられる。今回は、

PEACEへのアクセス方法の拡大というシス

テム改修の啓発を主目的として企画した

が、今後は、BCPの作成、地域連携の方

法等を含めたより系統的な研修のパッケ

ージを開発し、今回と同様の方法で WEB

セミナーとして公開することで、全国の小

規模施設での研修素材として広く活用し

てもらうということも可能と考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 小児・周産期領域の災害対策における諸

課題の検討を行った。 

 「周産期センター以外の分娩取扱施設

(病院・有床診療所)で活用可能な BCP 策

定マニュアル」を作成した。 

 「災害時小児周産期リエゾン運用マニュア

ル」のモデル版を作成した。 

 災害時小児周産期リエゾン連絡協議会の

活動支援を行った。 

 厚生労働省医政局 災害時小児周産期リ

エゾン養成研修の評価と今後課題を検討

した。 

 分娩取扱施設の医療従事者を対象とする

WEB セミナーを、日本産科婦人科学会とと

もに企画し、開催した。 

 本研究で検討し、開発、改善を進めてきた

小児周産期領域の災害対策上必要な諸

制度及びツールは、今後さらに内容を充

実させ、実災害の発生時により有効に対

応可能な体制整備につなげていく必要が

あると考えられた。 

 
Ｆ．健康危険情報 
なし。 

 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 
1) Katsuta T, Shimizu N, Okada K, Tanaka-Taya K, 

Nakano T, Kamiya H, Amo K, Ishiwada N, Iwata S, 
Oshiro M, Okabe N, Kira R, Korematsu S, Suga S, 
Tsugawa T, Nishimura N, Hishiki H, Fujioka M, 
Hosoya M, Mizuno Y, Mine M, Miyairi I, Miyazaki C, 
Morioka I, Morishima T, Yoshikawa T, Wada T, Azuma 
H, Kusuhara K, Ouchi K, Saitoh A, Moriuchi H. The 
clinical characteristics of pediatric coronavirus disease 
2019 in 2020 in Japan. Pediatr Int. 2021 Jul;7:10.1111. 

2) Wong JJM, Abbas Q, Chuah SL, Malisie RF, Pon KM, 
Katsuta T, Dang H, Lee PC, Jayashree M, Sultana R, 
Maha Q, Gan CS, Shimizu N, Xu F, Tang SF, Shi L, 
Lee JH, Thoon KC, Yung CF; PACCOVRA 
Investigators of the PACCMAN Research Group. 
Comparative Analysis of Pediatric COVID-19 
Infection in Southeast Asia, South Asia, Japan, and 
China. Am J Trop Med Hyg. 2021 Jun 15;105(2):413-
20. 

3) 黒澤寛史、青景聡之、池山貴也、賀来典之、川崎 

達也、小泉沢、齊藤修、居石崇志、竹内宗之、武

田充人、西村奈穂、清水直樹、志馬伸朗、西田修、

多屋馨子、神谷元、天羽清子、大城誠、勝田友博、

菅秀、津川毅、西村直子、菱木はるか、藤岡雅司、

細矢光亮、水野由美、吉川哲史、和田泰三、尾内 

一信、齋藤昭彦、森内浩幸 日本小児科学会予防

接種・感染症対策委員会および日本集中治療医学

会小児集中治療委員会 日本小児集中治療連絡

協議会 COVID-19 ワーキンググループ活動報告



 

第２報、日本小児科学会雑誌、2021;125(3) 521-527. 
4) 中井章人．【ポストコロナ】コロナ禍における産

婦人科診療．東京産婦人科医会誌 54 号 Page41-
43(2021.08) 

5) Yonekura T, Okawada M, Yamataka A: Nuclear 
Disasters. In Puri P (ed): Pediatric Surgery, Springer, 
Berlin, pp 813-819, 2021 

6) 米倉竹夫：災害医療と小児外科 小児外科 53: 
26-30, 2021 

7) 平川英司 地域周産期搬送の問題点 小児外科 

vol.53 No.7 723-726 2021 July 
8) 島秀樹、古田繁行、米倉竹夫：大災害時の小児周

産期医療支援 小児外科 53: 762-764, 2021 
9) 米倉竹夫：東日本大震災における小児外科医の役

割 小児外科 53: 1204-1211, 2021 
10) 吉田 穂波．SOS と言える力ー「受援力」を高め

ることから始まるレジリエンス．Mother and Child 
Wellbeing Around the World. 90:2-7. 2021 

11) 吉田 穂波．新型コロナウィルス感染症の影響に

よる乳幼児健診率及びワクチン接種の現状．微研

ジャーナル．44（1）:3-16．2021 
12) 吉田穂波．新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）流行による女性の健康への影響．微研ジャー

ナル．44（3）:12-23. 2021 
13) 吉田 穂波. 産後の女性の心と身体. チャイルド

ヘルス. 24(3): 175-178．2021 
14) 吉田穂波．新型コロナウイルス感染症の重症化リ

スクの高い人々への対策（母子保健）．神奈川県

公衆衛生学会誌．66:42-47．2021 
15) 吉田穂波．受援力のススメ．家族と健康．803:3．

2021 
16) 岬美穂、和田雅樹、海野信也 監修 小児・周産

期医療現場の災害対策テキスト. メディカ出版, 
大阪, 2021, 
1. 小井土雄一、岬美穂 総論：日本の災害医

療体制 p14-21 
2. 伊藤友弥 総論：災害時小児周産期リエゾ

ンとは p39-32 
3. 津田尚武 総論：PEACE（日本産科婦人科

学会大規模災害対策情報システム）の活用 
p57-69 

4. 鈴木真 院内での初動：産科病棟ではこう

動く p92-98 
5. 和田雅樹 . 院内での初動：新生児科病棟

（NICU/GCU/病児室）ではこう動く！p99-
106.  

6. 伊藤友弥 社会福祉施設（小児関係）では

こう動く！ P113-119 
7. 伊藤友弥 院内での初動：医療的ケア児の

支援 p141-146 

8. 中井章人 新興感染症に対する妊婦の対応 

p151-154 
9. 伊藤友弥・渡邊理史 特殊災害と CBRNE

災害 p155-159 
10. 伊藤友弥 医療救護所での子どもの対応 

p160-162 
11. 岬美穂 災害時における子どもの安全管

理・保護 p169-171 
12. 菅原準一 亜急性期に必要な対応 妊産婦

への必要な支援 p185-190 
13. 和田雅樹. 亜急性期に必要な対応 退院後

の新生児, 褥婦に必要な支援. p191-194.  
14. 和田雅樹. 亜急性期に必要な対応 育児支

援（母乳育児支援, 子育て支援, 健診や予防

接種促進など）. p195-200.  
15. 吉田穂波 妊産婦・乳幼児向け福祉避難所

の必要性、設置する際に配慮すべき点 

p201-212 
16. 岬美穂 子どもの健康被害の予防 p229-

230 
17. 伊藤友弥 復旧、復興に向けた地域の医療

機関のネットワーク作り p231-235 
18. 服部響子 平時からの備え 産科病棟で

は？ P240-244 
19. 和田雅樹. 平時からの備え NICU では？ 

p252-257. 
20. 渡邊理史 平時からの備え 産科クリニッ

クでは？ P267-270 
21. 岬美穂 平時からの備え 小児科クリニッ

クでは？ P277-278 
22. 伊藤友弥 平時からの備え 社会福祉医施

設（小児関係では） p279-282 
23. 吉田穂波・岬美穂 災害対策に関する一般

の方々への啓発、学習の場作り、必要な患

者教育 p292-301 
24. 岬美穂 病院における災害訓練の組み立て

方 p302-303 
25. 鈴木真 過去の災害事例から学ぶ 令和元

年台風災害 p315-316） 

2．学会発表 
1） 井田孔明 日本における災害時の医療支援 第

124 回日本小児科学会学術集会教育講演 京都 

2021 年 4 月 
2） 清水 直樹 コロナ新時代の卒前・卒後医学教育を

考える  第 124 回日本小児科学会学術集会 , 
2021.4 

3） 清水 直樹 COVID-19 重症例（小児多系統炎症

性症候群含む）〜その治療法は？ 第 124 回日本

小児科学会学術集会, 2021.4 



 

4） 海野信也 災害対策・復興委員会企画 「新型コロ

ナウイルス感染症を踏まえた災害対応」 小児周産

期領域の災害対策の現状 第 73 回日本産科婦人

科学会学術講演会 2021 年 4 月 24 日：新潟 
5） 米倉竹夫、山内勝治、高間勇一、梅田 聡、木村

浩基：小児救急と小児外科 第 34 回日本小児救

急医学会学術集会, 2021/6/19, 奈良 
6） 平川英司 小児救急における搬送医療、遠隔医療 

第 58 回日本小児外科学術集会、第 11 回小児救急

セミナー＠横浜 2021 年 4 月 29 日 
7） 平川英司 災害急性期の NICU と BCP 自助から

共助、-熊本地震での新生児ヘリ搬送-  首 都 圏

新生児成育セミナー＠Web 開催 2021 年 8 月 
8） 平川英司 「周産期現場」と「周産期搬送」の連

携 九州新生児成育セミナー（九州）＠鹿児島 

2021 年 10 月 27 日 
9） 川村 太一、吉田穂波、山田佳乃.新型コロナウイル

ス感染症の第三波における神奈川県の入院患者の

特性について．第 80 回日本公衆衛生学会総会．口

演 2021 年 12 月 21 日 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
   
1. 特許取得 
なし。 
2. 実用新案登録 
なし。 
 
3.その他 
特になし
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令和 3年度 
「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究課題「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 
研究分担者：海野信也 

Group A研究課題 

「周産期センター以外の分娩取扱施設(病院・有床診療所)で活用可能な 

BCP策定マニュアル作成に関する研究」 

報告書 

研究協力者  渡邊理史（ 高知大学産科婦人科助教 ） 

 

 

研究要旨 

【目的】災害拠点病院とより支援が遅くなる可能性が高い分娩取扱病院・産科有床診療

所において、災害の混乱の中でも復旧に向けて少しでも優先業務を実行できるようにす

ることが重要となる。そのためには「BCP（Business Continuity Plan＝事業継続計

画）」の作成が重要となる。【方法】分娩取扱病院・有床診療所における BCP 作成支援の

マニュアルと作成支援ツールを作成し、実用可能なマニュアルおよびツールか検討す

る。【結果】BCP作成支援ツールとして「BCPマニュアル」、「BCPチェックリスト」、「BCP

タイムテーブル」を作成した。【結論】BCP作成支援のマニュアルとツールを作成を活用

し、分娩取扱病院・産科有床診療所における BCP作成が拡がり、災害の混乱の中でも復

旧に向けて少しでも優先業務を実行できることを期待する。 

 

Ａ．研究目的 

東日本大震災の発災後，多くの分娩取扱

病院・有床診療所では、分娩取り扱いを再

開することができなかった（Sugawara 

2016）。自施設の被害が大きい場合、災害

拠点病院とより支援が遅くなる可能性が高

い分娩取扱病院・有床診療所では、すべて

の機能を被災直後から完全に復旧させるこ

とは困難である。災害の混乱の中において

も，復旧に向けて一つでも多くの優先業務

を実行できるようにすることが重要とな

る。そのためにはあらかじめ検討した方策

をまとめる必要である。その目標をまとめ

たものが「BCP（Business Continuity 

Plan＝事業継続計画）」となる。しかし、

BCP を作成するにはかなりの労力を要す

る。そこで、分娩取扱病院・有床診療所に

おける BCP作成支援のマニュアルと作成支

援ツールを作成し、作成したマニュアルと

ツールが実用可能なものか検討することを

目的とする。 

 

 

Ｂ．研究方法 

分娩取扱病院・産科有床診療所における

BCP 作成支援のマニュアルと作成支援ツー

ルを作成し、実用可能なマニュアルおよび

ツールか検討する。 

 

Ｃ．研究成果 

BCP マニュアルを構成する BCP 作成支援

ツールとして「BCP文書イメージ」（資料

1）、「BCPチェックリスト」（資料 2）、「BCP

タイムテーブル」（資料３）を作成した。

BCP 作成に関しては各都道府県に作成手順

のマニュアルはあるが、分娩取り扱い施設

に特化したものはない。静岡県「病院にお

ける事業継続計画（BCP）策定の手引き」

と高知県「医療機関災害対策指針」を参照

に BCP 文書イメージ、BCP チェックリス

ト、BCPタイムテーブルをそれぞれ作成し

た。これらを活用することで、各施設にと

って自施設の BCPを円滑に作成することが

可能となるが期待される。 
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今後、この支援ツールを活用し、高知県

にある産婦人科有床診療所で BCP作成に取

りかかる予定となっている。 

 

Ｄ．考察 

東日本大震災では、産科病院が分娩のみ

ならず、災害拠点病院の入院期間短縮目的

で帝王切開後の患者を受け入れるなどでき

るだけ多くの妊婦を受け入れた。しかし、

分娩取扱病院・有床診療所の大半は分娩取

り扱いを再開することができなかった

（Sugawara 2016）。産後、入院期間が短縮

となった褥婦の多くは育児指導を受けられ

ず、不安を抱えたまま避難生活を過ごすこ

ととなる。大規模災害後、施設が分娩再開

には至らなくとも、妊婦健診や妊娠中の相

談・産後ケア等の提供ができるように再開

できるだけでも、不安を抱えた妊産婦にと

っては大きな支えとなると考える。そのた

め、分娩取扱病院・産科有床診療所や助産

院においては BCPを作成し、発災後混乱の

中においても優先事項を決めておくことは

重要となってくると考える。 

さらに大規模災害においては、災害拠点

病院で分娩や帝王切開を行い、産後・術後

の患者を分娩取扱有床診療所や助産院に移

送して産後ケアを行うという地域内で役割

分担するプランも必要と考える。そのた

め、産科有床診療所や助産院において分娩

取扱再開ができなくとも、セミオープンシ

ステムとして妊婦健診や産後ケアの提供が

早期にできるようになることは意義のある

ことと考えている。 

 

Ｅ．結論 

BCP 作成支援のマニュアルとツールを作

成した。今後これを基に、分娩取り扱い産

科有床診療所における BCP作成が拡がるこ

とを期待する。 

 

Ｆ．健康危険情報 
 なし 

 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 

 なし 

2．学会発表 

 なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
1. 特許取得 
 なし 
 
2. 実用新案登録 
 なし 
  
3.その他 
 

I．参考文献 

厚生労働省「病院におけるＢＣＰの考え方

に基づいた災害対策マニュアルについて」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06Seisakuj 

ouhou10800000Iseikyoku/0000089048.pdf 

 

Sugawara, J., Hoshia. T., Sato, K., 

Tokunaga, H., Nishigori, H., Arai, T., 

Okamura, K., & Yaegashi, N. (2016) 

Impact of the Great East Japan 

Earthquake on Regional Obstetrical 

Care in Miyagi Prefecture. Prehosp 

Disaster Med., 31, 255-288. 

 

静岡県「病院における事業継続計画

（BCP）策定の手引き」

http://www2.pref.shizuoka.jp/all/sinse

i.nsf/04.html/6D903B5C74672603492583AF

000F4AF1（最終閲覧 2022年 3月 12日） 

 

高知県「医療機関災害対策指針」

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/1

31601/saigaitaisakusisin.html（最終閲

覧 2022年 3月 12日） 
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資料 1  BCP 文書イメージ 
 
 
 

 

   ○○医院（クリニック） 

 事業継続計画（ＢＣＰ） 
 

○年○月制定 

○年○月改定（第○版） 
 

 

ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム） 

https://www.wds.emis.go.jp/ 

機関コード  

パスワード  
 

 

PEACE（日本産科婦人科学会大規模災害対策情報システム） 
http://www.jsog.or.jp/modules/disaster/index.php?content_id=1 

機関コード  

パスワード  
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院長の挨拶や事業継続計画（ＢＣＰ）の社会的要請、病院の地域に

おける役割などについて記載する。

例えば、以下のような内容について言及する。

医療機関におけるＢＣＰの基本方針としては、「救護活動によって

一人でも多くの命を救う」ことが挙げられることが多いですが、経営

理念等を踏まえて自院の災害対策・ＢＣＰにおいて大切にしたい事

項を方針として設定します。

例えば、「役職員及びその家族の命や雇用を守る」や、「とりわけ、

災害時要援護者に対する配慮を大事にする」等の方針を掲げている

事例があります。
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第１章： 基本方針・策定体制 

  災害時における病院事業の中心は、病院機能を維持した上で、被災患者を含めた患者の診

療であり、それらは、発災直後からの初動期、急性期、その後の亜急性期、慢性期へと変化す

る災害のフェーズに対して、切れ目なく可及的円滑に行われ、病院の被災状況、地域における

病院の特性、地域でのニーズの変化に耐え得るものでなければならない。 

このために、病院機能の損失をできるだけ少なくし、診療機能の立ち上げ、回復を早急に行

い、継続的に被災患者の診療にあたれるような、事前対策や災害時における組織体制並びに対

応方法等の具体的な実行計画を定めたものを「事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity 

Plan）」という。 

 

  １ 基本方針 

   当院の事業継続計画（以下、「ＢＣＰ」という。）の基本方針は、以下のとおりとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 策定体制 

 

当院においては、ＢＣＰの策定推進及び継続的な見直しを図るため、平常時から実施すべき

事前対策等を検討し実行するための組織として、院内災害対策委員会の下部組織としてＢＣ

Ｐ策定推進部会（○○推進委員会など）を設置する。本部会では、職員に対する研修・訓練の

検討のほか、医療機関を取り巻く社会情勢や院内の状況変化への対応等を踏まえ、継続的にＢ

 

○ 人命救助を最大限優先する。 

 

○ 患者・傷病者・職員の人命を守る。 

 

○ 大規模災害時においても、診療機能を継続し医療を提供する。 

 

○ 災害拠点病院（救護病院、○○病院）として、地域の医療提供の核となる。 

 
○ 上記の使命を果たすため、平常時から研修・訓練を行う。  など 

例えば、病院の規模や特性、地域における役割などの視点に立ち、

病院として果たすべきことについて、事業継続する上での基本とな

る方針を立てる。 
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ＣＰの内容を見直し、ブラッシュアップを図っていくものとする。 

  

 

 

  （１）ＢＣＰ策定推進部会の構成 

   役割 所属・氏名 備考 

責任者 院長  

委員 所属□□・氏名○○○○ 

所属□□・氏名○○○○ 

所属□□・氏名○○○○ 

 

     ※ 必要に応じて、ワーキンググループについても記載する。 

 

  （２）ＢＣＰ策定推進部会の活動内容（例） 

    ・ＢＣＰの策定・運用・見直し等の方針の決定 

研修及び訓練の計画・管理  など 

・院内の事業継続への取組み状況の把握（活動報告会の実施等） 

 

 

 

 

  

必要に応じて、本部会の

構成要員、役割等を明文

化する。 
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第２章： 災害に対する備えの現状 

 

  １ 参集可能な職員数見込み 

 

（発災想定：平日日中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発災想定：休日夜間） 

※ 休 日 夜

間は、オ ン コ ー

ル の 人 数 に つ

い て も 把 握 す

る と よ い で し

ょう。 

 

 

 

 

 

  ２ 施設・設

備 等 の 現

状 

（１）建物 

棟名 建築年 階数 主な用途 耐震化 備考 

本館 ○年 〇階 外来、救急、病棟 ○(免震)  

別館 ○年 〇階 病棟 ○(耐震)  

設計事業者名、連絡先 ○○○○設計、電話：□□□－□□□－□□□□ 

施工事業者名、連絡先 ○○○○建設、電話：□□□－□□□－□□□□ 

 

（２）代替診療スペース等 

区分 平常時 

発災当日 発災後

２日目

以降 

発災後 

１時間 

発災後 

３時間 

発災後 

６時間 
発災後 
12時間 

合計人数 名   名 名 名 名 名 

  名   名 名 名 名 名 

内

訳 

医師 名 名 名 名 名 名 

助産師 名 名 名 名 名 名 

看護師 名 名 名 名 名 名 

コメディカル 名 名 名 名 名 名 

事務員 名 名 名 名 名 名 

栄養管理室 名 名 名 名 名 名 

その他職員 名 名 名 名 名 名 

区分 平常時 

発災当日 発災後

２日目

以降 

発災後 

１時間 

発災後 

３時間 

発災後 

６時間 
発災後 
12時間 

合計人数 名   名 名 名 名 名 

  名   名 名 名 名 名 

内

訳 

医師 名 名 名 名 名 名 

助産師 名 名 名 名 名 名 

看護師 名 名 名 名 名 名 

コメディカル 名 名 名 名 名 名 

事務員 名 名 名 名 名 名 

栄養管理室 名 名 名 名 名 名 

その他職員 名 名 名 名 名 名 
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区分 設置場所 収容想定人数 備考 

外来患者待機スペース 廊下の転用 ○人  

応援派遣チームの待機スペース ○○会議室の転用 ○人  

職員の仮眠スペース □□会議室の転用 ○人  

    

    

    

 

（３）エレベーター機 

設置場所 台数 自動停止機能の有無 保守事業者名、連絡先 

本館 ○台 有／無 ○○○○、□□□－□□□－□□□□ 

   

（４）設備、什器等の転倒防止策 

区分 内容 備考 

設備・什器等の固定状況 検査機器は未対応 

カルテ庫は対応済 

医薬品庫は対応済 

医療材料庫は未対応 

 

ガラス飛散防止等の対応状況 飛散防止窓  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ ライフラインの現状 

 （１）電気 

区分 内容 備考 

契約事業者名 ○○○○  

受電形態 高圧受電  

受電設備の耐震化の有無 有  

受電設備の保守委託事業者名、連絡先 ○○○○、□□□－□□□－□□□□  

自

家

発

電

設

備 

設備の有無 有  

設置場所 〇館○階○○室  

発電量（定格出力） ○ｋＶＡ（平常時の○％/日程度）  

連続接続稼動時間 最大備蓄量で○時間  

備蓄燃料（種類、 ℓ、 日分） Ａ重油、○ℓ、３日分  

燃料の優先供給契約の有無 有  

実際の写真を掲載するとより分かりやすいものになります。 
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保守事業者名、連絡先 ○○○○、□□□－□□□－□□□□  

 ※ 自家発電設備による電力供給箇所（赤コンセント等）を図面等で把握しておきましょう。 

（２）ガス 

区分 内容 備考 

契約事業者名 ○○○○  

医

療

ガ

ス 

液体酸素タンク・配管等の耐震化の有無 液体酸素タンク有、配管無  

酸素ボンベの備蓄（ ℓ、 本） ○ℓ、○本  

酸素ボンベの優先供給契約の有無 有  

保守事業者名、連絡先 ○○○○、□□□－□□□－□□□□  

そ

の

他 

配管等の耐震化の有無 無  

形式 ＬＰガス  

ＬＰガスボンベの備蓄（ ℓ、 本） ○ℓ、○本  

保守事業者名、連絡先 ○○○○、□□□－□□□－□□□□  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）上水道 

区分 内容 備考 

契約事業者名 ○○市  

受

水

槽 

容量（  ㎥、 日分） ○㎥、３日分  

設置場所 〇館屋上  

耐震化の有無 有  

保守事業者名、連絡先 ○○○○、□□□－□□□－□□□□  

井

水 

設備の有無 有  

１日あたりの最大供給量（ ℓ） ○ℓ（平常時の○％/日程度）  

保守事業者名、連絡先 ○○○○、□□□－□□□－□□□□  

（４）下水道 

区分 内容 備考 

下

水

設

備 

契約事業者名 ○○○○  

配管等の耐震化の有無 無  

保守事業者名、連絡先 ○○○○、□□□－□□□－□□□□  

簡易トイレの備蓄の有無 有（○台、○人分）  
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（５）通信 

区分 内容 備考 

音

声

通

話 

電話契約事業者名 ○○○○  

交換台の非常用電源接続の有無 有  

災害時優先電話の有無 有  

防災行政無線の有無 有  

衛星携帯電話の有無 有（○台）  

ＭＣＡ無線の有無 無  

トランシーバーの有無 有  

院内ＰＨＳの有無 有  

保守事業者名、連絡先   

 防災行政無線 ○○市、□□□－□□□－□□□□  

その他 ○○○○、□□□－□□□－□□□□  

ﾃ ﾞ

ｰ ﾀ

通

信 

データ通信契約事業者名 ○○○○  

ルーターの非常用電源接続の有無 有  

衛星インターネット回線の有無 有  

保守事業者名、連絡先 ○○○○、□□□－□□□－□□□□  

 

（６）サーバー 

設置場所 
非常電源 

接続の有無 

転倒防止策 

の有無 
稼動システム 保守事業者名、連絡先 

〇館□階 

サーバー室 
有 有 

電子カルテ、 

○○○○ 

○○○○ 

□□□－□□□－□□□□ 

〇館□階 

外来 有 有 検査システム 
○○○○ 

□□□－□□□－□□□□ 
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４ 備蓄の現状 

（１）医薬品 

品名 規格 備蓄量 保管場所 取扱事業者名 

○○○○ ○○ ○箱(○錠入) 〇館１階薬剤倉庫 ○○○○ 

□□□□ □□    

     

     

 

（２）医療材料 

品名 規格 備蓄量 保管場所 取扱事業者名 

○○○○ ○○ ○箱(○本入) 本館１階医療材料倉庫 ○○○○ 

□□□□ □□    

     

     

 

 （３）備蓄食糧 

品名 規格 備蓄量 保管場所 備考 

患

者

用 

アルファ米 ○ｇ/ﾊﾟｯｸ ○箱（○食分入り/箱） 東館１階倉庫  

乾パン ○ｇ/缶 ○箱（○缶分入り/箱） 東館１階倉庫  

特別食 △△ △△ 東館１階倉庫 ｱﾚﾙｷﾞｰ食 

職

員

用 

ﾚﾄﾙﾄ食品  ○名分×３食分×３日分   

  ○名分×３食分×３日分   

  ○名分×３食分×３日分   

そ

の

他 

ﾐﾈﾗﾙｳｵー ﾀー  ○ℓ入りﾍ゚ ｯﾄﾎ゙ ﾄﾙ ○箱（○本入り/箱） 東館１階倉庫  

ｽﾅｯｸ菓子 ○ｇ/袋 ○箱（○袋入り/箱） 東館１階倉庫  

     

 

 （４）その他の備蓄品 

品名 規格 備蓄量 保管場所 備考 

毛布 縦○cm×横○cm ○箱（○枚入り/箱） 本館１階倉庫  

○○○○     

〇〇〇〇     

     

 

 

 

医薬品や医療材料は種類が多いため、別に一覧を作成とするとよ

いでしょう。 
また、緊急薬剤と使用目的別などで整理するとよいです。 



11 
 

第３章： 被害想定 

 

○○県「巨大地震による被害想定の概要による震度分布・津波浸水予測の概要及び○○

市地域防災計画に基づき、当院の事業継続計画（ＢＣＰ）における被害を想定する。 

 

  【○○県被害想定】 

県内の死者及び傷病者数が最大となる、「レベル２ 〇〇巨大地震 

＜陸側、ケース④、人的・物的被害：予知なし・冬・深夜＞」を採用する。 

   （地震被害想定の前提条件） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節・時間帯 想定される被害の特徴 

冬・深夜 
・多くが自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生する危険性が

高く、また津波からの避難が遅れることにもなる。 

区分 内容 死者及び傷病者数 

レベル

２ 

発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚大な被

害をもたらす、最大クラスの地震・津波 
（〇〇県内全体） 

・死 者 数  約    人 

・負傷者数 約    人 

（〇〇市管内等） 

・死 者 数  約    人 

・負傷者数 約     人 

○○市の想定 

震度 ・ほぼ全域で震度６ 

津波・浸水 
・海岸部を中心に最大 10m 

・長期浸水の恐れあり 

液状化 ・南部中心に液状化の恐れ 

ここでは例として、県内の死者及び傷病者数が最大となるケー

スを例示しています。 

例えば、各県の被害想定のうち、所在市町の人的被害が最大となる

想定とし、時間帯はあえて外来診療や手術等が行われる日中とする

など、他の類似したケースにおいても比較的応用可能なものとする

とよいでしょう。 

該当県や該当市町のハザードマップを添付する 
震度、津波、液状化  
※市町のハザードマ

ップなどを活用し

てもよいでしょう。 
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 【院内の被害状況の想定】 

区分 院内状況の想定 備考 

施設の倒壊、または

倒壊の恐れ 

倒壊の恐れはないが、ガラス等の

破損や天井の落下が想定される 

診療機能を有する施設

は耐震化済み 

 

本

館 

入 院 病 棟 無  

外 来 無 

分 娩 室 無 

手 術 室 無 

そ の 他 ブロック塀：一部損壊の恐れ 

 あり 

ライフライン・サプライ状況   

 電気の使用状況 停電に伴う自家発電機による供給 

※自家発電機が１階に設置され

ており、周辺の被害想定から浸

水の懸念あり 

３日分の備蓄燃料 

（Ａ重油）有 

水道の使用状況 断水に伴う受水槽による供給 ３日分の備蓄有、井戸設

備を保有、給水協定有 

医療ガスの使用状況 配管損傷に伴う備蓄（酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ）

による供給 

３日分の備蓄有 

食糧の備蓄状況 ３日分の備蓄（食糧・飲用水）に

よる対応 

患者用（一般食・特別

食[治療食]）、職員用等 

医薬品の使用状

況 

３日分の備蓄による対応 

（○○医薬品の不足が懸念される） 

医薬品リスト 

医療機関の機能 院内状況の想定 備考 

 手術の可否 可  

分娩の可否 停電や断水に伴う影響が懸念さ

れる 

 

患者数の状況   

 発災後の受入患 重症 名、中等症 名、 軽症 名  
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者数（想定） （又は 重傷者○名、軽傷者○名） 

在院患者数 重症 名、中等症 名、 軽症 名  

実働病床数    床  

今後、転院搬送が必要な患者数  在院患者数を基に試算 

 重症度別患者数 重症 名、中等症 名  

その他の担架搬送／

護送(要介助)者数 

担送： 名 

護送： 名 
 

外来受付状況・受付時間   

 
外来受付状況 

震度○以上の場合、外来受付を一

時中止（一部制限）する 

中止基準等による 

外来受付時間 時間帯：○時～○時  

その他特記事項 

（記載例） 

当院は津波浸水域に立地しており、発災当初（○日間）

は備蓄による対応、あるいは病院避難を含めた対応を念頭

に置く必要がある。 
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 第４章： 災害時優先業務 

 

   被害想定に基づき、当院における事業継続計画（ＢＣＰ）の優先業務については、 

概要表のとおりとする。 
 

 

中項目
行動計画

No.
小項目 必要度 主担（例） 直後～３０分 30分～１時間 １～３時間 ３～６時間 当日中 ２日目 ３日～1週間

1 職員安否確認 ○ 全職種 →

2 分娩中の患者の確認 ○ 看護部 →

3 手術患者の確認 ○ 看護部 →

4 一般入院患者の確認 ○ 看護部 → →

5 外来患者の確認 ○ 看護部・事務職 → →

6 建物被害状況確認・緊急保全 ○ 全職種 → →

7
インフラ被害状況（電気・ガス・水
道）確認・緊急保全（自家発電装置
切り替え含む）

○ 全職種 → →

8 エレベーター状況確認 ○ 全職種 → →

9 通信手段の状況確認・緊急保全 ○ 全職種 → →

10
医療設備・資材状況確認及び緊急保
全

○ 全職種 → →

11 危険物箇所状況確認 ○ 全職種 → →

12 システム（ＰＣ・サーバー）確認 ○ 全職種 → →

13 震度・津波情報の確認 ○ 全職種 →

14 緊急館内放送 ○ 全職種 →

15
院内避難場所の確認
（津波の場合は屋上を考慮）

必要時 全職種 →

16 介助の必要な方の搬送 必要時 全職種 →

17 避難誘導 必要時 全職種 →

18 火災消火活動 必要時 全職種 → →

19 閉じ込め者の救出 必要時 全職種 → →

20 医療ガスの状況確認 ○ 全職種 →

21 医薬品の状況確認 ○ 全職種 →

22 レントゲンの状況確認 ○ 全職種 →

23 血液検査機器の状況確認 ○ 全職種 →

24 電子カルテ・ＩＴシステムの確認 ○ 全職種 →

25 中断できない診療・治療の継続 ○ 全職種 → → → → → → →

26 分娩中の患者の治療継続 ○ 全職種 → → → → → → →

27 手術中患者の治療継続 全職種 → → → → → → →

28 対策本部要員召集 ○ 災害対策本部 →

29 本部拠点設営 ○ 災害対策本部 →

30
対応方針決定（拠点よりの退避及び
患者搬送の有無、対応可能な医療）

○ 災害対策本部 →

発生直後

避難（必要な場合）

大項目

消火・救出

院内の状況把握

発災～１時間

診療提供能力の把握

継続治療の状況把握

体制構築

実施対象
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大項目

中項目
行動計画

No.
小項目 主担 直後～３０分 30分～１時間 １～３時間 ３～６時間 当日中 ２日目 ３日～1週間

体制整備 31 緊急医療対応人員の召集 可能であれば 全職種 → →

32 ＥＭＩＳ・PEACEへの入力 ○ 事務職 → → → → → →

33 県・市町村等への状況連絡・連携 ○ 事務職 → → → → → →

34
被害拡大防止（飛散物の撤去）等
危険箇所への侵入防止措置

○ 全職種 → →

35 危険物撤去避難路確保 ○ 全職種 → →

36
自家発電装置の稼動代替通信手段
の稼動

○ 事務職 → → → → →

37
上水設備の稼動（給水対応含む）
下水設備の稼動

○ 事務職 → → → → →

38 ガス設備の稼動 ○ 事務職 → → → → →

39
代替空調（石油ストーブ等）の稼
動

○ 事務職 → → → → →

40
システム稼動・システム停止時の
代替手段

○ 事務職 → → → → →

41 （紙カルテ、処方箋）の構築 ○ 事務職 → → → → →

42 エレベーターの復旧 ○ 事務職 → → → → →

43 仮設・簡易トイレの設置 ○ 事務職 → → → → →

44 カルテ検索 ○ 事務職 → → → →

45 外来受診者名簿作成 ○ 事務職 → → → →

46 診療活動記録 ○ 全職種 → → → →

47 災害対応カルテの準備 必要時 医師・看護職 → → → → →

48 入院中患者の治療優先の検討 必要時 医師・看護職 → → → → →

49 入院患者の搬送必要者の検討 必要時 医師・看護職 → → → → →

発生直後

安全確保

外部連携体制
の整備

医事

１時間～６時間
ライフライン
維持・復旧

緊急医療

実施対象

大項目

中項目
行動計画

No.
小項目 主担（例） 直後～３０分

30分～１時
間

１～３時間 ３～６時間 当日中 ２日目 ３日～1週間

症状安定化のための治療 63 妊婦・新生児へのケア ○ 看護職 → → →

64 応援の要請の検討 ○ 全職種 → → → → →

65 応援医療チームの受入れ ○ 全職種 → → → → →

66
搬送先との調整（搬送手段はリエゾン
へ連絡）

○ 医師・看護師 → → → → →

67 救急車者等の緊急車両の動線の確保 ○ 医師・看護師 → → → → →

68 非番者の安否確認・召集 ○ 事務職 → → →

69 仮眠スペース・毛布等の寝具の検討 ○ 事務職 → → →

70 勤務ローテーションの検討 ○ 看護職・事務職 → → →

71 備蓄品の配布の検討 ○ 栄養部 → → →

72 患者給食の再開可能か検討 ○ 栄養部 → → →

73 職員の食料の確保と配布

74 炊き出し対応 ○ 栄養部 → → →

75 避難所への誘導 ○ 事務職 → → →

76 備蓄品の配布（移動困難な場合） ○ 事務職 → → →

77 毛布の配布（移動困難な場合） ○ 事務職 → → →

翌日以降 急を要する外来診療の再開 78 診察が必要な患者の対応 ○ 全職種 → →

実施対象 発生直後

応援要請・受入れ

６時間～当日中

搬送（リエゾンの連携）

避難者・帰宅困難者対応

食事

勤務基盤確保
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大項目

中項目 行動計画No. 小項目 必要性 主担 直後～３０分 30分～１時間 １～３時間 ３～６時間 当日中 ２日目 ３日～1週間

50 自家発電燃料の在庫確認・調達手段確保 事務職 → → → → →

51 緊急食料・飲料水在庫確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → →

52 医療機器の状況確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → →

53 診療材料の状況確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → → →

54 各種医薬品の在庫確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → → →

55 医療用ガスの状況確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → → →

56 血液検査 ○ 看護職 → → → → →

57 検尿一般検査 ○ 看護職 → → → →

58 血液ガス測定 ○ 看護職 → → → → →

59 心電図検査 ○ 看護職 → → → → →

60 滅菌準備 ○ 看護職 → → → → →

61 滅菌（不可能な場合はディスポーザル製品使用） ○ 看護職 → → → → →

62 滅菌材用やディスポーザブル製品の在庫確認 ○ 看護職 → → → → →

調達

検査部門：医
療基盤維持の
ための業務

１時間～６時間

実施対象 発生直後

中央材料部
門： 医療基
盤維持のため
の業務
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第５章： 行動計画（アクションカード） 

   災害時優先業務の概要表を踏まえ、以下に具体的な行動計画を記載する。 

 

事業継続計画（ＢＣＰ）に基づいた行動計画〈例：その１〉 
行 動 計 画 Ｎ ｏ １～３ 

業 務 名 

大 項 目 Ⅰ 指揮統制 

中項目  １ 院内体制の構築（災害対策本部の設置運営） 

小 項 目 （１）～（３）本部要員の参集・本部設営・対応方針の決定 

 

方 針 災害対策本部を速やかに設置し、災害時におけるＣＳＣＡの確立を図る。 

目 標 時 間 本部設置：発災後１時間以内 

具体的な役割と活

動 内 容 

・医療機関全体としての意思決定（診療継続、避難、その他）と指揮命令 

・県又は市町災害対策本部、消防、警察など防災関連機関との連絡・調整 

・院内各部門の連絡・調整  

・被害状況の収集（院内、院外周辺、被災地全般）、把握、と伝達 

・職員の参集状況の把握   ・入院患者の転送の決定 

・臨時病室、遺体安置所などの設置   ・応援要員の配分決定 

・患者、職員、応援要員の勤務ローテーションの決定 

・応援要員の休憩所、仮眠室等の確保 

・職員、応援要員等の食事など後方支援 

・患者以外の来院者の受付・対応、ボランティア、マスコミ等への対応  など 

担 当 部 門 災害対策本部（本部要員） 

責 任 者 災害対策本部長（院長） ※状況により副院長等が代行 

必 要 人 員 

＜医療機関の規模等に応じて、各班の種類や担当者の数は異なる＞ 

・事務総合班（事務部門の総括・調整） ○名 

・施設・設備管理班（施設設備の被災チェック、管理、ライフライン停止への対応） ○名 

・情報班（災害時情報の収集） ○名 

・患者データ整理班（受入れ患者、入院患者の所在確認） ○名 

・患者転送手続き班（患者転送庶務） ○名 

・医薬品調達班（医薬品の在庫管理と調達、破損薬品の処理） ○名 

・食糧・日用品調達班（食糧など一般物資の管理と調達） ○名 

・給食班（院内給食） ○名 

・応援医師等受入れ班（応援の医師、看護師受入れ） ○名 

・ボランティア受入れ班（ボランティアの受入れ） ○名 

・マスコミ対応班（マスコミ取材対応、広報） ○名 

・行政連絡班（県、市町災対本部、消防、警察等との調整） ○名 

・受付・トリアージ班（赤・黄・緑エリア） ○名 

・院内搬送班  ・遺体安置班  ・入院対応班   など 

活 動 場 所 ○○講堂  ※○○会議室を代替場所に確保 

活動する上で必要

な 情 報 

・参集可能な職員の状況 

・院内及び周辺の被害状況  など 

活動する上で必要

な 物 品 

・テレビ、ラジオ、パソコン、プリンター 

・院内見取り図、災害対策本部レイアウト図、ホワイトボード、ライティングシート 

・院内ＰＨＳ、トランシーバー、電話機（発信・受信専用：災害時優先電話がよい） 

・ＦＡＸ（受信用、発信用を区別して複数あるとよい） 

・インターネット（衛星回線）、衛星携帯電話、防災行政無線 

・コピー機、情報掲示その他のための用紙、筆記用具  など 

・その他、「災害時に準備しておくべき文書・書類（例）」のとおり 

課 題 
・夜間等における職員の安否確認方法 

・非常用通信手段の整備  など 
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事業継続計画（ＢＣＰ）に基づいた行動計画〈例：その２〉 
行 動 計 画 Ｎ ｏ ３５ 

業 務 名 

大項目 Ⅲ 情報収集・伝達 ／ 状況評価 

中項目  ３ 診療機能の状況把握 

小項目 （３）レントゲン・ＣＴ等の検査機器の状況確認 

 

方 針 診療機能に係る設備等の稼動（被害）状況について把握する。 

目 標 時 間 発災後１～２時間以内 

具体的な役割と

活 動 内 容 

・レントゲン、ＣＴなど検査機器の破損状況の確認 

（検査機器の写真・設置場所の院内平面図などを添付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 門 看護部門、検査部門等 

責 任 者 看護師長等  ※状況により○○が代行 

必 要 人 員 

・各病棟看護師 ○名 

・検査技師 ○名 

・設備担当 ○名  など 

活 動 場 所 各病棟  など 

活動する上で必

要 な 情 報 
「チェックリスト例」を参照 

活動する上で必

要 な 物 品 
院内ＰＨＳ、伝令  など 

課 題 院内訓練の実施  など 

○チェックリスト例 

医療機器名 設置場所 使用の可否 具体的な破損状況 

ＣＴ 検査室Ａ   

レントゲン 検査室Ｂ   

    

※設置場所ごとなどにより、適宜、内訳を記載する。 

  

○○検査室内 
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事業継続計画（ＢＣＰ）に基づいた行動計画〈例：その３〉 
行 動 計 画 Ｎ ｏ ３８ 

業 務 名 

大項目 Ⅲ 情報収集・伝達 ／ 状況評価 

中項目 ４ ライフライン等の確保 

小項目 （１） 自家発電機の燃料確保 

 

方 針 自家発電機の燃料ついて供給体制を確保する。 

目 標 時 間 

・被災状況の確認は、発災後１～２時間以内 

・支援要請は随時 

（災害拠点病院は３日分程度の備蓄を見越して、発災後２日目以降など） 

具体的な役割と

活 動 内 容 

・燃料タンクの破損状況等の確認 

・タンクローリーの車両進入路、停車位置の安全確認 

・関係事業者（重油等の取扱事業者）からの調達 

・行政への支援要請  など 

担 当 部 門 事務部門等 

責 任 者 事務部長等  ※状況により○○が代行 

必 要 人 員 総務担当 ○名  など 

活 動 場 所 総務課  など 

活動する上で必

要 な 情 報 
「自家発電設備に係る燃料確認票（例）」を参照 

活動する上で必

要 な 物 品 
院内ＰＨＳ、伝令  など 

課 題 関係事業者（重油等の取扱事業者）が参加する院内訓練の実施  など 
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事業継続計画（ＢＣＰ）に基づいた行動計画〈例：その４〉 
行 動 計 画 Ｎ ｏ ４３ 

業 務 名 

大項目 Ⅲ 情報収集・伝達 ／ 状況評価 

中項目 ４ ライフライン等の確保 

小項目 （６） 医薬品等の確保 

 

方 針 不足する医薬品、医療資器材について必要な供給体制を確保する。 

目 標 時 間 

・被災状況の確認は、発災後１～２時間以内 

・支援要請は随時 

（災害拠点病院は３日分程度の備蓄を見越して、発災後２日目以降など） 

具体的な役割と

活 動 内 容 

・備蓄医薬品、医療資器材の状況確認 

・不足する医薬品、医療資器材の状況確認 

・備蓄倉庫からの運び出し 

・各病棟、診療エリアへの必要医薬品の供給 

・関係事業者（医薬品等の取扱事業者）からの調達 

・行政への支援要請  など 

担 当 部 門 薬剤部門、事務部門等 

責 任 者 薬剤課長等  ※状況により○○が代行 

必 要 人 員 
・薬剤師 ○名 

・総務担当 ○名  など 

活 動 場 所 薬剤部、総務課  など 

活動する上で必

要 な 情 報 
「備蓄医薬品一覧例」、「取扱事業者連絡先一覧例」、「行政連絡先一覧例」を参照 

活動する上で必

要 な 物 品 
院内ＰＨＳ、伝令  など 

課 題 関係事業者（医薬品等の取扱事業者）が参加する院内訓練の実施  など 

 

 

○備蓄医薬品一覧例 

医薬品名 保管場所 規格・単位 数量 取扱事業者名 

医薬品○○ 薬剤倉庫Ａ ○ｍＬ ○箱（□本入り） ○○ 

医薬品□□ 薬剤倉庫Ｂ □枚入り □箱 □□ 

△△     

     

     

※注射薬、内服薬、外用薬などの種別等により、適宜、内訳を記載する。 

 

○取扱事業者連絡先一覧例 

区分 取扱事業者名 担当者名 

平常時の連絡先 

（固定電話、携帯電話等） 

災害時の非常用連絡先 

（衛星携帯電話等） 

医薬品○○ ○○ ○○ □□□－○○○－△△△△ 

０９０－○○○－△△△△ 

医療資器材□□ □□ □□  

 

※契約先ごと等により、適宜、内訳を記載する。 

※連絡先については、平常時と災害時の連絡先やメールアドレス等を把握しておくとよいでし

ょう。 
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○行政連絡先 

〇〇県（都道府）災害時周産期マニュアル P ～ P を参照 
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第６章： 事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく研修・訓練の取組 

 

   当院では、災害対策委員会及びＢＣＰ策定推進部会を中心として、役職や業務 

内容に応じた研修・訓練を計画的に実施することで、事業継続計画（ＢＣＰ）を 

職員に正しく理解させるとともに、研修・訓練の実施結果などを踏まえ、より実 

効性のある事業継続計画（ＢＣＰ）に向けて改善を図っていく。 

 

   具体的には、以下の内容を基本として、適宜、研修・訓練を企画する。 

 

   （研修） 

区分 内容 実施時期 

新任職員向け

研 修 

新任職員を対象に、事業継続計画（ＢＣＰ）の

役割など基礎知識の習得を目指して行う研修 
年度当初 

部門別・階層別

研 修 

部門別あるいは階層別ごとに行い、それぞれの

役割や横の連携のあり方についてグループ討

議なども交えて行う研修 

上半期 

全体セミナー 

院外からの先進の専門家講師による講義・実習

により、事業継続計画（ＢＣＰ）に係る最新の

知識習得などを図る 

下半期 

 

   （訓練） 

区分 内容 実施時期 

計画・手順確認訓練 

（ウォークスルー訓練） 

手順書の読み合わせや現場確認等によ

り、リスクの把握や取るべき行動・手順

について確認を行う訓練（部署別で実

施） 

年度当初 

机 上 訓 練 

（ 図 上 演 習 ） 

実際に災害が発生したことを想定し、判

断力の養成等を目的にシナリオに基づ

いて行う訓練（病院全体で実施） 

上半期 

実 働 訓 練 

実際に災害が発生したことを想定し、シ

ナリオに基づき、実際に避難誘導、トリ

アージエリアの設置や模擬患者の搬送

調整、ロジスティクス活動に係る支援要

請など、必要に応じて、外部の関係機関

とも連携して行う総合的な訓練 

下半期 
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第７章： 事業継続計画（ＢＣＰ）の見直しの取組 

 

   災害時にも医療を継続するためには、日頃から本計画を管理・運用する事業継 

続マネジメント（ＢＣＭ：Business Continuity Management）を推進していく必 

要がある。 

当院は、災害対策委員会及びＢＣＰ策定推進部会を中心に、以下のＰＤＣＡサ 

イクルを通じて、本計画の継続的な改善に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 本計画の改定経緯 

    年 月 日制定 

    年 月 日改定 

 

  

第８章： 参考資料 

 

    

 

 

 

 

 

 

・ 各部門の災害対応マニュアル 

・ 帳票類（関係機関の連絡先一覧等） 

・ 各種記録・報告用紙 

 

などを添付 

 

① 計画の策定（ＰＬＡＮ） 

   本計画で定めた災害時優先業務を確実に遂行するため、各部門は、必 

  要に応じて、個別の災害対応マニュアルを整備する。 

   また、災害対策委員会及びＢＣＰ策定推進部会を中心に、本計画のほ

か、各マニュアルを横断的に取りまとめ、内容を把握し管理する。 

 

② 研修と訓練（ＤＯ） 

  職員全員が災害時に的確な対応がとれるように、本計画の趣旨に基づ

き、災害対策委員会及びＢＣＰ策定推進部会を中心に、継続的かつ計画的

に研修・訓練を実施する。 

 

③ 点検と検証（ＣＨＥＣＫ） 

    本計画の適切な運用を実現するため、研修・訓練や実災害における教 

訓等を通じて点検や検証を行う。災害対策委員会及びＢＣＰ策定推進部 

会は、年１回以上、研修・訓練の実施状況や課題等に対する対応状況を 

確認し、改善策について検討する。 

 

④ 見直し（ＡＣＴＩＯＮ） 

上記③の結果のほか、社会情勢の変化（周辺人口の大幅な増加、行政機関

による被害想定の見直し等）や病院機能の変化（病院の建替えや改修、設

備の増強等）などを踏まえて、現行の事業継続計画（ＢＣＰ）の実効性に

ついて検討し、必要に応じて、見直しを行う。 
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資料 2 BCP チェックリスト 

 

1）文書マニュアル 

 

 
  

大項目 中項目 必要レベル 本文中ページ

□
災害対応マニュアルの策定や定期的な見直し、事前対策の推進を行うための協議・意思決定の場
（災害対策委員会等）を設置する。

レベル２ P

□
災害対応マニュアルの策定や定期的な見直し、事前対策の推進を行うための院内横断的な実務者会
合（ワーキンググループ等）を設置する。

レベル2 P

□ 災害対策本部の設置基準、設置場所を定める。 レベル２ P

□ 災害対策本部の構成メンバー、組織体制、各班の役割を整備する。 レベル２ P

□ 災害対策本部のレイアウト、必要備品を明確化しておく。 レベル２ P

□ 初期に収集すべき情報のチェックリストを作成する。 レベル１ P

□
院内の被害を確認するためのチェックリストを作成する（出火懸念場所等、危険物所在箇所も含
む）。

レベル２
P

□ 夜間や休日の職員の参集ルール、災害対応マニュアルを定める。 レベル２ P

□ 災害時の指揮命令系統を定める。 レベル１ P

□ 管理者不在の場合の代行ルールを定める。 レベル１ P

P

P

□ 院内の現状（建物の状況、固定対策の状況、備蓄状況）を把握し、院内の被害の想定を行う。 レベル１ P

□ 医療機関から退避する場合の避難場所（敷地内も含む）を定める。 レベル１ P

□
医療機関の機能が失われた場合の、入院患者の避難先を検討する（入院移送先は災害時小児周産期
リエゾンと検討する）

レベル１
P

□ 建物の安全性を確認したうえで、浸水深以上の階の院内一時避難場所を定める。 レベル１ P

□ 患者の移送方法を定め、搬送のための手段を確保する。 レベル２ P

□
エレベーター停止時の患者や物品の搬送方法を定め、手段を確保する（介助の必要な患者を含
む）。

レベル１ P

□ 緊急地震速報対応システムを導入する。 レベル３ P

□ 災害時に実施しなければならない業務を特定する。 レベル２ P

□ 想定される被害に応じて、災害時に実施しなければならない業務の実施手順を定める。 レベル２ P

□
院内の現状に応じて、災害時に実施しなければならない業務の確実な遂行のために必要な事前対策
を明確化し、推進する。

レベル２ P

□
治療優先順位（トリアージ）のための手順書を作成する。また搬送順位のための手順書を作成す
る。

レベル２ P

□ 高知県災害時周産期マニュアルについて適宜確認し、EMIS、PEACEの入力方法を確認する。 レベル２ P

□ 保健医療調整本部内の災害時小児周産期リエゾンとの連絡方法、連絡手段について確認する。 レベル２ P

□ 災害時に連絡する機関の連絡先を一覧化する。 レベル２ P

□
災害時の対応について、周辺の地域組織やライフライン担当者と協議や交流を行う機会や場等を設
ける。

レベル２ P

□ 食料・水・医薬品等(粉・液体ミルク、紙おむつ、哺乳瓶等の洗浄液)の優先供給協定を実施する。 レベル２ P

□
外部委託業者（物品供給業者・清掃・給食・洗濯業務委託業者等）の災害時の連絡先を整備すると
共に、当該事業者に対して災害時にも継続を要請する業務を明示し、その内容等の確認を行う。

レベル２ P

チェック欄小項目

業務

文書・マニュアル

外部連携 外部連携

マネジメント
体制

レベル１

避難・搬送

災害対策本部

指揮命令系統

被害想定

□
県の被害想定等(高知県災害時周産期マニュアル)を参考に医療機関の受ける被害の想定を行う（地
震動、津波、浸水、ライフラインの状況等）。
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2）建物・非構造物 

 

 
 

  

大項目 中項目 チェック欄 小項目 実施レベル 本文中のページ

□ 主要建物の耐震診断を実施する。 レベル１ P

□ 主要建物の耐震補強を実施する（あるいは、新耐震基準を満たすよう対応する）。 レベル２ P

□ 管理棟も含めた耐震補強を実施する（あるいは、新耐震基準を満たすよう対応する）。 レベル３ P

□ 建物の免震化、制震化を実施する。 レベル３ P

□ 手術室の耐震性と設備機器の落下・倒壊の危険性について確認する。 レベル２ P

□ 分娩室の耐震性と設備機器の落下・倒壊の危険性について確認する。 レベル２ P

□ スプリンクラーや防火扉、火災報知器の位置確認、防火扉、消火栓、消火器の使用方法を確認する。 レベル1 P

□ ベッドやワゴン類はキャスターをロックする。 レベル１ P

□ エキスパンション部分、天井、内壁、渡り廊下等の非構造材部分の耐震診断・補強を実施する。 レベル１ P

□ 壁やカーテンは防火素材を使用しているか、飛散防止ガラスを使用しているか確認する。 レベル１ P

□ 外壁や塀、看板の崩壊崩落の危険性を確認する レベル1 P

□ 点滴台など患者の身体につながるラインが出ている機器は、地震によって患者と離れてしまわない工夫をする。 レベル１ P

□ 重要器機、保育器、輸液ポンプは非常用電源に接続されているか確認する。 レベル１ P

□ トリアージ、臨時処置のためのスペースの確保ができる。 レベル３ P

□ 屋外診療のためのスペースを確保できる。 レベル３ P

□ 危険物の所在箇所、火災発生の懸念のある場所を特定する。 レベル１ P

□ 帰宅困難者・避難者の待機スペースを定めておくことができる。 レベル２ P

□ 重要書類は津波・倒壊等の影響のない場所に保管する。 レベル２ P

P

スペース確保等

建物 耐震診断・補強

□
書類棚や医療機器、診察台は十分な強度のある壁や床に固定具で留める、又は粘着マットやバンド、キャスターロック、アン
カーボルト等による固定を実施する。

非構造物 レベル１

設備・什器の固定
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3）ライフライン 

 

 
  

大項目 中項目 チェック欄 小項目 必要レベル 本文中のページ

□ 自家発電装置を倒壊等の影響のない場所に設置する。 レベル３ P

□ 浸水深以上の階に自家発電装置を設置する。 レベル２ P

□ 浸水深以上の階に受電設備を設置する。 レベル３ P

□ 受電設備の耐震化を実施する。 レベル３ P

□ 自家発電装置の燃料を少なくとも３日分を目安に確保する。 レベル１ P

□ 自家発電装置のメンテナンス、起動訓練を定期的に実施する。 レベル１ P

□ 自家発電装置の燃料の供給元の連絡先（電話番号やメールアドレス）がわかる。 レベル２ P

□ 自家発電装置で患者の生命に関わる機器への電源供給を可能である。 レベル１ P

□ 自家発電装置でシステム、ネットワーク、井戸設備、受水槽も含めたへの電源供給を可能である。 レベル２ P

□ 自家発電装置の発電容量を平時の６割以上確保する。 レベル２ P

□ ガスや石油によるコンロやストーブ等、停電時にも使用できる代替熱源を確保している。 レベル３ P

□ 適切な容量の受水槽を保有する。 レベル２ P

□ 受水槽の耐震化を実施する。 レベル２ P

□ 停電時にも使用可能な井戸設備を設置する。 レベル３ P

□ 配管設備の緊急時の操作方法（受水槽への直接注入の方法等）を確認する。 レベル３ P

□ 院内配管の耐震化を行う。 レベル２ P

□ 下水設備の耐震化を行う。 レベル２ P

□ トイレ処理のために井戸水の利用が可能なような準備をしておく。 レベル３ P

□ 簡易トイレ、仮設トイレを備蓄しておく。 レベル１ P

□ ガス設備の耐震化を実施する。 レベル３ P

□ 浸水深以上の階にガス設備を設置する。 レベル３ P

□ ガス供給停止時の代替燃料、代替手段を確保している。 レベル２ P

□ プロパンバス、仮設ボンベによる暫定供給が可能なように供給業者等と協議を行う。 レベル３ P

□ 災害時優先電話を設置する。 レベル１ P

□ 衛星電話を設置する。 レベル３ P

□ トランシーバーを設置する。 レベル３ P

□ 災害時でも使用可能なインターネットを設置する。 レベル１ P

□ ＭＣＡ無線・アマチュア無線を設置する。 レベル３ P

□ ルーター・電話交換機等は非常電源接続とし、停電環境下でも使用可能なようにしておく。 レベル１ P

□ 浸水深以上の階のルーター・電話交換機等を設置する。 レベル２ P

□ 設置した非常用通信手段が使用可能であるかどうか定期的にメンテナンスを行う。 レベル２ P

□ 設置した非常用通信手段の使用方法について定期的に研修・訓練を実施する。 レベル２ P

□ 医薬品の調達ルートを複数準備し、連絡先を一覧化しておく。 レベル2 P

□ 医療機器の保守業者の連絡先を一覧化しておく。 レベル２ P

□ 重要な医療機器を洗い出し非常電源接続を実施する。 レベル２ P

□ 医療データのサーバー（保存先）の安全性をバックアップ等により確保する。 レベル２ P

□ システム停止時の診療のための代替手段（紙カルテ・記録簿等）を準備する。 レベル１ P

□ 浸水深以上の階にサーバーを設置する。 レベル２ P

□
エレベーターはＰ波感知器付地震時管制運転が可能なものとする（Ｐ波を感知した時点で最寄階に
自動停止し、閉じ込めの発生を防止する。

レベル3 P

□ エレベーター保守会社の連絡先を確認する レベル3 P

通信手段

医薬品・医療機器

ライフライ
ン・インフラ

システム

エレベーター

電気

下水

ガス

上水
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4）備蓄 

 

 
 

 

5）ヒト・スキル 

 

 
 

 
 

  

大項目 中項目 チェック欄 小項目 必要レベル
本文中

のページ

□ ３ 日分の食料の備蓄を実施する。できれば1週間確保する。 レベル１ P

□ ３ 日分の飲料水の備蓄を実施する。できれば1週間確保する。 レベル１ P

□ ３ 日分の医薬品の備蓄を実施する。できれば1週間確保する。 レベル１ P

□ 必要量の医療用酸素を備蓄する。 レベル２ P

□ 食料・飲料水・医薬品の備蓄量に多数の来院者の発生や職員の宿泊を加味する。 レベル３ P

□ 紙おむつ・ミルク（粉・液体）、哺乳瓶洗浄液等を備蓄する。 レベル１ P

□ 医療ガスや酸素等の備蓄や確保等のための対策（可搬式ボンベ等）を実施する。 レベル３ P

□ ディスポ製品を備蓄する（断水、ガス停止等が想定されるとすれば手術用品等）。 レベル３ P

□ スタッフ用の食事確保できる。 レベル２ P

□ 患者用の食事が確保できる レベル2 P

□ 浸水深以上の階に備蓄を配置する。 レベル2 P

□ 浸水深以上の階に医薬品を配置する。 レベル１ P

□ 浸水期間中の自活を想定した備蓄を実施する。 レベル１ P

備蓄 備蓄

大項目 中項目 チェック欄 小項目 必要レベル 本文中のページ

□ 災害時の出勤基準を明確化しておく。 レベル２ P

□ 緊急連絡網・安否確認手段を整備する。 レベル１ P

□ 安否確認システムの導入を検討する。 レベル２ P

□ 職員の家庭での防災対策に関する啓発を実施する。 レベル２ P

□ 権限委譲の明確化、鍵、ＩＤ等のバックアップを実施する。 レベル３ P

□ 昼・夜の人員数を把握する。 レベル１ P

□
特殊技能・資格を必要とする業務を洗い出し、クロストレーニング（代務者の育成）
等の対策を実施する。

レベル３ P

□ 災害対応マニュアルの内容を踏まえ災害対応に関する職員向けの研修を実施する。 レベル１ P

□ 被害想定について教育・研修を行う。 レベル１ P

□ 避難訓練を実施する（建物上階への避難、避難場所への避難等）。 レベル１ P

□ 初期消火訓練を実施する。 レベル１ P

□ 安否確認訓練を実施する。 レベル２ P

□ 情報収集・伝達訓練を実施する。 レベル２ P

□ 院内トリアージ訓練を実施する。 レベル２ P

□ 医療機関全体としての災害訓練を実施する。 レベル３ P

患者への指導 □ 患者に対して災害時の自助を可能にするための指導を実施する。 レベル２ P

ヒト・スキル

教育・研修

ヒト・スキル
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資料3 BCP タイムテーブル 
 
1） 初動 ～ 1時間 
 
  

中項目
行動計画

No.
小項目 必要度 主担（例） 直後～３０分 30分～１時間 １～３時間 ３～６時間 当日中 ２日目 ３日～1週間

1 職員安否確認 ○ 全職種 →

2 分娩中の患者の確認 ○ 看護部 →

3 手術患者の確認 ○ 看護部 →

4 一般入院患者の確認 ○ 看護部 → →

5 外来患者の確認 ○ 看護部・事務職 → →

6 建物被害状況確認・緊急保全 ○ 全職種 → →

7
インフラ被害状況（電気・ガス・水
道）確認・緊急保全（自家発電装置切
り替え含む）

○ 全職種 → →

8 エレベーター状況確認 ○ 全職種 → →

9 通信手段の状況確認・緊急保全 ○ 全職種 → →

10 医療設備・資材状況確認及び緊急保全 ○ 全職種 → →

11 危険物箇所状況確認 ○ 全職種 → →

12 システム（ＰＣ・サーバー）確認 ○ 全職種 → →

13 震度・津波情報の確認 ○ 全職種 →

14 緊急館内放送 ○ 全職種 →

15
院内避難場所の確認
（津波の場合は屋上を考慮）

必要時 全職種 →

16 介助の必要な方の搬送 必要時 全職種 →

17 避難誘導 必要時 全職種 →

18 火災消火活動 必要時 全職種 → →

19 閉じ込め者の救出 必要時 全職種 → →

20 医療ガスの状況確認 ○ 全職種 →

21 医薬品の状況確認 ○ 全職種 →

22 レントゲンの状況確認 ○ 全職種 →

23 血液検査機器の状況確認 ○ 全職種 →

24 電子カルテ・ＩＴシステムの確認 ○ 全職種 →

25 中断できない診療・治療の継続 ○ 全職種 → → → → → → →

26 分娩中の患者の治療継続 ○ 全職種 → → → → → → →

27 手術中患者の治療継続 全職種 → → → → → → →

28 病棟の対策本部要員召集 ○ 災害対策本部 →

29 病棟の本部拠点設営 ○ 災害対策本部 →

30
対応方針決定（診療継続可能の評価及
び患者搬送の有無、対応可能な医療の
選定）

○ 災害対策本部 →

発生直後

避難（必要な場合）

大項目

消火・救出

院内の状況把握

発災～１時間

診療提供能力の把握

継続治療の状況把握

体制構築

実施対象
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2）  1時間 ～ 6時間 ① 

 

 
 

 
3） 1時間 ～ 6時間 ② 
 

 
 
  

大項目

中項目
行動計画

No.
小項目 主担 直後～３０分 30分～１時間 １～３時間 ３～６時間 当日中 ２日目 ３日～1週間

体制整備 31 緊急医療対応人員の召集 可能であれば 全職種 → →

32 ＥＭＩＳ・PEACEへの入力 ○ 事務職 → → → → → →

33 県・市町村等への状況連絡・連携 ○ 事務職 → → → → → →

34
被害拡大防止（飛散物の撤去）等危
険箇所への侵入防止措置

○ 全職種 → →

35 危険物撤去避難路確保 ○ 全職種 → →

36
自家発電装置の稼動代替通信手段の
稼動

○ 事務職 → → → → →

37
上水設備の稼動（給水対応含む） 下
水設備の稼動

○ 事務職 → → → → →

38 ガス設備の稼動 ○ 事務職 → → → → →

39 代替空調（石油ストーブ等）の稼動 ○ 事務職 → → → → →

40
システム稼動・システム停止時の代
替手段

○ 事務職 → → → → →

41 （紙カルテ、処方箋）の構築 ○ 事務職 → → → → →

42 エレベーターの復旧 ○ 事務職 → → → → →

43 仮設・簡易トイレの設置 ○ 事務職 → → → → →

44 カルテ検索 ○ 事務職 → → → →

45 外来受診者名簿作成 ○ 事務職 → → → →

46 診療活動記録 ○ 全職種 → → → →

47 災害対応カルテの準備 必要時 医師・看護職 → → → → →

48 入院中患者の治療優先の検討 必要時 医師・看護職 → → → → →

49 入院患者の搬送必要者の検討 必要時 医師・看護職 → → → → →

発生直後

安全確保

外部連携体制
の整備

医事

１時間～６時間

ライフライン
維持・復旧

緊急医療

実施対象

大項目

中項目 行動計画No. 小項目 必要性 主担 直後～３０分 30分～１時間 １～３時間 ３～６時間 当日中 ２日目 ３日～1週間

50 自家発電燃料の在庫確認・調達手段確保 事務職 → → → → →

51 緊急食料・飲料水在庫確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → →

52 医療機器の状況確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → →

53 診療材料の状況確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → → →

54 各種医薬品の在庫確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → → →

55 医療用ガス・酸素の状況確認・調達手段確保 ○ 事務職 → → → → →

56 血液検査・尿検査 ○ 看護職 → → → → →

57 血液ガス測定（病棟内の検査機器の状況） ○ 看護職 → → → → →

58 レントゲン等の画像検査 ○ 看護職 → → → → →

59 心電図等の生理検査 ○ 看護職 → → → → →

60 滅菌準備 ○ 看護職 → → → → →

61 滅菌（不可能な場合はディスポーザル製品使用） ○ 看護職 → → → → →

62 滅菌材用やディスポーザブル製品の在庫確認 ○ 看護職 → → → → →

調達

検査部門：医
療基盤維持の
ための業務

１時間～６時間

実施対象 発生直後

中央材料部
門： 医療基盤
維持のための
業務

大項目

中項目
行動計画

No.
小項目 主担 直後～３０分 30分～１時間 １～３時間 ３～６時間 当日中 ２日目 ３日～1週間

体制整備 31 緊急医療対応人員の召集 可能であれば 全職種 → →

32 ＥＭＩＳ・PEACEへの入力 ○ 事務職 → → → → → →

33 県・市町村等への状況連絡・連携 ○ 事務職 → → → → → →

34
被害拡大防止（飛散物の撤去）等危
険箇所への侵入防止措置

○ 全職種 → →

35 危険物撤去避難路確保 ○ 全職種 → →

36
自家発電装置の稼動代替通信手段の
稼動

○ 事務職 → → → → →

37
上水設備の稼動（給水対応含む） 下
水設備の稼動

○ 事務職 → → → → →

38 ガス設備の稼動 ○ 事務職 → → → → →

39 代替空調（石油ストーブ等）の稼動 ○ 事務職 → → → → →

40
システム稼動・システム停止時の代
替手段

○ 事務職 → → → → →

41 （紙カルテ、処方箋）の構築 ○ 事務職 → → → → →

42 エレベーターの復旧 ○ 事務職 → → → → →

43 仮設・簡易トイレの設置 ○ 事務職 → → → → →

44 カルテ検索 ○ 事務職 → → → →

45 外来受診者名簿作成 ○ 事務職 → → → →

46 診療活動記録 ○ 全職種 → → → →

47 災害対応カルテの準備 必要時 医師・看護職 → → → → →

48 入院中患者の治療優先の検討 必要時 医師・看護職 → → → → →

49 入院患者の搬送必要者の検討 必要時 医師・看護職 → → → → →

発生直後

安全確保

外部連携体制
の整備

医事

１時間～６時間

ライフライン
維持・復旧

緊急医療

実施対象
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4） 6時間 ～  
 

 
 

大項目

中項目
行動計画

No.
小項目 主担（例） 直後～３０分 30分～1時間 １～３時間 ３～６時間 当日中 ２日目 ３日～1週間

症状安定化のための治療 63 妊婦・新生児へのケア ○ 看護職 → → →

64 応援の要請の検討 ○ 全職種 → → → → →

65 応援医療チームの受入れ ○ 全職種 → → → → →

66
搬送先との調整（搬送手段はリエゾンへ
連絡）

○ 医師・看護師 → → → → →

67 救急車者等の緊急車両の動線の確保 ○ 医師・看護師 → → → → →

68 非番者の安否確認・召集 ○ 事務職 → → →

69 仮眠スペース・毛布等の寝具の検討 ○ 事務職 → → →

70 勤務ローテーションの検討 ○ 看護職・事務職 → → →

71 備蓄品の配布の検討 ○ 栄養部 → → →

72 患者給食の再開可能か検討 ○ 栄養部 → → →

73 職員の食料の確保と配布 → → →

74 炊き出し対応 ○ 栄養部 → → →

75 避難所への誘導 ○ 事務職 → → →

76 備蓄品の配布（移動困難な場合） ○ 事務職 → → →

77 毛布の配布（移動困難な場合） ○ 事務職 → → →

翌日以降 急を要する外来診療の再開 78 診察が必要な患者の対応 ○ 全職種 → →

実施対象 発生直後

応援要請・受入れ

６時間～当日中

搬送（リエゾンの連携）

避難者・帰宅困難者対応

食事

勤務基盤確保
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〇〇県災害時小児周産期リエゾン
招集・業務フローチャート（被災県版）

発災
★発災後，県よりメーリングリスト等にて，現状について情報発信・情報共有を行いますので，
メール・電話等で連絡の取れるようにしていてください。

名称 連絡先

周産期リエゾンML

小児リエゾンML

医療政策課電話番号（直通）【周産期】

〃 【小児】

医療政策課電話番号（代表）

医療政策課FAX

①運用マニュアル第３の１⑴のリエゾン招集基準１～３号いずれかに該当

②小児周産期医療救護活動のニーズがある・・・例）妊産婦や小児の転院・搬送調整，要支援施
設への人員派遣調整など

③県が災害医療コーディネーターと協議の上，必要と判断

１号
次のいずれかに該当した場合（○○災害対策本部自動設置基準と同一）
・県内で震度６弱以上を観測する地震が発生した場合
・県内に特別警報が発表された場合

２号 調整本部を設置する場合

３号 その他，知事が必要と判断した場合

招集基準

①～③の全て該当

招集
①県は別紙で定めた優先順位を基に，リエゾン及びリエゾン所属施設へ派遣要請

→リエゾン所属施設は協定に従い，リエゾンを派遣
②派遣されたリエゾンは原則保健医療調整本部（宮城県庁内）へ参集

→県にて必要備品は手配可能ですが，情報収集・発信時に必要となる使い慣れたパソコン・
携帯電話等の電子機器等を可能な範囲で持参ください。

招集状況の
情報共有

災害の状況を踏まえ，県とリエゾンが
協議の上，追加要請・交代要員要請

待機リエゾン

■招集時の持参資機材等
・パソコン，携帯電話等の電子機器（従来やりとりしている連絡先が入っているもの）
・その他，生活・活動に必要な飲料，食料等
■持参出来ない場合も想定し，パソコン，電話，FAX，MCA無線，筆記用具等の必要備品は県で調達

2



業務

【フェーズ０：発災～24時間】～初動対応～______________________________
○災害医療コーディネーター，DMAT等と対面，現状確認
○指揮系統・担当者の確認，配置検討
○通信手段の確保（電話，メール，SNS，インターネット，FAX，衛星電話等）
○県内周産期母子医療センター，分娩取扱病院・診療所・助産所，小児中核病院等（以下，小児周
産期医療施設という。）との連絡体制の確保

○小児周産期関係団体の連絡体制の確保
○小児周産期医療施設の被災状況・復旧状況，保健医療ニーズ等の確認
○広域搬送も含めた移送が必要な患者の把握

【フェーズ１：24～72時間】～生命・安全の確保～_______________________
○周産期医療コーディネーター，災害医療コーディネーター， DMAT，救急隊等との連携による患
者移送の調整

○必要に応じた DMAT等によるドクターヘリ・救急車配備の調整
○県内小児周産期医療施設における医療スタッフの充足状況および必要物資の確認
○支援物資運搬の助言

【フェーズ２：概ね4日目～1,2週間】～生活の安定，避難所対策～__________
○県内小児周産期医療施設等の状況確認
○要請を行った場合，他都道府県からの応援医師の配置についての助言

【フェーズ３：概ね1,2週間～1,2か月程度】～医療救護活動の終了まで～＿__
○県内小児周産期医療施設の状況確認

MLを使用したリエゾン間の
情報共有

待機リエゾン

小児周産期医療提供体制
が安定した

○災害の終息状況等を踏まえ，リエゾン，災害医療コーディネーター，DMAT等と協議し，県が
活動要請の解除を判断

○活動記録の報告及び県等への業務引継ぎ等

活動要請の解除

3



発災
★発災後，県よりメーリングリスト等にて，現状について情報発信・情報共有を行いますので，
メール・電話等で連絡の取れるようにしていてください。

名称 連絡先

周産期リエゾンML

小児リエゾンML

医療政策課電話番号（直通）【周産期】

〃 【小児】

医療政策課電話番号（代表）

医療政策課FAX

①被災都道府県より搬送受入や診療にかかる医療従事者の支援等の要請がある
②県が災害医療コーディネーターと協議の上，必要と判断

招集基準

①及び②全て該当

招集

招集状況の
情報共有

災害の状況を踏まえ，
県とリエゾンが協議の上，
追加要請・交代要員要請

待機リエゾン

■招集時の持参資機材等
・パソコン，携帯電話等の電子機器（従来やりとりしている連絡先が入っているもの）
・その他，生活・活動に必要な飲料，食料等
■持参出来ない場合も想定し，パソコン，電話，FAX，MCA無線，筆記用具等の必要備品は県で調達

〇〇県災害時小児周産期リエゾン
招集・業務フローチャート（非被災県版）

①県は別紙で定めた優先順位を基に，リエゾン及びリエゾン所属施設へ派遣要請
→リエゾン所属施設は協定に従い，リエゾンを派遣

②派遣されたリエゾンは必要に応じ保健福祉部内へ参集
→県にて必要備品は手配可能ですが，情報収集・発信時に必要となる使い慣れたパソコン・携
帯電話等の電子機器等を可能な範囲で持参ください。
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業務
MLを使用したリエゾン間の

情報共有

待機リエゾン

小児周産期医療提供体制
が安定した

○災害の終息状況等を踏まえ，リエゾン，災害医療コーディネーター，DMAT等と協議し，県が
活動要請の解除を判断

○活動記録の報告及び県等への業務引継ぎ等

活動要請の解除

【フェーズ０：発災～24時間】～初動対応～_____________ __
○災害医療コーディネーター，DMAT等と対面，現状確認
○指揮系統・担当者の確認，検討
○通信手段の確保（電話，メール，SNS，インターネット，FAX，衛星電話等）
○被災都道府県の周産期母子医療センター，分娩取扱病院・診療所・助産所，小児中核病院等（以
下，小児周産期医療施設という。）との連絡体制の確保

○小児周産期関係団体の連絡体制の確保
○被災都道府県の小児周産期医療施設の被災状況・復旧状況，保健医療ニーズ等の確認
○搬送受入が必要な患者の把握

【フェーズ１：24～72時間】～生命・安全の確保～______________________
○周産期医療コーディネーター，災害医療コーディネーター， DMAT，救急隊等との連携による患
者移送の調整

○必要に応じた DMAT等によるドクターヘリ・救急車配備の調整
○被災都道府県内小児周産期医療施設における医療スタッフの充足状況および必要物資の確認
○支援物資運搬の助言

【フェーズ２：概ね4日目～1,2週間】～生活の安定，避難所対策～_________
○被災都道府県内小児周産期医療施設の状況確認

【フェーズ３：概ね1,2週間～1,2か月程度】～医療救護活動の終了まで～___
○被災都道府県内内小児周産期医療施設の状況確認

5
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第１ 基本的な考え方 

１ 目的  

〇〇県災害時小児周産期リエゾン運用マニュアル（以下「マニュアル」という。）は，

地震，津波その他の自然災害又は大規模な事故等が発生した場合（以下「災害時」とい

う。）において，小児・ 周産期医療に係る医療救護活動の総合調整を適切かつ円滑に行

えるよう，保健医療調整本部（以下「調整本部」という。）において，被災地の医療救

護ニーズの把握，保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行う〇〇県

災害医療コーディネーター（以下，「コーディネーター」という。）をサポートする宮城

県災害時小児周産期リエゾン（以下「リエゾン」という。）の運用や活動内容等につい

て，〇〇県災害時小児周産期リエゾン運用計画（令和〇〇年〇〇月〇〇日施行）（以下

「運用計画」という。）及び災害時小児周産期リエゾン活動要領（平成３１年２月８日

付け医政地発０２０８第２号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）に基づき作成

するものである。 

２ 運用の基本方針 

(1)  県は，平常時に運用計画の策定，リエゾンの委嘱及びリエゾンの所属する医療機

関等（以下「リエゾン所属施設」という。）との協定の締結を行い，災害時にリエゾ

ンの助言及び支援を受けて小児・周産期医療に係る保健医療活動の総合調整を行う。 

(2)  県は，リエゾンの活動について，その労務管理の観点等から，災害等の規模など

に応じて交代要員を確保し，継続的な対応が可能となるよう配慮する。 

(3)  リエゾンの活動は，リエゾンの委嘱及び県とリエゾン所属施設との間で平常時に

締結された協定，運用計画等に基づくものである。 

(4)  リエゾンの活動は，県の招集に基づくものである。 

(5)  リエゾン所属施設は，平常時にリエゾンが災害に関する研修，訓練等に参加でき

るよう協力し，災害時に県との協定に基づきリエゾンを派遣する。 

 

第２ 平常時の準備 

１ 運用に係る計画の策定 

(1)  県は，リエゾンの業務等について県の地域防災計画に明示する。 

(2)  県は，運用計画の策定に当たり，〇〇県周産期医療協議会，〇〇県小児医療協議

会等において検討を行う。 

２ 委嘱及び協定 

(1)  県は，リエゾンを委嘱し，委嘱に当たり必要な事項を運用計画等に規定する。 

(2)  県は，リエゾンと協議のうえ，運用計画第４の１（別紙）のとおり招集の優先順

位を定め，リエゾンの一覧を作成する。 

(3)  県は，リエゾンの委嘱に当たり，リエゾン所属施設とも十分な協議を行い，必要

な事項についてリエゾン所属施設と協定を締結する。 
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(4)  リエゾン所属施設は，自施設の業務継続計画，災害対策マニュアル等を策定する

に当たり，リエゾンを派遣することについて留意する。 

(5)  リエゾンは，委嘱後に，所属施設の変更等が生じた場合は，速やかに県へ届け出

る。 

３ リエゾンの業務 

(1)  リエゾンは，県の平常時における医療提供体制等を踏まえ，災害時における医療

提供体制の構築について，県に対して，平常時から助言を行う。 

(2)  リエゾンは，県が関係学会，関係団体又は関係事業者（食料，飲料水，調整粉乳

等，医薬品，燃料，通信，交通等を含む。）との連携を構築する際にも，助言を行う。 

４ 研修，訓練等の実施 

(1)  県は，厚生労働省の実施する研修及び県が実施する研修，訓練等を通じて，リエ

ゾンの養成並びにリエゾンの知識及び技能の向上に努める。  

(2)  県は，災害に関する研修，訓練（訓練の企画及び検証を含む。）に当たり，リエゾ

ン所属施設に対して，リエゾンの派遣を要請する。 

(3)  リエゾン所属施設は，県からの派遣要請を受けた場合，リエゾンが災害に関する

研修，訓練（訓練の企画及び検証を含む。）等に参加できるよう協力する。 

(4)  リエゾンは，県が実施する災害に関する研修，訓練（訓練の企画及び検証を含む。）

に参加し，円滑な実施に協力するとともに，必要に応じ県に対して助言を行う。 

５ 情報共有及びシステムの活用のための準備 

(1)  県は，県とリエゾン及びリエゾン同士の情報共有手段としてメーリングリストを

作成する。 

(2)  県は，リエゾンに対し，日本産科婦人科大規模災害情報対策システム（以下「PEACE」

という。）及び広域災害救急医療情報システム（以下「EMIS」という。）の機関コー

ドやパスワード等を付与する。 

(3)  県は，リエゾンに対し，PEACE及び EMIS の入力方法等について十分把握できるよ

う説明の手段を設ける。 

 

第３ 本県が被災した場合の災害時の活動 

１ リエゾンの招集，配置，運用 

(1)  県は，下表のリエゾン招集基準のいずれかに該当し，かつ医療救護活動のニーズ

がある場合は，コーディネーターと協議の上，別に定めた優先順位に従いリエゾン

を招集する。なお，災害の規模，内容及びリエゾンの専門領域に応じて，複数のリ

エゾンを招集できるものとする。 

【リエゾン招集基準】 

１号 次のいずれかに該当した場合（宮城県災害対策本部自動設置基準と同一） 

・県内で震度６弱以上を観測する地震が発生した場合 
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・県内に特別警報が発表された場合 

２号 調整本部を設置する場合 

３号 その他，知事が必要と判断した場合 

(2)  県は，招集されなかった他のリエゾンに対して，リエゾンの招集に関する情報を

予め作成したメーリングリストに基づき周知する。 

(3)  リエゾン所属施設は，県から派遣要請があった場合，協定に基づきリエゾンを派

遣する。 

(4)  県は，調整本部等にリエゾンを配置する。 

(5)  県は，リエゾンの健康管理に留意することとし，リエゾンが業務を交代できる体

制を確保する。 

(6)  県は，リエゾンが他のリエゾンへ業務を引き継ぐに当たり，引き継ぎに十分な期

間を確保し，調整本部等の活動が円滑に継続されるよう努める。 

(7)  県は，調整本部等において適宜会議を行うこと等を通じて，リエゾンの活動状況

等について把握し，リエゾンの活動縮小及び活動終了についても検討する。この際，

必要に応じて保健所，市町村，医療機関その他の関係機関と協議を行う。 

２ リエゾンの業務 

(1)  組織体制の構築に係る業務 

イ 保健医療調整本部の組織体制の構築に係る業務 

(ｲ) リエゾンは，調整本部において，保健福祉部各課を含む庁内関係課及び保

健所の職員等の関係者が相互に連携して行う，当該調整本部に係る業務につ

いて，コーディネーターとともに，助言及び支援を行う。 

(ﾛ) リエゾンは，県が，調整本部に参画・配置することが望ましいと考えられる

関係者や関係機関等について検討するに当たり，コーディネーターとともに，

助言を行う。 

ロ 地域災害医療支部の組織体制の構築に係る業務 

リエゾンは，県が，地域災害医療支部の設置について検討するに当たり，コー

ディネーターとともに，助言を行う。 

(2)  被災情報等の収集，分析，対応策の立案に係る業務 

イ 調整本部等において収集すべき情報 

(ｲ) 県及び圏域ごとの医療機関（総合周産期母子医療センター，地域周産期母

子医療センター等を含む。），助産所，障害者支援施設，救護所，居宅，薬局等

（以下「医療機関等」という。）の被災状況及び復旧状況 

(ﾛ) 県及び圏域ごとの医療機関等における保健医療ニーズ等 

・支援を要する患者等の状況（人工呼吸器，透析等の使用状況を含む。） 

・災害時に新たに必要となった保健医療ニーズ等（ライフライン，調整粉乳等，

医薬品，医療機器，医療ガス等を含む。） 
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(ﾊ) 保健医療活動チームの活動状況 

(ﾆ) その他保健医療活動を効率的・効果的に行うために必要な情報（保育器を

用いた搬送が可能な救急用の自動車，ヘリコプター等の情報を含む。） 

ロ 情報の収集に係る業務 

(ｲ) リエゾンは，調整本部等が，保健所，市町村，保健医療活動チーム，災害時

健康危機管理支援チーム及びその他の保健医療活動に係る関係機関（以下「保

健医療活動チーム等」という。）から情報を収集するに当たり，コーディネー

ターとともに助言及び調整の支援を行う。 

(ﾛ) リエゾンは，調整本部等が，医療機関等の被災状況及び復旧状況，保健医療

活動チームの活動状況等について EMIS 等から情報を収集するに当たり，コー

ディネーターとともに，情報等の必要性や優先順位について助言を行い，情報

の収集に必要な人員の確保に係る助言及び調整の支援を行う。 

ハ 情報の分析と対応策の立案に係る業務 

(ｲ) リエゾンは，県及び圏域ごとの保健医療ニーズと支援体制の状況について整

理又は分析するに当たり，コーディネーターとともに，助言及び調整の支援を

行う。 

(ﾛ) リエゾンは，調整本部等において収集した情報及びその分析結果等を踏まえ

た対応策等を検討するに当たり，主に医療救護ニーズに関する対応策等につ

いて，コーディネーターとともに，助言及び調整の支援を行う。 

(3)  保健医療活動チームの派遣等の人的支援及び物的支援の調整に係る業務 

イ リエゾンは，派遣を要請する保健医療活動チームのチーム内容，チーム数，配

置先等に係る具体的な計画について検討するに当たり，調整本部等における活動

の初期から，中長期的視点に立って，コーディネーターとともに，助言及び調整

の支援を行う。 

ロ リエゾンは，活動している保健医療活動チームの再配置の要否等について検討

するに当たり，コーディネーターとともに，助言及び調整の支援を行う。  

ハ リエゾンは，他の都道府県，関係学会，関係団体又は関係事業者に対して要請

する具体的な人的支援及び物的支援に係る計画を検討するに当たり，コーディネ

ーターとともに，助言及び調整の支援を行う。 

ニ リエゾンは，調整本部等において，時間の経過に伴う保健医療ニーズの変化等

について保健医療活動チーム等と情報共有を行うに当たり，コーディネーターと

ともに，助言及び調整の支援を行う。 

ホ リエゾンは，被災地域における医療機関等の復旧状況を踏まえ，保健医療活動

チームの段階的な活動縮小及び活動終了について検討するに当たり，コーディネ

ーターとともに，助言及び調整の支援を行う。 

(4)  患者等の搬送の調整に係る業務 
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イ リエゾンは，患者等の搬送について，地域医療搬送や広域医療搬送の要否，緊       

急度，搬送先，搬送手段等の情報を収集又は整理するに当たり，コーディネータ

ーとともに，助言及び調整の支援を行う。 

ロ リエゾンは，県外へ患者等を搬送するに当たり，必要に応じて搬送先都道府県

のリエゾン等と連携を図る。 

ハ リエゾンは，搬送手段の確保に当たり，航空運用調整班，DMAT調整本部（ドク

ターヘリ調整部を含む。），厚生労働省，消防機関，搬送手段を保持する他の保健

医療活動チーム及びその他の保健医療活動に係る関係機関と連携できるよう，コ

ーディネーターとともに，助言及び調整の支援を行う。 

(5)  記録の作成，保存及び共有に係る業務 

イ リエゾンは，調整本部等において，医療救護活動に係る情報について，時間経

過に沿った記録の作成，保存及び EMIS 等を用いた共有を行うに当たり，コーデ

ィネーターとともに助言を行い，これらの作業に必要な人員の確保に係る助言及

び調整の支援を行う。 

ロ リエゾンは，自身の活動について，時間経過に沿った記録を作成及び保存し，

調整本部等に報告する。 

３ リエゾンの活動の終了 

(1)  県は，被災地における小児・周産期医療提供体制等が安定した場合は，リエゾン

に対する活動要請を解除するものとし，リエゾンは，県に対して，所要の事項を引

き継ぐものとする。 

(2)  県は，リエゾンの活動とコーディネーターの活動を同時に終了させる必要はなく，

それぞれの役割を踏まえて，適切な時期に活動の終了を決定する。 

 

第４ 本県が被災していない場合の災害時の活動 

１ リエゾンの招集，配置，運用 

(1)  県は，被災都道府県からの患者の受入れ等の支援を行うに当たり，必要に応じて，

別に定めた優先順位に従いリエゾンを招集する。 

(2)  県は，必要に応じて保健福祉部等にリエゾンを配置する。 

(3)  県は，招集されなかった他のリエゾンに対して，リエゾンの招集に関する情報を、

予め作成したメーリングリストに基づき周知する。 

(4)  県は，リエゾンの健康管理に留意し，リエゾンが業務を交代できる体制を確保す

る。 

(5)  県は，リエゾン等が他のリエゾンへ業務を引き継ぐに当たり，引き継ぎに十分な

期間を確保し，活動が円滑に継続されるよう努める。 

(6)  県は，適宜会議を行うこと等を通じて，リエゾンの活動状況等について把握し，

リエゾンの活動縮小及び活動終了についても検討する。 
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２ リエゾンの業務 

(1)  組織体制の構築に係る業務 

リエゾンは，保健福祉部各課を含む庁内関係課及び保健所の職員等の関係者が相

互に連携して行う，医療救護活動に係る業務について，必要に応じてコーディネー

ターとともに，助言及び支援を行う。 

(2)  被災情報等の収集，分析，対応策の立案に係る業務 

リエゾンは，医療救護に関する情報を収集するに当たり，必要に応じてコーディ

ネーターとともに，助言及び調整の支援を行う。 

(3)  保健医療活動チームの派遣等の人的支援及び物的支援の調整に係る業務 

リエゾンは，県が被災都道府県に対して，保健医療活動チームの派遣等の人的支

援及び物的支援を行うに当たり，必要に応じてコーディネーターとともに，助言及

び調整の支援を行う。 

(4)  患者等の搬送の調整に係る業務 

リエゾンは，県が被災都道府県から患者等の受入れを行うに当たり，必要に応じ

てコーディネーターとともに，助言及び調整の支援を行う。 

(5)  記録の作成，保存及び共有に係る業務 

イ リエゾンは，医療救護活動に係る情報について，時間経過に沿った記録の作成，

保存及び EMIS 等を用いた共有を行うに当たり，必要に応じてコーディネーター

とともに，助言を行い，これらの作業に必要な人員の確保に係る助言及び調整の

支援を行う。 

ロ リエゾンは，自身の活動について，時間経過に沿った記録を作成及び保存し，

保健福祉部医療政策課等に報告する。 

３ リエゾンの活動の終了 

県は，被災都道府県に対する小児・周産期医療活動の支援が安定した場合は，リエゾ

ンに対する活動要請を解除するものとし，リエゾンは，県に対して，所要の事項を引き

継ぐものとする。 

 

第５ 費用の支弁と補償 

県は，リエゾンの活動実績に基づき，運用計画及びリエゾン所属施設との間で締結された

協定に基づいた費用支弁を行う。 
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令和 3年度 
「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究課題「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 
研究分担者：海野信也 

 

Group C 研究課題 

「災害時小児周産期リエゾン養成研修」に関する評価及び改善策の検討 

令和３年度 厚生労働省医政局 災害時小児周産期リエゾン養成研修 報告書 

研究協力者  岬 美穂（国立病院機構 DMAT事務局） 

 

 

（１）開催様式 

 講義のオンデマンド配信＋オンライン（ZOOM）によるグループワーク研修 

 

（２）グループワーク研修開催日 

 北海道・東北ブロック：令和３年 11月 25日 

 関東ブロック：令和４年１月 13日 

 中部ブロック：令和３年 12月 21日 

 近畿ブロック：令和３年 12月 15日 

 中国・四国ブロック：令和３年 12月 2日 

 九州・沖縄ブロック：令和３年 11月 30日 

 

（３）プログラム 次頁 

 

（４）受講者数 

 産婦人科医師  72名 

 小児科・新生児科医師 104名 

 小児外科医師  2名 

 救急科医師  2名 

 助産師   23名 

 看護師   6名 

 行政職員  8名 

 合計   217名 
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（５）受講後アンケート結果 

回答者数９２名（回収率４２.４％） 
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研修のオンライン化に関して； 
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自由記載による受講生の意見； 

・ 地域ごとのグループに分かれてのディスカッションであったため実災害に備えるための連

携を想定しながら進めることができ良かったです。 

・ グループワークは Zoom で行うと、時間も含めて中途半端で、オンラインでは意見も言いに

くい。 

・ 理解度という点から考えると、やはり全員集まっての研修のほうが良いと実感しました。オ

ンラインだと簡単な質問を雑談みたいな感じでしにくい。 

・ 座学はオンデマンドでよいと思いましたが、あらかじめテキストのようなものがあって、見

ながら聴けたらいいとよかったです。 

・ 現地開催になった際も、オンデマンドによる事前の学習があるとより効果的だと思います。 

・ 事前学習はオンデマンド、グループワークは集合がやりやすいなと思いました。 

・ オンデマンド配信は時間が有効に使え、解らなかったところも繰り返し視聴できるので続け

た方が良いと思います。 

・ 平時に顔が見える関係を作るべく、できれば集合型が良いと考えます。事前研修は Web上で
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行い、感染症が収まったら短時間でも集合ができればより良いです。 

 

（６）本研修の評価： 

 コロナ禍での研修に対する受講生側の慣れの要素もあると考えられるが、今年度の研修におい

てはオンライン研修に伴う技術的トラブルは非常に少なく、大多数の受講生がスムーズに参加

できていた。 

 アンケート結果より、災害医療の基本的な考え方などはオンデマンド配信の座学でも大多数の

受講生で理解が得られており、この方法による研修により十分に習得可能と考えられた。。 

 しかし、人や物や搬送の「調整」業務や「連絡」業務などについては、十分理解できなかった受

講生が認められた。オンデマンド配信で講義を聞くだけでは十分な理解に繋げることは難しく、

集合型研修で演習を含めた研修をすることが今後求められる。 

 また、地域の DMAT 訓練や DMAT ロジスティック研修への参加につなげることも「調整」や「連

絡」業務の理解を深めるための１つの方法と考えられる。 

 

（７）今後の検討課題： 

アンケート結果を踏まえて、コロナ禍、またアフターコロナでの研修に関して、下記のような追

加的な研修の導入を検討する必要性があると考えられた。。 

1． 各地域ブロックでの集合型研修： 

(ア) オンライン研修で実施できなかった演習を中心とした研修会。ブロックごとの開催

とすることにより、隣県との顔の見える関係を構築できるメリットがある。講師は各地域

で確保可能と考えられる。 

(イ) 研修の具体的内容としては、以下のような研修を想定する。 

① 調整業務や連絡業務など、オンライン研修では十分に習得ができなかった領域を中心

とした演習 

② DIG（Disaster Imaging Game）を用いて地域特性を考えながら対応策についての検討 

③ PEACEや EMISの入力演習 

(ウ) プログラムや講義資料を作成し各地域で実施できるような研修会のパッケージ化

も可能と考えられる。 

 

2． 都道府県単位での集合型研修： 

(ア) 各都道府県の実情に応じて討議することが可能というメリットがある。 

(イ) しかし、現状では都道府県ごとに研修会を実施できる講師数の確保が難しいという

課題がある。。 

(ウ) 研修内容としては１）と同様の内容が考えられる。 

 

3． 技能維持研修： 

(ア) 災害時小児周産期リエゾン養成研修を受講し、一定期間が経ったリエゾンを対象と

した集合型研修。コロナ禍での実施は困難だが、アフターコロナであれば実施は可能であ
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る。 

(イ) 内容は１）の内容に加え、各地域で行っている具体的な活動内容の共有も研修内容

に取り入れる。 

4． 講義動画の常時配信：オンデマンド配信で受講を終了した後に、復習のためにもう一度試聴し

たいとの意見があった。自由にいつでも視聴できる状況にしておくことで、必要時に何度でも

復習することが可能であり、今後検討すべきである。 

 

上記の１）に記載した内容は、 

 



（厚労科研小井土班「周産期・小児医療提供体制に関する研究」分担研究班
日本産科婦人科学会 災害対策・復興委員会 副委員長、北里大学医学部 産科学教授）

大規模災害発生時に、

被災地域の分娩取扱い施設で行うべき こと

配信期間 2021年5月17日（月）～6月30日（水）予定

主催：

上記URLもしくは左のQRコードを読み込みで
本WEBセミナー特設ページが開きます。
ご多忙な業務の間で、お時間の許す時に
ご視聴いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
なお、動画のダウンロードは禁止しております。

WEBセミナー開催のお知らせ

全国の分娩取扱い施設に勤務する医師・
看護スタッフ・事務スタッフ等の皆様

受講対象

座長：海野 信也 先生

視聴方法 日本産科婦人科学会ホームページにて公開
http://www.jsog.or.jp/modules/disaster/index.php?content_id=6

厚労科研小井土班「周産期・小児医療提供体制に関する研究」分担研究班

後援：公益社団法人 日本看護協会、公益社団法人 日本産婦人科医会、一般社団法人 日本周産期・新生児医学会

※視聴や施設ID等ご不明な点がございましたら、
日本産科婦人科学会事務局<e-mail:saigai@jsog.or.jp>へお問い合わせください。

「PEACEを用いた災害時の情報共有について」

津田 尚武 先生 （日本産科婦人科学会 災害対策・復興委員会 委員、久留米大学産婦人科）

座長：永瀬 智 先生 （日本産科婦人科学会 災害対策・復興委員会 委員長、山形大学医学部産婦人科 教授）

「分娩取扱い施設における災害時の初動と平時から取り組むべき災害対策」

岬 美穂 先生 （国立病院機構本部DMAT事務局）

講演内容

貴施設の施設IDを、本セミナー受講対象者の医師・看護スタッフ・事務
スタッフ等の皆様で事前に共有していただきますようお願いいたします。

視聴前の
お願い



2022年 3月 22日 
 

2021年度 WEB セミナー受講者数報告 

日本産科婦人科学会事務局 

1． 最初の配信期間と受講者数 

公開方法 オンデマンド配信（本会 HP 上）  掲載期間 2021/5/17～6/30 

総視聴数：2,962    （全編鑑賞：691、平均視聴率 54%） 

デバイス別視聴数  スマホ PC タブレット 合計 

視聴者数 1,591 1,280 91 2,962 

全編鑑賞 270 394 27 691 

■PEACE 備考欄記入施設：48 施設 

（総合周産期母子医療センター13 施設、地域周産期母子医療センター7 施設、総合病院８施設、

クリニック 19 施設） 

備考で記載された医師の名前の数：45、助産師 35、看護師 20、その他 17＋（全ての助産師看護

師が視聴した施設あり） 

 

2． 再配信期間と受講者数 
上記終了後も視聴の要望が多数寄せられため、災害対策・復興委員会で再配信をする

ことを決定した。 
公開方法 オンデマンド配信（本会 HP 上）  掲載期間 2021/10/4～現在も掲載中 

総視聴数：761      （全編鑑賞：127、平均視聴率 44%） ※2021/10/4～昨日時点の視聴者数等 

デバイス別視聴数  スマホ PC タブレット 合計 

視聴者数 296 446 19 761 

全編鑑賞 42 77 8 127 

 

 



令和 3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究報告書 

「IoT、AIを用いた災害医療の未来において求められる機能の提言」 

研究分担者 久保達彦 （広島大学大学院医学研究科公衆衛生学 教授） 

研究要旨 

IoT、AIを活用する災害医療の将来像と、同将来像への到達にむけて克服すべき課題及びそ

の対処法を明らかにすることを目的として、①関係計画・施策・技術調査と②社会実装課題

調査を実施した。①関係計画・施策・技術調査では、災害医療関係システムの整備状況と課

題を CSCA-TTTの枠組みで整理した災害医療 ICTマップを提言事項を含めて更新した。②社会

実装調査では IoT/AIシステムの災害医療分野での社会実装に向けた構造的な課題を整理し

た。今年度追加された知見として、IoT/AIシステムの災害医療分野での社会実装にあたって

は、全都道府県の災害医療関係団体によるシステム運用に係る周知、賛同、習熟が必要であ

るが、ICTシステムを開発する前に標準紙様式を設定することが関係者からの理解のしや

すさ、合意形成の促進、訓練の効率化、そして実災害時の実用性の向上につながってい

た。また今年度、AI機能の災害医療分野への実装を見据え、既存データの活用事例を創出す

るために J-SPEED データを活用して一定減衰仮説に基づく数理モデルを研究開発した。同数

理モデルでは±5％（89～101％）の精度で医療救護班による累積診療件数が予測可能なことが

示された。本研究により開発された災害医療 ICT マップは、IoT、AI を活用する災害医療の将来

像に係る提言として災害医療システム改編時に参照され災害医療関係システムの全体的な将来

像及び解決されるべき課題の要点の把握に役立てられることが期待される。J-SPEEDデータを活

用した累積診療件数予測数理モデルは次の災害対応から活用され、医療救護班の撤収時期判

断等に役立てられると期待される。 

研究協力者 

 赤星昂己（国立病院機構本部 DMAT 事

務局）

Ａ  研究目的 

本研究の目的は、IoT、AIを活用する災

害医療の将来像と、同将来像への到達にむ

けて克服すべき課題及びその対処法を明ら

かにすること。 

Ｂ  研究方法 

今年度研究は以下２つの要素に分けて推

進された。  

① 関係計画・施策・技術調査

防災・災害医療分野における IoT、

AI の活用に関する我が国の関係計

画・施策・技術について情報収集を

実施した。 

② 社会実装課題調査

関係計画・施策・技術調査を受け

て、最新の情報通信関連技術を災害

医療分野で導入する際に直面する構

造的な課題を、IoT/AIに取り組む災

害医療情報専門家および複数の民間

IT事業者に聴取して同定した。また

AI 機能の災害医療分野への実装を見

据え、既存データの活用事例を創出す

るために J-SPEEDデータを用いた医療

救護班による累積診療件数の予測数

理モデルを研究開発した。 

Ｃ  研究成果 

① 関係計画・施策・技術調査

我が国の防災・災害医療分野での IoT、AI

に関する関係計画・施策・技術動向は以下

の通りであった。 

 防災基本計画（令和元年 5月修正）



 

第２編 各災害に共通する対策編 第１

章 災害予防(2) 情報の分析整理にお

ける記載事項 

 ○国及び地方公共団体等は，被害情

報及び関係機関が実施する応急対

策の活動情報等を迅速かつ正確に

分析・整理・要約・検索するため，

最新の情報通信関連技術の導入に

努めるものとする 
 

 国土強靱化計画（平成 30 年 12 月 14
日閣議決定）における記載事項 

- Ｐ8：第 1 章国土強靱化の理念-４特に配

慮すべき事項-（５）国土強靱化のイノベ

ーション  

 人工知能（AI 技術）、IoT、クラウド

コンピューティング技術、SNS （ソ

ーシャル・ネットワークサービス）

など、ICT の技術とサービスの両面

での進歩・革新を積極的に活用する 

 あらゆる場面に ICT を活用すると

ともに、人工衛星（観測・ 測位・通

信）も活用して、リアルタイム・即

時性、双方向性、地理空間情報（Ｇ

空間情報）との連結等の機能を更に

高める 

 官学の持つ情報に加えて、SNS な
ど民間が運営・提供する多様な情報

サービスの活用など、官民学連携を

進めるほか、政府等の所有する情報

のオープンデータ化を進める 

 都市部・地方に関わらず日本全国で、

デジタルデバイドがなく平時から

使い慣れた、即時性がありスマート

で分かりやすいコミュニケーショ

ン を実現 

 我が国の災害経験に即した最新の

技術を海外に輸出展開・貢献する 

- Ｐ82：（別紙３）施策分野ごとの脆弱性評

価結果 ２．横断的分野 Ｅ）研究開発 

 地方公共団体、関係府省庁の連携等

により、害時の活動経路の耐災害性

を向上させるとともに、装備資機材

の充実、官民の自動車プローブ情報

の活用等による交通状況の迅速な

把握、警察庁に集約する交通情報の

増大に向けた広域交通管制システ

ムの改修、衛星・人工知能（AI）技

術・ビッグデータ・IoT・ICT を活

用した情報収集・共有、情報提供な

ど、必要な体制整備を進め、迅速か

つ的確な交通対策や道路・航路啓開

といった活動が円滑に行われるよ

う支援する必要がある。 
- Ｐ64：（別紙２）プログラムごとの脆弱性評

価結果 ６）情報通信 4-3）災害時に活用

する情報サービスが機能停止し、情報の

収集・伝達ができず、避難行動や救助・

支援が遅れる事態/Ｐ85：（別紙３）施策

分野ごとの脆弱性評価結果 ６）情報通

信（技術開発等）/Ｐ105：（別紙４） 各プロ

グラムの推進方針３．必要不可欠な行政

機能は確保する 4-3）災害時に活用する

情報サービスが機能停止し、情報の収

集・伝達ができず、避難行動や救助・支

援が遅れる事態 

 IT・SNS 等も活用して情報収集手

段の多様化・確実化を進める。 
 情報収集・分析・伝達に関する要素

技術やシステム等の研究開発を進

めていく 
 

 関係施策・技術動向 

「統合イノベーション戦略」（平成 30

年 6 月閣議決定）に基づき推進される

研究開発として SIP、PRISM、ImPACT、

総務省「IoT/BD/AI情報通信プラットフ

ォーム」社会実装推進事業、産官学の

連携のためにたち上げられた AI 防災

協議会等の関係動向が存在していた。 

これらのうち災害医療活動と直結す

る取り組みとして、我が国の災害医療

の基幹システムである EMIS は現状に

おいて AI と接続されていなかったが、

総務省「IoT/BD/AI情報通信プラットフ

ォーム」社会実装推進事業では、2018



 

年以降の災害医療救護班活動で実用さ

れている災害時診療概況報告システム

J-SPEED（電子システム名称：J-SPEED+）

によって収集された各医療救護班のク

ロノロジー情報が、Emergridと呼ばれ

る高度自然言語処理 AI に接続解析さ

れ、一般市民がつぶやいた SNS 情報と

ともに瞬時に分類・可視化される技術

が開発されていた。但し開発されたこ

の機能は社会実装には至っておらず、

その原因としては直接的には予算不足、

根本的課題としては防災システムの社

会実装に係るビジネスモデル構築の難

しさ（誰が契約主体となりコストを負

担するのか-後述）があると考えられた。

関係調査結果を今後の整備に向けた提

言としての視点も踏まえつつ災害医療関

係システムの整備状況と課題を CSCA-

TTT の枠組みに基づき災害医療 ICT マッ

プ（表１）としてとりまとめた。 

国土強靱化計画においては IoT/AI

等最新技術が、官学の持つ情報に加え

て民間が運営・提供する多様な情報サ

ービスを活用しつつ日本全国で利用す

る、更には我が国の災害経験に即した

最新の技術を海外に輸出展開・貢献す

る方向性までが計画として示されてい

たが、合致する技術として、WHO国際標

準化もされた災害時診療概況報告シス

テム J-SPEEDが存在していた。J-SPEED

は我が国の標準診療日報として災害時

の診療録のあり方に関する合同委員会

（日本医師会・日本災害医学会・日本

救急医学会・日本診療情報管理学会・

日本病院会・日本精神科病院協会・国

際協力機構が参加）が東日本大震災の

教訓を契機として開発し提唱した手法

で、その電子システムは合同委員会か

らの指導と推奨を受けて民間事業者が

開発し、DMAT、DPAT、日赤救護班、JMAT、

PWJ等関係全団体が実用している。この

オールジャパンユース体制は、DMAT事

務局及び DPAT 事務局のサービス提供

企業との利用契約に加えて、サービス

提供企業側を含めた関係者の社会貢献

的観点に基づく全関係団体への訓練利

用を含めたシステム利用開放によって

実現されていた。 

J-SPEED の運用実績やデータから今

年度、追加して得らえた知見としては、

新型コロナウィルスと関連する知見とし

ては、新型コロナウイルス感染症のパン

デミックが起こる前に発災した西日本豪

雨とパンデミック渦中に発災した熊本豪

雨の比較において（いずれも 7月発災）、

災害医療チームが診療した患者のうち急

性呼吸器感染症（ARI）と判定された患者

は全体の 5％から１％に低下していた。

避難所等での保健所職員や災害医療チー

ム関係者が一丸となった感染症対策が奏

功した成果と考えられた。（図５）ICT導

入に関連する事案としては、J-SPEED＋

スマホアプリで入力された「治療中断」

という項目についてオフサイト解析支援

チーム（被災地外の広島大学等で活動）

が発災直後にリアルタイムで解析したこ

とで、人吉のさくらドームに治療薬を持

参できなかった人が多数いることが判明

し、この情報は熊本県保健医療調整本部

を通じを熊本県薬剤師会に伝達され即日

のモバイル・ファーマシー現場派遣につ

なげられていた。この事例は、熊本地震

（2016 年）での J-SPEED紙様式運用と比

較して、熊本豪雨（2020年）では J-SPEED+

スマホアプリ導入（ICT）、またオフサイ

ト解析支援チーム設置（人力）の情報管

理体制強化策が相乗効果として発揮され

た事例と理解された。ICT 導入の際には

システムを使いこなす人材体制もセット

で整備することの重要性を示した事例と

みなされる。（図６） 

J-SPEED はその手法が Emeregency 

Medical Team Minimum Data Set (MDS)

という名称で WHO 国際標準化としても

採用されおり、MDSはモザンビークを襲

ったサイクロン Idai（2019年）におけ



る国際緊急援助活動においては国際緊

急援助隊専門家チームとして現地派遣

された DMAT 隊員有資格者 2 名の支援

により国際初稼働していた。J-SPEEDの

集計項目は 2018年の改定により WHO国

際標準に準拠していることから、モザ

ンビークでカウントされた MDS データ

と日本でカウントされた J-SPEED デー

タは比較可能であり、現地に派遣され

た DMAT 隊員有資格者とモザンビーク

保健省またＷＨＯが国際比較協同研究

を推進されていた。

MDS は研究最終年度に起きたロシア

によるウクライナへの特別軍事作戦事

案においても活用されており、日本か

らモルドバ共和国に派遣された JICA

調査団（DMAT隊員有資格者が参団）が

その運用を担当している。当該 MDS デ

ータの運用においては、モルドバ共和

国と我が国の熊本豪雨との比較検討が

なされ、両国データではともに医療に

よる追跡フォローが必要な患者の割合

が徐々に増加していた（図９）。日本に

おいては経済的あるいは健康上の問題

を抱える被災者ほど避難所に長く留ま

り続け、災害医療チームによる診療を

受けやすくなることがこの変化の要因

と考察されていたところ、この日本の

熊本での知見を踏まえて、モルドバ保

健省は、継続的な診療の提供確保によ

り一層、努めるよう、災害医療チーム

に対して要請をしていた。報告書執筆

時点で MDS の運用については JICA が

緊急開発した ICT システムを活用して

当該 DMAT 隊員有資格者が日本からウ

クライナ、モルドバ共和国、ポーラン

ドの参加国のデータ運用を遠隔支援し

ている。我が国には自然災害を通じた

災害医療/健康危機管理に係る膨大な

知見が集積されている一方で、難民大

量流入に関する経験はない。データに

基づく知見共有は今後、日本にとって

も意義があるものとなっていくと考え

られ、国際標準に基づくシステム整備

の重要性を示す知見とみなされた。 

② 社会実装課題調査

最新の情報通信関連技術の防災・災害医

療分野への導入にあたっては、以下に示す

構造的な課題が同定された。 

(ア) 組織の壁を越えたオールジャパン

ユースの実現

災害時には全ての医療チームが派

遣元組織に係わらず標準ツールを用

い協同することで被災者支援能力が

最大化される。同様に、AIの活用に

はビッグデータが必要であり、すな

わち全都道府県・全支援者が利用す

るオールジャパンユースにより、標

準化されたビッグデータを蓄積して

いくことが AIの有効性担保のための

必要条件である。更に言えば、民間

や行政等が個別に蓄積するビックデー

タの全国レベルでの公共利用体制が確

立される必要がある。一方でその実

現は以降に示す課題もあり容易では

ない。なお、この課題への対処の良

好事例としては災害時の診療録のあ

り方に関する合同委員会（小井土雄

一委員長）が実施した、関係団体の

代表者がオールジャパンレベルで結

集して合議し標準手法を決定する

“合同委員会方式”が実績をあげて

いた。当該事例においては ICT シス

テムを開発する前に標準紙様式を設

定することが関係者からの理解のし

やすさ、合意形成の促進、訓練の効

率化、そして実災害時の実用性の向

上につながっていた。

(イ) 誰がコストを負担するのか

災害時の支援活動は越境して展開

されることを前提とする必要があ

り、また派遣元組織に係わらず全支

援者が共通のシステム運用に参画す

る必要がある。この構造において、

国、都道府県、災害医療チーム等支

援者のうち誰がシステムの整備主体



となりコストを負担するのかは常に

議論の的である。一方で、都道府県

境を超えて参集する災害医療チーム

が、派遣元組織の別を超えて利用し

て導入効果を発揮するためには、国

が主体となってオールジャパン全都

道府県・全支援者が利用できる環境

を構築することが合理的かつ必要と

考えらえる。 

(ウ) どの部局が管理するのか

被災傷病者の医療救護は医療機関

や救護所、また昨今は避難所等でも

展開される。また DMATを含めた医療

救護班は感染症制御等の保健活動も

実施している。現実的にこのように

領域横断的な活動を医療救護班が展

開しているなかで、どの関係部局の

事業とすることが適当かの整理は必

ずしも容易ではない。この課題への

対処としては、当該技術の本質

（例：医療情報管理なのか保健情報

管理なのか）、主なユーザー、また、

災害時のみならず訓練企画を含めた

平時の主たる利用者を軸として整理

する考え方が有効と考えらえた。 

(エ) 教育訓練の効率化

我が国の災害医療従事者は平時に

は救急医療に従事している医療従事

者が多く、地域医療に従事する傍ら

で限られた時間を災害医療活動に費

やしている者が多い。このような状

況から、災害時に利用するシステム

には、ごく限られた時間で教育訓練

が提供可能である必要がある。この

課題への対処としては、動画を含め

た標準教育資料を作成して広く頒布

しかつ災害医療の進歩に合わせて随

時更新すること等が有効である。 

(オ) 平時利用

平時に利用しているものは災害時

にも利用しやすい。しかし汎用性の

あるツールは少ない。また、目的を

絞ったほうが行政事業を企画しやす

いという側面がある。この課題への

対処としては、応用範囲の広い技術

であったとしても、適応範囲によっ

て明確に契約等を切り分けられる事

業モデルを整備しておくことが有用

と考えられた。 

(カ) 時代に合わせた柔軟なツール変更

技術は日進月歩であり、ツールや

サービス提供事業者の入れ替えはあ

ってしかるべきである。一方、一

度、採用したシステムからの乗り換

えや脱却は容易ではない。訓練・実

運用における練度を支える訓練のあ

り方を含めて課題検討を進める必要

がある。

(キ) 国際動向への対応

特に AIはビッグデータの集積が必

要であることから、国際標準に対応

しない技術の将来性は乏しい。国際

標準に対応した技術を採用するこ

と、あるいは日本から発信して国際

標準を樹立することが重要である。 

AI 機能の災害医療分野への実装を見据え、

既存データの活用事例を創出するために J-

SPEED データを活用して一定減衰仮説に基づ

く数理モデルを研究開発したところ、同数理

モデルでは±5％（89～101％）の精度で医療

救護班による累積診療件数が予測可能なこと

が示された。（図１０～１３）

Ｄ  考察 

２つの要素にわけて推進された研究の結

果、次年度研究に向けて以下の知見・視点

が得らえた。 

関係計画・施策・技術調査の結果では、

防災基本計画において国及び地方公共団体



 

等は最新の情報通信関連技術の導入に努め

るという努力義務が記されており、国土強

靱化計画においては IoT/AI 等最新技術が、

官学の持つ情報に加えて民間が運営・提供

する多様な情報サービスを活用しつつ日本

全国で利用する、更には我が国の災害経験

に即した最新の技術を海外に輸出展開・貢

献する方向性までが計画として示されてい

た。上記計画に合致する災害医療関係 ICT

システムとしては、WHO 国際標準化もされ

た災害時診療概況報告システム J-SPEED が

存在しており、J-SPEED スマートフォンア

プリで収集される情報は総務省「IoT/BD/AI

情報通信プラットフォーム」社会実装推進

事業による開発を受けて、高度自然言語処

理 AI に接続する仕組みが整っていた。基盤

システムである EMIS に次いで登場した J-

SPEED を災害医療分野の現有資産としての

活用することは、IoT、AIを用いた災害医療

の未来像に効率的に近づく方策となると考

えらえた。 

一方で、IoT/AIシステムの災害医療分野で

の社会実装に向けた構造的な課題として、民

間や行政等が個別に蓄積するビックデータの

全国レベルでの公共利用体制の確立、平時も

発生するシステム維持コストを合理化する運

営体制の確立、システムを操作する教育普及

体制の確立等が主要課題として指摘された。

特に重要な点として、IoT/AIシステムの災害

医療分野での社会実装には、ＩＴシステム構

築のみならず、システムを操作する人材の育

成も必要である。人材確保を全国の行政職員

等に求めることは困難かつ非効率的であり、

訓練された専門家として全国の健康危機管理

にサージキャパシティとして対応するＤＭＡ

Ｔロジスティクスチーム隊員等に集中的に訓

練機会を提供することが、全国規模の迅速導

入に向けて効率的なアプローチと考えられた。

加えて ICT システム整備時には標準紙様式

を設定することが関係者からの理解のしや

すさ、合意形成の促進、訓練の効率化、そ

して実災害時の実用性の向上につながると

考えられた。 

 

Ｅ  結論 

災害医療分野での IoT、AIの活用に係る

研究開発は既に取り組みが開始されてい

る。AIの活用の前提となるのはビッグデ

ータの存在である。その点、現在、災害医

療分野で WHO 国際標準も牽引しつつ既にビ

ッグデータをつくりだしているのは J-

SPEED であり、同蓄積データを活用してい

くことが災害医療分野への AI導入の最短

経路になると思われた。 

一方で、IoT/AIシステムの災害医療分野で

の社会実装に向けた構造的な課題としては、

ビックデータの公共利用体制の確立、システ

ム維持コストを合理化する運営体制の確立、

システムを操作する教育普及体制の確立等が

指摘された。IoT/AIシステムの災害医療分野

での社会実装には、システムを操作する人材

の育成も必要であり、全国の健康危機管理に

サージキャパシティとして対応するＤＭＡＴ

ロジスティクスチーム隊員等に集中的に訓練

機会を提供することが、全国規模の迅速導入

に向けて効率的なアプローチと考えられた。  
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表１ 災害医療ICTマップ 

領域 課題番号 課題 現状 理想/提言

1

医療、消防、警察、自衛隊等の連携が効率的で
ない。それぞれに指揮命令系統があり、組織の
垣根を超えたICSがないことが、対応の優先順
位、迅速性を困難にしている。

SIP4D（府省庁連携防災情報共有システム）、D24H
（災害時保健医療福祉活動支援システム）（研究事
業）が存在。

・多機関が情報共有可能なプラットフォームの実用化が必
要、その際には行政組織間のみならず民間組織との情報共
用のあり方を整理する。
・SIP4D/D24H及び病院被災状況等を集約するEMIS（広域
災害救急医療情報システム）と医療救護班の診療概況を集
約するJ-SPEED (災害時診療概況報告システム)をいずれも
国レベルで公式に採用し全関係組織がオールジャパンで利
用可能とする。

2
白板にクロノロジーを書いていくが手書きであ
り、写真を撮り共有しており、リアルタイムに
共有できない。

写真をLINEに載せて共有している。
J-SPEEDアプリには医療チームの位置情報及びテキス
ト/写真投稿可能なチームクロノロジー機能があり自
然言語処理AIと接続されているが、実用されていな
い。

・高度なOCR技術を用いたクロノロジーの自動電子化
・音声認識機能を活用したクロノロジーの 電子化
・J-SPEEDアプリのクロノロ機能を通じた自然言語処理Ａ
Ｉを活用する。

3
ニーズと資源のミスマッチが災害医療を難しく
している。例：患者と医療施設、医療資器材の
需要と供給

人海作戦でマッチングを行っている。コロナでは、医
療資器材のマッチングにG-MISが使用されており、資
器材の過不足の入力、また必要があれば緊急配布を要
請できるシステムがあるが、入力するのも、それをモ
ニタリングしているのも人である。

・病院にセンサーが取り付け、ベッド状況、資器材、出勤
しているスタッフ数、貯水槽の残量等が人を介さず自動的
に収集かつ共有可能なシステムを構築する（医療版の販売
時点情報管理Point of saleの導入）

1
Self: 隊員の安全管理：手入力、隊員毎の情報
は収集されていない。

DMATはEMISを通してチームが各節目節目で時点単
位で入力することで、活動状況や安否を確認してい
る。
DPATはJ-SPEEDアプリでチームの位置情報をリアル
タイムで把握し、またJ-SPEED診療日報でチーム単位
での健康状態を報告させている。

・DMAT/DPAT/日赤/JMAT等、他我が国の全医療救護班
間で健康・安全管理ツールを標準化する（厚生労働科学研
究により開発されたJ-SPEEDアプリで隊員毎の健康情報を
収集する機能を活用）。
・GPSを搭載したウェアラブルモニタを導入し、より正確
な位置情報や身体状況を申告や入力作業なしに把握可能と
する。

2 Scene:　組織を超えた現場の安全確認と共有

SIP4Dを通じて気象庁や国土交通省等の震度、降水
量、河川の増水状況、病院をはじめとする建物の耐震
性等の情報が集約され始めており、現場の安全確担保
に貢献しつつある

・ 収 集 さ れ た 情 報 を 安 全 管 理 に 活 か す ICS（Incidenct
commmand system）等、指揮体制の標準化に係る議論の進
展にあわせてシステムを整備する。指揮調整体制は国/都道
府県等の階層間連携も踏まえ整備する。

3
Scene: 医療施設の安全 診療継続 インフラ
の強化

災害拠点病院のBCP整備がなされているが、多くの病
院は実行性のあるBCPを持たない。災害時に病院被災
以状況収集は人海作戦による。医療施設への給水、給
油は困難を極める。EMISは改定されたがアナログ対
応である

・病院から被災状況（建物、水、電気、ガス）を自動的に
収集可能なセンサーシステムを整備する。この整備は支援
の効率的にも資する可能性がある。

4 Survivor:　災害時要配慮者を如何に把握するか

在宅酸素療養者は業者が把握など一部では行われてい
るが、個人情報の壁があり、行政はすべて把握してい
ない。
コロナ対応では患者情報をHER-SYSで収集されている
が操作性の課題等から入力率は充分でない。

・災害時要配慮者の情報がGPS情報を含めて簡易に入力・
更新可能、かつ関係機関で共有可能な体制を構築する。

1 組織を超えた情報共有 SIP4D
・より扱いやすいシステム/デバイスを開発するとともに、
衛生通信等によるデータ通信体制を強化する。合わせて日
本版ICSも整備する。

2 EMISと他の医療情報の連結 EMISとJ-SPEEDの接続なし
・D24HをプラットフォームとしてEMIS（病院/DMAT等情
報）とJ-SPEED（全救護班情報）を連結する。

Assessment 1
災害時には誤情報が氾濫し、適切な判断の妨げ
となる

Twitterなどの情報をAIを用いて取捨選択する試みが始
まっている。総務省事業で開発されたTwitter 分析AI
にはJ-SPEEDアプリ入力情報を接続する仕組みが構築
されているが事業化がされていない。

・より適切なアセスメントを行うためAIを用いた情報の重
要情報/デマ情報等の取捨選択システムを構築する。

Triage 1
トリアージの方法とトリアージタグは標準化さ
れたが電子化が統一されていない

トリアージの電子化、スマフォ、情報発信 既に電子
ペンを使ったトリアージ、大阪の3SPiders等いろいろ
な取り組みが既に行われているが、その反面統一が難
しくなっている。

・トリアージの電子様式とAPIが標準化して、採用システム
に係わらず現場情報を電子共有可能とする。このことはト
リアージを行う者の負担軽減や、訴訟が起こった際の根拠
の保存にも資する。

1
災害時の標準的診療録がなかったため診療継
続、疾病集計ができなかった。

災害診療記録の活用 J-SPEEDの活用により、救護所
の疾病集計ができるようになったが、災害診療記録は
未だ紙運用である。

・J-SPEEDに加えて災害診療記録も電子運用可能とする。

2 災害時の医療機関における疾病集計ができない

病院における疾病集計は、統一されたものがない
が、国立病院機構においてはＮＣＤＡ 国立病院機構
診療情報集積基盤により診療情報を共有する試みが始
まっており、J-SPEEDデータが病院電子カルテから入
出力可能となっている。

・被災地おいて救護所、医療施設を統合して、どこでどれ
だけの何の疾患が発生しているかリアルタイムに分かる疾
病集計体制を構築する。

3
医薬品、医療資器材の過不足は診療の質に直結
する

EMISで入力可能であるが、その先の調整システムが
ない。COVID-19対応ではG-MISにより病床の稼働状
況、病床や医療スタッフの状況、医療機器や医療資材
（マスク、ＰＰＥ含む）の確保状況が一元把握され、
物資の供給、患者搬送の調整が行われている。

・医薬品、医療資器材の過不足のリアルタイムモニタリン
グが可能がシステムを開発し、状況の共有、物資の供給、
患者搬送の調整までをシステム化する。

1

搬送は３Tの中でも、もっとも時間的制約を受
けボトルネックになる。また、消防、自衛隊等
の連携が不可欠。搬送先との調整も必要とな
り、搬送を如何にスムースの行うかは傷病者の
命に係わる。

   アナログで調整しているが、搬送調整がうまく行わ
れないと防ぎ得た災害死が起こる。現状は、空きベッ
ド状況はネット共有されているが（情報が更新されて
いないことが多い）、調整を行うのは手作業である。

・最適な搬送計画を支援するシステムを開発する。ドク
ターヘリに加えて救急車も全国標準的にGPSを搭載する。
救護班の位置情報はJ-SPEEDアプリから収集されておりこ
れを活用する。

2
傷病者がどこに運ばれたか追跡することは重要
である。

現状は、災害現場においては、消防の現場指揮所（あ
るいは救急指揮所）でアナログで情報整理を行ってい
る。リアルタイムでは災害対策本部は把握できない。
広域医療搬送の場合は、EMISのMATTSで行われてい
る。避難所では災害診療記録が活用されているが患者
が移動した場合の追跡はできていない。

・搬送をデジタル化して、誰がどこに運ばれるかを把握可
能とする。診療記録の電子化とセットで検討する。

CSCA-TTTとDX（災害医療ICTマップ）

Command &
Control

safety

Transportation

Treatment

Communication



 

 

 
図５ 令和2年7月熊本豪雨（2020年）J-SPEED診療概況データ-災害による必要な治療の中断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ 西日本豪雨（2018年）熊本豪雨（2020年）における急性呼吸器感染症発生頻度比較 

  



図９ モルドバ共和国ウクライナ人道危機（2022年）と熊本豪雨（2020年）の比較 

図１０ 数理モデルを用いたJ-SPEEDデータに基づく診療件数予測結果（熊本地震） 



 

 

 
図１１ 数理モデルを用いたJ-SPEEDデータに基づく診療件数予測結果（西日本豪雨2018年） 

 
図１２数理モデルを用いたＭＤＳデータに基づく診療件数予測結果（モザンビークサイクロン2019年） 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１３数理モデルを用いた撤収時期判断補助評価 （西日本豪雨2018年） 

 
図１４数理モデル予測値と実測値の一致率 

 
 



令和 3 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究報告書 

「国際災害医療チームの受援に関する研究」 

  

研究分担者 久保達彦 （広島大学大学院医学研究科公衆衛生学 教授） 

 

研究要旨 

国土強靱化基本計画に基づき、大規模災害時に国際医療支援を受け入れる必要が生じた

場合に、特に地方自治体の受援負担を最小化しつつ、効率的・効果的な受援を果たすため

の具体的方策を明らかにすることを目的として、①国内計画等調査、②国際標準等調査、③

国際受援訓練に分けて研究を推進した。③国際受援訓練では米国保健福祉省等と連携のう

え US-DMAT 受援訓練を新型コロナウイルス感染症が蔓延するなかリモート開催の形で実施

した。同訓練は延べ 93 名以上の両国関係者の参加を得て開催された。研究成果として「US-

DMAT/EMT 国際受援標準業務手順書（SOP）暫定版」を開発した。今後は日米合同で設置

したワーキンググループを協議の場として活用し、当該 SOP のブラッシュアップや実動訓練企

画等の課題検討に両国合同で取り組んでいくことが重要である。受援の成功に向けて特に重

要なのは医療リエゾンの選任である。候補者のリストアップと育成、US-DMAT 側との顔の見え

る関係構築を進める必要がある。また US-DMAT の受援をＷＨＯ国際標準にも準拠する形で

計画化し他国からの受援への対応にも留意することが国・地方レベルでの受援負担軽減につ

ながる。 

研究協力者 

 若井聡智 （国立病院機構本部 DMAT

事務局 次長） 
 大野龍男 （国立病院機構本部 DMAT

事務局 災害医療専門職） 
 豊國義樹 （国立病院機構本部 DMAT

事務局 災害医療調整係長） 
 勝部司  （国際協力機構国際緊急援

助隊事務局 国際協力専門員） 
 

日米 DMAT 合同机上訓練協力研究者 

 山本英昭 （外務省国際協力局緊急人

道支援課 国際緊急援助官） 
 児玉光也 （外務省国際協力局緊急人

道支援課 課長補佐） 
 大友康裕 （東京医科歯科大学大学院 

医歯学総合研究科 救急災害医学分

野 教授） 
 横堀將司（日本医科大学 大学院医学

研究科救急医学分野 教授） 
 冨岡譲二（社会医療法人緑泉会 米盛

病院 副院長） 

 成田麻衣子（りんくう総合医療センター 

大阪府泉州救命救急センター医長） 
 大場次郎（順天堂大大学院医学研究

科救急・災害医学 准教授） 
 岡本美代子（順天堂大学大学院医療

看護学研究科 准教授） 
 甲斐聡一郎（兵庫県災害医療センター 

救急部副部長） 
 夏川知輝（淀川キリスト教病院救急科 

副部長、救急センター長） 
 中川雄公（大阪大学医学部附属病院

高度救命センター） 
 若原聖徳 （済生会滋賀県病院） 
 高村ゆ希（東京医科歯科大学） 
 田治明宏（広島大学公衆衛生学） 
 伊藤敦（国際協力機構国際緊急援助

隊事務局） 
 湊佑介（国際協力機構国際緊急援助

隊事務局） 
 大政朋子（国際協力機構国際緊急援

助隊事務局） 
 羽田達矢（国際協力機構国際緊急援

助隊事務局） 
 幅野由樹子（国際協力機構国際緊急



援助隊事務局） 
 石井克美（国際協力機構国際緊急援

助隊事務局） 
 塩田浩平（国際協力機構国際緊急援

助隊事務局） 
 永井雅姫（国際協力機構国際緊急援

助隊事務局） 
 清水美里（国際協力機構国際緊急援

助隊事務局） 
 池田修一（国際協力機構 ARCH プロジ

ェクト） 
 喜田たろう（国際協力機構 ARCH プロ

ジェクト） 
 

Ａ  研究目的 

本研究の目的は、国土強靱化基本計画

に基づき、大規模災害時に国際医療支援を

受け入れる必要が生じた場合に、特に地方

自治体の受援負担を最小化しつつ、効率

的・効果的な受援を果たすための具体的方

策を明らかにすることである。研究成果物と

して国際災害医療チーム EMT の受援マニ

ュアル（US-DMAT/EMT 国際受援標準業

務手順書）を策定した。 

 

Ｂ  研究方法 

以下３要素に分けて研究を推進した。  

1 国内計画等調査 

国土強靭化計画・東日本大震災時に

発出された関係事務連絡等、本件に関連

する我が国の関係計画等に関する情報

を収集した。 

2 国際標準等調査 

WHO 等が定める国際災害医療受援・

調整に係る国際標準等に関する情報を

収集した。 

3 国際受援訓練 

米国保健福祉省と合同で US-DMAT

受援訓練をリモートで開催し、「US-

DMAT/EMT 国際受援標準業務手順書」

を研究開発した。 

 

Ｃ  研究成果 

1 国内計画等調査 

我が国の計画等において、国際災害医

療チームの受援に関係する箇所は以下の

通り。 

 

⚪ 中央防災会議幹事会（2020）「大規模

地震・津波災害応急対策対処方針」 
- １５（１） 海外からの支援受入れ PP.88〜89 

● 大規模災害時には、海外から人的・物

的支援の申し出が多数寄せられること

から、このような支援申し出に対して、

これまでの大規模災害の経験を踏ま

え、受入れ手続を明確化することで、

海外からの支援受入れを円滑に行う。 
● 外務省は、大規模地震等が発生した

際、我が国の被災状況及び政府の対

応状況と併せて、海外からの支援受

入れに対する我が国の基本的な考え

方（要請主義）を在外公館及び駐日

大使館に速やかに伝える。外交ルート

にて海外からの支援の申入れがあっ

た場合には、外務省は、緊急災害対

策本部に対し、支援の種類、規模、内

容、到着予定日時・場所等を通報す

る。 緊急災害対策本部は、外務省か

らの通報を受け、被災都道府県又は

関係省庁に対して当該支援ニーズの

有無を確認し、これを踏まえ当該支援

の受入れの要否を判断する。緊急災

害対策 本部は、外務省に当該支援

受入れの判断結果を通報し、外務省

が当該支援申出国に対して回答す

る。 
● 緊急災害対策本部は、在日米軍によ

る支援が必要と判断するときは、外交

ルートを通じて米国に当該支援を要

請する。在日米軍による支援の受入

れに際しては、外務省及び防衛省

が、２国間の合意により運用している

既存の調整メカニズムに則り、必要な

調整を行う。 
● 海外からの物的支援については、国

内の通関手続を終えるまでの輸送手

段の確保、人的支援 については、水・

食料等を含む装備品、国内の移動手

段、宿泊先、通訳等の確保を支援申

出国が行うことを、支援申出国及び当

該国の駐日大使館（以下「支援申出

国・駐日大使館」と いう。）に求めるこ

ととする。 
４）海外からの人的支援の受入手続 



医療活動に係るチーム（以下「医療チーム」と

いう。）の受入手続 

● 厚生労働省は、医師法上の疑義が生

じないよう、東日本大震災の際に発出

したものと同旨の事務連絡文書を速

やかに被災都道府県に対して発出 
● 外務省は、世界保健機関（ＷＨＯ）に

よ る 緊 急 医 療 チ ー ム （ EMT ：

Emergency Medical Team）評価を受け

認定されていることを確認 
● 外務省は支援申し出を緊急災害対策

本部に通報⇒緊急災害対策本部が

厚生労働省に連絡⇒厚労省は被災

都道府県のニーズ確認⇒厚生労働省

は緊急災害対策本部に回答（医療チ

ームの受入要否、受け入れる場合は

活動内容・活動場所等） 
● 緊急災害対策本部は、医療チーム受

入れ要否を外務省を通じて支援申出

国に回答。受入れる際には、外務省

は、当該医療チームの活 動内容を通

知することと併せて、水・食料、移動手

段、宿泊先、医療通訳、報道対応担 

当者等を、支援申出国・駐日大使館

において確保するよう要請し、その旨

確認する。また、外務省は、医療チー

ムの活動に必要な医薬品・医療消耗

品は、被災都道府県の医療 対策本

部が提供し、それらを使用することに

なる旨を支援申出国・駐日大使館に

連絡する。 
● 外務省は、医療チームに対して連絡

要員を派遣 
● 医療チームの現地における活動調整

は、当該都道府県の医療対策本部に

て行う。医療チームは当該医療対策

本部と必要な調整を行った上で、指

定する避難所・病院 等で活動する。

必要な医薬品・医療消耗品は、当該

医療対策本部が提供する。 
 本研究では、上記、計画を国際受援フロー

図化した（Appendix １：日本語・英語） 

＊Appendix 資料については、総括報告書に

掲載した。 

 

②国際標準等調査 

WHO 等が規定する国際標準等で、国際

災害医療チームの受援に関するものには以

下が存在した。 

 

⚪ WHO Classification and Minimum 

Standard for Emergency Medical Team

（通称 Blue Book, 2021 年改訂） 
⮚ 災害医療チーム(EMT)が満たすべ

き最低基準を示した文書。初版は

2013 年発行。改定ワーキンググル

ープには日本からは本分担研究

者が招聘され参加した。 

⮚ 今回改訂により、我が国の J-

SPEED 診療日報をベースに開発さ

れた WHO EMT Minimum Data Set

が災害医療チームの国際標準手

法と Blue Book にも明記された。 
⚪ WHO EMT Coordination Handbook

（2018） 
⮚ EMT 調整本部スタッフ向けに調整

に関する手順を示した文書。紹介

されている調整手法はユニバーサ

ルなもので、日本災害医学会「災

害医学のあり方委員会」において

“実施していることは同じで、我が

国の災害医療調整でも参照可能

な内容”と評されていた。 
⮚ WHO は各国保健省担当者向けに

EMTCC研修を開催している。2021

年度は中国で開催された 2021 年

国際捜索救助諮問グループ

（INSARAG）アジア太平洋地域演

習への参加、並びに 2022 年 2 月

24 日に発生したロシア・ウクライナ

間での軍事事案に対応するためモ

ル ド バ 共 和 国 に 設 置 さ れ た

EMTCC での現地活動（本分担研

究研究代表者/分担研究者/研究

協力者が JICA 調査団として派遣さ

れた）を通じて本研究に係る情報

収集にあたった。 
 

③国際受援訓練 

- US/JP DMAT Joint Virtual TTX（日米

DMAT 合同机上訓練）を開催した。 
訓練目的：大規模災害時に国際医療支

援を受け容れる必要が生じた場合の手

https://docs.google.com/presentation/d/1Ggzbv31_tAr0ktbSOuxDHSKZduHm6DNT/edit
https://drive.google.com/file/d/1cDXGTnqrqTIxTA7cPDPMhhghTBamveVc/view


続き及び調整手法を検証し、将来的な

US-DMAT/EMT 受援の際に以下を実

現すること。 

⮚ (1)US-DMAT の迅速派遣 
⮚ (2)日米の DMAT による統合医療

支援 
⮚ (3)国際受援に係る特に被災都道

府県への最大の支援効果と最小

の受援負担 
- 訓練計画 (4 パートに分け開催) 

⮚ Part A：支援要請と応諾に至るまで

の両国内における手続き(派遣要

請・派遣決定)（2021 年 3 月 27 日） 
⮚ Part B：派遣に際してのチーム受け

入れ（米国出国～日本入国）（2021

年 4 月 24 日） 
⮚ Part C：現場における協働（保健医

療調整本部訪問～診療開始）

（2021 年 6 月 26 日） 
⮚ Part D：支援の終了から本邦出国

（撤収～出国）（2021 年 7月 17 日） 
- 参加機関等 

Part A 開会挨拶 
✧ 佐原 康之危機管理・医務技

術総括審議官、厚生労働省 
✧ Dr. David “Chris” Hassell, 

Principal Deputy Assistant 

Secretary( 副 次 官 補 ), 

Department of Health and 

Human Service (HHS 米国保

健福祉省）/ASPR.  
✧ 小 井 土 雄 一 厚 生 労 働 省

DMAT 事務局長  
✧ Mr. Joe Lamana, Director, 

Readiness Division, 

HHS/ASPR. 
⮚ Part A-D 日本側参加機関 

参加者名簿登録人数（65 名） 
✧ 日本DMAT事務局/本研究班

/研究協力者 
✧ 厚生労働省 
✧ 外務省 
✧ 国際協力機構 
✧ 内閣府 
✧ 大阪府 

✧ 関西エアポート株式会社 
⮚ Part A-D 米国側参加機関 

参加者名簿登録人数（28 名） 

＊登録外からも多数の参加あり 
✧ US Department of  Health and 

Human Service (HHS) （米国

保健福祉省） 
✧ US DMAT （米国 DMAT） 
✧ US Department of States 

(DOS) （米国国務省/在京米

国大使館） 
✧ USAID (US Agency for 

International Development （米

開発援助庁） 
✧ United States Indo-Pacific 

Command (USINDOPACOM)

（アメリカインド太平洋軍） 
- 訓練成果物：US-DMAT/EMT 国際受

援標準業務手順書（SOP）暫定版を開

発した。同 SOP は、「大規模地震・津波

災害応急対策対処方針」（2017）で示さ

れた基本方針を補完する、【情報】関係

情報 22 件・【手続】取り得る手続き 19

件・【課題】課題及び対応の選択肢 16

件の3タイプに分類されるカード合計57

件を日米専門家が合同して策定し挿入

して完成された。同SOPは暫定版として

管理され、今後も継続的にブラッシュア

ップされていくこととされた。 
 

Ｄ  考察 

①国際計画等調査の結果、医療の国際

標準化は、2010 年に発生したハイチ大地震

の教訓化を果たすために 2013 年に WHO

内 に 事 務 局 を 置 い て 発 足 し た

EMT(Emergency Medical Team）が推進して

きている。現在、WHO 全地域事務所にも担

当者が配置され先進国のみならず発展途上

国においてもチームの創設が相次ぐなど

EMT は極めて大きな国際潮流となってい

る。そのようななかで我が国の JDR は

INSARAG・EMT 国際認証をともに受けてお

り、これらの国際潮流を牽引する立場にい

る。実際のところ日米 DMAT 合同机上訓練

への日本からの参加者 65名のうち、20 名以

上は JDR 登録者等であり、訓練遂行及び



SOP 開発に大きく貢献していた。このような

動向を踏まえれば、本研究課題においては

DMAT に加えて、日本ＤＭＡＴ（2005 年創

設）よりも長い歴史をもち国境をまたいだ医

療チームの国際派遣に多くの知見を有する

JDR（1987 年設置）が蓄積してきた知見も積

極的に活用していくことが適当である。 

②国際標準等調査の結果、明らかになっ

たことのひとつは我が国の災害医療の先進

性である。DMAT による災害医療調整は

WHO の EMTCC Coordination Handbook を

具現化した活動であった。また、我が国で開

発された J-SPEED 診療日報はＷＨＯ国際

標準として採用されていた。日本の貢献は

ＷＨＯ国際標準策定への貢献のみならず人

材・実動面でも認められ、WHO からの要請

を受けてモザンビークサイクロン Idai

（2019）、ロシアのウクライナへの軍事侵攻に

伴うモルドバ共和国における人道危機

（2022 年）では、日本 DMAT 有資格者が

JDR 等の枠組みで現地に派遣され、国際

EMT の受援調整を担当していた。このような

海外での貢献や経験は、来るべき我が国で

の大規模災害国際受援時にも必ず役立つ

だろう。この際、そのような経験を有事にとど

めてはいけない。有事の活動は平時の訓練

や関係基準作成に基づいている。平時の貢

献は目立ちにくいが、例えば我が国の J-

SPEED が国際標準化されたことで、今後の

国内大規模災害においても我が国は平素

からの手法を変えることなく、国際チームか

らのＷＨＯ国際標準に基づく診療日報 MDS

を受け取り、即時集計することができる。本

研究は当初から、日本方式を予めＷＨＯ国

際標準にして各国で運用しておく視点をも

って戦略的かつ野心的に推進していくことと

されてきたが、このことは、国土強靭化計画

における“仙台防災枠組 2015-2030等の国際

枠組みを率先して実行することにより、世界の

強靱化をリードする”との主旨に照らしても適

当な方針である。今後も本研究課題を国際

動向にも目を向け推進していくことが、我が

国の国際受援の枠組みの実効性の強化に

向けて重要である。例えば、ウクライナでの

人道危機を支援するために JICA が緊急開

発した電子システム MDS Feedback Maker+

を我が国での国際受援時に活用すること等

も本課題の効率化に大きく貢献するだろう。 
③国際受援訓練について、US/JP DMAT 

Joint Virtual TTX への米国側のコミットメント

は極めて強固であった。開発上の論点のひ

とつは、開発する SOP を US-DMAT のみに

適応するものにするのか、他国にも適応可

能なものとするのかという点であった。この点

について当初は関係者間で見解が一様で

はなかったが、最終的に、【被災傷病者救護

の観点】超大規模災害時には US-DMAT に

加えて米国以外の国からの医療受援を必要

とする状況が想定されうること、そのような状

況において、被災傷病者の生命と健康を守

ためには米国以外の国のチームについても

迅速派遣等を実現する必要があること、【医

療調整の観点】派遣国に係わらず統合され

た医療調整のもと被災救護能力を最大化し

ていく必要があること、【受援負担軽減の観

点】支援国毎に手続きや様式を変えることは

国のみならず自治体側の受援負担にもつな

がりかねないことの３点から、SOP は US-

DMAT の受援を主眼・第一としつつも、他国

にも展開可能な内容とすることに留意するこ

ととした。 

また、特に日本側の関係者間で深まった

共通理解として、国際医療受援には①医療

（取り分け医療安全）と②外交（派遣国と日

本の信頼関係強化）の二つ側面があり、どち

らが欠けることも許されない、ということであ

る。この考え方は、JDRの近年の派遣状況か

らも明らかであり、SOP の開発にあたっても

十分に留意されるべき事項と考えられた。こ

の 2 軸課題に対応するためには、国際医療

受援において外交リエゾンと医療リエゾンの

両者を明確な役割分担のもとセットで任用

することが適切に思われた。国際医療受援

に対応できる医療リエゾン（通訳機能/医療

的議論を含む）の存在は地方自治体の受援

負担を最小化するうえでも極めて重要と思

われる。日本側が供出する医療リエゾンの人

材としては、日本の災害医療調整を精通す

る DMAT ロジスティックチームと国際緊急援

助に精通する JDR医療チームの重複登録し

ている者等が候補と考えられた。候補人材

をリストアップするとともに、日米関係機関が



参集する集合研修を定期開催し、平時から

顔の見える関係を構築・維持しておこくこと

は国際受援の成功に向けて極めて有効な

対処となるだろう。 

そのような観点も踏まえて、本研究課題に

ついて今後の継続的なを実現するプラットフ

ォームとして日米合同で、Liaison（メンバー

数は日 9、米 5 名）, Operations（同：日 11、

米 5）, Logistics（同：日 6、米 7）の 3 課題に

わけてワーキンググループを設置された。当

該ワーキンググループはすでに 6 回開催さ

れ、検討結果に基づきＳＯＰがブラッシュアッ

プされている。新型コロナウィルス感染症パ

ンデミックにより延期された実動訓練の実施

に係る検討を含めて、当該ワーキンググル

ープが日米両国の関係機関の協議の場とし

て活用され、来るべき大規模災害時の国際

医療受援の成功につなげられることが期待

されている。

Ｅ  結論 

 ①国内計画等調査、②国際標準等調

査、③国際受援訓練に分けて研究を推

進し、US-DMAT/EMT 国際受援標準業

務手順書(SOP)暫定版を完成させた。

 日米合同で設置したワーキンググルー

プを関係機関の協議の場として活用し、

課題検討を両国合同で継続することが

重要である。

 受援の成功に向けて特に重要なのは医

療リエゾンの選任である。候補者のリスト

アップと育成、US-DMAT 側との顔の見

える関係構築を進める必要がある。

 US-DMAT の受援をＷＨＯ国際標準に

も準拠する形で計画化し他国からの受

援への対応にも留意することが国・地方

レベルでの受援負担軽減につながる。

 ＪＤＲとも連携して日本方式を予めＷＨＯ

等の関係国際標準にして各国で運用し

ておくことが、結果的に我が国における

効率的な受援の成功につながる。

Ｆ  健康危険情報 

なし 

Ｇ  研究発表 

なし 

1. 論文発表

- なし

2. 学会発表

- 久保達彦,豊國義樹,勝部司,若井聡智,

大野龍男,小井土雄一. 国際災害医療

チームの受援に関する研究―国際受

援標準業務手順書の開発 第 26 回日

本災害医学会総会・学術集会 2022 年

3 月（広島）

- 若井聡智,久保達彦,豊國義樹,勝部司,

大野龍男,小井土雄一. 米国 DMAT

国際医療受援に向けたバーチャル机

上演習 第 26 回日本災害医学会総

会・学術集会 2022 年 3 月（広島）

- 勝部司,久保達彦,豊國義樹,若井聡智,

大野龍男,小井土雄一. 本国内に国際

医療チームを受援した場合の医療リエ

ゾンの必要性について 第 26 回日本

災害医学会総会・学術集会 2022 年 3

月（広島）

- 豊國義樹,大野龍男,久保達彦,勝部司,

若井聡智,小井土雄一. 国際医療チー

ム（米国 DMAT）を受援した場合のロジ

スティクス支援の課題 第 26 回日本災

害医学会総会・学術集会 2022 年 3 月

（広島）

3. 研究課題に関連した実務活動

1. JICA/WHO 2021 年国際捜索救助諮

問グループ（INSARAG）アジア太平

洋地域演習（中華人民共和国）2021

年

2. 航空自衛隊航空機動衛生隊 災害診

療記録／J-SPEED 及び MDS 取り扱

い訓練 講師（2021 年）

3. JICA ウクライナ避難民に係る緊急人

道支援・保健医療分野協力ニーズ調

査団 モルドバ共和国 EMTCC 活動

（2022 年）

Ｈ  知的財産権の出願・登録状況 

なし 



令和 3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」 

分担研究報告書 

「DMAT／DPAT隊員のメンタルヘルスチェックシステムに関する研究」 

研究分担者 西 大輔（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 准教授, 

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

公共精神健康医療研究部 部長） 

研究要旨 

 DMAT／DPAT隊員のメンタルヘルスの状態を平時からチェックするシステムを構築する

こと等を当研究分担班の目的としている。令和元年度、2年度に引き続き、DMATおよび

DPAT 隊員を対象に、第 4回と第 5回のオンライン調査を実施した。各調査の回答率の低

さを考慮すると、隊員研修の機会を活用して推奨事項の周知とセルフスクリーニングを

行うことが必要と考えられた。Psychological first aid (心理的応急処置)は、隊員自

身のメンタルヘルスの悪化の予防に寄与する可能性がある。COVID-19 ワクチン接種実施

中の期間において、ワクチン接種意向のない医療従事者への配慮が重要である可能性が

示唆された。COVID-19感染者の対応の決断の経験への対策は、COVID-19 パンデミック時

において医療従事者のメンタルヘルスの問題を予防するために重要である。今後は災害

等の医療救援者や COVID-19に対応する医療従事者のメンタルヘルスの問題を防ぐため

に、更なる調査と情報発信が必要であると考えられる。 

Ａ．研究目的 

 DMAT(災害派遣医療チーム)／DPAT(災害

派遣精神医療チーム)隊員も、救援活動に

伴うストレス等から派遣後にメンタルヘル

ス不調になることがあるため、その予防の

観点から、隊員のメンタルヘルスの状態を

平時からチェックするシステムを構築する

こと、過去の派遣経験から派遣後のメンタ

ルヘルス不調に影響を与える要因等につい

ても検討することを当研究分担班の目的と

している。

令和 2年度より、当初の研究計画を一部

変更し、2020年 2月から新型コロナウイル

ス(COVID-19)に関連した活動に従事した

DMAT／DPAT隊員が相当数いたことから、

COVID-19に関連したストレスの実態を調べ

ることを目的とした調査を実施している。

Ｂ．研究方法 

令和元年度、2年度に引き続き、DMATお

よび DPAT隊員を対象に、オンライン調査

を実施した。DMATは EMIS、DPATはメーリ

ングリストにて研究参加の依頼を行い、参

加の承諾を得た参加者に Web 上にて自記式

質問紙にご回答をいただいた。令和 3 年度

は、第 4回調査を 2021年 5月 21日から 6

月 18日、第 5回目調査を 2021年 11月 5

日から 12月 3日に実施した。

 また、これまでの調査より下記の解析と

研究発表を行った。 

①Psychological first aid (PFA:心理的応

急処置)の受講経験と心理的苦痛

第 1-3回調査より、PFAの受講経験と心

理的苦痛の関連を解析した。

②COVID-19 ワクチン接種意向と抑うつ症状

第 3、4回調査より、COVID-19ワクチン

接種意向と抑うつ症状の関連を解析し

た。 

③COVID-19 感染者の対応の決断と PTSD症

状 



第 4回調査より、「COVID-19感染者をど

のように優先するか決断しなければなら

ないことがあった」経験と、PTSD症状の

関連を解析した。 

 加えて、量的研究の結果と先行研究のレ

ビューおよび隊員へのインタビューの結果

を踏まえ、医療救援者のメンタルヘルスに

重要と考えられる推奨事項および所属組織

として医療救援者のメンタルヘルスに重要

と考えられる推奨事項を作成した。 

 なお、本研究は、東京大学大学院医学系

研究科・医学部倫理委員会(2019164NI)、

および国立病院機構災害医療センター倫理

委員会(2019-19)より承認を得て実施され

た。 

Ｃ．研究成果 

 第 4回調査の回答率は 5.8% (参加者

777/調査対象者 13,315名)、第 5回調査の

回答率は回答率:5.3% (709/13,427 名)であ

った。 

①-③の結果は下記であった。

①Psychological first aid (PFA:心理的

応急処置)の受講経験と心理的苦痛(論文

発表 2) 

COVID-19パンデミック時の 2020年 1月

から 2020年 10月において、医師以外の医

療従事者の心理的苦痛は、PFA経験なし群

が PFA 経験あり群よりも有意に大きい結果

であった。医師においては、PFA経験なし

群と PFA経験あり群の心理的苦痛に有意な

変化はみられなかった。 

②COVID-19 ワクチン接種意向と抑うつ症状

(論文発表 1、学会発表 3) 

日本での COVID-19ワクチン接種開始前 

から COVID-19ワクチン接種実施中の期間 

において、COVID-19ワクチン接種意向のな 

い医療従事者は COVID-19ワクチン接種意 

向のある医療従事者よりも抑うつ症状が悪 

化していた。 

③COVID-19感染者の対応の決断と PTSD症

状(投稿中) 

 2021 年 5月において、「COVID-19 感染者

をどのように優先するか決断しなければな

らないことがあった」経験は、PTSD 症状と

の有意な正の関連がみとめられた。 

 医療救援者のメンタルヘルスに重要と考

えられる推奨事項として、派遣前・派遣

中・派遣後の 10の推奨事項を作成した(添

付資料 1)。加えて、所属組織として医療救

援者のメンタルヘルスに重要と考えられる

7つの推奨事項を作成した(添付資料 2)。 

Ｄ．考察 

メンタルヘルスの状態をチェックするシ

ステムの構築について、本来は派遣前の一

斉のメンタルヘルスチェックが望ましい

が、各調査の回答率の低さを考慮すると、

隊員研修（初回・継続）の機会を活用して

推奨事項の周知とセルフスクリーニングを

行うことが必要と考えられた。

PFA は、DMAT/DPAT隊員自身のメンタル

ヘルスの悪化の予防に寄与する可能性があ

る。医師においては、PFA 経験なし群と

PFA 経験あり群の心理的苦痛に有意な変化

はみられず、さらなる研究が必要であると

考えられた

COVID-19ワクチン接種実施中の期間にお

いて、ワクチン接種意向のない医療従事者

への配慮が重要である可能性が示唆され

た。 

「COVID-19 感染者をどのように優先する

か決断しなければならないことがあった」

経験への対策は、COVID-19パンデミック時

において医療従事者のメンタルヘルスの問

題を予防するために重要である。COVID-19

患者が急増している状況において、COVID-

19感染者をどのように優先するか決断をす

る医療従事者のメンタルヘルスへの対策が

必要であると考えられた。 

Ｅ．結論 

当分担班では、隊員のメンタルヘルスの

状態を平時からチェックするシステムを構



築すること、過去の派遣経験から派遣後の

メンタルヘルス不調に影響を与える要因等

に明らかにすることを目的に調査を実施

し、研究成果を報告した。今後は災害等の

医療救援者や COVID-19に対応する医療従

事者のメンタルヘルスの問題を防ぐため

に、更なる調査と情報発信が必要であると

考えられる。

Ｆ．健康危険情報

なし。 

Ｇ．研究発表 

（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 

1．論文発表

1) Asaoka H, Koido Y, Kawashima Y,

Ikeda M, Miyamoto Y, Nishi D.

Longitudinal change in depressive

symptoms among healthcare

professionals with and without

COVID-19 vaccine hesitancy from

October 2020 to June 2021 in

Japan. Ind Health. 2021 Oct 29.

2) Asaoka H, Koido Y, Kawashima Y,

Ikeda M, Miyamoto Y, Nishi D.

Longitudinal Change of

Psychological Distress among

Healthcare Professionals with and

without Psychological First Aid

Training Experience during the

COVID-19 Pandemic. Int J Environ

Res Public Health. 2021 Nov

26;18(23):12474.

2．学会発表 

1) 浅岡紘季、小井土雄一、河嶌讓、池田

美樹、宮本有紀、西大輔：所属病院外

において COVID-19に対応した医療従

事者の心的外傷後ストレス症状.第 94

回産業衛生学会（長野）,2021.5.18-

21

2) 西大輔：院外で COVID-19に対応した

医療救援者のメンタルヘルス. シンポ

ジウム「本邦の COVID-19にまつわる

不安」．第 13回日本不安症学会（札

幌），2021.5.22-6.21

3) 浅岡紘季、小井土雄一、河嶌讓、池田

美樹、宮本有紀、西大輔：日本の医療

従事者における COVID-19ワクチン接

種意向の有無と抑うつ症状の縦断的変

化.第 28回日本行動医学会学術集会

（オンデマンド）,2021.11.27

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
  （予定を含む。） 
1. 特許取得

なし。

2. 実用新案登録
なし。

3. その他

なし。



添付資料 1 
医療救援者のメンタルヘルスに重要と考えられる 10個の推奨事項 

派遣前 

①平時から身体的、精神的な健康や周囲の人との良好な関係を意識しましょう。 

平時の身体・精神的な健康が良好であることは平時および派遣活動中・後のメンタルヘルスの悪化を防ぐ

要因です 1,2。また、職場や家庭などでの良好な人間関係は、派遣活動中の周囲からのサポートを得られる

環境や、活動後の職場や家庭においてサポートを得られるとともにトラブルを防ぐことができ、メンタル

ヘルスの悪化の防止に有効であると考えられます 2,3。

②ご自身の体調および職場や家庭の状況によって派遣活動への参加を検討しましょう。 

先行研究より、メンタルヘルスの悪い状態での派遣活動への参加は活動後のメンタルヘルスの悪化の要因

の 1つであることが報告されています 1,2。職場や家庭が大変な状況の中での派遣活動に参加することは、

メンタルヘルスの悪化要因であることも報告されています 2,4。ご自身の体調や状況に応じて、派遣活動へ

の参加をご検討ください。

③支援者のメンタルヘルスに関する研修や派遣活動のロールプレイ等への参加が推奨されます。 

派遣活動前に、支援者のメンタルヘルスに関する研修(心理的応急処置研修: PFA研修、等)や派遣活動の

ロールプレイ等に参加し、知識を身につけておくことは活動後のメンタルヘルスの悪化を防げる可能性が

示唆されています 1,2,4,5。

派遣中 

④派遣活動の重要性を見失わず、頭の中と心を整理することを心がけましょう。 

派遣活動の重要性を見失わないように心がけましょう 3,4,6。日報・手記・日記等に記録をつけることで、

頭の中と心を整理することは有用かもしれません 4,6。 

⑤支援者としてできることには限界があることを認識し、無理な活動はしないようにしましょう。 

支援者がすべての業務をこなすことや、すべての問題を解決できることはできないことを認識し、自分を

責めたり、過度な活動をしないようにすることはメンタルヘルスの悪化を防ぐために重要であると考えら

れます 4,6。 

⑥業務のローテーションに従って活動を行い、十分な休息とセルフケアを行いましょう。 

派遣活動中の長期間の勤務や長時間のトラウマ曝露は、活動後のメンタルヘルスの悪化要因であることが

報告されています 2,3,4,7。業務のローテーションに従い、十分な休息をとることがメンタルヘルスに重要

です。十分な睡眠、十分な食事・水分を摂取する等のセルフケアは、派遣活動中・活動後のメンタルヘル

スの悪化を防ぐ要因であることが報告されています 3,6,7,8。

⑦周りの人とこまめにコミュニケーションを行い、一人でためこまず周りの人に相談をしましょう。 

派遣活動中に周りの人とコミュニケーションをとり、周囲のサポートを得られることは派遣活動中・活動

後のメンタルヘルスの悪化を防ぐ要因であることが報告されています 2,3,4,6。派遣活動中に遠方の家族や

友人に連絡をとることも有用である可能性があります 4,6。 

派遣後 

⑧派遣活動後は休息をしっかりと取りましょう。 

派遣活動後は休日を取り、しっかりと休息をとることがメンタルヘルスの悪化を防ぐために重要であるこ

とが報告されています 1,3,4。派遣活動後に、平時の業務に戻る前にはできるだけ休息をとることが推奨さ

れます。 

⑨自身の心身の状態を確認し、不調がある際には相談をしましょう。 

  派遣活動後には、人間の自然な反応として、心身の不調が発生する可能性があります。派遣活動後には自

身の心身の状態を確認することが重要です 1,4,9,10。ご体調が本調子ではない状態が続く場合には、周りの

人への相談や、医療機関の受診が推奨されます 1,2,3,4,7。 

⑩派遣活動の意義や体験を、時間が取れるときに、整理しましょう。 

派遣活動後には、時間が取れる際に、派遣活動の意義や体験を整理しましょう 2,4。チームメンバーや職場

の同僚と振り返りを行うことは、メンタルヘルスに重要である可能性があります 1,3,4。 

参考文献 
1. Khatri, J., Fitzgerald, G., & Poudyal Chhetri, M. B. (2019). Health Risks in Disaster

Responders: A Conceptual Framework. Prehospital and disaster medicine, 34(2), 209–216.

2. Brooks, S. K., Dunn, R., Amlôt, R., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2016). Social and
occupational factors associated with psychological distress and disorder among disaster
responders: a systematic review. BMC psychology, 4, 18.
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3. 高橋晶 (編), (2018), 災害支援者支援, 日本評論社. 

4. 長野県精神保健福祉センター, (2015), 災害時のこころのケア 2015～支援者マニュアル～. 

5. Opie, E., Brooks, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The usefulness of pre-employment 
and pre-deployment psychological screening for disaster relief workers: a systematic review. 
BMC psychiatry, 20(1), 211. 

6. 重村淳, 金吉晴 (監修), (2010), 災害救援者・支援者メンタルヘルス・マニュアル. 

7. Smith, E. C., Holmes, L., & Burkle, F. M. (2019). The Physical and Mental Health Challenges 
Experienced by 9/11 First Responders and Recovery Workers: A Review of the Literature. 
Prehospital and disaster medicine, 34(6), 625–631. 

8. Asaoka, H., Koido, Y., Kawashima, Y., Ikeda, M., Miyamoto, Y., & Nishi, D. (2020). Post-
traumatic stress symptoms among medical rescue workers exposed to COVID-19 in Japan. 
Psychiatry and clinical neurosciences, 74(9), 503–505. 

9. Kawashima, Y., Nishi, D., Noguchi, H., Usuki, M., Yamashita, A., Koido, Y., Okubo, Y., & 
Matsuoka, Y. J. (2016). Post-Traumatic Stress Symptoms and Burnout Among Medical Rescue 
Workers 4 Years After the Great East Japan Earthquake: A Longitudinal Study. Disaster 
medicine and public health preparedness, 10(6), 848–853. 

10. Nishi, D., Koido, Y., Nakaya, N., Sone, T., Noguchi, H., Hamazaki, K., Hamazaki, T., & 
Matsuoka, Y. (2012). Peritraumatic distress, watching television, and posttraumatic stress 
symptoms among rescue workers after the Great East Japan earthquake. PloS one, 7(4), e35248. 



添付資料 2 
所属組織として医療救援者のメンタルヘルスに重要と考えられる推奨事項 

災害等への派遣活動のご実施に深く感謝申し上げます。病院の方々のご理解・ご協力があってこそ、災害支

援活動が成り立っております。また、病院外の活動による社会への貢献に感謝申し上げます。病院外での経験

や災害支援活動によって構築されたネットワークを所属病院に持ち帰ることで、本来の業務にも経験やネッ

トワークが寄与する事を DMAT・DPAT 事務局としては期待しております。

科学的エビデンスやガイドラインを参考に、所属組織として医療救援者のメンタルヘルスに重要と考えら

れる 7 つの推奨事項を作成いたしました。ご所属の医療救援者の方々の健康のためにご活用をいただけます

と幸いです。 

ご意見や医療救援者を送り出すにあたってのお困りごと等がございました際には、是非ご教授ください。

この推奨事項はご助言をもとに改定をさせていただきたく思っております。 

派遣前 

①派遣活動に参加する医療救援者と病院勤務を行うスタッフが良い関係性を築けるようにしましょう。

派遣活動に参加する医療救援者において、職場での良好な人間関係は、活動後の職場においてサポートを

得られるとともにトラブルを防ぐことができ、メンタルヘルスの悪化の防止に有効であると考えられます
1,2。平時から医療救援者と病院勤務を行うスタッフが良い関係性を築いておくことが重要です。組織とし

て、医療救援者は被災者の救助に貢献しており、病院に残るスタッフも間接的に被災者を助けている等の

メッセージを発信することは有用かもしれません。

②医療救援者のメンタルヘルスをストレスチェック等にてチェックしておくことが推奨されます。

先行研究より、医療救援者がメンタルヘルスの悪い状態での派遣活動への参加は活動後のメンタルヘルス

の悪化の要因の 1 つであることが報告されています 1,3。職場や家庭が大変な状況の中での派遣活動に参加

することは、メンタルヘルスの悪化要因であることも報告されています 1,4。医療救援者のメンタルヘルス

をチェックし、医療救援者の体調や状況に応じて派遣活動への参加をご検討ください。

③医療救援者がメンタルヘルスに関する研修等への参加できるようにすることが推奨されます。

医療救援者は、派遣活動前に支援者のメンタルヘルスに関する研修(心理的応急処置研修: PFA研修、等)や

派遣活動のロールプレイ等に参加し、知識を身につけておくことは活動後のメンタルヘルスの悪化を防げ

る可能性が示唆されています 1,3,4,5。医療救援者がこれらの研修への参加できるようにすることが、医療救

援者のメンタルヘルスの悪化の防止に重要です。

派遣中 

④派遣活動中の医療救援者が、必要時には連絡を取れるようにしておくようにしましょう。

派遣活動中に周囲のサポートを得られることは派遣活動中・活動後のメンタルヘルスの悪化を防ぐ要因で

あることが報告されています 1,2,4,6。派遣活動中に遠方の家族や友人に連絡をとることも有用である可能性

があります 4,6。派遣活動中の医療救援者が、必要時には職場と連絡を取れるようにしておくことは有用か

もしれません。

派遣後 

⑤派遣活動後は、医療救援者が休息をしっかりと取れることが重要です。

派遣活動後に、医療救援者が休日を取り、しっかりと休息をとることがメンタルヘルスの悪化を防ぐため

に重要であることが報告されています 2,3,4。派遣活動後に、平時の業務に戻る前にはできるだけ休息を設け

ることが推奨されます。

⑥派遣活動後は医療救援者の心身の状態を確認し、不調がある際にはケアや治療を受けられることが推奨さ

れます。

派遣活動後には、人間の自然な反応として、心身の不調が発生する可能性があります。派遣活動後には医療

救援者の心身の状態を確認することが重要です 3,4,7,8。医療救援者の体調が本調子ではない状態が続く場合

には、産業医との面談や業務量の調整、医療機関の受診が推奨されます 1,2,3,4,9。

⑦医療救援者が派遣活動の意義や体験を共有できることが推奨されます。

派遣活動後には、チームメンバーや職場の同僚と振り返り、派遣活動の意義や体験を整理できることは、メ

ンタルヘルスに重要である可能性が示唆されています 1,2,3,4。病院内での報告会や、院内報での活動の周知

は有用な可能性があります。
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「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研究」

分担研究総括報告書

「災害時における医療ニーズとリソースの定量的評価に関する研究」

研究分担者  森村 尚登（帝京大学医学部救急医学講座主任教授）

研究要旨

【目的】地域ごとの災害種別の医療ニーズとリソースの定量的評価による都道府県の国土強靱化計画の

策定支援が目的である。【方法】今年度は以下の5つのテーマで検討を行った。①震災時における輸送力

指標の内容と求め方に関する研究：昨年度まで需給の指標について検討を重ねてきたが、特に医療供給

力に影響を与える震災時における医療資源輸送力の予測手法としての震災時の道路閉塞率等に係る検

討、②大規模災害における医療需給情報の可視化サイトの開発：Webアプリの利用者は、災害および救

急医療を提供する病院の救急医、または病院管理者、災害および救急医療提供体制整備にかかわる行政

担当部局とし、地震発生時に起こり得る状況の確認や、災害に対応する準備や計画の立案に活用するこ

とを利用用途と想定した。作成されたWebアプリについて、ワーキンググループによる探索的なユーザ

ビリティ評価も行い、エンドユーザの視点での改良も加えた。③道路閉塞率関連の公表情報のデータ様

式に着目した結果、③浸水害時の医療供給力修飾因子の検討を進める上での課題抽出：対象災害を地震

のみならず浸水害に拡大する上での需給不均衡の考え方の相違についての論文レビュー、④災害拠点病

院における浸水害時の電源喪失リスクに関する研究：全国の災害拠点病院759施設を対象に広域災害救急

医療情報システムから収集した自家発電関連情報と地点別浸水シミュレーション検索システムによる最

大浸水深の予測から電源喪失リスクが低い施設、電源喪失リスクのある施設、電源喪失リスク評価困難

な施設に類型化の試み、⑤災害時医療需給均衡比関連情報の社会実装に向けた研究：先行研究のうち、

内閣府戦略的イノベーション創造プログラム「国家レジリエンス（防災・減災）の強化（SIP4D）」を

踏まえたフェーズ別での災害時医療需給均衡比情報の社会的価値や活用方法の検討。【結果】①いずれ

の予測手法も阪神淡路大震災等の地震被害を踏まえ道路インフラの整備状況を前提とし、沿道建物、電

柱等の倒壊危険及び火災危険等を踏まえ予測する客観的かつ現実的な手法ではあったが、その中でも全

国を対象として本件輸送力指標として活用する場合、全国的にデータが整備されている内閣府防災担当

の「道路リンク閉塞率」活用が妥当であると考えられた。しかし本指標は地域の「メッシュ別」の計算

値であるため、対象病院の修正医療供給力への影響の程度の判断並びに災害時輸送力指標としての計算

方法に課題を残した。②ユーザビリティ評価の結果、Webアプリは、ナビゲーションウィンドウによっ

て、該当の指標を確認できる地図を表示できる仕組みとなった。また画面構成では、ユーザが迷うこと

なく条件設定ができるものに改訂された。③公表されているオープンデータは図情報でありまた数値も

カテゴリー化されたものであった。④電源喪失リスクが低い680施設（89％）、電源喪失リスクのある5
1施設（7％）、電源喪失リスク評価困難な28施設（4％）に類型化された。⑤本研究の「災害時医療需給

比関連情報」は、他分野他省庁の既存の災害対応システムとの統合化（SIP4D）との関連性（API連携な

ど）を持つことも検討に値すると考えられた。【考察・結論】これまで、医療供給力修飾因子として、

看護師数減少因子とともに道路リンク閉塞因子に注視してきた。しかし、地図情報として提供されてお



り、活用が難しい。企業がＢＣＰ（事業継続計画）を策定する際にも同様の課題が生じている。現在、

国で進めている行政情報のオープンデータ化の対象に、被害想定結果の元の数値そのものの電子データ

を含めることが望ましい。また今後のWebアプリの公表に向けて、指標の妥当性とWebアプリのユーザ

ビリティ向上のために、関係者によるThink-aloud法による評価を行っていく予定である。またその公表

に際しては、関係者への十分な説明のプロセスが重要である。さらにWebアプリを実社会で活用するた

めには、対策を反映させた後の変化が視覚化できるものが理想的であり、Webアプリの機能のさらなる

検討が必要であると考える。

また地震に加え浸水害については、主に医療供給力低下の程度に着目する必要がある。地域の災害時

に中心的役割を果たす災害拠点病院での供給力低下は回避すべき事項であり、自家発電装置などの電源

設備の浸水防止対策は喫緊の課題である。また電源喪失時に医療継続が困難となる事態を想定し、病院

避難計画の策定などの対策も必要であり、これらも上述のアプリによる可視化を図る必要があると思わ

れた。

今後は、地域を構成する各主体が、内閣府SIP4Dや本研究による災害時医療需給比（RRR）関連情報

を活用する社会的な変革（マルチステークホルダー・アプローチ）を行うことが国土強靭化を実現する

対応計画策定に寄与すると考えられる。

研究協力者

田中 淳：

東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究セ

ンター特任教授

猪口 正孝：

医療法人社団直和会平成立石病院理事長

清田 和也：

さいたま赤十字病院院長

竹島 茂人：

自衛隊中央病院救急科部長

高橋 耕平：

横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命

救急センター講師

問田 千晶：

東京大学医学部附属病院災害医療マネジメント部

講師

大田 祥子：

日本薬科大学薬学部医療ビジネス薬科学科教授

野口 英一：

戸田中央メディカルケアグループ災害対策特別顧

問

蛭間 芳樹：

株式会社日本政策投資銀行、東京大学生産技術研究

所協力研究員

A. 研究目的

地域ごとの災害種別の医療ニーズとリソースの

定量的評価による都道府県の国土強靱化計画の策

定支援が目的である。地域の実情に応じた災害医

療体制を提供するため、災害時における医療ニー

ズとリソースの定量的評価を各都道府県に反映し、

都道府県の国土強靭化計画の策定支援を行う。

B. 研究方法

アプリケーションを用いた災害時における医療

ニーズとリソースの定量的評価結果の可視化によ

って、より効率的な各都道府県の国土強靱化計画

の策定を実現する。

今年度は以下の項目について検討を行った。

B-1. 震災時における輸送力指標の内容と求め方

に関する研究：

改めて震災時における医療資源輸送力算定要素

である震災時の道路閉塞等による職員参集等の交

通障害・輸送障害が修正医療供給力に与える影響

の有無について確認した。

B-2. 大規模災害における医療需給情報の可視化

サイトの開発：

B-2-1. 指標算出から視覚化まで



指標をGISで視覚化し、Webアプリに掲載するま

でのプロセスを図に示した（図1）。 

図1. ウェブアプリケーションへの表示までのプ

ロセス：指標算出に必要なデータはcsv形式、地図

作成に必要な地図空間データはGeoJSON形式で入

力する。一般的なプログラミングプラットフォー

ムを使い、指標を算出した上で、地図空間データ

と統合し、整備されたGeoJSON形式のデータを作

成した上で視覚化する。地図の凡例調整などを行

った上で、ウェブアプリケーションに掲載する。

指標算出と地図空間データとの統合には、Pytho
nによるプログラムを活用し、Webアプリへの掲載

準備と実行は、Node.jsとJavaScriptで実現されてい

る。本プロセスは一部自動化されているが、デー

タクリーニングや地図作成から掲載にあたっての

凡例調整など、いくつかのタスクにおいて目視で

の作業が必要である。

B-2-2. Webアプリの利用想定

本アプリの利用者と利用用途を以下のように想

定した（表1）。 
 各利用者が、災害医療の提供にかかわるリスク

を示す指標を確認するのみではなく、病院が自院

の災害リスクを減ずるための対策をたてたり、行

政が地域の災害医療体制整備計画に役立てたりで

きることが理想である。

表1. 想定されるWebアプリ利用者と利用用途 
利用者 利用用途

災害および救急医療

を提供する病院の救

急医、または病院管

理者

・ 自院の災害時の支援必要度を確

認する。

・ 周囲の医療機関の災害時の状況

を把握する。

・ 支援必要度の大きい病院におい

ては平時にできる準備に役立て

る。

災害および救急医療

提供体制整備にかか

わる行政担当部局

・ 地域全体の病院の災害における

RRR や支援必要度を確認する。

・ 地域の災害医療提供体制整備の

計画に役立てる。

B-2-3. Webアプリのユーザビリティの改善

本研究班の中にワーキンググループを作成し、

ユーザビリティを評価・改善を行った。ワーキン

ググループには4名が参加し、エンドユーザの視点

からWebアプリを操作し、探索的に評価を行った。

評価にあたった4名のうち、3名は災害および救急

医療の現場や提供体制整備のあり方に精通してお

り、エンドユーザの特性や目標、利用状況に適合

した評価者と言える。

B-3.  浸水害時の医療供給力修飾因子の検討を

進める上での課題：

対象災害を、従来の地震から浸水害に拡大する

上での需給不均衡の考え方の相違について論文レ

ビューを実施した。

B-4. 災害拠点病院における浸水害時の電源喪失

リスクに関する研究：

対象となる医療機関は広域災害救急医療情報シ

ステム（Emergency Medical Information System、

以下EMIS）（https:// www.wds.emis.go.jp/）に登録

されている全国の災害拠点病院759施設である。E
MIS上の医療機関基本情報に登録されている自家



発電に関する情報（自家発電機設置場所、燃料タ

ンク設置場所、ハザードマップ考慮の有無）を抽

出した。

浸水害の予測に関しては国土交通省の管理する

地点別浸水シミュレーション検索システム（https:
//suiboumap.gsi.go.jp/）を利用した。本システムは

国土交通省の各地方整備局や都道府県が整備する

洪水浸水想定区域図を地図上に表示するシステム

であり、想定し得る最大規模の降雨もしくは河川

の洪水防御に関する計画の基本となる降雨により、

仮に堤防が決壊（破堤）した場合や川の水が堤防

などを乗り越えてあふれ出した場合（越水・溢水）

の、浸水域の広がりや浸水深の変化を示すもので

ある。医療機関の所持地において、浸水深が最大

となる破堤点を設定し、最大浸水深を計測した。

 自家発電関連機器の設置場所と最大浸水深から

自家発電設備水没の可能性を検討し、電源喪失リ

スクが低い施設、電源喪失リスクのある施設、電

源喪失リスク評価困難な施設に類型化した。

B-5. 災害時医療需給均衡比関連情報の社会実装

に向けた研究：

先行研究のうち、a)内閣府戦略的イノベーショ

ン創造プログラム「国家レジリエンス（防災・減

災）の強化」を確認し、本研究との関連を確認す

る。次に、令和２年度厚生労働行政推進調査事業

費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「国

土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害

医療提供体制に関する研究」の「災害時医療需給

均衡比関連情報の社会的な活用に関する研究」を

踏まえ、フェーズ別での災害時医療需給均衡比情

報の社会的価値や活用方法を考察する。

C. 研究結果

C-1. 震災時における輸送力指標の内容と求め方

に関する研究：

C-1-⒈ 震災時道路障害の実際

1) 目的地への移動関係の実際

過去の地震災害において、橋梁、トンネル及び

土砂崩れ、沿道建物倒壊、火災の延焼により道路

の通行障害が発生し、職員の参集や資器材等の供

給に重大な支障を生じているが、その状況を詳細

に把握することは難しい。そのため、発災後に医

療機関を含む勤務先への参集を行った方の経験談

や手記の中から、発災後の道路通行状況に関する

記載から、通行障害の程度、内容を把握すること

とする。本件は、「大都市における震災時の交通

対応対策に関する研究 阪神淡路大震災の教訓と

現状」(土木学会論文集D Vol.62)において、阪神淡

路震災後の経験談等から道路通行状況の記述をま

とめたものの引用である（図2、表2、表3）。 

図2. 調査対象断面の位置図 

表2. 国道2号芦屋市芦屋川業平橋付近証言 



表3. 県道灘三田線(六甲トンネル)等付近証言 

以上のように倒壊建物による道路閉塞、交通渋

滞等により、病院への参集等目的地への移動が著

しく困難な状況を確認でき、道路閉塞等が、修正

医療供給力を求める「災害時輸送力指標」算定上

の重要な要素であることが確認できる。

2) 医療資器材等の搬送の実際

東日本大震災時の医療用医薬品の供給状況につ

いて述べる。医療用医薬品の流通は，平素、基本

的にはメーカーから医薬品卸を通じて医療機関に

供給されている。過去，メーカーが自社の物流施

設を所有し，高頻度・高コストの物流を実施して

いたが，物流は医薬品卸が主体となっている。災

害時にも医療用医薬品の供給は、医薬品卸が主体

となっている。

 東日本大震災時における医療用医薬品の供給状

況については、「大規模災害時の医薬品供給に関

する実態と課題」(平川幸子・滝澤真理)を引用して

以下に述べる。

 主要な医療用医薬品については、医薬品卸の努

力により取引先医療機関等からの受注に基づき、

震災後1～2日から供給が実施されている状況にあ

るが、以下のような理由により，供給量等が十分

でなかった面がある。

① 道路網の断絶・ガソリン不足等のため配送頻

度を削減せざるを得なかった

② 被災直後は通信回線等が使用できず，医療機

関との間に連絡がとれなかった

③ 一部の医薬品卸の倉庫は被災して出庫が困

難だった

④ 医薬品メーカーの工場被災により特定の医

薬品の生産が出来なかった

以上のように、災害時の医療用医薬品の供給は、

平素の当該医薬品供給を行っている医薬品卸が主

体となって実施されたが、十分な供給量確保に関

し、道路閉塞等による道路網の断絶が影響してお

り、本医療用医薬品の供給の確保の面からも、道

路閉塞等による交通障害が修正医療供給力に影響

する「災害時輸送力指標」算定上の重要な要素で

あることが確認できる。なお支援物資の配送は，

「防災業務計画」等によれば行政（都道府県又は

市町村）の役割となっており、支援による医療用

医薬品の配送も行政の役割であるが、医療用医薬

品に係る専門的知識と経験、専用設備の活用が求

められ、東日本大震災時には、医薬品卸の物流セ

ンターを医療用医薬品の一次集積所とし，医薬品

卸の力を活用して配送されている。

C-1-2. 道路閉塞等による通行障害等を算定要素と

する医療資源輸送力の修正医療供給力への影響

の内容・程度

上述のように、道路閉塞による通行障害が災害

時の職員参集等の移動や医療用薬品供給のための

搬送の支障原因となることは明らかである。この

移動や搬送の支障が、修正医療供給力にどのよう

な影響を与えるかを確認する。

1) 修正医療供給力への影響

阪神淡路大震災復興本部が行った「災害医療実

態アンケート調査結果」(平成7年6月)によれば、調

査結果に回答した神市内182病院では、災害時に診

療機能が制限され、制限された理由として、イン



フラの途絶の他、医療従事者の不足(44.2％)、医薬

品の不足(20.9％)を挙げている（図3、図4）。 

図3. 阪神大震災時の診療機能に係る被害状況 

図4. 診療機能を低下させた要因 

 以上のように、災害時の道路閉塞等による道路

通行障害が医療従事者不足、医療用医薬品の供給

不足を招き、結果として診療機能の制限を生じ、

修正医療提供力の減殺要因となっているといえる。 

2) 修正医療供給力への影響の程度(供給力減殺の

程度)
道路閉塞等を原因とする通行障害に基づく「災

害時輸送力指標」が修正医療供給力をどの程度減

殺するかについては、各医療機関の災害時の人員

体制、医薬品の備蓄状況等もあり、標準化して指

標化することは困難と思われる。さらに医療従事

者不足を生じる参集者及び支援者の通行経路や医

薬品等の供給のための搬送経路を特定し、修正医

療供給力の減殺程度を求めようとする場合には、

個々の医療機関ごとの調査・検討となり益々標準

化・指標化は困難なものになると思われる。すな

わち、個々の医療機関の人員及び医薬品備蓄体制

を調査し、個別的に参集ルート及び供給ルートを

特定して、個別かつ詳細に医療機関の修正医療提

供力への減殺度合いを数値化することは、膨大な

時間を要し、災害時の需給バランスを標準化して

可視化する本研究の趣旨にもそぐわないものと考

えられる。したがって、道路閉塞等を原因とする

通行障害に基づく「災害時輸送力指標」の修正医

療供給力に対する減殺程度は、道路閉塞等を要因

とした一定の指標から算定する震災時活動困難予

測手法により、災害時活動困難性の程度を、エリ

アごとにランク付けした評価資料に基づき、当該

活動困難ランクに応じた減殺数値を標準化し、相

対的な修正医療供給力の値を導きだしていくこと

が妥当と思われる。

 上記評価方法に基づく震災時活動困難予測手法

を活用した災害時輸送力指標に基づく修正医療供

給力の減殺方法を例示する（図5）。 

図5. 地震に関する地域危険度測定調査 

本評価は、東京都都市整備局が東京都震災対策

条例に基づき、都内の市街化区域の5,177町丁目に

ついて、各地域における地震に関する危険性を、

「建物倒壊危険度」、「火災危険度」、「災害時

活動困難度」を加味し、総合危険度について測定

した「地震に関する地域危険度測定調査（第8回）」

の結果である。帝京大学付属病院所在地域の板橋

区加賀2丁目は、道路網の稠密さや広幅員道路の多

さなど、道路基盤の整備状況に基づき判定した「災

害活動困難度」は危険性ランク2と評価され、他の

危険度も合わせた総合評価もランク1と評価され

ており、相対的に地震における活動困難度や総合

的な危険度は低い地域と評価されている。



 東京都の「地震に関する地域危険度測定調査結

果」における災害活動困難度ランク付けを災害時

輸送力指標として捉え、当該ランクに応じた修正

医療供給力の減殺を行うこととなる。

3) 震災時の災害活動困難性予測手法の災害時輸

送力指標への活用方法再検討

まず災害時の修正医療供給力に影響する災害時

輸送力指標を求めるため、医療資器材等の震災時

サプライチェーンの支障度等を測定したものを調

査したが見当たらなかった。このため、震災時の

建物倒壊等による道路閉塞等の道路通行障害に基

づく消防活動、避難行動困難性を求める震災時活

動困難予測手法を参考とすべく調査研究を行った。 
そして、前(2) 修正医療供給力への影響の程度

(供給力減殺の程度)で述べたように、「災害時輸送

力指標」の修正医療供給力に対する減殺程度を道

路閉塞等から算定した災害時活動等の活動困難性

をエリアごとにランク付けした評価資料に基づき、

当該活動困難ランクに応じた減殺数値を標準化し、

修正医療供給力の値を導きだしていくことが妥当

と考えるに至った。このことから改めて、いまま

で調査研究した震災時活動困難予測手法について、

「災害時輸送力指標」の修正医療供給力に対する

減殺程度を求める標準化に対応可能であるかを検

討することとする。

 現在まで調査研究した震災時活動困難予測手法

としては、東京都都市整備局の「災害時活動困難

度」、国土交通省国土技術政策総合研究所の「道

路閉塞確率」、内閣府防災担当の道路リンク閉塞

率という手法がある。以下、「災害時輸送力指標」

の修正医療供給力に対する減殺程度を求める標準

化対応の可否について各手法を検討する。

① 東京都都市整備局の「災害時活動困難度」の検

討

ア. 地震に関する地域危険度測定調査

「災害時活動困難度」は、東京都都市整備局が実

施している東京都震災対策条例第１２条に基づく

「地震に関する地域危険度測定調査」において測

定されている。当該測定調査は、市街化区域5,177
町丁目の地震に関する危険性を、建物倒壊危険度、

火災危険度に加えて、災害時活動困難度を加味し

て総合危険度として示そうとするものである。

本地域危険度測定調査の特徴としては、以下のこ

とが挙げられる。第一に、特定の地震を想定する

のではなく、全ての町丁目の工学的基盤(建築物等

を支持し得る耐震設計を行う場合などに入射地震

動を設定する地盤)において、同じ強さの地震が起

きたと仮定し、危険度を測定する点である。第二

に、東京都内の市街化区域を対象に、町丁目を単

位として、地震による危険性を建物倒壊危険度、

火災危険度に加え災害時活動困難度を加味して総

合化し、他町丁目との相対評価の中で当該町丁目

の危険性をランク付けしている点である。

イ. 災害時活動困難度

災害時活動困難度は、災害活動のしやすさ（困

難さ）を道路網の稠密さや広幅員道路の多さなど、

道路基盤の整備状況に基づき測定するものであり、

活動有効空間不足率と道路ネットワーク密度不足

率を掛け合わせた数値を算出し、その値を町丁目

ごとに順位付けした相対評価により測定する。

α活動有効空間不足率 

β道路ネットワーク密度不足率 

ウ. 災害時輸送力指標への活用

次に災害活動困難度の分布を図6に示す。その分

布を見ると困難度が高い地域は、町丁目レベルの

道路網の稠密さや広幅員道路の道路基盤が少ない

地域で、多摩地域や区部西部などに分布している。

一方で道路基盤が多い都心部や区部東部は困難度

が低い評価となっており、災害時予想される建物

倒壊等による道路閉塞等による活動困難状況と乖

離するように思われる。

そこで、総合危険度の分布を図7に示す。危険度

の高い地域は、荒川・隅田川沿いの建物密集度の

高い、いわゆる下町地域一帯に加え、品川区南西

部や大田区、中野区、杉並区東部に広がり、本地

域危険度測定評価要素である建物倒壊や火災発生

危険下における道路基盤状況等を踏まえた活動困

難性を反映した危険度となっていると考えられる。

したがって、「災害時活動困難度」測定結果のみ

では災害時輸送力指標への活用は妥当とはいえな

いが、本地域の総合危険度分布のデータは、東京

都内市街化区域5,177町丁目の相対的な比較におけ



る輸送力の減殺指標として災害時輸送力指標の参

考とすることは可能といえる。

図6. 災害活動困難度の分布（東京都） 

図7. 総合危険度の分布（東京都） 

② 国土交通省国土技術政策総合研究所の「道路閉

塞確率」

ア. 災害危険度判定調査の概要

道路閉塞率は、防災都市づくり計画作成のため

に実施される災害危険度判定調査で測定される。

 国土交通省は、各地方公共団体に対し「防災都

市づくり計画」の策定を促していて(平成9年10月
17日建設省都再発第9号建設省都市局長通知)、同

通知に基づく防災都市づくり計画策定に当たって

は、地域の延焼危険度、避難危険度その他地域特

性に基づく災害危険度判定調査の実施により地域

防災上の課題、計画目標等を明確にすることが求

められている。したがって、災害災害危険度判定

調査とは、ハザードマップのような地震災害に伴

う被害の規模を予測するものではなく、各地域が

潜在的に有している災害に対する危険性を総合的

に評価するものである。

イ. 災害危険度判定調査

本調査は、「防災・減災」を意識した都市づく

りを進めるため、また大規模災害に対する事前の

備えを行うため市街地の特性、大規模災害に対す

る脆弱性（災害リスク）を把握するもので、判定

項目として市の特性を勘案し、大規模地震発生時

の災害リスクとして、地域の「火災の延焼拡大に

よる被害」と「建物倒壊による道路閉塞がもたら

す避難活動、消防活動の困難さを評価項目とする。 

ウ. 避難・消防活動困難危険度

大規模地震発生後、主に避難や救急・救援活動

といった、人の行動に関する困難性を評価するた

め、避難・消防活動困難危険度を判定する。

避難・消防活動困難危険度は、避難活動困難性評

価、消防活動困難性評価の各危険度評価結果から、

危険度の高い指標を抽出する最大値方式で判定す

る。

 避難活動困難性評価、消防活動困難性評価には、

「道路閉塞確率」が活動困難性評価の大きな評価

要素となっている。

エ. 道路閉塞確率

道路閉塞確率は、道路幅員と沿道の建物全壊率

により判定する。阪神淡路大震災の事例では、幅

員４ｍ未満の道路はほぼ通行ができなくなり、幅

員８ｍ以上の道路ではほとんどの区間で通行が可

能であったことから、幅員４ｍ未満の道路は閉塞

確率１００％とし、幅員８ｍ以上は閉塞確率０％

とした。また、幅員４～８ｍ未満の道路は、沿道

の建物全壊率により区間別道路閉塞確率を算定し

た。さらに、一般的に区間別道路閉塞確率は４０％

以上から道路が閉塞してしまう危険性が高くなり、

７０％を超えると非常に危険性が高いといわれて

いる。このため、区間別道路閉塞確率が７０％以

上の区間を閉塞する区間とし、町丁目の道路延長

における区間別道路閉塞確率が７０％以上の区間

延長を町丁目別の道路閉塞確率とした。

区間別道路閉塞確率

＝（4ｍ未満道路延長＋4～8ｍ未満道路

延長×道路閉塞確率）÷区間延長×100 
町丁目別道路閉塞確率

＝区間別道路閉塞確率が70％以上の延

長/町丁目内の区間延長計×100 



オ．道路閉塞確率による危険度のしきい値

町丁目別道路閉塞確率(区間別道路閉塞確率が

70％以上の延長/町丁目内の区間延長)に基づき、次

のように地域の危険度が示されている（図8）。 

図8. 危険度と道路閉塞確率域率 

 求められた町丁目別道路閉鎖確率と危険度から

地域（町丁目）の道路閉塞危険度を図示した例を

図9に示す（愛知県岡崎市作成例）。 

図9. 道路閉塞危険度分布（愛知県岡崎市） 

カ.「道路閉塞確率」の「医療資源輸送力」の客観

的指標への応用の可否

 災害危険度判定調査が防災都市づくり計画作成

のための調査であることから、「道路閉塞確率」

は、市町村を町丁目単位の地域に分け、当該地域

の道路整備基盤状況をもとに、過去の震災におけ

る道路幅員と閉鎖状況の確立及び沿道の建物全壊

率から求められるもので客観性を認めることがで

き、医療資源輸送力の客観的指標としての応用は

可能であると考える。

③ 内閣府防災担当の道路リンク閉塞率

ア. 道路閉塞率の考え方

「道路リンク閉塞率」は、内閣府による首都直

下型地震、南海トラフ巨大地震の道路施設被害の

うち幅員13m未満の狭い道路(細街路)を対象に、倒

壊した周辺家屋の倒れ込みによる道路閉塞の発生

率をメッシュ別に算出する被害予測手法である。

阪神大震災時の街路閉塞による街路の機能的障害

に着目し、航空写真を用いて街路閉塞現象を数値

的に捉え、閉塞現象の発生要因を考察し、街路閉

塞が緊急活動に及ぼした影響を把握する調査・研

究がおこなわれた。(阪神・淡路大震災における「街

路閉塞現象」に着目した街路網の機能的障害とそ

の影響(土木学会論集N0576/IV-37, 69-82, 1997, 10)。
「道路リンク閉塞率」は、研究データに基づき街

路の閉塞性を予測するものである。

イ. 道路リンク閉塞率の算定（図10）
道路リンク閉塞率とは、交差点間の道路を1つの

リンクと考え、閉塞によって残存車道幅員（遮蔽

されていない幅員）が 3m 以下になったリンクの

割合をリンク閉塞率とする。道路の閉塞により、

人命救助、消防活動・避難等が困難となることか

ら、阪神・淡路大震災時の調査データに基づき、

家屋等の倒れ込みによる道路リンクの閉塞率を算

定する。次に、幅員 13m 未満の道路（建築基準法

第42条第2項の道路も含まれる）を対象に、幅員別

の道路リンク閉塞率をメッシュ別に算定し、道路

リンク閉塞の発生率を記載したメッシュ図を作成

する。メッシュの単位は、内閣府では人口集中地

域では500m単位を想定しているが、地方公共団体

によりさらに細かい単位で計算されている。

図10. 道路閉塞の予測フロー 

ウ. メッシュ別道路リンク閉塞率

メッシュ内の幅員別延長で重み付け平均をとり

算定する。

以下に平成25年12月中央防災会議首都直下地

震対策検討ワーキンググループ「首都直下地震



の被害想定と対策について（最終報告）」の道

路リンク閉塞率の分布を図11に示す。 

図11. 道路リンク閉塞率の分布 

エ.「道路リンク閉塞率」の「医療資源輸送力」の

客観的指標への応用の可否

 道路リンク閉塞率は、阪神大震災時の街路閉塞

による街路の機能的障害に着目し、街路閉塞現象

を数値的に捉え、閉塞現象の発生要因を考察し、

街路閉塞が緊急活動に及ぼした影響を把握する調

査・研究データに基づき、幅員 13m 未満の道路に

ついて、道路リンク閉塞率をメッシュ別に算定し、

道路リンク閉塞の発生率を記載したメッシュ図を

作成し、結果として道路閉塞による街路の機能障

害が発生する度合いに応じて地域等をランク付け

しており客観性を認めることができ、医療資源輸

送力の客観的指標としての応用は可能であると考

える。

C-2. 大規模災害における医療需給情報の可視化

サイトの開発：

C-2-1 ワーキンググループによるユーザビリティ

評価と改訂

ワーキンググループの評価者により、いくつか

の問題点が抽出された。以下に列挙する（表4）。 

表4. ユーザビリティ評価で抽出された問題点 
N

o 

問題点の内容

① 最初にメイン画面に誘導されるが、どこか

ら何からどのように操作すれば良いかがわ

からない

② 操作パネルのボタンにある文言が難しく理

解しづらい

③ メイン画面には操作パネルと集計値の結果

パネルがあるが、区別がつかず、集計値パ

ネルを操作しようとしてしまう

④ 病院検索に時間がかかる。自院の病院がす

ぐに表示されない

⑤ 地図に記載されている文言も難しく理解し

づらい

⑥ 地図上の記号が小さく視認性が悪い

⑦ 救急救命センターである病院が表示されな

い

これらの問題点を解決するための提案を行い、

技術者と協議を重ね、現在のアプリケーションに

改訂した。解決案の一覧は以下に示す通りである

（表5）。 

表5. 問題点に対応する改訂 
No 改訂内容の詳細

① メイン画面に入る前に、地図の説明を含めたナ

ビゲーションウィンドウをつけた。

② 選択を平易にする文言への改訂と、条件選択項

目の並び順を修正した。

③ 操作パネルと集計パネルを物理的に離し、色の

トーンも調整した。

④ 病院の曖昧検索を可能にした。

⑤ 言葉の定義を表示した。

⑥ 地図上の記号サイズを調整した。

⑦ 地図データを令和3年1月時点で取得可能なデー

タに更新した。



C-2-2 構築されたWebアプリの実際

改訂後のWebアプリの実際を、研究班に公開し

た（rrrgis.sakura.ne.jp/ まだ一般公開はしていない）。 
トップ画面からメイン画面までの利用の流れを

図12に、メイン画面の構成を図13に示した。 
 利用者は、震源地を選択したのち、ナビゲーシ

ョンウィンドウに従って、はじめに見たい地図を

表示させることができる。操作に習熟したら、ナ

ビゲーションなしで操作することも可能になって

いる。

図12. Webアプリのトップページからメイン画

面が表示されるまでの流れ

図13. メイン画面の構成 
(a)病院の災害時の医療需要条件を設定する。病院からの半径

2km圏内、あるいは4km圏内の想定される総負傷者または重

傷者を選択できる。(b)地図の中央に表示させる地域や病院の

選択。本Webアプリでは災害あるいは救急医療機能を持つ病

院のみが表示される。自院を中心とする地図の表示は病院検

索にて可能となる。(c)地図に表示させる医療機関の類型を選

択できる。災害拠点病院のみ、救命救急センターのみ、災害

拠点病院と救命救急センター、二次救急医療機関を含めた「全

て」の選択肢がある。(d)どの指標を地図に表示するかを選択

する。病院ごとのデータと地域（250ｍ四方のメッシュ）ごと

のデータを選択できる。(e)初心者にとって理解の困難な文言

について説明を記載している。(f)(a)で選択した病院や地域ご

とに、想定される負傷者数や各指標の数値などの集計結果値

が表示される。(g)Webアプリに関する説明などを確認できる。 

C-3. 浸水害時の医療供給力修飾因子の検討を

進める上での課題：

これまで、医療供給力修飾因子として、看護師

数減少因子とともに道路リンク閉塞因子に注視し、

その計数化を検討してきた。「道路閉塞率」は災

害直後の消防運用や津波避難などの制約となり、

その後も救急活動、さらには緊急必要物資の輸送

やライフライン復旧など多くの応急復旧活動の制

約となる。このため、多くの被害想定で実施され

ている。一般に、道路閉塞について議論する際、

緊急輸送路の評価などでは幹線道路の個々の耐震

評価と沿道の建物倒壊率などから個々の道路の機

能評価をし、加えて道路ネットワークとしての冗

長度などから評価されている。また住宅地内等の

細街路については建物倒壊率から評価されている。

たとえば、平成２５年３月１８日に発表された中

央防災会議防災対策推進検討会議「南海トラフ巨

大地震対策検討ワーキンググループ」が発表した

「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第二

次報告）～ 施設等の被害 ～」では、道路施設被

害（路面損傷、沈下、法面崩壊、橋梁損傷等）を

基本ケースでは約3万～3万1千箇所、震源が陸側に

近い場合には約4万～4万1千箇所で発生すると想

定する。同時に、建物倒壊や津波浸水等により幅

員の狭い道路を中心に道路が閉塞し、通行支障が

発生するとし、その想定結果を発表している。図

14に中部地方に関する想定結果を示した。 



図14. 中央防災会議「南海トラフ巨大地震対策

検討ワーキンググループ」想定結果の例

また、個々の道路に関する被害想定結果の例と

して、図15に名古屋市都市計画情報提供サービス

を通して公表されているマップ情報を示した。道

路閉塞確率が40％～70％未満を意味するオレンジ

色が図の左端に、また20％～40％未満を意味する

薄い青が数本読み取れる。

図15. 個々の道路の閉塞確率の提示例 

C-4. 災害拠点病院における浸水害時の電源喪失

リスクに関する研究：

EMISに登録されている全国の災害拠点病院759
施設の医療機関基本情報から自家発電に関してハ

ザードを考慮した設置かを確認した。ハザードを

考慮した設置とは、ハザードマップから津波や水

害被害を自施設が受けることを想定し、自家発電

用燃料の貯蔵場所や設置場所を高層階へ設置して

いる、または新たに増設した場合を指す。そのた

めハザードを考慮して自家発電を設置した災害拠

点病院537施設は浸水害に対する対策済みであり、

電源喪失リスクは低い施設と判断した。

ハザードの考慮なしまたは不明の災害拠点病院

222施設を地点別浸水シミュレーション検索シス

テムで検索した結果、浸水想定区域内に所在して

いる災害拠点病院は90施設あり、浸水シミュレー

ション対象区域外に所在しているのは132施設で

あった。浸水対象区域外の132施設は現時点では浸

水被害のない地域と判断し、電源喪失リスクは低

い施設と判断した。通常、床上浸水となる浸水深

は50㎝以上と考えられるため、院内への浸水が想

定される状況も最大浸水深が50㎝以上とした。浸

水想定区域にある災害拠点病院90施設のうち、11
施設は最大浸水深が50㎝未満であったため、この1
1施設も電源喪失リスクは低い施設と判断した。し

たがって計680施設は電源喪失リスクが低い災害

拠点病院と類型化された（図16）。

浸水想定区域にあり、最大浸水深50㎝以上の災

害拠点病院79施設の中で、40施設が1階もしくは地

下階に自家発電装置を設置していた。また2階以上

に自家発電装置を設置している20施設のうち、設

置階まで浸水する可能性があるのは1施設であっ

た（1階分の高さを4mとして算出）。さらに自家

発電装置自体には浸水リスクはなかった19施設の

うち、燃料タンクが地下に設置されている施設が1
0施設あった。以上の災害拠点病院51施設は電源喪

失リスクのある施設と類型化した（図16）。 

図16. 電源喪失リスクに基づく災害拠点病院分類 

また自家発電装置の設置場所が不明な19施設、

燃料タンクの設置場所が不明な9施設は今回の検

討では電源喪失リスク評価困難と判断した（図16）。 
以上の検討から全国の災害拠点病院は電源喪失

リスクが低い680施設、電源喪失リスクのある51
施設、電源喪失リスク評価困難な28施設に類型化

された（図17）。

http://www.tokei-gis.city.nagoya.jp/map.asp?mpx=136.902637&mpy=35.139757&dtp=11&mps=2500
http://www.tokei-gis.city.nagoya.jp/map.asp?mpx=136.902637&mpy=35.139757&dtp=11&mps=2500


図17. 電源喪失リスク類型化による災害拠点病院

の割合

電源喪失リスクのある51施設の分布を都道府別

に施設数を表6に示す。東京都と神奈川県が5施設

と最多であった。各都道府県の災害拠点病院数も

バラつきがあるため、都道府県内の全災害拠点病

院に占める電源喪失リスクのある災害拠点病院の

割合を図18にまとめた。福井県が44.4％（9施設中

4施設）と最大であった。 
なおEMISデータは2022年3月現在のものである。 

表6. 各都道府県の電源喪失リスクの状況 
都道府県 災害拠点病院数 電源喪失リスク

ありの施設数 
電源喪失リスク
低い施設数 

電源喪失リスク
評価困難の施設
数 

災害拠点病院総数に
占める電源喪失リス
クありの割合（％） 

福井 9 4 4 1 44.4 
山形 7 2 4 1 28.6 
新潟 14 4 10 0 28.6 
鳥取 4 1 3 0 25.0 
長野 13 3 9 1 23.1 
大分 14 3 11 0 21.4 
岐阜 12 2 9 1 16.7 
宮崎 12 2 10 0 16.7 
神奈川 33 5 28 0 15.2 
奈良 7 1 6 0 14.3 
長崎 14 2 12 0 14.3 
福島 8 1 7 0 12.5 
富山 8 1 6 1 12.5 
大阪 19 2 17 0 10.5 
和歌山 10 1 9 0 10.0 
埼玉 22 2 18 2 9.1 
高知 12 1 11 0 8.3 
千葉 26 2 23 1 7.7 
宮城 16 1 14 1 6.3 
群馬 17 1 15 1 5.9 
東京 85 5 77 3 5.9 
茨城 18 1 17 0 5.6 
兵庫 18 1 14 3 5.6 
広島 19 1 18 0 5.3 
北海道 34 1 30 3 2.9 
愛知 35 1 33 1 2.9 

図18. 都道府県別の災害拠点病院に占める電源喪

失リスクあり施設の割合

C-5. 災害時の医療需給均衡比関連情報の社会実

装に向けた研究：

C-5-1. 内閣府戦略的イノベーション創造プログ

ラム「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

これは、近未来に想定される南海トラフ地震や

首都直下地震、ゼロメートル地帯の広域・大規模

水害等への対応において、自助、共助、公助によ

る自律的な最善の対応ができる社会（災害時のSo
ciety 5.0）を構築することを目的とした国家戦略

研究である。大規模災害時の避難支援や緊急対応

の情報提供や広域経済活動の復旧支援、気候変動

で激化する渇水対策の強化、さらには市町村等行

政の対応力の向上のため、国や市町村の意思決定

の支援を行う情報システムを構築している（図19）。 

図19. 内閣府戦略的イノベーション創造プログラ

ム：「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

の研究全体像



9つの領域で構成されており、現在進行形で研究

開発がなされている。また、本研究開発を核とし、

他分野他省庁の既存の災害対応システムとの統合

化（SIP4D）の動きもある（図20）。 

図20. 内閣府戦略的イノベーション創造プログラ

ム（SIP4D

内閣府が研究開発している上記システムは、主

として災害時の利用を目的としている。想定利用

者は、国や基礎自治体で、彼らの意思決定支援シ

ステムの位置づけとなっている。図19にあるよう

に、保険医療活動も組み込まれる予定であり、本

研究の「RRR関連情報」並びに開発が進むシステ

ムについても、SIP4Dとの関連性（API連携など）

を持つことも検討に値する。それによって、双方

が開発するシステムの相互運用性と社会受容性が

高まると考える。

C-5-2.令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補

助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「国土強

靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療

提供体制に関する研究

本研究では、災害時の医療需給均衡比関連情報

の社会的な活用を考察した。具体的には、主体別

の災害時医療の需給比の情報の利用ニーズや価値

を整理した。これを踏まえ、災害マネジメント・

フェーズ毎でのRRR情報利用価値を整理したのが

表7である。

表7. フェーズ毎の災害時の医療需給均衡比関連

情報の社会的価値（RRR：risk-resource-ratio 災害

時の医療需給均衡比）

内閣府SIPは主として有事利用を目的としてい

るが、災害時の医療需給均衡比関連情報は平時に

こそ社会的な価値をもつと考える。また、当然に

有事にも地域の医療受給乖離を把握し、臨機応変

性をもって医療受給乖離を解消することにも貢献

する。ただし、RRR関連情報を、有事にリアルタ

イムに算定する仕組みは今後の課題となろう。

D. 考察

D-1. 震災時における輸送力指標の内容と求め方

に関する研究：

災害時の修正医療供給力に影響を与える災害時

輸送力指標への応用について①から③の震災時活

動困難予測手法を検討した。

①東京都都市整備局の「災害時活動困難度」

②国土交通省国土技術政策総合研究所の「道路閉

塞確率」

③内閣府防災担当の道路リンク閉塞率

以下、「災害時輸送力指標」の修正医療供給力に

対する減殺程度を求める標準化対応について各手

法を検討する。

 上記①から③の手法は、地域における道路網の

稠密さや広幅員道路の多さなどの道路基盤の整備

状況や道路幅員と沿道の建物全壊率並びに阪神大

震災時の街路閉塞による街路の機能的障害調査研

究に基づき、道路、街路の機能不全を客観的に予

測しているもので災害時の修正医療供給力に影響



を与える災害時輸送力指標への応用が可能なもの

である。

①から③の調査手法は、①東京都都市整備局の

「災害時活動困難度」は東京都に限るデータであ

り、②防災都市づくり計画の災害危険度判定調査

「道路閉塞確率」は、災害危険度判定調査が行わ

れた地方公共団体のエリアに限るものであり、③

内閣府防災担当の道路リンク閉塞率は、全国的に

調査されているものである等、災害時輸送力指標

への応用においては、データの存在が地域的に限

定されるものもある。

 しかしながら、修正医療供給力に対する減殺程

度を求める災害時輸送力指標への応用は、都道府

県エリア、市町村エリア、更には医療圏エリアで

の医療機関に対する修正医療供給力を求めるもの

であり、適用すべき地域によっては、①～③の手

法に基づき災害時輸送力指標として応用すること

は可能である。

 本研究では、震災時の道路通行障害に基づく消

防活動、避難行動困難性を求める手法について再

検討し、災害時の修正医療供給力に影響を与える

災害時輸送力指標への応用が可能であるとの結論

を得た。しかし、震災時の道路通行障害に基づく

消防活動等困難性を求める手法は、「道路障害に

よる消防活動等の活動遅延等「を予測するもので、

活動遅延による活動目的への影響を予測できるも

のではない。すなわち、震災時の道路通行障害に

基づく消防活動等困難性を求める手法により災害

時医療提供への減殺の内容と程度を直接的に予測

し、減殺程度を把握することはできない。

 したがって、震災時の道路通行障害に基づく消

防活動等困難性を求める手法により、町丁目ごと

又はメッシュごとに評価された活動困難度を指標

として、他地域との相対的関係の中で災害時修正

医療提供力の減殺程度を決めざるを得ない。

 簡単に言えば、活動困難度の高い地域に所在す

る医療機関の災害時医療提供力は、困難度の低い

医療機関の医療供給力よりも低いという評価をす

ることとなる。勿論、本評価も活動困難度を指標

として評価であり、一応の客観性は確保されてい

ると言える。しかし、より精度の高い災害時輸送

力指標をもって、修正医療供給力を求めようとす

る場合には、道路障害等の活動困難度が及ぼす災

害時医療供給力への影響についての調査研究が必

要である。災害時に道路ネットワークは、職員の

緊急参集、医療資器材の供給、患者の転院搬送、

燃料等の供給等の様々な役割を担うもので、災害

時の医療供給力との関係において道路の通行障害

は重大な影響を及ぼすことが想定できる。

 災害時輸送力指標の修正医療供給力の減殺率の

精度を高めるには、本道路の通行障害と災害時医

療供給力の影響に係る調査、研究を別途進める必

要がある。

D-2. 大規模災害における医療需給情報の可視化

サイトの開発：

本研究班によるWebアプリの特徴は、災害時の

需要と供給をマップで視覚化するとともに、首都

直下地震の際の病院ごとの支援必要度を指標にし

て視覚化したことにある。GISによって医療の需

要や供給について視覚化されているものは多くあ

るが、災害時の需要と供給を統合させて視覚化し

たツールは多くはない。

D-2-1.今後のユーザビリティ評価

令和3年度に開発したWebアプリについては、研

究班内のワーキンググループでユーザビリティ評

価を探索的に実施した。いくつかの重大な問題に

ついては解決されたと考える。

一般にユーザビリティの評価には、ユーザビリ

ティの専門家によるヒューリスティック評価とエ

ンドユーザによるユーザビリティテストが主とな

っている。ヒューリスティック評価は決められた

観点でチェックを行い、スコア付けをしていくも

のであり、事前の項目設定時に出ていなかった新

しい課題を見るけることが困難と言われている。

一方で、ユーザビリティテストは、エンドユーザ

がWebアプリを操作している様子を録画し、その

様子の観察や発言内容から評価する方法である。

特に操作中に何を考えているかをつぶやいてもら

う「思考発話法 Think-aloud法、あるいはプロト

コル分析」と呼ばれる手法は、Webアプリに表示

されている結果の妥当性を含めた評価を可能にす

る。

Yenらはヒューリスティック評価とThink-aloud
法を用いて、看護師の勤務表作成ツールを評価し、



Think-aloud法ではタスク実行の障害がより明確に

なることがわかったと報告している（Yen P-Y, Bakk

en S. A Comparison of Usability Evaluation Methods: Heurist

ic Evaluation versus End-User Think-Aloud Protocol - An Ex

ample from a Web-based Communication Tool for Nurse Sche

duling. Published online 2009. Accessed May 4, 2022. https://

www.researchgate.net/publication/42639800）。特にシステ

ムと実世界のマッチングにおける課題が生々しく

語られ、有用であったとしている。

本研究においても、指標が示す結果と、エンド

ユーザが感じる現実世界とのギャップを明らかに

し、指標の妥当性を検証する必要があると考えて

おり、Webアプリのユーザビリティ評価の両面か

ら、Think-aloud法による評価を令和4年度に実施し

たいと考えている。

D-2-2.Webアプリ公表における課題

今後、ユーザビリティの評価を進め、指標の活

用方法の検討を重ねた上で、Webアプリを想定さ

れるエンドユーザ全員に公表する予定ではあるが、

公表に際し残された課題がある。

 本研究班で開発してきた指標は、公表されてい

るデータを情報源としている。その中でも重要な

データとして、病床機能報告制度データがある。

病床機能報告制度は、医療法に基づいて、医療機

関に義務付けされている制度で、医療機能や供給

量を把握するための目安として活用されている。

病床機能報告データは、年に1度10月に医療機関か

ら収集される。医療機関はデータを準備し、調査

専用サイトからデータを提出する。その後、収集

されたデータは整理集計され、年度別病床機能報

告公表データとして、厚生労働省のサイトからダ

ウンロード可能となる。10月に収集されたデータ

が公表されるまでには半年以上の期間を要してお

り、令和3年度データも令和4年5月現在で公表され

ていない。この医療機関からのデータ収集と公表

までのタイムラグのために、その間に開設した医

療機関のデータや、救急機能の認可に関するデー

タが欠損したり、逆に閉院医療機関や、救急機能

の認可取り下げ医療機関が指標算出に含まれてし

まったりするといった問題が起こる。本研究班と

して、この課題の改善策はなく、国における様々

な業務のデジタル化に期待する。また実際にデー

タを入手できても、Webアプリへの反映までに最

低3ヶ月の期間を要する。先に述べた通り、データ

整備からWebアプリまでにいくつか目視での作業

が必要となるためである。このように、データ更

新の課題があるため、エンドユーザには、最低限

の現実世界とのギャップについては許容してもら

い、指標を活用してもらう必要性が生じる。この

ため、Webアプリの公表にあたっては、残された

課題について、エンドユーザに十分な説明を行う

プロセスも重要である。

D-2-3.Webアプリのさらなる進化に向けて

Hezriは、都市の持続可能性に関する指標を作成

し、政策に関する意思決定の過程で、指標の利用

は以下の5つのタイプに分類されるとしている

（Hezri AA. Utilisation of sustainability indicators and impac

t through policy learning in the Malaysian policy processes. 

J Environ Assess Policy Manag. 2005;7(4):575-595. doi:10.11

42/S1464333205002262）。 
・ 道具的利用：指標を直接的に意思決定に活用し、

その結果が指標と直線的な関係があるような

行動をとるもの

・ 概念的利用：指標を利用者の理解を深めるため

に活用するもの

・ 戦略的利用：指標を、行動しないため、あるい

は批判を避けるため

・ 象徴的利用：指標が、他の現実を反映し、象徴

している場合、その保証として活用する

・ 政治的利用：指標の内容が、ユーザの立場を支

持する内容である場合に活用する

 今回本研究班が開発した指標は、事前に災害対

応を計画するための指標、つまり道具的利用が望

まれると考える。

指標の視覚化にGISを用いる手法は、都市計画

や医療提供体制の検討などにおいて多くみられる。

Kanekoらは、4つの医療サービスを選択し、年齢

別人口などの公表されたデータから、地域別の医

https://www.researchgate.net/publication/42639800
https://www.researchgate.net/publication/42639800


療必要量をランキングし、定量的なニーズを可視

化することによって、健康政策立案における意思

決定支援の促進になることを報告した（Kaneko Y, 

Takano T, Nakamura K. Visual localisation of community

 health needs to rational decision-making in public he

alth services. Health Place. 2003;9:241-251.）。

 本研究において、視覚化された病院ごとの「医

療支援必要度」は、効果的な病院への資源の配分

や、実際に災害時にサービスを提供すべき場所の

洗い出しと対策など、病院管理者や医療施策の立

案者の意思決定を支援できる可能性がある。この

ようなしくみは、意思決定支援システム（Decisio
n support system; DSS）、あるいは、都市計画な

どにおいては立案支援システム（Planning support 
system; PSS）と呼ばれている。 

一方で、具体的な災害対策にWebアプリを十分

役立てるにはさらなるWebアプリの機能の検討が

必要である。Hooper4らは、都市計画において研究

として作成した評価の枠組みを具体的な都市計画

に役立たせるための要素として以下の4つをあげ

ている。①計画前のみでなく、計画後の変化の視

覚化 ②いくつかプランにおける変化について、

ステークホルダーや利害関係者の理解を得ること、

③指標値の具体的な改善程度を示す事による計画

の説明と周知、④地域住民からのフィードバック

に対する即時的な計画への反映と効果である

（Hooper P, Boulange C, Arciniegas G, Foster S, Bolle

ter J, Pettit C. Exploring the potential for planning 

support systems to bridge the research-translation gap

 between public health and urban planning. Int J Heal 

Geogr. 2021;20:36. doi:10.1186/s12942-021-00291-z）。

本Webアプリでは、様々な条件下での災害時の

リスク評価は可能であるが、計画や準備の後でど

のように改善するかについてはまだ検討はされて

おらず、限界点の1つである。Hooperらは都市計画

について述べているが、災害医療の具体的な対策

や計画に置き換えると、計画後の変化を反映でき

るツールに進化させていくことが望まれる。

これまでに開発してきた指標をGISで視覚化し、

Webアプリ「大規模災害における医療需給情報の

可視化サイト」を構築した。今後、Webアプリの

公表に向けて、指標の妥当性の検証とWebアプリ

ケーションのユーザビリティ向上のために、関係

機関のエンドユーザによるThink-aloud法による評

価を行っていきたい。またWebアプリケーション

の公表に際しては、関係者への十分な説明のプロ

セスが重要である。さらにWebアプリを実社会で

十分に活用するためには、対策を反映させた後の

変化が視覚化できるものが理想的であり、Webア
プリの機能についてさらに検討を進める必要があ

ると考える。

D-3.  浸水害時の医療供給力修飾因子の検討を

進める上での課題：

 本研究課題では、全国で医療関係者が自らの地

域の災害時医療の需給ギャップを事前に評価し、

対策を進めための基礎資料を提示することを目的

としている。しかし、この観点からすれば、図1
ならびに図2いずれも、図情報として提供されてい

る。このため、自らが各種データを入手し、想定

を行うか、図１や図2のように地図情報として提供

されている想定結果を目視で読み込むしかない。

このうち自らが想定するには、道路の構造や規格、

沿線の個々の住宅の構造や建築年数等を入手し、

道路の被害や閉塞率を医療関係者自らが計算する

ことは時間的にも公表データの制約からもできな

い。

 この課題は、本研究にとっての問題だけではな

い。企業がＢＣＰ（事業継続計画）を策定するこ

とが求められ、また実際の災害経験から、企業や

企業グループなど災害時の防災対策を進める上で

も、同様の課題が生じている。ネットワーク設備

をもつインフラ企業や関連施設数が極めて大きい

企業では、読み取りは効率が悪い。加えて、自ら

の施設対策を評価するためには行政が公表してい

る被災区分－図２を例とすれば、20％から40％未

満－では不適当であることも少なくない。特に浸

水深予測のように、戸建て住宅向けの水深でのみ

予測結果が示されている場合には、粗すぎる例も

でている。

 現在、国では行政情報のオープンデータ化を進

めている。各種のデータを公開し、種々のあらた

な活用法を民間の力を借りて進展させることを目



的としている。この観点から、被害想定の計算結

果そのものを電子データで提供されることが望ま

しい。本研究に参画し、検討してきた結果から得

られた結論のひとつと言えよう。

D-4. 災害拠点病院における浸水害時の電源喪失

リスクに関する研究：

災害拠点病院は地域の急性期医療の中核病院で

あることも多く、人工呼吸管理をはじめとした集

中治療や透析治療など多くの電力を要する治療を

実施していることが想定される。医療機関にとっ

て電源喪失は医療継続困難となる大きな要因であ

る。そのため医療機関では大規模な停電時であっ

ても医療継続できるように自家発電機を設置し、

災害拠点病院では最低3日分の燃料も保有してい

る。しかし浸水害では通常の停電だけでなく、病

院施設への浸水による自家電源設備への被害も想

定される。

電源喪失リスクは医療機関の診療継続の可否に

とって非常な重大なリスクと捉え、令和2年度の本

研究でも浸水害の影響を東京都の医療機関を対象

に調査を行った。その結果では、650施設のうち自

家発電設備の設置場所が判明し、かつ所在地が浸

水域に位置している医療機関24施設（3.7％）でし

か検証ができなかった。これは自家発電装置の設

置場所不明の医療機関が357施設（54.9％）と半数

以上に及んだことが大きく影響した。そこで、今

年度の研究では、対象とする医療機関を特定地域

の全病院ではなく、災害時に地域の中心的役割を

果たす災害拠点病院に限定することにした。災害

拠点病院はEMISに精通していることから、EMIS
上の情報不足が減少し、検証できる医療機関が増

加することが期待された。結果として電源喪失リ

スクの評価困難な災害拠点病院は全体の4％に留

まり、有効な検証が実施できたものと考えられた。 
災害拠点病院537施設（70.8％）はすでにハザー

ドマップを考慮した自家発電装置の設置を行って

おり、浸水対象区域外に所在している132施設、浸

水想定区域に所在していても最大浸水深が50㎝未

満の11施設と合わせて680施設（89％）で電源喪失

リスクが低い状況であった。大部分の災害拠点病

院は浸水害に対する備えがすでに実行されている

状況と考えられる。

一方で51施設（7％）の災害拠点病院では電源喪

失リスクが存在している。その要因の大部分は1
階または地下階に自家発電装置を設置しているこ

とであった。また自家発電装置自体は最大浸水深

以上の階に設置していても、自家発電装置に燃料

を供給する燃料タンクが浸水する恐れのある場所

に設置していることがあり、燃料供給の停止から

電源喪失につながるリスクを有するし施設も存在

した。都道府県ごとに電源喪失リスクのある施設

の分布をみると、地域差も確認できた。地域の災

害対策において、浸水害による電源喪失リスクを

共有して対策を進める必要があると思われる。

 災害拠点病院は災害時にもその機能を維持する

ことが必要であるため、電源喪失を回避する対策

は極めて重要であるが、万全な対策をしていても、

浸水想定区域であれば、リスクを０にすることも

困難であると推測される。人工呼吸管理や透析な

ど電源に依存した診療を行っていることが多い災

害拠点病院では、電源喪失時の病院避難計画を検

討しておくことも重要なリスク管理と考えられる。 
 今回の研究の限界点としては、地点別浸水シミ

ュレーション検索システムでは国土交通省が管理

する大規模河川で発生する浸水害を想定している

ために、それ以外の河川で発生する浸水害や河川

氾濫によらない内水氾濫による浸水害に関する評

価が出来ていないこと、津波による浸水を考慮し

ていないこと、燃料供給や電力復旧の可能性を考

慮していないこと、病院敷地内や建物の構造を考

慮していないこと、が挙げられる。

 河川氾濫による浸水害では、そのハザードを考

慮した準備をしていない医療機関においては自家

発電装置が水没するリスクが高く、その地域の医

療リソースが低下する恐れがある。特に地域の災

害時に中心的役割を果たす災害拠点病院でのリソ

ース低下は回避すべき事項である。今回の検討で

は災害拠点病院51施設（7％）に電源喪失リスクを

認めた。自家発電装置などの電源設備の浸水防止

対策は喫緊の課題である。また電源喪失時に医療

継続が困難となる事態を想定し、病院避難計画の

策定などの対策も必要である。

D-5. 災害時の医療需給均衡比関連情報の社会実

装に向けた研究：

図21のように、地域を構成する各主体が、内閣府

SIP4Dや災害時の医療需給均衡比関連情報を活用



する社会的な変革を行わなければ、本研究の目的

達成は困難になろう（マルチステークホルダー・

アプローチ）。その際、特定地域での実証、具体

的に災害時の医療需給均衡比関連情報を活用し、

災害マネジメントサイクルを訓練なども通じて、

実際にまわしてみることが肝要である。

図21.マルチステークホルダー関与の重要性 

E. 結論

これまで、医療供給力修飾因子として、看護師数

減少因子とともに道路リンク閉塞因子に注視して

きた。しかし、地図情報として提供されており、

活用が難しい。企業がＢＣＰ（事業継続計画）を

策定する際にも同様の課題が生じている。現在、

国で進めている行政情報のオープンデータ化の対

象に、被害想定結果の電子データを含めることが

望ましい。また今後、Webアプリの公表に向けて、

指標の妥当性とユーザビリティ向上のために、関

係者によるThink-aloud法による評価を行っていく

予定である。またその公表に際しては、関係者へ

の十分な説明のプロセスが重要である。さらにWe
bアプリを実社会で活用するためには、対策を反映

させた後の変化が視覚化できるものが理想的であ

り、Webアプリの機能のさらなる検討が必要であ

ると考える。

地震に加え浸水害については、主に医療供給力

低下の程度に着目する必要がある。地域の災害時

に中心的役割を果たす災害拠点病院での供給力低

下は回避すべき事項であり、自家発電装置などの

電源設備の浸水防止対策は喫緊の課題である。ま

た電源喪失時に医療継続が困難となる事態を想定

し、病院避難計画の策定などの対策も必要であり、

これらも上述のアプリによる可視化を図る必要が

あると思われた。

今後は、地域を構成する各主体が、内閣府SIP4
Dや本研究による災害時医療需給比（RRR）関連

情報を活用する社会的な変革（マルチステークホ

ルダー・アプローチ）を行うことが国土強靭化を

実現する対応計画策定に寄与すると考えられる。

F. 健康危険情報

特になし。

G. 研究発表

特になし。

H. 知的財産権の出願・登録状況

特になし
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